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-医療をめくる環境カ変化している。・建物の安全防災直に問題か&るa

・運営官哩サービス部門の倉理化・設備機器の糊回、十分に生かさ

や、医脅仮設備・機器の効率的利用を れてえj:L¥

国りたい。 ・施Z干の効字a<)t.:利用カできて1古川

・開業しながら法修増改築したい。 ・古くなったので調べて欲L、。

敷地の現況建物配置また増改築や

被災珪かbちょっとしたひぴ!UれJこい

たるまで建物に関するあらゆる側直

かりの調査を行い診断J'itとにな.

カルテに書き"みますg

経営方針や運営・管

理ンステム診療形態

ゾニ/ク:設備機 い掛

器の慨要など1fÕj~の3見

況について釘聞きしますc

ヱ倫理査に基づいてリフレツンユの

方針、診断実施スケンユールの立案

を行います。閣時に捻断費用の見積り

を行います。

請査 H;;t~待粟に基っき、病院施設

りフレノンニのみめの総合的なF酒を

いたします3

.... 
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総

診

-縄毎夏医持軍ニーズの調査

・必要機能の調査

・必要規模の調査

・各部門の関連性及び機能 tソ

ニノタ及び動練の調査

・屠注性の調査

・運営管理ンステムの謂査

・既存設備織器の機能及び老朽

度の調査

・建物各部の老朽度や強度め調査

総合評価の結果に萎ついて補修

改修、増築改築の実施計画を作成し

ます。周時に見積書を提出 υ ます。

施工にあたっては、開業しながりの工

事力、要求されます。 γミスが士宮ってきた

豊富な経験と技術により安全、快速て

機能性の高い病院へとリフドノ/ユ

しま万三

患者さんにも医療従

事者にも快適に二使

了用いただくには日頃の

維持管理治大切で杭

定期点検のカjしテも用

意しますヨ

ME.パイオなど先端技術の

浸透、高齢化などによる地域

の医療ニーズの変化。 L、ま照

療は、大きな転換期を迎えて

います。快適で適切な医療環

境をつくり、かっ病院経常を

効率化するための、新L'サ両

院づ〈り。シミスやは、同のようなシステムを用意していますコ

開業しながら、 新 し い 病 院 に 建 て 替 え る こ と も 可 能でt
シミズLt，全国各地で数多〈の病院を子がけてきました〉

経験豊かな専門 ス タ ッ フ が 、 事 前 計 画 の 段 階 か り参画3

診療閣の調査・分析から、診療形態や経営方針づくりの

お子伝いま亡きめ細かなコンサノレテインク守を行います3 投

資を11[1えて、これからの時代が求める病院づ〈りへ 3 実積

のある、シミスfの豊富な技梓守とノウハウをお役立て〈ださい。

清水建設a必
難資料をお送りLます。ハガキ!右の資糾育?ミ券を貼り4同士マ ケテlング都へご請ト<<だき"，



H本病院会の共済屈を担当する
働H本病院共済会

|事業の内容|

(1)主怠保険

・病院のための保険

病院火災賠償藁任保険

病院賠償責任保険

就業中傷害保険

労働災害総合保険

所得補償保険

現金総合・身元信用保険

医師退職金積立制度

ボイラ保険

・その他

看護学板学生傷害保険

保育所総合保限

(2)病院図書の発行と販売

(3)人間ドック手帳の販売

(4)薬価情報の発行と薬昂販売

(5)病院の電気料金節減のための

松下製制御盤の取付斡旋

(6)他社発行図書の販売斡旋

(7)共済会ニュースの発行

(8)セミナーの開催

株式会社日本病院共済会
干 102東京都千代田区三番目丁 7-2 

ウeイラロイヤル三番町204号

電話東 京(03)264-3180(代)
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聖マリアンナ医科大学病院は、鉄筋コンクリート造り、地上 H首塔屋付き44，000平方未のフロア面

積をもっ本館と、同じ〈地上 8階20，000平方未の別館とからなっている。すべての摸病に対応できる

17科の診療科をもち、働きやす〈、患者さんにあかるいイメージを与えるような楕院を目指Lて、昭

和刊年に完成 Lた。

大学構院の本館は、低層階の 3階がら 3階までに外来の診療部門と臨床横査部門、リハビリテーシ

ョン部門、放射線部門、厨房などが配置されている。中層階の 4階には食堂などのサービス部門と管

理部門があり、高層階の 5階から 8階までが病樺である。高層階では建物の周囲に回鹿を設けてテラ

スにする一方、非常災害の折などはこの回廊を伝って避難できるよう、防災上回配慮がされている。

別館では救急救命センタ一、集中治療室(ICU，CCU)、熱傷センターが1階に配置され、 2階 tこは精

神科、 3 階には形成外科、 5~ 7階には内科の各病樺がおかれている。

聖母7 リア像はキリスト教的人類愛に根きす生命的尊厳を象徴しており、来院される方々の心の支えとなっている。



正面玄関を入ったところに総

合案内所があり、来院された方

のご案内のほか、初心者に対し

て受診相談等、安Jし、して受診山

来るように心掛けている。

外来百今時受付はゆ r たけどしたスベ

つえをとり予約制を再入 L、患者向便

を ~j- --)ているつ



血管造影撮影装置・最新のマイクロプ

ロセ yサ技術と、パワーエレクトロニク

ス技術を導入したコンピュ タ制御X樟

高電圧装置が設置きれている。

本館病棟内構造は十字型、

別館病棟は 5字型構造になっ

ており、1看護単位を 50床とし、

暗室又は面会等の管理をスム

ースにするため、ナス ス

テーンヨンは病棟入口に位置

しているロ
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病歴室には創立以来のカノレ

テが管理されている。

病院裏庭は遊亭i宜に

なっており、医学教育

研究と診療の殿堂と L

て充実した環境問中に

自然も色濃く残して L

る。

写真提供

聖マリアンナ医科大等

病院

( 閃附附剛!げ凶f白川i

を二幸聞〈ただ手さい
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年 頭 所 感

一今年は誇りと自信をもって進もう一

諸橋芳夫*

新年おめでとうごさいます。

日本の健康水準は平均寿命，乳児死亡率，訂正死亡率の何れをみ

ても世界第一位となった。戦前，人生50年と言われたのが，今や80

年と言われる時代となった。

こうなったのは，医学医術の進歩，薬学の進歩，公衆衛生の進

展，国民皆保険制度，国民の生活水準の向上等によることは言うま

でもない。さらに忘れてはならないのは，われわれ医療従事者の絶

ゆまざる努力，協力があったことである。これがあったからこそ，

日本は諸外国に比し少ない医療費〔対GNP比アメリカの1/2以下〕

で今日の成果を得たものと習う。諸外国に，日本に学べとの戸があ

る所以でもある。

医療費が年 1兆円も増加し，国家財政がもたないかの如く厚生省

は発表するが，この数年間，国民医療費の中での国の負担額をみて

も 4兆3千億円と横ばいであり，昭和58年度より千数百億円も減

っている。従って，その負担割合は昭和60年度は27.1%と， 58年度

より 3.5%も減っている。

国民医療総合対策本部の中間報告でも，厚生省は老人医療の今後

のあり方，長期入院の是正，患者サーピスの向上などの項目を掲

げ，量よりも質の時代だと言って医療費抑制を図らんとしている。

我が国の平均在院日数は，急性病院，慢性病院の区別のないこ

と，中間施設，老人ホ ム等の不足，マンパワーの極めてjないこ

ともあって，欧米諸国に比して 2~5 倍と長い。しかしながら，人

口に対する入院割合は半分以下であり 1日当りの入院医療費は，

アメリカは我が国の 9倍，フランスは 6倍，西ドイツは 4倍と高

い。従って，在院日数に 1日当りの医療費をかけて計算すれば，我

が国は 番安いことになる。

医療費の高騰は世界の趨勢である。その理由は人口の高齢化，医

学医術の進歩，新薬の開発，疾病憐造の変化，国民の生活水準の向

上からくるよりよき医療サーピスへの要望，医療従事者の増，朕療

*もろはL よしお 粉日本病院会会長・総合病院国保旭中央病院院長

日本病院会雑誌 19咽年1月 11 



12 

施設病床の増等によるものである。政府は年 1兆円増の医療費を強

力に抑えんと Lて更に病床の抑制，医学部入学定員減，自己負担の

強化，薬価の切り下げ，老人保健施設の新設，審査の強化，法の厳

守など次々と手を打ってきている。

これではと，会員の中には今にも自分の病院が破滅するかの如く

心配する者もあるようだが，人間，生活するからには，生れる者

も，病気になる人，怪我をする人，死白人，健康増進を図る人，多

種多様，沢山の人があり， :1つれわれ病院(医療費の中の 65%は病

院，診療所は35%)を必要としている現実を直視すれば，われわれ

の将来を心配することはない。事実，この数年間をみても，病院の

破産は年に 0，1%に過ぎなレ。それも放漫経営によるものである。

人の生命は何よりも重心地球よりも重い，と言われている。経

済企画庁による昭和62年度国民生活選考度調査結果では，生活の上

で重要視している領域の第位に，健康の増進，病気の予防，医療

施設やサ ピスの整備，充実などを内容とした「氏療と保健」をあ

げている。政府は金がないからやらないということではなし金が

ないなら知恵を出したらよい。かつて田中角栄元総理が，戦後，道

路をよくするのにガソリンに税金をかけ，目的税と Lてこの財源で

日本国内の道路を整備した。有料道路も沢山作った。竹下新総理は

就任後の初記者会見で， r高齢化社会を考えた場合に，安定財源と

Lて，新型間接税を福祉目的税導入の方向で検討する」と発言され

た。誠に的を射た発五だと思う。新内閣の医療福祉政策に期待する

と共に，われわれは国民の健康を守ることにもっと誇りと自信をも

って，団結を強化し正道を歩んで進もう。

日本病時金雑誌 1988年 1月
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機 謹 賀 新 年

(社)日本病院会役員(昭和62年11月初日撮影)

1行天良雄参与

2河井博代議員会副議長

3財湾晃代議員会議長

4竹本吉夫副会長

5小野肇理事

6河野稔副会長

7諸橋芳夫会長

8左京田幸夫顧問

9若月世一副会長

10有津源蔵副会長

11岡本隆一常任理事

12.周山義雄常任 理事

13二本杉絞常任理事

14遠藤香苗理事

15中後勝理 事

16南 溢理事

17後藤保郎理事

18石田礼二理事

19藤 掛敏理事

20宮崎柑常任理事

21丹野清喜常任理事

22.登内真常任理事

23大道事常任理事

24中 山 耕 作 常 任 理 事

25高橋政棺委員長

26平 野 一 端 常 任 理 事

27溝田耕三常任理事

28岩永光治理事

29鍬塚登喜郎理事

30渡辺晃理事
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31崖節也理事

32牧野永域理事

33須原邦和理事

34伊藤田f 理事

35加納繋美理事

36西能正一郎常任理事

37岡崎通常任理事

38近藤慶二常任理事

39河北博士事与
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年官、 ビと

F連 雲ZF差出主 量め蓄の 開基 院

E ipi君 !i章
翁 乙る制作 E E 療 Z事院 と機 民の ! 
会 長能 正 ピ

の 備 に こス

本年も，一層誌面の充実に努めます。

よろしくご支援・ご協力，またご愛読

のほどお願い申し上げます。

学術委員 岡崎 通〔学術委員長〕中山耕作〔学術副委員〕長北原哲宍(雑誌編集委員長)

一条勝宍(雑誌編集副委員長〕 高橋政紙 三宅浩之 山本修 右前l 勉

〔協力委員〕安藤秀推 中野隆男 石山 稔 瀬川篤宏 稲垣 武 大久保和恵

垣花 満 長谷川秀子 倍賞玉之助 伝日、 健 虎渡勇二 井ヒ加代子

t原みどり 渡違 進(相談役〉

(事務局担当)清川陽一
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<病院長・幹部職員セミナー>

講演

医 療

はじめに

ただいま太田元次先生から，過分なるご紹介を

賜りました参議院議員の官崎秀樹でございます。

本日は，日本病院会の病院長・幹部職員セミナ

ーにお招きいただきま Lたことを心から御礼申し

上げる次第でごさいます。まに平素は諸橋会長先

生はじめ，日本病院会の諸先生方に大変お世話に

なっておるわけでございまして，また昨年の 7月

6日の衆参同日選挙におきま Lては皆様方の温か

L 、ご支援によりま Lて，国政の場へ出させていた

だし、たわけでございます。ここに改めて御礼申 L

上げる次第でございます。

早いもので，それからもう 1年 1カ月が，あっ

という間に経ったわけでございます。私が当選さ

せていただきまして，まず最初に，老健法にぶつ

かったわけでござし、ます。それから続きまして，

税制調査会いわゆる事業税の問題等にぶつかりま

した。そして，また年が明けま Lて，すぐエイズ

の問題で，私は 3月14日から 9日間，自由民主党

の調査団といたしまして訪欧 L，イギリス，フラ

ンス，丙トイツへ派遣されて行ってまいったわけ

でございます。

そ Lて， またエイズから帰って来た途端に，私

の机の上に，介護福祉:::f:，社会福祉士，臨床て学

技師法案，それからもう一つ，義肢装具上法案こ

うしう法案がのつかっていたわけでごさい主すコ

これでまた私，一間着をそこで起こ Lたわけでご

ざし、ま F。

そLてまた， iYl今は'"1民医債総合対策本部，厚

坐省のいわゆる中間報告というものヵ、出たわけで

ごさいまして，まことに休む暇ない，この医療界

と 政 f台

参議院議員宮崎秀樹

の動きというものは目まぐるしいわけでございま

す。私は，たった l年 1カ丹ではございますけれ

ども，まきにこの医療がどんどん変革してし、くと

し、う中で，皆様方の代表として，徴力ではありま

すが，どのくらいの仕事ができたか左，今，内心

恒侭たるものがあるわけでござし、ますけれども，

今日はその一端をご披露申し上げまして，今日の

大変高温な題でございます医療と政治」に取

り組んでみたいと存じます。

日本の医療の歴史

まず最初に，今までの H本の陪史的背景を見ま

すると，明治 7年に医政第76条ができたわけでご

ざし、ます。その後，長与寺斎によりまして， この

医療に関Lましては当時，日本の医療は英国に

範をとるべきか， ドイツにこの範をとるべきか，

とLヴ選択がj自主られたわけでごさいます。その

ときに，やはり日本はドイツにその範をとったわ

けでございます。そして明治維新外国の文化が日

本に流れ込んでまいりました。追いつけ，追い越

せということで，日本人は勤勉でござし、ますの

で，一生懸命やりま Lた3 やはりその中で，医療

制度というものが徐々に確立されたわけでござい

ます。そのように，政治と阪療というものは必ず

密着をして，現在まできております。

そして，その次のもう つの節目が，例の太平

行戦争でございます。 H支事変が起きま 1て，そ

して日本は帝国主義，軍国主義を歩んだわけでご

ざいますコ除話量軍σ〉病院ができまして，市民さ

んが養成されたわけでございます。そ Lて，次

に敗戦という憂き目を見まして，ここでやはり

日木は，医療というものが旗本から考え直され
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て，アメリカの医療が入ってきたわけでごさ1、ま

す。

私どもが大学へ入ったころは，まだ内科診断学

はドイツ語でごさいました。今はもうほとんどド

イツ語を使ってるところはないと思います。その

ように制度によって変わってまいります。そして

昭和36年には，国民皆保険になったわけでござい

ます。そして今，世界で一番の長寿国に生まれ変

わってきました。そうし、う背景を見ましても，国

家の運命とともに，この医療制度は変わってきて

おります。

現実政治の状況

私が，面会議員になりまして，この国政に出さ

せていただきまして，ま F感じま Lたのは，日本

は三権分立でございます。司法権，行政権，立法

権というようなのがござし、ます。やはり法律とい

うものの中で我々は，この医療を行っているわけ

でございまして，一一大きな法律の中で縛られて

る。例えば，今日は病院関係でございますので，

最近U¥まLた例の病院の消防設備の問題，スプリ

ンクラーでござし、ます。このこと一つをとりまし

ても，やはりそういう法の中で決められてしべ。

それは誰がつくるのかと申 Lますと，その法ーによ

りましてもいろいろ程度がございます。一つの例

を今とりましたけども，この消防法の改定は政令

で決められます。政令というのは，これは閣議決

定でございます。閣議で決めたものが発令されて

指導される。それを実行しないときには，勧告が

あって命令が下されるわけでございます。県知事

の命令に従わないと，今度は罰則規定がごさいま

す。懲役 6カ月ないし罰金20万円と，こういうの

がこのスプリンクラーに課せられた罰則でござい

ます。そして，それを守らないと営業停止という

ようなことも，これは病院でございますから，業

務停止でござL、ま Fが。そして，そこに万が一火

災が発生いたしますと，傷害致死傷ということ

で，これは重い刑法が適用される。こういうよう

なことになっております。

つをとりま Lても，そうし、うことでございま

すが， これは収閣議決定'という言葉が出ました

げとも，今の現状の国会を見ますると，話は飛ぴ

ますが， 18日からの動きから正常になったわけで

ございますが，これも例の減税 l兆 3，000億円。

そしてマル優廃止ということで，閣議決定いたし

まLたものが， これがなんと面白いことに，幹事

長・書記長会談によって， くるっとひっくり返さ

れたわけでごさいます。そこで今度は， 1兆5，000

億円の減税。それから財形貯蓄の非課税化という

ような取り引きがありまして， 18日から今度は動

き出すと，閣議決定よりも幹事長・書記長会談の

方が優先するということになるわけでございま

す。

我々自由民主党の党員といたしましては， これ

はおかしいぞということで，昨日議員総会をやり

まして，これに対しては大分クレームが出たわけ

でございます。それはそのはずでごさいまして，

閣議決定を幹事長・書事長がひっくり返すという

ことになりますと，政府は要らなくなるわけでご

ざし、ます。理屈から言うとそういうことでござい

ます。も Lひっくり返すのなら，国会の審議の中

で，これはやはりやるべきであるということでご

ざL、ます。で，ございますので，政治といちもの

はそのときどきによって，いろんなことで変わっ

て Lまうとし、うのが，今の日本の状況でこさ1、ま

す。そのような余談もごさいますが，今日は時間

も限られておりますので，早速スライドの方へ入

りたし、と思います。

大変，お食事の後，肱気がさすかと思いますけ

ども，なるべしささないように絵など入れてあ

りますので，ひとつ，できるだけご清聴を願いた

いと思います。スライドをお願し、し、た Lます(ス

ライドは略以ト同じ)。

国会議事堂の内部と自民党本部

これが，まず国会議事堂の右と左にミういう玄

関がございます。正面にl白lかつて。中央の玄関か

ら右側で， これが出欠表示板で全部ボタンを押L

まLご我々が人るわけでございます。人口が 5カ

序「ありま Lて，ここのボタンを押すと全部に，今

日は議員が弦院しているということがわかるわけ

でございます。このU¥欠は全部チェッグされてお

ります。

これは正面玄関を上がってしべ階段で，当選 L
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たとき 1回しか上がれません。ですから， じゅう

たんが非常にされし、でございます。天皇陛下がこ

こをお通りになるわけでございます。

これはE面のホールでござし、まして，ここに 4

つ銅像が建っております。これは大隈重信に，伊

藤博文，板垣退助と，ここに一つ空いてまして，

ここに誰が上るかと，みんな自分が上ると思って

るようでございます。この真ん中のホーノレが大理

石でできておりま Lて， これ15cmの厚さのある大

理石の模様で，金太郎飴みたし、なもので，どこを

切っても模様が出てくるとこういうふうにできて

おるんです。

これが昭和11年に出来たものでございます。も

う50年たっております。これは天皇の王座でござ

います。お休みになるところ，これは天皇陛下お

1人しか入れない。皇后陛下も入れないとこうい

うことでござし、ます。ここにある椅子が桜の木の

一万彫でございます。ですから止め具も何も使っ

ていなL、。 I本の太い幹からくり按いてつくって

ある。 これは純金の時高で， いま 100億円かか

るo こういうことだそうでござし、ます。

これは開会式で参議院の方は天皇の玉座があり

ます。衆議院にはございません。これは閣僚が真

ん中におりまして，左側が衆議院，右側が参議院

でございます。共産党は 1人も入ってまいりませ

んので，なんとかみんな入ると，こういうことで

ございます。

これは議席でございまして，出席した人はみん

な議席札を立てるわけです。そうするとこの下に

投票箱がござし、ます。この中に投票用の木札が入

っている。ですから出席しない人は，ここを開け

ることができないと， こうなっておりますc これ

は例の万歳の西川きよしさん。荘、はその隣りでご

ざいます。この間山口から補欠が I人出ま Lて，

この隣りがもう 1つ埋まりましたけとも，西川さ

んは大変目が大きいからよく見えるだろうと言っ

たら，なかなか国会というところは難しくてよく

昆えないと言っておりました。大変勉強家でごさ

いまし亡，まじめι彼i工出とおりますG

これは自由民主党の本部の図でございます。こ

こに政務調査会というのがあります。この下に社

会部会，労働部会，それから内閣部会いろんな部

会がございます。ここが自由民主党の政策をする

すべての中枢でごぎいます。そのほかに国民生活

局とか，いろいろとこちらの方にございますQ こ

れが政策をする唯一のところでございます。ここ

、へ各法案，それから各省庁の官僚が全部出席いた

Lます。大体，朝の 8時か8時半に始まります。

そこでほとんど法案をかんかんがくがく，大激論

で飛ば Lてここでやるわけでございます。そうい

うことになっております。これは野党の方はそう

いうことございませんので，やはり自由民主党で

ないと意見が反映されなレというのはここにある

わけでござし、ます。

これは各種議員連盟です。 300以上ございま

す。これ全部会費取られますと毎月 100万円ぐら

い要ります。大体 4~50は皆さん義理で入ってい

るようです。いろんな議員連盟がございまして，

例えばがん撲滅議員連盟に始まり，日韓とか，日

米議員連盟，それからスポ ツの議員連盟，バイ

オテクノロジーの議員いろいろございます。

法律のできるまで

法案を作成する準備をいたしますと，省庁は根

回しを始めます。そして審議会をつくりま Lて，

審議会でいろいろ諮問させます。これは隠れミノ

でございますけども，そしてどんどん進んでいき

ます。ある程度進んだところで，もうここまでき

ますと，内閣の方へ全部法制J局の審査までいっち

ゃっています。そして省議にかけて，かかった

ものを初めて自由民主党の部会へ出してきます。

例えばこの前の老健法は社会部会です。ですか

ら，ここまでくると大体設計図は出来上がってい

る。家に例えますと，コンクリートの下打ちは打

ち土がったものを出してくる。

ですから，われわれは，どうし亡も社会部会へ

出るずっと前の段階でその情報をキャッチして，

いろいろなことをつぶしにかからなければレけな

し、ですから今，同民医療総合対策本部の問題

も，ある程度ここら辺まできちゃっているわけで

すG あれがある程度子第化されて， 63年度の慨算

要求iこ盛り込まれますと，つぶすのは大変でござ

います。でございますので，私どもは早くキャッ

チしまして，とにかくわれわれの意見というもの
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を，たたき込んでL、かなければいけなし、。これを

通りますと，もう政策審議会，そして総務会，国

会対策委員会で上へ行きますと，閣議に入って L

まいます。そして閣議決定されますと，内閣参事

会を通じて国会提出とここまで行って Lまう。こ

こまで行ったものは，ほとんど外装工事が終わっ

ているということでござし、ますので，これをつぶ

すのは大変だということでございます。

提出されてしまいますと， これは衆議院へ行っ

てお経読みというのが始まります。 別お経読み"

というのは趣旨説明のことです。例えばこの間，

精神衛生法がお経読みを Lました。これは厚生大

臣がそこで趣旨説明 Lちゃう。趣旨説明したもの

について討論が行われますが，これはほんの儀礼

的なものでござし、ます。そして，その下にありま

すいわゆる委員会に，例えば社会労働委員会にこ

れが付託されます。そして委員会でまた趣旨説明

があって，そこで審議をして，そして採決をし

て，また衆議院へ戻します。それで衆議院でまた

採決をして，可決をして，これを参議院へ送って

くるむ参議院ではまた同じこ左を繰り返して、参

議院の場合はこうやって委員会を聞いて，またそ

こで可決してまた本会議を開くということでござ

います3 もし参議院で官官修正がございますと，

修正した部分については，今度衆議院の同意を得

ます。そして差し戻します。そして，それが最終

的に奏上されまして公布される。こうしづ順序に

なっております。でございますので非常にややこ

しいんですが，衆議院で 1回本会議にかけて，そ

して委員会にかけてまた本会議に戻して，それか

らまた参議院の本会議にかけて，それから委員会

へかけてまた委員会から本会議にかけてと，こう

いう順序を踏むわけでこざいます。

国会の各種委員会について

これは参議院，衆議院でもそうでございます

が， この委員会がいっぱいこ'さいま寸】内閣委員

会とか，地方行政委員会とか，それから法務委員

会，外務委員会，大総委員会，文教委員会，社会

労働委員会，それから農林水産ずっとございま L

て，予算委員会，決算委員会がござし、ます。その

ほかに環境特別委員会，それから国民生活調査

会，災害特別委員会，こう L、う特別委員会が 8つ

ございます。

普通，国会議員はこの常任委員に 2つ，そして

特別委員会に 1つ所属することができるわけでご

ざいます。そして予算委員会と決算委員会だけ

は，これは総理大臣以下全大臣を呼びつけられま

す。やはり人気がこの予算委員会と決算委員会は

高いわけでございます。私ども新人はその予算委

員会がテレビで放映されるものですから，人気が

高くてなかなか入れない。私，決算委員会に所属

させていただし、ておりますけども，それと社会労

働委員会と常任委員会2つ，それから環境特別委

員会へ所属しております。なかなか社会労働委員

会も最近は，今，国の予算が54兆円で，社会保障

費がそのうちの約 5分の 1，10兆円でござし、ます

ので， こういう予算のうんとつくところには人気

がありま Lて，非常に入るのに大変で，派閥から

何人とか，当選回数から何人とか，いろいろ制約

がございます。そういうことで与党・野党の割り

振りというのがございまして，なかなか入るのも

いろいろ頼み込んだりなんか Lて大変でござL、ま

すが，私はこの社会労働委員会に入らなければ，意

味がないんで， どうしてもということで， これは

そこに所属させてもらっておるわけでございま

す。

議事堂の隣りに別館がございまして， ここで社

会労働委員会が参議院の場合開かれます。これは

私が社会労働委員会で質問しているところでござ

いますで。斉藤厚生大臣がここにおります。これは

各局長クラス，そして課長クラスが全部こっちに

おるわけです。これは斉藤厚生大臣， これは仲村

保健医療局長，皆さんここにいて，わからないと

後ろから紙がどんどん出てくるというふうになっ

口、ます。

医療法および諸法について

これは医療法および諸法でございますが，われ

われがどんなふうに今法律の中で動レてし、るかと

同いま rと，医療法に始まって，もちろん健康保

険とか，災害保障とかいろレろござし、ます。それ

から災害救助法，消防法がございます。建築基準

法，それから法人税法，商法，所得税法，医師法
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いろんな法律の中で病院も診療所もやっている。

そして，その医業経営の中には，行政型，慈善

型，自営型，直営型，営利型，私は徳州会はこれ

じゃないかというふうに思っておりますけども，

普通は営利型はないんでござし、ます。その中に医

療制度があって，医療圏があって，地域医療計画

がある。こういうような中でわれわれは動いてい

るということでございます。

健康保険制度につきましでもですね，すごい保

険の種類がござし、ます。これは船員保険法から日

雇労働者健康保険法までとにかくいろんな法律が

あって，今日は幹部職員の皆さま方大勢でござい

ますから，これはいろんなのがあることはご存じ

でごさいましょう。それから公費負担医療制度と

いうのがございます。これも公費負担というもの

は一体何だということで，結核予防法から生活保

護法，それから戦傷病者特別保護法，みんな法律

の中で身体障害者福祉法から児童福祉法というよ

うな，原子爆弾力、ら始まっていろんなものが公費

負10，でございます。これも皆様方ご存じだと思い

ます。

医療に関する最近の課題

医療に関する最近の課題でござし、ます。まず健

康政策局関係，これは厚生省の局の関係で上げま

した。 1番目が医療計画でございます。これは今

かけ込み増床等でいろいろ問題になっておりま

す。それから第二次の医療法の改正でございま

す。これは病院・診療所の問題がござし、ます。今

は19尿という つの枠で，それ以下を診療所，そ

れ以上を病院と医分けしておりますが，この辺の

問題

それからもう一つは老人保健施設の位置づけの

問題， これはやはり第二次医療法の改正の中で，

それから 3苔日に家庭医の問題，これに関しまし

ては， もうすでに家庭医に関する答申等が出てお

りますけども， 日本医師会等やはりこれは認めて

ないという方向で，これをわれわれは今注Hをし

亡おるとニろをございますハ

売上税に関しましては，先般流れましたけど

も， しかし，今度の税法が通った後で絶対に財源

が足りません。そうすると何かで増税しなければ

ならない。やはり間接税が次の段階で入ってまい

ります。われわれも税制jの問題では，民療に関し

ての今度は売上税に代わる間接税というものに対

し亡，今から考えておかなければならないという

わけでごさいます。それから 5番目が医師数の問

題でございます。やはり医師数は私もこの聞の決

算委員会で質問したのでございますが，やはりこ

れは今から削減していかないと大変なことにな

る。あふれて LまうということでござL、ます。そ

れから次は医療従事者等の問題がございます。

次は，医療経営の近代化の問題でございます。

それからもう一つは先程言一った新たな医療関係職

種の資格制度でごさいます。健康政策局関係では

エイズでございます。そして精神衛生法，老人保

健施設また，国立病院・療養所の再編成，統合か

ごさいます。保健局関係では医療保険制度の一元

化，診療報酬，薬価基準とし寸問題がございま

す。

国民医療費について

それから先程胃った医療費の最近の関係でござ

います。昭和62年度でございますが，国民医療費

は約18兆1， 000億円，それからそのときの老人医

療費は 4兆 8，0∞倍、I'J，そして老人医療費のこの

国民医療費に対する割合ですが27%，国民医療費

の国民所得比は 6.5%でございます。ところが昭

和65年度になりますと，国民医療費は22兆円にな

るだろうと Lづ推計でございます。そのときのを

人医療費は 8兆 3，000億円，そしてその割合は29

%である。国民医療費の国民所得比は 7%くらい

だろう。そして昭和75年になりますと，国民医療

費は44兆 6，0ω 億円になると，そして老人院療費

は 16兆5，000億円，苦人医療費とのニの割合法37

%，国民医療費の国民所得比 9%程度になるとい

うことでござし、主す。

今日兆円が国家予算でございますから， 44兆

6，000億円という国民医療費tこも Lな勺たとする

とですね。これはχ変なことになるわけ Eござい

まにやはり同民医療費の国民所得比は 7%以 F

に抑えないと， これはなかなか人一変なことだとい

うのが， [li界的な通説でございますので， これか

らの医療費の増高を考えまして，われわれはこれ
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に今から対応Lてし、く対策を立てなければならな

い， とし、うわけでございますが，国もこれに関し

ましては，全然対応を今からやっていないようで

ござし、ます。先般私，総理に直接お会し、し、た Lま

して， この話をいた Lました。また宮沢大蔵大臣

も私の先輩ということでございますので，宮沢さ

んにも話を Lて，何とか今から考えてくれという

話は，陳情しておるわけでございます。

医療費の国庫負担

これはちょっと見にくいですけども，結局です

ね，これ医療費の国庫負担でございます。 Lか

L，こんなになっている状況の中でも，国の負担

というのは一体どうだと言いますと，ずっと 4兆

3，000億円でございます。非常に少ないんでござ

います。昭和59年 4，3兆円でございますc それか

ら60年も4.3兆円， 64年が4.4兆円，そして62年は

4.3兆円ですから，医療費がどんどん仲びていっ

ても，国の負担だけは増えていない。 Lかし， G

NPは昭和59年に 303兆円だったものが， 62年に

は 350兆円になっている。ですからこの国民総生

産， GNP比をみますると1.2%で，逆に減って

きているわけでござし、ます。国の負担というもの

はGNPの割合からみますと，逆に減ってきてい

る。国が負担できる能力がもっとあるわけでござ

いますロにもかかわりませず，この辺のところを

考えていない。そして先般の第 108国会におきま

しては，政府管掌保険の黒字1，350億円を 般会

計に繰り入れる法案を通しておるわけでござし、ま

す。そういうお金が余っているc 今の医療費を 1

9旨上げると，国の負担は約 400億円で済むわけで

ございます。でございますので，国の財源は私は

まだ余裕があるというふうにみておるわけでござ

います。

精神衛生法・厚生年金保険法等の法案の成立に

ついて

これは， ζ の間から 108国会と，それから今度

の国会に出ている法案のまとめでございます。先

般!:l!1t.このがこの精神衛生法の一面;を改正する法律

案でございますが，これは流れたわけでございま

す。それで継続審議でこの間お経読みがあったわ

けでにこれに関 LまLても，ある日突然，社会

部会の中の精神衛生法特別小委員会というところ

で，初めて法案を見ました。これはおかしいとい

うことで， 日本精神病院協会の先生方と接触した

うえで，厚生省の小林精神衛生課長を呼びまし

て，これはだめだということで，全国のご意見を

いただきまして，これは閣議決定された後の話で

ございますが，今ひっくり返Lにかかっておるわ

けでございます。大変難しいわけでございます

が，これもこのお盆明けに小沢辰男前厚生大臣を

始め戸沢委員長等々，われわれ集まりまして，こ

れの修正につきまして，対応を日本医師会を交じ

えまして， 日精協の先生方と修正をどこで Lょう

かと，恐らく参議院の私のところへ来るんではな

いかと思いますけども，そういう対応を今やって

おります。前に 1回そういう会合を聞きまして，

これで 2回目でございますけれども， これもやは

り政治力でございます。やはり政治の場がなけれ

ば， こういうこともどんどん進められて Lまうと

いう例でございます。

それから，外国医師また外国歯科医師が行う臨

床修練にかかわる，医師法第17条及び歯科医師法

第17条の特例芋hこ関する法律案， これは第 108国

会で可決されて通りま Lた。これはどういうこと

かと中しますと，外国から来ている医師が日本の

病院で研修するときに，例えば手術のときに助手

ができないわけでございます。しかし，指導医の

下で手術ができると，助手ができるということで

ございます。しか L，その指導医が全責任を負う

ということでございます。その人たちが日本で開

業がなかなかできないように，これは年限を設け

ております。それである程度の一定年限において

修得きせるという，こう L寸法律でござし、ます。

これは通り主 Ltニc

次に，厚生年金保険法等の一部を改正する法律

案。これはもう 7~8 回毎回出て，毎回流れてお

ります。これはどうし寸法律案かと申しますと，

都道府県において，地方事務官か処思してる社会

保険関係事務を原則として，同において処理する

ということごございま仁これも社会部会に毎同

出てまいります。私l主c.つも反対論をぶちます。

しかし，ほかの議員の先生方は賛成だから，やれ

とこう言う。今まで都道府県の中の民生部の保険
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課，厚生省からの直接の国家公務員の課長さんが

来ております。その中でやってる仕事を，統轄地

方社会保険事務所というものを地方の都道府県ご

とに作って，厚生大臣の直轄下に置くということ

でございます。ですから，今まで保険のトラブノレ

は，この県の保険課長さん，ですからその上は知

事でございます。知事との話し合いで，各都道府

県で話がっし、たわけです。ところが，今度はもう

厚生省へ直接に持っていかなきゃだめだ，という

法案でござい主す。

これは関連と Lまして，運輸省とそれから労働

省，職安関係。あとは陸運局関係でこういうのが

ございます。しかし，関連法案として全部流して

おるわけでございます。私どもは，厚生大臣とい

うものは罷免でき主せん。しかし知事は，選挙で

罷免できるわけでごさいます。その辺が，もう基

本的に違う。

それから，やはり県の段階，都道府県の段階で

話 L合レができなくなってしまう。それは非常に

困るとしう問題がございます。そういうことで，

これは反対 Lております。今回も，ほとんど99%

流れるということではないかと思します。それか

ら福松医療関係等の比較に関する一一これは検討

中のものとありますけれど，これは先般通りま L

た。これは介護福祉 Eと社会福祉士関係の法案で

ごさいます。これが通りました。それからエイ

ズ。今回，エイズも出しておりますけども，これ

も恐らく流れるということで，今回はこれは無理

だと思います。

ところでもう一つ，公害の健康被害補償法でご

ざいます。これは公健法でございます。今回出て

おりますけども，継続になる可能性が強いわけで

ござし、ます。公害指定地域の患者さんを，これか

らはもう認定Lないと。 しかし，今まてずの人たち

は認定するけれど，企業手の拠出金によって，面

倒を見ていこうということでございます。これは

硫化酸化物と窓素酸化物の問題に関 Lまして，も

う硫化酸化物というものはなくなったんだという

ことで，これを処理 Lたわけごござし、ます。 しか

し，自動車の廃ガス等による窒素酸化物に対して

は，いろL、ろ問題があるということで，議論が百

出Lたわけでごさいますけども， しかし公害とい

うものに関 Lましては，一応，ここで一区切りす

るんだということで，こういう法案が出たわけで

ございます。医師会は，ここだけの話ですけど

も，公害医療費の単価を上げるということで，こ

の法案は認めるという土うな意向があるやに伺っ

ておりますが， これは恐らく今回流れるという予

定でございます。

それからき医療保険制度の一元化でございま

す。これは昭和58年に日本医師会と自由民主党と

の間で，合意 7項目というものを交わしておりま

す。その第 1番目に 5年後に医療保険制度の一

本化を図るということをうたっております。しか

し先般の老健法のときに，組合保険の拠出金の

按分率に関LまLて，昭和62年度， 64年度の聞は

90，%に寸ると，そして 1003出にするのは昭和65年

度からとし、うことになっております。そう Lます

と，組合保険の財政が逼迫してこない限りは，も

うなかなか難しい相談でこざいます。ですから，

主ず一元化を Lて，それから一本化を図ろうとい

うことで，前段階の 元化に関 LまLても，この

三師会は賛成でござL、ますが，健保連， 日経連，

同盟はそれぞれの立場で反対をしております。

財源について

でございますので，私は財源ということをまず

考える中で，例えば，今度の国民医療総合対策本

部の中間報告でござし、ますけれとも，まず， この

財政の問題を取り上げるべきであると。そして，

しかる後に，その出るものを制する抑制というよ

うなことに話が自然になるのはこれはいしけど

も，逆でございまして，とにかく， f:Hるものを全

部帯するんだということで，カットするというこ

とでは納得いかないわけでごさいます。この前の

第 l同自の今年になりまして， これは63年度の概

算要求とレう第 1回目の社会部会の会合のとき

に，官房長から厚生省の話がござし、ました。 63年

度も 7，000億円予算が足らないと，そのうちの

4.000億円は厚生年金の操り延べ金で賄うと。残

ったのは 3，000佑ドlだということでござL まF。

それで，私はすぐ子を挙げまし亡，これは毎回厚

生省のおっしゃることは，その 3.000億円は医療

費の適正化で捻出するとし、うことを必ず言うと。

日本病院会雑誌 1~88年 1 月 21 



Lか L，それはおかLいんだと。適正化というも

のは，我々は学問的な裏づけをもってきちっと診

療を Lておると。しかし，あなた方ば，ある目的

の金額を決めて，それをレセフトの点検，そして

監査を強行を Lて，それを捻出するということ

は，これはまさに悪代官的な発想であると。そう

いうこと自体が，もう極的ておか Lいんで，そろ

いう適正化ということを万が一にも，言うような

ことがあってはならない，というふうに釘をきし

たわけでございますが，そういうことで， この問

題は大変難しいということでございます。

医療職種に関する法案

一特に介護福祉士に関する

それから先程言った医療職種に関する法案でご

ざいます。臨床工学技師法案は第 108国会で通過

いた Lました。前の国会でござし、ます。それか

ら，義肢装具士法案これも通過し、たしました。そ

れから社会福祉士及び介護福祉土法案でございま

す。これも通ったわけでござし、ます。これは先

程，私が申し上げましたように，ある日突然、これ

が来まして，私は寝耳に水でござい主 Lたので，

この介護福祉1についてはおかしいと。社会局長

を呼びつけま Lたところ， Iこれは医療に関係な

いと こういうことでござし、ます。ですから先生

方には相談Lないと。それじゃ逆に質問するけれ

ども， 照医療と福祉の線"どこからどこまでが福

祉で，どこからどこまでが医療かという，それを

一つ文章で書いて持ってこいと。 fylJえは寝たきり

老人がし、て，そこに樗捨ができてたと，そういう

人はじゃどこで診るんだと。これは福祉か医療か

と，線がヲ|けるかと。そこで彼らは困ったわけで

ございます。

そ Lて，これにつきましても，最終的には，私

が新幹線で東京駅に着いたのが夜の10時でござし、

ます。ホームにラ社会福祉協議会それから厚生省

の人たちが待っておりまして，私は赤坂へ連れて

むかれまして，私はもう話すことは全くないと。

明日の朝8時半からの社会部会では机をPっくり

返しても通きぬぞと，これはもう絶対認めない

と。認めないわけは，我々の後ろには多くの会員

がし、るんだと，この会員に説明できないようなこ

とは，のむわけにはいかなレと。その前に厚生大

臣から，私のところに 2回ばかり電話がありま L

て，何とかLてくれと。で， I何ともできないん

だと，これは」厚生大臣が言おうが，総理大臣が

言おうが，私はこれは通せないんだと。ちゃんと

した理由を，皆に説明できる理由をーっつけてく

れなきゃだめだと。で，最終的に夜中の 1時くら

いになりまして， 40人ぐらいまた。厚生省の人たち

は残っておりましたけども， Iそこまで言って，

君たちが頭を下げぬのなら，こっちの条件をの

めj ということで， この介護福祉に関 Lま Lて

は，特別養護老人ホーム，中間施設し、わゆる老人

保健施設等に配置することを義務づけなし必。

それから二番目は， この養成に関Lては，もう

我々の意見を全部入れろと。特に学術団体，いわ

ゆる医療学術団体等で養成することが，最も好主

Lいんだということを認めろと。

それから三番目は，今後，福祉に関する問題は

一切この炭系議員，それから医療団体の意見を前

もって取り入れると。そ L亡公印を押して持って

こいと。それならば仕方ないと，ただ L，明日の

社会部会では言わせてもらうよ，ということで，

私と話がつレたのかもう夜中でごさずいました 3

国民医療総合対策中間報告の問題について

しかしこのようにやらないと，この法案とい

うものは， どんどんと一人歩き Lていってしまう

ということでごさいます。そして，やはり党の中

でし、ろいろござし、ま Lて，先程も幹部の先生方に

お話ししたんですが， この国民医療総合対策中間

報告の問題も，これから私，お話しいたしますけ

ども，この経緯は，ま F最初に，やってし、るなと

いうことは私ども感づいておりました。そしてと

きどき，厚生省のお役人を呼んで何を話してるん

だと聞きま Lた。

例えば，入退院の問題は細かい問題ですが，土

曜日に入院するのはおか Lし、んだ左。王手日日曜日

で，当出医しかし、ないんだと。当i古の先生だけが

居るのに，ただでめしを食わして入れるというの

はもったトないと 3 それから，月曜日に退院する

のはおかしいんだと，なぜかというと， 日曜日に

何もしなL、で入れとくというのはもったいないん

だと。そういう議論まで，実はやっていたわけで
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ございます。私はばかなことを言うなと。これは

検査等いろいろなことがあって，そういう日にち

に決定される。 しかも，患者と医師と家族と，こ

れで入退院を話して決めてし、くと。入退院判定委

員会なるものを作って，第三者が介入して最終的

な責任は誰が持つんだと。管理者である病院の院

長ではないかと。そう L、う委員会がもし決めたこ

とで，万が一にトラブルが起こったときの責任者

は誰なんだと。そうし寸問題，細かい問題等を話

し合ったわけでございます。

しかし，ある日突然，読売新聞にすっぱ抜かれ

て，全部出たわけでござします。それで，我々医

系議員は怒ったわけでごさいます。官房長に電話

を入れま Lて，とにかく， この新聞に出ているの

は何だと申しましたところ，わや厚生省は知らな

L、と，ああそうかと。知らなければ，今度本当に

正式に出たものと，これが同じであったときに，

これは責任とるかと言ったら Lばらくして，

「実はうちから漏れたんで，今，大慌てをしてい

るんだと， これはどこからか漏れたんだか，これ

だけはわからない。 lと，ある筋から取材して，読

売新閣の記者にも連絡がついたわけでござし、ま

すc これはやっぱりニュースソースはなかなか明

かさないのです，新聞記者はc そういうことで，

厚生省から出たことは間違いございません。

そして，それから長尾総務審議官が，私の部屋

へやってまいりました。そのときに，この内容を

全部私は初めて見たわけです。逐条全部反対 L

たわけです。それと同時に， 日本医師会にも行っ

ております。日本医師会の会長も，この文章はお

かしいということを申 Lまして，これは改めさせ

るものは改めさせるということで，ゃったわけで

ござL、ます。とにかし読売新聞にすっぱ抜かれ

てから初めて出てきたと。

そして，まだおか Lいのは 7月21日に，参議院

の予算委員会があったわけでございます。そのと

きに，社会党の安恒議員の質問に対 Lて，もうこ

の内容に立ち入りまして，昭和63年， 64年度にお

いて，家庭院の主主成lこv丸、て実行をもう始めるん

だと。 2年の研修を卒業Lてから終えた医師を，

更に 2年か 3年自治医科大学，それから家庭医研

修センターでもって養成を Lていくんだ，という

答弁を Lておるわけでございます。

で，私は社会部会で，まずこれが出たときに，

「とにかくおか Lいと， これはJ，我々自由民主党

iこ一言の相談もなく，厚生省の密室で作ったもの

を，先lこ国会において，予算委員会で答弁して，

しかも走り出 Lているということは，これはあた

かも社会党と組んであなた方はやっていることで

はないかと。自由民主党軽現であるということ

で，私l土最初に言ったのです。

そして， この問題に関しては，医療基本問題調

査会において徹底的にやると。それの扱いに関 L

ては，従来の扱いとは違うということで，厚生省

だけで歩き出 Lてはいけないと，これはもうスト

ップだと。そういう扱いに Lろということで，ほ

かの議員の先生方もこれには同調してしただきま

した。そ Lて先週，第2回目の医療基本問題調査

会がございま Lた。その前にもう一度ありました

第 l回目のときに， これは現実の話で，今日お話

いた Lますけども，私どもは大浜先坐と私，それ

から長野桔也と L、う鹿児島県選IHの代議士でござ

います。ニ!.L、ニ関 Lてやっておるわけでございま

すc そうすると，ある代議士が立ち上がって，

医者はまだ多いと言っているけども，もっとも

っと医者をどんどんつくれと。そして病院給食に

関しても，もっとうまいものをメニュ を作っ

て，レストランみたいに何でもうまいものをどん

どん食わ Lたらし北、んだ。それから金もどんどん

取れと。もうやりたいことをやったらL咋、んだ」

と， こうし、う発言を Lたわけです。

私どもは怒りまして，日本の医療制度が国民皆

保険制度の中に立脚して今まで来た。この過去の

歴史的背景を何にも知らない人が，そう L、う発言

をしてしまれそうすると，素人の議員の方で出

てる方は， ーはあ，そうし、う方法もあるな」と，

極めて単純でござし、ます。そこで，私は，そこの

選出した代議士の医師会長に電話し、た Lました。

掬科医師会の先生方も，歯科医師会長へ電話 L

たc そして，とんでもないやつだと。しかし，な

んと状師会が推成している議員でごさいます3 府

科医師会が推薦している議員でござL、ます。それ

から私どもは，もう次は落とせと。私どもの部

屋へ彼が翌日真青な顔をして来ました。 I勘弁
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Lてくれと，昨日はとんでもないことを言ってし

まった。」こういう具合でござし、ます。私は I素

人でわからない人は c、し、加減なことを言っても

らっちゃ困ると。わからなければ我々のところへ

来て聞いて，勉強してから発言しなさい。」と，

「し、ゃ，よくわかりま Lた」と。「県医師会長に，

官崎議員のところへ行って，指導を仰げと，こう

いうことでござし、ますので，今後，よろしくご指

導下さい。」と。 まあこういうことになったわけ

でございますけれども，もう一つ一つをつぶ Lて

L 、かないと，だめでございます。

第 2回医療基本問題調査会で激論を戦わす

先週つい 3目前でござし、ますが，第 2回目の医

療基本問題調査会がありました。そのとき，また

私どもに食ってかかった議員があります。これは

京都選出の議員であります。私はそのときに，そ

の議員と真向から大げんかをしたわけでござい主

す。いい加減なことを言うなと，私は患者を見

て，そして患者さんのことを知ってるから言うん

だと。あなたは患者さんを診たことがあるかと，

知らないじゃないかと。知らないものが c、し、加

減なことを言うな，ということで，私は最終的に

黙ら Lたわけでございますが， しかし非常に，そ

ういう同じ国会の中でも，それは激論があるわけ

でございます。大浜先生も某国会議員とつかみ合

いのけんか，それから私も某厚生大臣経験者とは

本当にもうすさまじい激論をやりま Lた。

そういうことで推し進めないと，今の医療はど

んどん曲がって行って Lまうということでござい

ます。ちょっとその辺のところをご披露申し上げ

たわけでございます。

介護福祉士について

介護街祉は 昏関係がございますG そして，こ

の介護福祉士というのは一体何んだと申します

と，高等学校卒業後 2年で， この資格を与えま

す。そうしますと，今，准看制度というのがごぎ

いますc これは中学卒後 2年でございます。そし

て介護福祉との業務は何だと申しますと c身体

に障害のある者，精神に障害のある者の，食事，

排1世，入浴の世話をする。』ということでござい

ます。これだけで，一つの資格を与えるわけでご

ざし、ます。

そう Lますと，私は，これは今，老人を家庭の

中で面倒を見るときに，これはお嫁さんもやるわ

けですね，そういうことは。そうすると 1億総

介護福祉士ということになるわけでござし、ます。

しかし，これは派出看護婦にかわる「派出介護福

祉士会」というものができてくるわけでござし、ま

す。そうすると日 1回7，000円， 8，000円とい

うものを取るわけでございます。ですから，私

は，特別養護老人ホームで働いていらっ Lゃる療

母さん等が，こういう資格を持つということでや

るということに対 Lては，別に抵抗ほございませ

んけれども。

それから，もう つは准看護婦の外堀を埋めて

いくという一つの方法も，これででき上がるわけ

でございまして，その辺のところもいろいろな兼

ね合いがございます。そういう意味では今後，こ

れのカリキュラムについて，今，私は相談を受け

ておりますが，モの教育内容について， じゃ， ど

うしたらし叫、んだということで，今，厚生省とい

ろいろ私も話し合いの中に入らせていただいてお

るわけでござし、ます。そういうことで， これだけ

ちょっと説明 Lました。

医療関係の職種の類型とその業務

それから今，そのほかに，考えてし、る問題一一

厚生省のところへ出ている問題でございます。医

療関係の職種の類型と，その業務。治療的側面か

らの医師の補助と Lましては救急技師。これは

今，消防の救急車に乗ってる人たちの資格を救急

技術というものを考えている。それから，心蔵カ

テーテルをやる技師で，心カテ技師。これは心臓

カテーテルでござし、ますので，その機械を倣う技

師。それから臨床診技師。それに，核医学技術師

これは放射線科の方でございます。それから検査

的側而からの医師の補助と Lましては，消化器内

視鏡技師。それから平衡機能検査師。超音波技術

師。それから聴)J検査師。

それから，機能的側面からの朕師の補助としま

しては，言語療法士。それからスト 7 療法士3

このストーマ療法士って何だと言し、ますと， これ
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は人工区門をきれいにして，そ Lて人工紅門にい

ろいろ装具を当てますね。そういうことをやるの

で，これは一つの資格だと， こうしみ漫画みたい

なことを言ってるわけです。

それから医療効率を高めるための医療機関の職

員としては，医療情報管理技術士，それから診療

記録管理士，それから医療ソ シャルワーカー，

これはメディカルソーシャルワーカーと社会福祉

士郎ちソーシャルワーカー，どうしてこのメデイ

カルソーシャルワーカーができないかと言います

と，この社会福祉よりもっと高度の医療というも

のを勉強している人たちは 3年聞の教育でいい

ということで，向こうは 4年制大学， ここで一つ

の大きな食い違いがありまして，そして，これだ

けが今度乗り遅れたわけでござい吉す。むしろ私

は， このメディカルソーシャノレワーカーの方が，

非常に病院としてはウェートがあると思うのでご

ざし、主す。む Lろこれからやるべきであると言っ

たんですが。ソ ンヤノレワーカーは社会局，メデ

イカルソーシャルワーカーは健政局が扱うこと

で，この厚生省というのは非常にタテ割りでござ

いまして，なかなかすり合わせができていないと

いうんで，これからまた厚生省の入山諜長さんが

お話になりますけど，どうもお役人は，自分のセ

クショナリズムということにこだわる。ですから

他の省庁となりますと非常にこれまた悪い。です

から厚生省と文部省，大学関係でもすり合わせが

できていない。ですから医師数に関しましても，

なかなかうまくいかないということで，この辺も

そういうところの現われでござし、ます。

それから医療硲書。また，直接患者とかかわ

りのない分野における技術者としましては，臨床

病理技術土・細胞検査士・組織病理技術士，それ

から医療写真技士・電子顕微鏡取扱技士・解剖技

士・血液銀行技術士，その他と L宜しては眼鏡士

・補聴技士， この眼鏡士が例のオプトメタリスト

ということで，大変問題になっているものでござ

います。

このような資格を今考えております。私はこの

資格に関しましては，基本的に つのフィロソフ

ィ と申 Lますか，考え方を持たないと大変なこ

とになってくると思うわけでございます。看護婦

さんの方も介護福桂士ができましたことで，非常

に訪問看護等において，今いろいろと問題が起き

つつあります。

次に，国民運動総合対策本部の設置でございま

す。これは設置の概要でございます。これは時間

がないので省きます。

医師数の問題など

次にいきま寸。これも第 I部会，第 2部会，第

3部会と分けていろいろなことを検討していると

いうことです。

次に，医師数の問題でございますが，日本は

1985年に人口10万対 151人，大体エリートという

のは 150人を越えますと，エリートじゃなくなる

んだそうでございます。やっぱり価値があるとい

うものは，エリートというのは 150人以下の職業

を言う。これは 170人にすぐなるわけでござし、ま

して，アメリカは今192，フランスが201，西ドイ

ツは 232ということであります。歯医者さんの方

は大体世界的になって Lまった。 10万対53という

ことで，アメリカ55，フランス59，西ドイツ54で

あります。

次に，病床数は日本は人口 10万人対892.7，ア

メリカが475， フランスは826， 西ドイツは691で

ございます。

それから年齢別の入院患者数の年次推移でござ

いますけれども，昭和49年は大体 100万ぐらいで

す。ところが59年で大体 120万人を超えているわ

けでございます。 70歳以上は31.2%。やはり 31.2 

%が70歳以上ということで， 59年は入院患者の数

はハ一セントがどんどん増えてきているというこ

とでございます。

老人医療の今後のあり方

厚生省の出した今度の中身に関しましては，老

人医療の今後のあり方としうのが，一つございま

す。細かL、ことは時間がないので止めますが，芝

人医療費というものが非常に増えてきてレるか

ら， これを何とか抑え込もうというのが今度の目

的でございますc

期間別の老人の入院患者数の構成の割合につい

ては，総数を 100%にしますと 2週間未満で退
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駁する人は10%です。 6カ月以上入院している人

が50.8%，老人の場合，半分以上が半年以上の入

院であるということでございます。

それから在院日数でございますが， 日本は全傷

病では 48.7日，新生物は54.1日， 循環器が83.8

H，損傷及び中毒が36.5日でございます。アメリ

カはもうみんな10日以下でございます。これは入

院費がべらぼうに高いですから10日以下でなレと

だめです。フランスも大体13日から多くて循環器

で 19 日 ~20日聞くらいです。西ドイツは他はやは

りこれも20日前後でごさ'いますc

在、もこの間フランスヘ行ってまいりま Lたけど

も， これはデイホスピタノレ，朝病院へ来て夕方家

へ帰ってしまう。そういうのが非常にはやってお

ります。なんで泊まらないんだと言ったら，とて

も高くて泊まっていられない， 1晩泊まったら大

変だということでございます。ですから日本の医

療費というのは，非常に高いんだけれども 1日

にかかる入院費というのは，非常に安いというこ

とでございまして， トータノレでは朕療費としては

変わらないG むしろ安いんではないか，というふ

うに思うわけでござし、ます。

大学病院の勤務医師数について

それから年齢・階級別に見ました大学病院の勤

務医師数の割合でございます。大学病院の問題が

今度中間報告の中に，出ております。どのくらい

の医師が今登録されているかと言いますと，総

数としま Lては，日本全国で17万 3，500人という

のが出ております。その中で大学に勤務する医師

は 3万3，200人で，全体の 19.1%が大学におりま

す。 29歳以下が非常に多いわけで48%でございま

す。それから30歳から34歳の年齢の方は，この年

代では40.6%，35歳から39歳は26.19旨. 40歳以上

が5.6%であります。各年代層でみますと， 医師

数の中でやはり 34歳以下のドクタ の若い層が，

圧倒的に大学に片寄勺ているということでござし、

ま「。

てれから先程言った 2苔日は，老人のほかに今

度は長期入院の是正としみ， ここで出てきたのが

L 、わゆる入退院の判定委員会をつくれということ

でございます。そういうことで考えたわけでござ

います。それから 3番目が先程言った大学病院に

おける医療と研修の見直 L，ということでござL、

ます。

広告規制について

4番目が患者の+ービスの向上です。ここで問

題になるのは，一つは広告規制を取ろうというこ

とでござし、ます。厚生省の言い分は，患者さんが

一般国民が情報を取るように Lなければいけな

い。どこの病院は何が専門で，この先生はどうい

うことを Lた人か，というようなことを情報を一

つやるんだと。聞けばもっともというような感じ

はするんですが，これには一つ大きな落し穴がこ

ざいま Lて，こういうことをテレビのコマーシャ

ルでやられたら大変なことになります。これは氏

療の現場が大混乱L、たします。健康飲料水が宵伝

によって大変よく売れるというのと一緒で，例え

ばチェ ンストア式な病院が朝昼晩コマーシャル

を流したらこれは大変で寸。私はこう Lづ問題は

やはり，医療関係団体が」つのニュースソースを

持って，そこから医師会とか，そういう団体が情

報を流すということなら，これは正 Lい情報が流

れますけれど，そうでないとこれは大変になると

いうことで，これに対しては非常に注意を払う必

要があるんじゃないか， と思います。

給食の改善

それから給食を改善しようと，これに関しまし

ても，これは一つの手でござし、まして，これはメ

ニューをいっぱL、つくって選ばせる。これは恐ら

く自費で，金持ちの人はおい Lいものを食べなさ

いというようなことで，健康保険外ということ

で， これは給付の対象にしない。そしてまた，ほ

かの民間保険の導入という一つの突破口にしてい

こうと，治療している以上は，食へるものは全部

治療食であります。そうし、う意味で全体の中で管

理をしているわけでございまして，こういうこと

をやるというニとは，私は基本的iこは反対でござ

し、ます。こ，htニ関しては，皆さんそjれLぞれこ

があろう力かミと曹恩、いまず。 こうし、うことも医療団体

の統一見解として，逐次，私はこれから皆様方の

意見を聞いた上で，国会でこうしづ問題について
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発 nしなければならな l"と L うふうに思ってお

り主すc

今後の検討課題

それから今後の検討課題でごさいますが。これ

は皆きんお読みになっていると思レますが，さら

に中問符申があったものですから，これから中尚

施設 .!t;人保健施設の問題と，中長期的な視長か

ら検討を進めるλだと，それから科学技術の発展

を保健医療の分賢はもとより，関連する福祉の分

野の向上に結びつけて，その成果を速やかに国民

が享受するよう十分配慮する必要があります。大

変立派なこ。意見を今後の検討では再っております

が，凋題は医療というものの医療費を編祉の方へ

回さなければいけない， ということで，私はこの

辺の考え力は，医療費削減ということに基本を置

いていることは，間違いないと思うわけでござい

ます3

私はもっと五七本的に今やらなければなりない問

題が一つございます。それは福祉費と医療費をど

こで 17~IJするかということですじ例ιt1今，特別

長護哲人ホーム ζl'うのがございます3 そして，

この特別養護老人ホ ムには国から予算が出てお

ります。これは措置費で補助費が出ておりますコ

その補助費の中に， この特別養護老人ホームの中

には，診療上医務室を設けなければL、けない，ま

た，嘱託阪を置かなければならな l'0 ところがこ

の嘱託医の費用が，年間 240万措置費として福祉

鈍から今，出ており主す。それを出しておるけど

も，医師にそれを払えということは :すも書いて

ない。ですから人のtぺ、嘱託l歪は，特別義護老人

ホームから 1銭ももらっておりません。そして定

期的にその入所者の健康診断を月 2同やっており

ますの たまたまそこに慢性疾患の患者さんがい

己診察をして，そして生活指湾管理料をt請求す

る。保険ではnfj求でき主せんよ，とこう¥' 'i指導

lてL、る。

先般広iよ，厚生計のl社PYJ!.t}をJll'ぴま[て， 主た

副会InJを呼びつけまして， JJたち 体こJしおか L

、T'と，法律がどニにあるんだ持つ亡ニ l' ~，語、

律はございません円イヤく法律はない。それじペ健

康保険で請求してもかまわないではないか，全く

そのとおりです令結局そのとおりであるけれど

も，取っちベベ、けないという通達ば 体どこで出

して L、るんだ。主人保健診療ハンドプックという

のがある。ハンドブックってこれ何だとわれ

われが考えてつくったものです-.J(o お古ijらが考え

てつくったものは，これは法律か法律でもな

Aでもございません J と。そういうふうに Lて F

空いと言っているだけだと，それじゃ， Lなかっ

たらどうなるカ、℃ 罰則lも{ロ[もございません

私はある県からの問い合わせに文書を書いて，

一切これは取れますよと，病気であれば請求して

下さい。そして削るようなことがあったら，こっ

ちへ討って卜さ L、。私はこれに対L--C t土，絶対お

かしいということを最後までやっていきますか

ら，国会の中で追及いたしま「。これは法律で F

から，やっぱりそういう盲点がし、つはいありま

す。そういうことを私はいろいろやっている中

で，気がついて今やっているわけです。たまたま

愛知県では， これは清求しておりますヲ県によっ

てはそういうことで，これはどこからそれが出た

かと百いますと，会己十検査院がこれを見つけまし

て，請求しているのはおかLいじゃないか，とい

う指摘に対 Lて，今度は厚生省の保険局のβが，

それに対応して動いたというのが，いきさつでご

ざいます。

今それに対して非常に保険局の方も困っておる

ようでございますけども Lか L，~見実は現実で

ござし、ます3 法治国家でござし、主すc 法律に基づ

いて，われわれは正々常々と請求してし、かなけれ

ばならない。それとあなた万，厚生省がおっ Lや

っているように，医療と福祉，これのはっきり L

た財源， これに対するーつのきちっとした定義が

ない。 Lかも現実に医療費を雨祉費から出 Lてい

る。二うし、ぅ現実に対しては，私どもはおかしい

と思う L，また医療費から福祉資に出してし、ると

いうことになると，これまたおか Lい そこで線

引きがで守なければ、できないでしべ、から，両方

これは一緒であるということをだ卜、ニ明言 Lな竺

L それカ泊与くて， i'I分たちの郁{i-円い¥'とラだ

(九これは福lilでご:<います，これは状療でごさ

いま J¥ ということは断じてJ'rL主せん。ころ l' 

うことを今申し上げている次第でございます川
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エイズの問題について

次に，エイスていですが，エイズを発見したのは

モンタニュ博士でございます。フランスのハスツ

ール研究所でございます。エイスの問題にちょっ

と-~だけ，触れさせていただきます。

いま日本のエイズ患者は43名です。今度の法律

の中で医師の責務，それから医師の指示及び報告

でござL、ます。これで問題になるのは，感染者ま

たはその保護者に伝染防止の指示をするわけでご

ざし、ます。感染者が見つかったら 7日以内に文書

で，感染者の年齢，性別，感染の原肉だけを都道

府県知事に報告することになっています。しか

し， これには屑けなくても罰則がございません。

これも最初罰則があったのですけれども，強硬に

頑張って罰則は取ったわけでございます。

そして医師の通報でございますが，感染者が医

師の指示に従わなくて，ほかのものに感染させる

と認めた場合に初めて氏名，居住地を知事に報告

するわけでございます。ところがわれわれ今まで

梅毒とか，りん病とか，そういう患者さんを診て

いますけども， 晩中その患者さんと，%tにいる

わけではございませんので， こういうことは果た

してやっているかどうか分からないわけでござい

まして，これは誠に絵に描いた併のような法律で

ございます。さらにおも Lろいのは，感染者に病

原体を感染させた者は，同条の行為をしたときは

知事に氏名，居住地を報告する。感染者が感染者

に感染させた，患者さんが誰かに移された，その

誰かが移したという，先の人がさらにほかの人に

移じてし、るということが分かったときは，その人

の氏名，住屑， こんなことはできるわけがないん

で， この法律は非常に私はザノレ法であるというふ

うに臣、うわけでございますが，一応法律というも

のはつくっていかないといけないということで，

こうなっておりますっそれから初めて氏名がH¥ま

すと，知事が勧告，命令をする，とこうなってお

ります。

次に，罰則ですが，今までこれに関連したのは

ライ子防法・性病予防法・伝染病予防法，それか

らエイスの予防法とこれだけあるわけでございま

す。今までの罰則は届出に関しましては，ライ予

防法があるんですり 7ICI 以内にrei出ないと 1万円

UTの罰金，それから作Eかif防法は 1カ月以内に

JrD 11¥ないと 8，000円以トの罰金です。伝染病予防

法もあるんです。 12時間以内に届出ないとこれも

8，000円以ドの罰金です。

ところが私，長いこと医者をやっておりますけ

ど，届出たことはまれです，まれというよりはほ

とんどないんですね。罰金なんか受けたことござ

いませんので， これも今あっとなぎがごときでご

ざL、ます。エイス]工罰則はござし、ません，届けな

くても。ただ L，守秘義務に関してはヲ非常に重

い罰則が設けられております。刑法では一応，医

師は守秘義務を守らないと 6カ月以下の懲役 2

万円以下の罰金でございますc ライ予防法にはこ

れが適用されております。特別な法律はありませ

ん。性病千防法は特別なのがあります。それは刑

法より東し、 1年以下の懲役でござし、ます。そして

5，000円以「の罰金。 それから伝染病予防法は，

これは刑法が適用になっております。そしとエイ

ズの場合は， これは 1年以下の懲役， 30万以下の

話金， とこういうわけでごさ1、まずr

そして，病院の看護対さんとか，事務長さんと

か，そうし、う職員の方が漏らしたときには 6カ

月以下の懲役， 20万円以下の罰金，とこういうの

がついております。でございますので，ユイズに

関 Lましては絶対他言をしてはならない， という

ことだけはしっかりつけてあるわけでございま

す。

質問に答えて

大変時間がないので，短し、時間に大変雑!DQな話

をいたしました。こ'l1問を1買いてし、る先生がおあ

りだと思いますので，その質問を今，お答え Lた

いと思いますc

ご質問を頂いた件の一つは，レわゆる医療計画

の中で，知事が医療計画ができた中で，駆け込み

士骨片;の中:HYを Lたときに，都道府引の医療審議会

の言うことを聞かないで，例えば， これは駆け込

み増床 Eあるから，その審議会が許可をしてはL、

けないというのを，無断で許可をしてしまうと，

こういうことができるか， とこういうことでござ

います。
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これはでき主]-，知1'11の権限で， rJ{療審議会の

符中に沿わなしことはときるわけですわ L か l，

これは理以上できても， その審議会かがフ総スカン

を食わされます L，恐らく，知事に対する不信任

がし、ろいろ出てまいりますので，実際にはあり得

ない，ということでごさいます。

それからもう つ， )主幹柄院構想というのがご

さいまL-t二。これが民間1ではいけないか，という

問題でございま仁

この様幹病院構怨と L うのは， もう既になくな

りました。これは従来，総合病院を各都道府県に

っくりまして，その下に中核病院というものをつ

くった。そ Lて地域医療を展開しようというの

が， これは明治以来， 日本の行政の中にあったわ

けでござし、ますが， もう今や，がんセンター，そ

れから循環器セノタ 等にも細分化されてきたわ

けでございます。そういう rl_lで， これに関する構

想はなくなりまし た c

そこでひとつ，僻地中核病院これに関しまして

は，今のとミろ医師会病W，{(ニれは公的柄院でご

ざL、ます。)がこれに当たっておりま「。官、が厚

ノi者の恰付指浮課長さんをおl年びいたしまして，

こうい')liij凶:こ閃しま lて，民間カゐこれに代って

やれないということはないだろう，そうしみ法律

はあるのかと言ったら，ないそうでござし、ます。

でございますので，今後，もしそういうところ

が，俺のところが中核病院となってやってやろう

ということがあれば，検討をいた L主すと。こう

L、う答弁でございますヲ

ただL，述lロl診療とか不採算配Jな部分も訪けれ

うわけでございますが，そういうところがござい

ますればとこれは初めて気がつきました」と

いうことをおっしゃ勺ておりましたけども。そう

L 、うことでござL、ます。

以上，時間lをちょっ圭超過いたしまして申し訳

ございませんで Lたが，雑収な話をこ1吉聴)1時りま

したことを，心から御礼申し上げますとともに，

これからまた，皆様方の英知をし、ただきま Lて，

在、も今後労力いた Lますことを誓レまして， これ

で私の話を終わらせていただきます。どうもあり

がとうご ~.l 、ました。(拍手〕

(7iU，玄万コ ーtiili液 jA'ftl号!IIJ曹号.1.~号 a

人工腎臓用透析液キンダリー液シリーズに、そのアルカリ化剤として従来の酢酸塩の代

りにより生理的な重炭酸塩を用い、 2剤 1セットとしたAF-1号CA液・ B液セ、y卜)
及びAF-1P号、 AF-1S号CA液・ B末セット〉が加わりました。

キン;1")ー液苗号希釈使用時の電解質組峨
(向日調整剤氷刊のCH)COO叫 IR)
を含む

。効能・効果、用法・用量、檀用上由連
意は頭付宜曹をご善照下さいa

。包装
1号 2.5iX.J.腕

2号. 3号. GF号 10iX2瓶

AF-I号 (A液91'胤 B機11.3.JPl脱)セット
AF-IP号 (A液IOi!l'民 B求 882g1包)セ yトX2
AF-lS号 (A液 10ft脱.B末 928g1包)セソ X2

使用時にはつぎの希釈比率のパイカーポネート型サプライヤーを
用いて血液透析を行って下さい。
AF-l号 A液 :B液・希釈本~l : 1.26: 32.74 
AFーlP号 A液・ (B末水溶液+希釈本)~l : 34 
AFー1S号 A液:(B末水溶液+希釈本)~l : 35.83 

電解質組成 (mEq!s)
容2量

Na+ I K+ Icr I ~Ig+' I Cl- I CH1COO-1 HCOi 

キング'J 滞 l号 2.5l 134 2.6 2，5 L5 104 36，6 
2号 10' 132 20 2，5 L5 105 33，0 
3号 10' 132 2，0 3，5 L5 104 35.0 

GF号 10' 135 2，0 3，7っ5 L5 105.25 37.0 

キンダ'J-謹 A櫨 92 
AF-l丹 B液 11.3H 

キンダリ 清 A滞 '02 135 2.5 3.5 1.5 106.5 8，0・ 30 
AF-IP号 B末 関2，
キンダリ 液 A液 10' 
AF-}S号 B末 928g 

ブドウ緩

(唱紛

554.5 

2∞ 
2ω 

薬価基準収載品
製造発売元W 扶桑薬品工業株式会社

大阪市東区道憧町2丁目 5白書地
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<病院長・幹 部 職 員 セ ミ ナ ー >

シンポジウム

地域医療計画をめぐる諸問題

司会 日本病院会愛知県支部長
名古尾披済会病院院長

太田元次
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行政官庁の立場より
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私的病院の立場より

(総合病院〉時喜望書謀議有津源蔵

(総合病院)結費量三喜喜院長伊藤 研

仲畑

病院経営コンサルタントの立場より

品事書量襲幽研究所所長山林良夫

司会話 事 協 哲 謀 長 太 田 元 次

太田が司会をさせていただきます。このシンボ

シウムはそれぞれこのパンプレッ}でごらんにな

っておられますように，本当のエキスハー!の先

/1方でごさ L ます。 Lかも今日は思L切ったこと

をひとつ百っていただきたい 3 遠慮せ Fに責任を

持って， f同人の意見を言っていただきた!、と l'う

ことで，お話を承ることにいたし主す。

それでは逐次ご紹介いたしますので，壬の順番

でお話を承ることといたします。

30 

第 1番目は，行政官庁の立場からということ

で，健康政策局計画課長の入山文郎先生でござレ

ます。入山先叶ては，昭和37年に新潟医科大学を卒

業しておられますc それから厚生省へお入りにな

り，環境庁，そ Lて宵崎県，富山県を経られて，

本省へ入られまして，本省の指J宰課長を終え，政

策局計画課長でござし、ますc この地域医療計阿の

張本人でもあり，また，その後，先根から問題に

なっておりま寸中間報告の作成に対 Lても ，r享ノ十

~{i と L ての立場の主役の一人と L て努力 L ておら

れる方であります。先当はあくまで，r字'i省とい

う枠がはめられておりますので，fl，見を言えとい

っても，あまり枠を離れたことはおっ Lゃれなし、

と思いますが，その点， ご了承いただきまして，

入山先生ひとつ遠慮のないお考え，計画， これに

ついてお話し願いたし、と思いますの

行政官庁の立場より

厚生省健康政策局計画課長 入山 文郎

たた代、主こ紹介をし、ただき宜した厚生省の五|画

課長をしております入山でございますc 私は地域

医療計画作成の趣旨と，それから計画の意義とい

ったようなものを中心にいたしまして，国の立場

から，お話を中しjげたいと思います。

わが国の医療は，病院や診療所を初めといた L

ます朕療施設の整備，あるいは医師，歯科医自ji，

薬剤師といコた医療従事者の養成確保，あるいは

また僻地}矢療対策，史にはほ子，成人保健，ある L

は主人に対するいろんな保健医療対策進推といっ

たようなことによりま Lて，着実な進展を見せて

きているわけでございます。そして今や，平均寿
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命，あるいは乳児死亡率の低さといったような指

標を見ま Fと， これは世界の段高水準に達してい

る，非常に大きな成果を上げてきていると思うわ

けでござL、ます。

しかしながら，この近年の医療をとり巻く環境

を見ますと，これは人口の高齢化とそれから，

それに伴います疾病構造の変化，また医学，医療

技術の高度化，専門化。更には科学枝術全般にわ

たる急速な進歩など，大きく変化Lつつあるわけ

でごぎいまして，国民の健康に対する関心といっ

たものも，かつてないほどの高まりを見せている

のではないかと思っております。

こういった情勢に対応しながら， 21世紀に向け

た新しい保健医療供給体制jを構築することが急務

となっているわけでございますo 60年の12月に，

f7;療法が改正されまして，都道府県に医療計画の

作成が義務づけられたわけでございますが，こう

L、ったことも，そのための第一歩であるとし、うよ

うに，私どもは考えておりますD

我が同の医療供給体制はご成知のように，医療

施設の数であります土か，病床数ですとか，ある

しは医師を初めとする医療従事者の数など，量的

に見ますと， これはここ数10年順調に整備が図ら

れてきているわけでございま Lて，今や欧米先進

国並みの，あるし、はそれ以上の供給体制が整って

おると，数の面から見たら整っておるというふう

に考えられるわけでござし、ます。しか Lながら，

医療資源の地域的な偏荘でありますとか，医療施

設問相互の機能の分担，あるいは連携といったも

のに代表されます照医療供給体制のシステム化"

といったことが，いまだ確立されていないという

ことも指摘されるわけでございますc

こういった問題の解決}j法のーっといたしまし

て，都道府県ごとに，地域の特性を踏まえた医療

社両の作成が，医療法上位置つけられたと言っ

て注 L主えなし、ものと，私どもは考えているわけ

さござL、ま寸「マ

また，従米の医療法の法的な性絡が l'わゆる

衛メ1'，規制的なものが主であったとい Jニとに対し

まして，医療計画についての規定が加わったこと

によりまし乙医療供給全椴にわたって幅広い事

項について，法的な(立[置付けがな空れたことにな

るわけでございまして，このこと自体仏医療法

体系上画期的な出来事であったとも亘えるわけで

ございます。

今申し述べてまいりましたように，医療計画作

成の趣旨を一言で申し上げますと，私どもの健康

政策局長通知によります『医療計画作成指針』レ

わゆるガイトラインというものがございますが，

ここにも書いてありますが，地域医療のシステム

化を推進 L，健康増進から疾病の予防，診断，治

療及びリハヒリテインョンに至る包括的，また継

続的，そして合理的な医療供給体制の確立を目指

すことであるというふうに考えております。

次に，医療計画の作成に関L主して，各関係機

関の役割について述ぺてみたいと患います。

まず，国の役割でございますが，全国的見地か

ら，統一的な考え右，すなわち標準によるへき

ものにつきまして，医療法体系を通じて定めてゆ

くことになるわけでござし、ます。具体的には，そ

の一つは，医療閣の設定uこ関する僚準でございま

す。それから，必要病床数に関する標準でござい

ます。それから特殊な医療についての規定かりな

っております標準厚生省令でございますc 史、こ，

先程もちょっと申 L上げられました，レわゆるガ

イドライン，医療計画作成指針といったものでこ

ざし、ます。このガイドラインでございますが，こ

れは医療法上，医療計画の作成の手法，そり他重

要な技術的な事項につきまして，厚生大臣が都道

府県に対して必要な助言をすることができるとい

うことになってることを受けて，出されたもので

ごぎいま Lて，全国に共通と考えられております

ものを，いわゆる 7 ニュアルの形でお示ししたも

のでございます。したがL、まして，その内容につ

きま Lては，必要的記載事項にかかる部分を除き

まして，強制的な要素はないわけでございます。

いわば，医療~I 出作成の際に用いられます参考書

的なものである，と言っ亡 l' C、のではないかと思

L、ます

また， この原準厚生省令ヵ fドラインでござい

ますが，ぃ，.れも，ミれは凶のIj，療議議会にii'j

fニ1'，で，昨年の 8JJに刀、されたものでござ L 主

す A しか Lながら，計画の作成に当たりましと，

最も重要な役割を担いますのは， これは作成の主
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体となる都道府県であることは舌うまでもござし、

ませんr 都道府県は各衛調査円安胞と解析を1I"l、

まして，地域の特性に応じた医療計阿を作成する

ことになるわけでごさいますがその際には，関係

行政機関，医療関係団体などとの意見調整を行い

まLて，作成体制を整備するとともに，関係都道

府県との連絡調整を行う必要があるわけむござい

ます。

吏に十阿作成に当たっては，都道府民Tのいわ

ゆる三師会〔医師会，歯科医師会，薬剤師会でご

ざL、ますが)，それから市町村，都道府県医療審

議会の意見を聞くということも，重要な手順とさ

れているわけでござL、ますの

次に，医療品十両の内容につきまして，私どもの

考えを述べさせていただきたL、と思います。

ご承知のとおり， 17'，療己十画l土二つの部分から構

成されることになっているわけでござし、ます。つ

まり必要的記載事項と任意的記載事項でございま

す。この必要的記載事項には，医療閣の設定，そ

れから必要病床数の算定，これが入っと〈るわけ

でごさいます 医療関に〉きま Lては主として，

竹殊な医療を除く， 般の人院医療までを完結す

べき地域的な単{すであると c いわば 2次朕療関で

あるということでございます3

それから， 般の病床で特殊な医療に係るもの

の整備を図るべき地域的な単位と Lては，これは

3次医療圏でござし、ますが， これはやはり， この

医療計画の中に記載すべきものとなっているわけ

でございます。

それからまた，必要病床数でございますが， こ

れは 4 般の病床と，それから精神柄味，結絞病I:t'

とに分けてそれぞれ算定ずるということになって

し、るわけでございますυ

それから， ここで，V;;療"Iv帽の重安なポイン卜

と[てJ行h向しておきたしことがつあるわけで

tが J先H

1守引fi 一で三ニさ~ ， -，ま土 j ニぴの)1状矢療E日，1[1州"刈i埼町を地域の杵性に}見』

fト J た1実:効あるも σの〉とするために'各都道府県、こ

その作成を義務J づけたその堕rflも，まさにここ hこ

あるわけてござし主 Lて，郎通/(f~!~ jJ:保健(ヘル

スでこざい i-rが〕そ，lLから17;療に対する取り組

みの姿勢を 7J、すといろ息 l床におきましても，極的

て重要なものであると什えるのではないかと思い

ます。そ弓いったことから，先f~~申し上げました

ガイトライ/ご(土，任官、的記載事項につきまし

て，こう百ヮ口、るわけでござし、ま J0 r各氏療

関において包括性・継続性及び合王甲子性のある医療

供給体制の確立を目指した具体的な方策及び目標

達成年次を明らかにするJ というふうに書いてあ

るわけでございます。

このカイドライ/では， この任意的記載事項に

ついて，いくつか例以をいたしているわけでござ

いますが，ご覧になっていただけばわかるわけで

ございますけれども 2次医療圏 3次医療聞に

おいて，阪療機能灰分に対応する医療供給体制jの

整備，それからフライマリケアの推進・病院診療

所・薬局などの医療関係施設相可の機能分担と連

携の強化，それから柄院への開放化(オーブン

化)，急救医療体制の確保，医療従事者の確保と研

修体制の確立・伝療と保険対策等との連携一体化，

医療情報システムの整備など， ~I 常に広範な具体

的な肱策を"己載することを求めているわけでごぎ

に、ま'1，

こパ、ったことにつきましては，従来からこの

垂要性につきま Lて指摘を受けてまいりましたも

のも含まれておりますけれども，なお強力に推進

することが必要な施策につきましては，いろんな

手段，方法を通じま Lて普及を図っていくと L、う

ことが重要でございます。その官、味では医療計画

は，わが国の狭義の医療供給体制だけではなく

て，保健ヘルスと医療，さらには福祉も含めま L

て，広い怠味での医療供給体制のシステム化に向

けた，法的なアプロ チであるとも呼べるのでは

ないか，と私どもは考えているわけでごさしま

す乙

それから， この地域朕療β11'同の達成を推 L，止め

るた内には， ，i'-li両の作成の場合と I，;J様に同，都道

府リtLその他関係の機関の役割分担，朴|々の協))

，，'せひ必YJ.i:こ主〉て¥る i)'jてござ L まず。ヰ年、こ

ここで私か強調してお雪たしことは，医療計画推

1正に当たりま L'C，ヤ院|に今850かりありますが，

保健所の役割にv 八、てきござします。これは 2次

医療圏における推進ヲさらには，市町村レベルでの

推進まで考慮いたしますと，医療計幽が医療を中
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心として保険と福祉・へノレスと福祉などの関連分

野を含めた，包括的な地域医療，保健医療サービス

の体系を確立するきっかけとなるためには，従米

から地域の保健医療の調整役として位置つけられ

てまいりました保健所の役割は，大変重要なもの

になるのではないか，と思うわけでございま「。

従いまして，県レベルでの計画作成推進と同時に

保健所がし、わゆるコ ディネーターとなりまし

て 2次医療圏レベルでの実務的な計画の作成推

進も担当してもらうというように考えているわけ

でござL、ます。

それから実はL、ろいろこの医療計画に関連いた

しまして，いわゆるかけ込みといったような現象

も生じているわけでごさいま Lて，私どもこうい

ったことにつきましては，厳しく対処していきた

いと考えているわけでございますが， こういった

問題につきましても，昨年の 6月から今年の 6月

にかけまして， この 1年間で何回か課長，局長の

通知lを出しているわけでございま"これにより

まLて令部道府県に対しましても，こうレった問

題についての厳正な対応をお願い Lてきているわ

けでございます。これからも各県で次々と医療計

同が作成されていくわけでござL、ますが，できる

だけ早しこの医療計画を作成Lていただくとい

うことを，各県にお願いしているわけでござし、ま

して，それからできるまでの間，そういうかけ込

みといったような現象に対しては，厳しく対処L

てし、主こfこくとし、うこと I三してし、る jわけでござL、ま

す。

以上，大変簡単でございましたけれども，医療

計画作成の趣旨を中心にいたLま し て ， 国の立

場，行政の立場から述へきそすて L、ただL、たわけで

ございます。

司会〔太田〕 ありがとうござしました。入山先

'1ーから行政の立場から， 医療日[-I!!!Hこっし、とお話カ泊

ございましたっともすると f;;療計耐〉て何だと。

医療闘をつくっごヘット規制「ることじ戸ないか

というようなことも，そういう〉i7が出ておるのも

事実 .cござし、まし亡‘ iだ際このy"療闘を愛知1卵、は

もう決まっておりますが，医療闘を決めて，その

中で今，先生のおっ Lやついましたような地域医

療のンステム化と，その他ヘルス・福祉も含めた

大きな目的に対する計画をやってみて，そうして

ベッドが多いか，少ないかというふうに持ってし、

ってし、ただえと，一番合理的なものができ，皆さ

んが喜こんで協力してくださるんじゃなし、かと思

います。どうか財政緊縮のためにこれをやったと

いうことになりますと， どうしても反感が湧いて

きますので，これを進められる上において，そう

いうことを つご配慮の上，計画を進めていただ

ければ幸いだと存ずる次第でございます。この問

題につレてご質問がありますならば，先生のお答

えを後で聞きますので， ちょっとメそでもしてお

渡しくだされば幸いでござし、ます。なお 応，講

師の先生にお話し願ってから，また追加もしてい

ただきますので， ンンポジストの先生方お願し斗、

た Lます。

それでは第 2番目，お了一人白の佐野正人先生，

佐野先生は前に日医の常任理事にも出ておられま

すし現在愛知県医師会の副会長をしておられま

す。愛知県に医療情報センターというのがござし、

ます刀、， これは県と医師会と協力されまして情報

ピンターをつく円たんです。現存動いております

が， これの礎になる計画を立亡られたのが佐野先

生でございます。従って佐野先生は，それを基礎

にして，地域の医療システムということを専門に

現在担当しておられるような次第でございます。

佐野先生は昭和25年に信州大学をご卒業にな

り，外科医者として現在活躍中でございます。傍

ら県医師会の副会長を担当 Lておられる非常にお

忙しい方で，きょうもこれに出るまで自宅で患者

さんの診療に当たって，午前中でやめてお出で願

ったわけでございます。佐野先生お願し市、たしま

す。

県医師会の立場より

言空間野産量産量佐野正人

日野でござい主す〔拍子)。このような犬切な機

会を与えていただきま Lた太田路長並びに会場の

先生方に感謝申 LJけま仁

在、はこの地域住J療μ|凶iに.)きま L 県医師会

の¥r.場からお話をせよという太田先生の命令でこ

ざいますので，大事なこの問題点について指摘す
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る意味で，地域医療計画のtl¥てまいりました背京

を，先生方とまずご催認した Lまして，本論に入

ってまいりたいと思います。

まず，地域医療計画の出てきた背景でござL、ま

すが，入山先生のレジメにも書いてありますと

おりでございますが，私はもっと具体的に事実を

みますと，昭和55年の富士見産婦人科病院事件が

間違いなく引き金になっておるわけでございまし

て，これを基といた LまLて，その間接的な原閃

と申しますか，背景があるわけでござし、ます。む

Lろこの間接的背景のほうが，今日は直接的背景

に変わってきていると， こういうふうにご理解願

ったほうがむしろL叫、んではなし、か，と思うわけ

です。

まず第 1に医療の需給ハランスの不均衡が挙げ

られるわけでござし、ます。先枠ーも宵崎参議院議員

のお話にも tllてまし、りましたとおり，戦後の医療

は非常に大きく変化致しましたc 特に変わってま

いりましたのは，昨今問題になっております国立

病院，国立療養所の統廃合にあり主 fとおり，京

市;の病院が国立病院化 Lt-ことし、う問題が一番大ラ

なわけでござし、ます それから30年代に入ります

と公立・伝的病院の乱立，あるいは診療所がグレ

ートアップ Lてきて，病院化 Lてまいったとし、う

問題，こう L、ぅ形でその後の40年を過してまいり

ました。そしてシステム化が要求される時代にな

ってくるわけでございます。それに加えまして医

療制度の整備，医療保険制度の完成， ~p ちこれら

は医療需要を呼んでし、るわけでございます。また

医学，医療の進歩とME機器の開発等も影響して

いるわけでござし、ますc

これらに加えま L て医療費の増Ii~j，つまり年増

加ヰ、の拍車，""，齢化にifう医療費円支出の増大，

それから国防負担のJ1Y1加，同民負担の限界，こう

いう小うなことは厚生省が常に指摘されるところ

でごさ1、主す これに対tま1て， 1宇'1ノ向、l工し、ろ

λな値策を制度の変.1::と"' ') jf.*で11.¥してま L りま

-c， tyに在人保健制度の;t主人，本人 部負担な

ごドラスチックに変わってまし J たわけでござい

ます

こういろことをL たしま Lても，なお医療費問

題は解決に決め子を持たないじそのために厚生省

l土，現在の医療システムにメスを入jtょうと，今

Hの地域医療函|幽がIHてまいず〉たニとは，ご存知

の通りでありますじ日本医師会から委託研究をお

匝郎、いたしております， 日本大t芋の人口研の小川

教筏は年金，保険の 本化をあら叩る角度か

りつ/ビューターを駆使Lて考えてみても， 2025 

年過引こは， 日本の保障制度の中で年金制度は破

たんの可能性があるーと， こい、うふうに言って

おります。

こうした背景で，今日の次療計画のプランー/

グが出てまいりま Lfニ。たまたま先程太田先生が

ご紹介の中にありましたように， 57年当時，日本駅

師会の役員の末席をの Lておりまして，当初の交

渉に当たった 1人でござし、ます〕先程入山先生も

ご指摘になりま Lたように，厚生省は医療システ

ムにつきまして，画期的な変更を要求 Lょうと意

気込んで参ったわけであります。千キレベルの機能

の明確化，医療レヘル問の機能連携の法制化，家庭

fj.;:制度の導入，特に現在の開業医制度主有床診療

所のあり万，こういうことを基にいた Lまして，私

どもかりいと Lますと， 白山IJ日業朕制度も再定さ

れるんではないか， というよう江形の申 L出を受

けたわけでございます。そして，当初の病床の規制

につきましては， 1次， 2次を含めましての規制で

ございます。ですから 1次と申しますと 27万ヘッ

ド余。それから 2次は147万余でございますので，

ト タル 170万床について何らかの形で規制をし

ようということで，当初出てまいりま Lた必要病

床数の算定方式と言いますのは，現在Uiておりま

すものよりもっと厳 Lいものであったと記憶いた

Lております L， 3次ベァドの範聞につきまして

も，非常に厳しかったと必憶致 Lておりますc

作成の手順につきま Lても，入111先生からただ

いまご報仇がありま Lたけれども，当初の策定の

手順に"lきましては，医療担当者をはじめ専門間

体の意向としうものの反映は，極めイ少々い!日で

在、とも父捗に人〉たわけでご ~t~ ますc ~jì:定方式

内問題点につLては後払1申 L上げたいと忠います

が， ニうし、う形で当初から病床規制が先行したも

のでありますιfこだ、地域医療計岡の体裁を整え

るとし、う意!凡で，任官、的記載事項が/Bてきたんで

はなレかと思うわけです。
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これに対Lまして，官、ども円本医師会.愛知県広

師会は，挺起された問題に対して総力を挙げ亡個

々に対応して，医療担当者のJi:見が十分に反映さ

れるように対処してまいったつもりでありますコ

しかしなヵ、ら，本来のあり方論からして医療担当

者といたしましては，地威医療計画の本来のあり

方を公表いた LまLて， これを推進すへきである

という考えを 本貫いておったのでございます。

愛知県におきましては51年から医療ンステム

委員会というのをつくりまして，レろんなンステ

ム調杏をいたしました c 特に医療圏につきまして

は， 52年から取り組んでおります。そして，そのレ

ジメの 9ベージにありますとおり，医療聞の概

念・意義・目的，それから医療圏分割の基本条

件，この基本条件にいた Lましては，いろんな考

え方があるわけでござし、ますが，地域の中で，先

程基幹病院の話が出ましたけれども，核都市，保

健医療資源が十分22慌にあって，周辺地域から核

都市として寄りかかれる都市をま F選定してL、こ

う仁ゃないか戸それからi剖約時[1¥Jの条件， これは

エリアの11-'のどの地域からも公的交通機関を使い

まして，ある 定時間の間に伎都市主で到達でき

るu 次に，各都市間の医療依存度関係ごごさいま

す。これを基に分割しようじゃないかと決めたわ

けであります。そして医療開設定の合意条件とし

て 5番の圏域つまりエリアの中で住民の生活行

動特性が認められるというところで合意できるも

のが医療圏であると決めましたc

レジメに書いてあります合意条件まで愛知県P、

師会では55年， 58年， 60年に調在資料と見解を成

書として公表いたしました。まず第一に55年の愛

知県における保健医療福柾のシステム化計画，守1

まい、地域医療のシステム化を封指して 7 という

ナプタイ lルが/川、ておりますり 58年には愛知!卯

地域包括医療)占木口|耐 (21111紀の地域包括FA.療シ

ステムを目指 Lど入例年には I":J荷台化社会に|ムlけと

の地域包泊以按，i!illij (21世紀、の促仁i)，この 31m 

の木に官、どものA主rt!j， それかりl医療閣の分析、 二

μ ヵ、らの阪喋fJl*合体制のあり )j'手を'1、しとおるわ

:tでござし、ま J

具体的検討につきま Lては，言2年には主ず材料

がございませんので，人 rl'↑"心に ν/ステムデザイ

ンをいたしました医療問を公表L、たし主したっ 53

午にl工50イiの 1月の全保卜の同氏保険のレ亡ゾト

をいただきまして，依lfI止分析を行ったわけでこ

ざいますc これによって住民の医療選択行動をも

とに10ブロックに分割し、たしましたc 54年になり

ますと，先程申し上げましたとおり核都市の順位

の決定をfjC、ました。医療資源の保有状況依存度

関係から16，12， 10の医療闘案を公表いたしまし

た。 55年には阪療圏シュ:レータ 手法の利用を

決定いたしまし亡，目的によりまして保健際療と

か 1次 2次， 3次医療tこ至るまでヲ目的によって

医療問をL， M， Sと3つに分けました。

それから56年になりますと，時間距離の概念を

よ淳入いたしま Lて，公共交通機関によって，い fれ

の地域からも伎都市主で605ナで到達できる，とい

う時間距離の概念も入れて分析した結果， 8医療

闘が決定したわけでございます3 これを迫認する

形で56年の10月27日1ニ全県卜で 1R患者実態調古

をjJl、ま Lた。当 Hの患者数は34万 4，000名でご

ざし、ます。そ Lて58午には日本医師会の医療ンス

テム研究委員会で愛知県朕白1I会の成果を追認する

形で，元三国に医療圏設定にs，j'Jる挺，，を出さぜご

いただきました。 58年の10月18Rには巨人医療 1

日実態調査，同年の 7月15日には 1日患者実態調

査を実施し、たしまして， この度新しい形の 8M医

療周を提起したわけでこさ1、ます3

それてFは医師会が考える問題について，少 L具

体的にお話しさせてし 1ただきます。

まず，今凶の医療法改正に伴う地域医療計画

は，医療費削減を目的とする規制j指置であること

は， これは間違いないわけでございます。愛知県

でほ 8月31日に公丘、される予定でござし、ますが，

公ボを受けますと，必安病床数と lての絶対値が

小きれるわけでございま Lて 51'f後の比白しま

で出1Ji'1ヒきれるわけでござし!主寸v このIl¥]，土 人

仁IWtや 1"1荷台化uこよる医療活;:'}5..t:;tIlf{ Hりとして考慮さ

わなl、二とに /ciJ主 j' 二点 〉て，過剰地域で

J工mwされなレわけごありま L J1N~荷 i的じ"

広域|剖タト~也円は{hLl111ずる二と hニ工リ壬

r 
愛知lPTLでは従二年 J年ごとに，地域計耐という

ものを公夫 Lておりま Lて， j世健医療の分野でも
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専門家が集まりまし亡，五十l同を策定いたしとおり

まLたc これに従って，県立病院を初めとする医

療資源の計阿配分や，医療供給体制の整備が行わ

れておったわけでござし、まして，在、は，地域医療

百|画ヵ、先行L，その計画に従って病庶数など施設

の配分が行われるのが，本来の姿であると考えて

おります。

当時の日本医師会執行部は このように考えて

いたわけであります。，}くされました算定方式を試

算いたしてみますと， 47都道府県のうち，病床の

不足する県は極めて少し大半ば過剰地域になる

ということが判明し、たしております。

大医療闘をとる限りは，全く増床の余地を持fこ

ないとしうのが分かつております。愛知県には，

88市町村があるわけでごぎし、ますが，過剰l市町村

は31，不足市町村は56，過不足ゼロというのが，

l つありますc

名古原市で例をとりま Fと，名古屋市は， 16灰

をございますけれども， 16区のうち，過剰区は14

[i<，不足U.2 v:でこ。ざし、ます。勢L、小医療闘を選

J冗するrsgfJ ，柄床のi曽[木が可能だということがわ

かるわけでござし、まずc

従来，保健医療圏は，保健所エリアを中心に情

成されてきたわけでござし、ますが，全国的，全県

的に都市化傾向が進み，道路交通網が整備され

て，自家用車が普及 Lた今日では，関城は大きく

変化したことも事実ごあります。そういう点か

ら，従米の間療闘を踏襲するか，新し い生きた医

療園を選択するかという，論議の分かれるところ

でございます。

次に，必要病床数でございます。従来，一般病

床に関 Lては，必要病床数の算定を挺起した例は，

過去我が国ではないわけでごさ「います。 しかしな

がら適正約改数と L う#え}JI工従来もあったわけ

でござい主す これは先生}j， 州院の経営をなさ

ヲ亡 L、るわけで， よくうrヵ、マ)-，:: l、ら， 1ゃるとり、

いますが， /:1#¥を見引にたくぎんこさ Lますわ村

に， :-; 1 Cじとか， 1昨今日工， C C l!芋につきま

して(土，特殊な耐f究"歯止;と L て提起きれておりま

す ニグラJ也域!こどのごr::)1. 、:"IClを七ッ lアッ

フ 1たら，カハ できるかとしうことが，随分た

くさんの文献にII-jて kりま rco

このように，特殊な疾病に対する病庶数の算定

は，保学的に考えても可能でございます。 Lか

し一般柄床に関してはこういうわけにはまいら

ないわけでございます。 一般病床の場合でも，疾

病別の受療やを明確にすれば別でござし、ます。

それから，受療ギでございます。受療率という

のは，各桜病の受療ギが基になって出てまいるわ

けでござし、まして， これは各県の医療施策が一番

反映するところでございまして，病床数に影響を

受けるところでございます。県独自の数字を使う

のが， よりベターであることはだれも認めるわけ

でござし、ます。全疾病に当てはめることは，不可

能であるということは分かりますが，特殊な浜患

に関しては，それぞれの受療率を使うことが必要

ではないか， とこういうふうに思うわけでござい

ます。

それから病床利用中でございます。全国的に平

均することを目的とすれば，今凶示されま Lた

0.839 (83.9%)という数字を使わさるを得ないこ

とは当然でござ心主す。しかし去年の 1月初日

の0.833，それから昨年の 8月末の0.839という数

字の根拠， この数字を変更した理山というような

ことは，私どもは厚生省から教えてしただいてな

いわけでございま F。ちなみに，愛知県の病床利

用率を申 L上げますと，愛知県全域では79.8%で

ござL、ます。 0.798でございます。それから名古

屋市の病床利用率は 80.1%でございます。 20%

は，的年の 7月15日現在は空いていたわけでござ

います。なお，病床数の算定に;主，官、は，病床凶

転率を加味する必要があるというふうにかねがね

思っております。愛知県の今度の地域医療計画の

中には， この丈百を入れさせていただきました。

それから，厚生省のお示しになる流入流出の問

題でございますが，流入に閃しましては， 十分こ

れ(土資料を取るニとがでぎますが，流出に朕)Lて

は'ti料を取ること， filih!.することは悶黙でござい

~-， ζ3 

，2れかり職域病院の1m題でごさいますが，厚生

省はああいうふう /f形三カイ 1ヲイ/を医療審

説会へおノJ、し にな】て， 私どもに小 Lーとしるわけ

でございますが，職域病院二つきましては，民;守

化の波に乗りまして，地域化が図られております
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けれども，現実には診療費の問題，レセブト審査i

の問題，入院，通院に際 Lまして， 般市民との

l引にかなりの差別があるということは事実でござ

いまして，現志のような特別加算，特例に，私は

果た 1て妥当性があるかなし、かというふうに問極

慌を挙げております。

次に，駆け込み増床でございます。愛知県、でも

残念ながら，これはたくさんあります。例年です

ム愛知県では， 3，000ないし3，500ベッドずつ増

えておったわけでありまし乙全国的には 4万

ベッドから 4万数千ヘッドずつ増えておりま

す。医療法の改iF.の60年12月初日以降，愛知県で

は約3，500。 加えて本年6月以降， この 2カ月前

でこぎしますが， 1， 050 ~~ッド円増床が見込まれ

ております。非常な勢いで駆け足で増えてきてお

ります。これは全国的な動向ではないかと思うわ

けです。

私ども医師会としまして，なぜ，増床を問題に

しておるか。私は，増床が現代の医療をよ、する

すのきっかけになるということは， 卜分認めて

おります Lかしながら，医療の現場における競

合としイ問題，それかり限られたハイの分配とい

う観占から，やはり増床については問題があるわ

けですc ころ Lみ駆け込み増床については，問題

があるというふうに考えるわけでごぎいます。

医療機能の分担と連携がシステム化されない限

り，増床に伴って外米患者が増加することになり

ます。従来からの数字から見れば，外来3に対L

亡入院しつまり増床 l床に対 Lて外来が 3人

1曽えるということは事実でございます。昨年の 7

月15Rの 1日患者実態調査で全県下(愛知県でご

さ1、ます)470余の病院につきまして， 外来， 入

院別に，地域依iiキ，入院患者の地域別エントロ

ヒーを調ずれ、たしましたっその結果，機能連携が

うま、いつごL ると忠われる病院では，入院対外

来の数'(は2.1ない 1.2.2対 lでござい主すG つ主

リ2対!::l、ソニ EでF うi ~ 1，、って L、工 l、連

携がなしと忠、われる~療機関て l 土 5.4 ないし 6 声、I

lでございます .-)まり 100ヘソドの約院で， 600 

人の外来忠昌とい Jことになるわけでございま

すο

昭和30年代~40年代は市民の便利性から，医療

の総合化とか，デハ rメント化が推進されま 1

たけれとも，今や IIi1¥;ニーズは専門化傾向にある

こと(むもう先生方のみが先刻ご承知でござし、ま

す。

このような観点からすれば，出J肢:化を推進 Fる

ための増床には賛成でございます L，デパートメ

ント化による多売型には質成しかねるというの

が，私どもの結論でござし、ます。以上でございま

す。ありがとうごさいました。(拍手〕

司会(太田)ありがとうございました。やは

り，愛知県におし、て，いち早〈地域医療計画とい

うふうなものを，主になって取り上げてこられた

佐野先生のご努力はよくおわかりになったと思い

ますし地域医療;1画を愛知県が 8月に完了いた

しますと，半速，実行に移ると思いますが，そう

いうことの経過に関しては，恐らく佐野先生から

各朕療団体へ途中経過というよろなものが，報告

されるでございましょうから， またその経過もお

見守り卜されば卒いだと思います。

それで，これは在、が円っちゃおかしいんです

が， この地域医療計同の中に，いつも tL，J"，身で言

つごるのは，由、品。〉流通機構をすねc 忠、者さんが

入院してくる流通機構は今，犬体完備しておる

が，入院された病院かりの，今度は流出機構です

ね。流出機構ということも一応お考え願う，その

中に老人病院の問題，リハピリ施設の問題という

のも入ってきますので，患者さんの流出機構を約:

診連携と，あるいは病々連携でも，そういうこと

でお考え干さったら，これは効率的になるかな b

ぬか， 遍，佐野先小そういうこともお考え願え

ないでしょうか，お願し、し、たします。

と申しますのは，私のところでほちょフとよく

なりますと，もう!廿てっても bうことに!とるん

ですねc 手れが収入から百いましても，そう大 L

て変わらないわけごすよし 11-¥ていカ泊れると， また

人つごきますか hね。吹っときますと， 11会LYJ人

品Iし 7う ';WI;~; ご;ると l .うオJ:tで，できるだけいく IH

亡し、っ一こもり"， とニろが， teてl.ノてもらう h

を町むよく受け人れこ卜さる州院が少/~: 'c とし ノ

ことで， 主あこうい j よソな二ともお与えドさる

ことをお臨札、する次第でござい主すc これはまあ

余分なことを巾[て Fみません。
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それでは次に，同じく愛知県の病院協会の会長

でhられる市ノk健二見"'1でございま「が，寓ノk先

!(は昭和16年に名大を卒業されまして，昭和33Ij

から現在まで，名古屋の第二日赤の院長をしてお

られます。そして先生の在職中に，結核病院であ

りま Lた第二日赤を，近代的な A 般病院にまで発

展させられるご努力をされた方でござし、ます。

もう つ申し上げますと，この愛知県の病院協

会というのは，上部|司体を持たない，愛知県だけ

の病院協会でございまして，便利なことには，愛

知県には我々の日病の支部がございます。全日病

の支部もございますc それから医療法人協会もご

d't、ますが， これらを運蛍上の傘←卜に収めておら

れます2 それそPれの団体の役員は，ほとんど愛知

県病院協会の役員を兼ねておるわけでございます

ので，非常に情報伝達ということが， 見ややこ

Lいような組織ですけれども，非常にうまくいっ

ておる戸それで主た，病院協会から県保師会へ理

事を必f1名ずつ派遣しておるということで，択

捕会との連携も非常に梓Eにいっており主す3 その

病院協会を束ねておるのが者永先生でこぎレま

仁

先生 つ，公的病院の立場として，お刷l'し、た

L主す。

公的病院の立場より

雲品位J1獣医長長富永健二

私a，公的病院の立場からと，ここに書いてこ

ざいま寸が，公的病院とは一体どうトうものか考

えますと，これは医療法に書いてごずし、ま Lて，

厚!t大臣によって，公的病院の設慣命令ができる

ということとか町勤務外の医師による施設の干IJ

flJ，臨床研修のための病院内の各条件の整備，病

院運営につL、ど， )享年大lHとか都道府県内行政当

日からいろんなJf'r示を「ることができる病院で片)

る‘と"，小川二組F人ヒヲオ L~-::-おります }j'CIよ，

税金を免除雪れておるという特典がござ t ，~-.j

ニこで， J世減医療計自の問題 I，(f，ということで，

L~(r，! j，~伐のjι場からというニとを l 'ろいろ与えて

みま tても，公的病院の普通的{[)易から，地域iX

療計l由との関係を li~lì-r ると l、、つのは， ~H いこと

なんで「ね，で，私は今，太田先生からご紹介い

ただきま ltニ日必病院で長年，管理者と Lて勤務

しておりますので，今までの経験と現在感じてお

ることの占端を，率直に申し上げたいと思ってお

るわけでございますι

現在，地域医療計画の告ノトや，あるいは作成が

各都道府県において進行中でございます。また厚

't省の同民医療総合対策本部の中間報告というも

のが， 6月に正式に発表されたe その内容を読み，

主たいろんな機会に発表される厚升省の幹部の方

の話なとを総合しますと，国や厚生省がどういう

考えで今，進んでいるかということは，我々末端

におるものでも大体明らかにされているところで

あります。

地域医療計画は，医療問の設定ということと，

その医療圏の中における病床の規制，それを法的

に決め口、る必要的記載事項と医療の供給体制の

νステム化を進める任意的記載')1:項から目立ってお

りま Lて，院療の効率化ということと，質の向上

ということ c それから時代の変化に即応して， 21 

世紀へつないでL、くところの医療体制jの確立をう

たっていると思いますが，それの眼Hとなるの

は， I長療圏の設定と病床の規制ということで，医

療費の仲uの削減にあるということは，厚生省の

幹部の方も明言されている，というところでござ

います。

この病床の規制とし、う絶対的な枠をまず設定 L

ておきまして，それを出発点として， この枠の中

で，各都道府県で任意に行政といろんな医療団

体，あるいは住民の意見も聞いた上で，保療の供

給体制へのシステム化をお考え下さい。その枠の

中で白出にお考えドさいというのが，本質的なも

のであると思われますη

官、(1， 日木病院会が創立33周年記念に，信頼

されるJえが病院vゴくり!とし、う本を作るに際し

て、 1421内院が原稿のが集uこ応[て 冊の本にま

とめました、 1'1，もての〉ちの 〉として投稿した

わけですけれども その持さ λの病院は，長年に

わた J て1:-¥々 と経れ仔尽を:fiって句持それ ;?，;iれ地

域に f礼、と， 1~\舶のある立派な病院をコくり l げ

ておらわるんですねJ それをつぶさに見ますと，

経常に対する情熱を持って，いわゆる民間活力を
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発揮して，その33年史にあらわれている立派な病

院ができ上がっておるということが，局んで見ま

すと非常によ〈分かるんですねっそのためには，

増床を行う。増床に伴って，医療の優秀なスタッ

フを増員をする。また炭療機械を入れ，施設，建

物を立派にしてしべ。そういうことで，次第に病

院が立派になり，地域からの1υ頼を受けてHl、病

院になり，それが国民のためになってくる，とい

う事実を，在、はその「信頼される我が病院づくり l

から読み取ることができるんです。

まあ，そういう病院の今までのやり方と申しま

すか，そうし、う手法で，夜、どもはやってきたんで

すが，その手法そのものがですね， 日本の医療経

済のl好から枠をはめられたというのが，私の感じ

なんです。これは病院にとっては，まきに革命的

な変化であると言っても L火、と思いま t，

しかし私の感じとしましては，各病院!ヨi体の受

け止め方は， こういうふうなドラスチックな変化

は十分承知しながらも，法律で決まったことだ

からこれはやむを得ないだろうと，あるいは国民

経済の仲1fと医療費のi申ぴ率からみれば町J-'f疋せ

ざるを得なしんじゃなかろうかというふうなこと

で，比較的グールな受け止め方をしているように

思われるのでござし、ます。私どもは，今申し上げ

たようなことで，非常な不安を持っているという

ことは，私 1人ではなしと思います。

先程，愛知県の病院協会で会員にアンケート調

査をいた Lました。今，愛知県、の病院協会会員病

院は， 310ほどでございますけれども，約半数の

方の回符があったわけでございます。そのアンケ

ートの61.9%の方が，非常に不安を持っている，

としづ回符をしておられます。これは私の感じと

似ておるんですが，一方ではクーノレな受け止め方

もあるという状況でございます。

日本の経済を見てみますと， [11:界の中で非常な

あつれきを起こ Lておるほどの臼本の経済活動の

仲りとがごぎいますけhども， この医療官の仲びが

国の経済成長十iを上li'ilるというのも，ちょっと経

済ぜこうとLι、どもと l': は実感がゆいここないλ

ですが，同町北本的なそ今 L、う政策というのは，

どこかおか Lいんじ々ないかc そのまま素直に受

け取れないぞ，という気持ちがし亡ならないので

f。私ども昭和16年に'主校を出ましてすく l昭和16

斗に戦争が始まりま l亡，そのまま海市に取られ

て，多くの戦友点、戦死した。そうしイ経験を持っ

ておりますけれども，同の政策というのは，国で

偉い人が非常によく考えたんだから間違いはない

んじゃないか。そう思い込んでおったわけですけ

が，そういう偉い人が集まって考えることも， R

々に Lて|間違いはあると思うんです行現在の医師

過剰fliHillでも，各県fE:大 1'ラということで，初め

から計算すれば分かつておることなんですが，こ

こへきて右往左往，非常に大変なことになってき

ております。単純計算ですぐ分かることなんです

が，国の政策というのは，独裁的でもいけません

が，民主的にやりま寸と一方ではわけのわからな

し、力も働L、て，必 rしも Lべ、方向へ行けないこと

もあるということは，われわれの経験上忘れてな

らないことではないかと思います。

また一方，レジャーに消費する莫大な金額があ

るべこれは大して問題に雪れませんですね ν 内需

111.;--J;己ということで国民にンジベー，その他の;'rJ貸

Eいうものを非常に究助Lておりま寸ね，外国の

製品もとんどんFtいなさいと， また週休 2日制lで

すね， 4週 6休， これは同家公務員でも人事院勧

告でやるように勧台しておりまして，政府はこれ

は実行するノ日十である。国.V:病院にも何とか Lて

それを実行させようというふうな意思もあるよう

ですけれども。そういう中におL、て国民の生存に

とって設も基本的な，病気になった時には良い医

療を受け，良い福祉を受けるということがレジャ

ーよりも何よりも，外国旅行よりも何よりも 帯

同民にとって大切なことだろうと思うんですねc

そういうことが削減され. レジャーや他の消費の

万はあまり問題にな bんというふうなところに，

私は先程言った戦争体験の理由なんかもありまし

て，経済の知識もないんですけれども， どうも陥

で慌し いぞ，という感じはしておりますc

Lか l， このことは図的政治経済の考え右の7占

本にかかわることでこ(!"1，、まして，官、の能力を超

"cてオコけま Jt.， ニニ三剥II~' く L十 J l Jけるこ三て

もなL、こ，[11.、主す

l~J のような疑問を感じながらも，地ÞJxl史療口 i

画を現実のものとして前向きに受け止めまして，
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ここて十世Þ.HJi療計 ~}rjそのものにつし、て考えてみた

いと思いま F。

ま"病床の規制でごぎいますが，これは医棟

閣を決めて，先程佐野先生がおっしゃいましたよ

うな基本的な根拠でもって医療閣を決めて，その

中の病床ーを法定の算定方式によって決めるわけで

すけれども，非常に利用されている病庶も，あ主

り利用されていない病床も， これを一緒にして規

制 Lますと，荘、はよく利用されているベットとい

うのは，その病院の努力とか，職員の患者iz対する

誠意，適切な病院の方針等の結果によって，病床

がよく利用されるのだと思います。また利用され

ていないベッドとレうのは，それなりの理由があ

ると思うんです。そういうベッドを 1つの医療圏

のヘッドで総体的に枠をはめしそれで規制jをす

るということになりますと， これはいろんな問題

が起こってくるわけですね。要するに労力 l亡も

それが報われないっそれから割に利用され沿い病

院の J くヅドが，そのまま全体の数の中に入ってお

るというふうな〈ことも心配になりますの

それから，先程もどなたかがおっしゃいま Lに

が，科別のヘッドですね，その地域の医療閤にお

ける。 任意的記載事項の話 L合いの中で，配慮さ

れるで Lょうが，全体のベッドが決まっておりま

すから，その中のやりくりということになるわけ

で，問題をはらんでいますc また， つの病院の成

長というのが，地域医療計画のシステム化の中に

用没して Lまう。そういうことのなL、ように，こ

れからの任自、的記載事項。話し合いで配慮しなが

らいくべきでなかろうか，というふうに思います。

それから 5斗ごとの見杭しということなんです

が 5年以内と書い亡あります。 5年というのは

今は長いですよ。今 5年前のことを考えますと全

然情勢が違います九もっと短期間の見直しがぜひ

必要でなかろうか，という小うに忠います。

それといつも年えなければいかλのは，いった

んニぅゅう」ぅ、二iI!:めて Lま〉ご，そこで見直し

をしても， f1J凶辺形はやっぱり、ド行阿辺形であ

る〉たかなか幽期的な変化，時代にfTった柔軟仰

のある変化というのは，なか/;;:，点、11¥てきにくいと

し1うこともあるので これカ hらの;ifiL 1fいの中で

配慮していくことも必要だろうと思い主す。

次に私は，病診述携というのは， この度の地域

医療計画のJI'市に明るい川である，というふう v二

受け取っておりまれ先主主座長の太田先生もおっ

しゃいましたが，患者が出ていくのに受け取ると

ころがない。これはわれわれ急性型の病院では苦

労しておるんですね。研修医が急救外来へ出て但

事をしておりましても，患者が来て 番何が心配

かというと，患者の診療ということよりも，この患

舟を自分の病院のどのベッ↑へ入れたらし、し、だろ

うかということで， 各ハ iの夜勤の看護婦と

か，若い研修医が右付:左11:しながらベッドのやり

くりをしている。

いずれにしても，急性の治療をして，やや病気

が落ちついた人は，他へ送ることがスムースにい

けばいいc ミれは私は明るい I(ljだと思いますね。

ただ，平直なことを日わせていただきま?と，患

者の側に立つてなんでも考えろ，ということが最

近言われます。患者さんはよその病院には行きた

がらないんで Fよ3 やつはりそこのなれた先生に

l合てもらいたL、と，医師と患者の関係というもの

は，非常 Iこi*いものがあり主す。それをいくら病

診連携という名前のもとに， ここは急性病院だか

ら，あんた病気がある得度落ちついたから，ここ

の病院を出て行ってくださレと言ってもですね，

患者さんにしてみれば，新しく移る病院に対 Lて

非常な不安を持っていると思うんですね。どうい

う先生にこれからかかるんだろう。また，そこの

レベノレ，設備とし、うものはどういうふうだろう

か，ということについて不安があります。

私は，もしそういうことができるなら，病院の

中で急性型，慢性型，あるいはリハビリテ -/3

ン，そういうものを全部備えて 貫した医療とい

うものがあれば，患者さんは一番喜こぶんじゃな

いか。しか l，尖際には病院が膨大になり，一定

以上大きくなると管理体制が難しくなる，という

欠点もあります。そういろことで急性型・慢性型J

a者さんを転送するということ l工;JI'IIIに大事なこ

となんですが，そのときに各地域の医療機関の従

事者が、ド常から有面相通 fる XF忠が通ずる，時l

も名前もよく士11っている，病院の内情も機能を公

にして，オ フンに Lて， ろちの柄院はこういう

ふうにやっております。レベルはこういうふうだ
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jと，ふたお/七ヵ、らちゃ/レとうfかるように rる， とL、

うブJ111]に持ってL、く努力をすることが， この約診

連携を進めるJ-，で非常に大切であると思います。

それからオープンシステムにつし、ても，先程の

病院のアンケートを見ておりますと，なかなかド

クターフィーとか，ホスビタルフィ なんかも決

まっていない今の状況において，オ フンシステ

ムというのは，そう簡単にできるものであろう

か，もちろん病院の中に開業医の先生がみえたと

きに，受け入れやすし、， また近つ雪やすい施設，

設備をL.，人員も配置しなければと思っておりま

すが，その医療の現場において，主治医とか，患

者に対する責任体制，あるいはどういう心情でも

って，診療所の先生が病院へ来るのであろうか。

受け入れるf両院もいろんな考えがあると思うんで

す。そこらあたりを平常からよく話し合って，病院

に入ってくる登録医の方も，受け入れる病院の方

も，一つのはっきりLt.ニモチベーションでもって，

事を進めていくというのが非常に大事じゃなかろ

ろか、というふうに忠っとおりますc

時間がだいぶ超過をしてきましたけれども，と

にかく法律でそういうものが決3おられた。 '"1の医

療経済， .fJ，、の疑問は疑問と Lて，現段階では医療

計画を施行するということは応，国民のコンセ

ンサスということで!Jlてきておるわけなので，私

どもは前向きにこの問題を受け止めて，患者の立

場に立ったいろんな ~I 両の策定と，それに前向き

に協力していくということが最も大切なことでな

かろうか，と思っておりますc どうも失礼いたし

ました。(拍手〉

司会〔太田〕ありがとうごさいました。長年に

わたり本当にまじめに患者のために尽してこれら

た市水先生が，非常にグーノレな固でもって，現在

の計画，その内容及び国の姿勢ということを批判

しながら，希望を詳細にお述へになりました。今

後，病診連携ということに怠欲を燃やし亡おられ

る先生方にとっても，大いに参考になることだと

思います。ただ今，富水先汁:も言われましたけれ

ども， lL本の闘は金持ち句こなったと討つ亡おるの

ι，何故医療費をモうも削減せにゃならんのだろ

うかというような問題は，皆様方等Lくお感じに

なっておると思いますが， こういう点は 4白崎先生

っとつよろしくご勿)J願t、たいと巴、うわけでごさ

それでは次に白待先生をご紹介いたします。有

浮先生はご承知のとおり日本病院会の副会長であ

り，地域医療推進につし、ては，特に令名のあるお

方でございます。特に病院の経蛍，税務対策とい

う〈ことについての第一人者でございます。有津先

ヨ長年のご経験及び現在の立場から，私的病院か

ら見たらどうだとしうことにぜ円、て， ご遠慮のな

いお話を成りたし、と思います。よろ Lくお願L、い

た Lます。

私的病院の立場より(総合病院〕

持霊望書量産主有，畢源蔵

たた♂今，ご紹介いただきました大阪で病院をや

っております有津と中しますc

先程，太田先生から思い切って白分の思ったこ

とを言ってくれと，後，何も問題にしないからと

L、うお話でござL、主 Lたの E，今，地域医療に関

LていJちんな計画が立てりれておりますが，不IL(

な岩見を， またイ同人の意見を交えながら，述べさ

せていただきたいと思いますG

確かに，先程も富永先生からお話がこざし、まし

たように，昭和初年で医療費が16兆円を超したと。

そして今年の厚生省の予算で立てる枕言葉で， 18 

兆幾ら要るんだと c しかも，その医療費の伸びは，

問題は病院の入院費だと。しかも，それが老人で

あると。その元包!というとおかしいけれど，その

大きなl京凶は老人の医療費が仲びていると。もち

はかの医療費に比べて，比較にならんぐらい伸び

ておるんじゃないかということで，いろんな施策

が最近この 4，5年進んでおるわけでございます。

一昨年医療法が改正されまして，今，入山先生

からお話がございました地減計両というものが作

IJ!Zされ主 1て.先程からいろいろd邑見が出ま[た

ところの必要fj(J記載事項である医療闘の問題，あ

るいは州!.t:数のIUJ越/J.， とりあょ r!l)大きな問題

となっておりまして，各府県(土今，鋭意ですね，

4県は終わって L、るんですが，ほとんど70何%は

今年中に地域医療計画をつくり上げるでしょうハ
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大阪でも1V!'r1，官、は医師会と話し合いま Lたが，

大いにやっておられますc しかし， この中で卒I丘

に言って，二つ， まあだくさんございますが，て

つだけ疑問を申し上げておきたし、と思うんです。

一つは，今，問題になっている老人保健施設と

いうものが，今，進んでいるんで Fが， これは今

年の10月か，秋にははっきり Lた内科が全貌をあ

りわすと思いま fが，このを人保健施設における

ベッド数，これが 体どうなるんだろうかとい

う。まあ一説によると， 半分Iこ数えるんたーとか，

あるいは今度の地域医療計画の数には入らんのだ

と，あるいは全部入れるんだとか，いろんな説は

ございます。 しかし， これはこれからf島まること

でございますが，弘はこれは非常に大きな影響を

テえると思うんです。老人は毎年， 70歳以上の老

人が我が国では， ちょっと数えても40ノ百も50万も

増えておるわけです。したがって，その発病率は

非常に高うござしますっ結局，幾ら家庭介護と申

しま Lても，人院せざるを促な l、ものが相当出て

くると思います。 2万も 3万も出るん[ゃないか

とc そうずると，医療σ十両の'rに， これを合tめな

いとおかLいと思うんです。

しからばこれを除いてやるということになれ

ば， これは老人に対しての配慮は全然ないわけで

すから，ちょっと，それは家庭へ反したらええん

だと計われてもですね，我々はこれは納得Lがた

いんです。私のd百見として;丸やはりこういった

老健施設のベッドも，ド〈療法の枠の中で計算すべ

きだと町こう思うんですけどね。それはまあ老人は

医療費を食うから除くんだというような意見もあ

りますが，刀こつと， これは除けば主すます医療

'f'tは膨大化しま Fよ{伍健1地:淀であろうが，やは

りある科!主は医療1~は~るわけでこざいますから

ね，医療機関か，福祉機関かということが問題に

なって hりますがねr 在、はやはり， これは含める

べ雪だという，これは在、例人のd吉見でござい士

十 υ しか l，秋の在人以地帯主議会てどうなるか分

かりま壮λが，在、の目見としては，そっいうこと

でごさ L、主←「

それかつも) つ，1/<療闘です !う、療闘の問題

はもう寸でにv，;療凶がHe宅りま 1て，いろし、ろや

っておりますが，伎はこれはやっぱり，先N，保

健所を中心にして与えるべきだというようなご意

見がございましたが，コーティ宇ーターになって

もらってやるんだというお品，なるほどそれはね

政を中心にしてやるのも大事でございますが，医

師会とか，病院同体は，はっきりとその患者の流

れとか，交通の便とか，あるいは患者はとこから

来 ζ， どこに入院するんだというようなことは，

特に大阪なんかば，数年前からこれは研究してお

ります。

s.は大阪巾内の区は，ある地域は府干のはうか

ら入ってくる人院患者のほうが多いんです。 50%

を越してるんです。そういう流れをよくキャッチ

して，いかにしたら，合理的な住民のニーズに応

える医療圏ができるか，ということをよく考えて

やらないといかぬ。これはまあ大阪で随分いろい

ろと府と行政のことを相談しながら進められてお

りますから， この秋には立派なものができると思

レますが，秩までには。そういう点で， ちょっと

弘は今の計画が方的に数を出すのに，医療をい

ろいろやっとりますが2 比児品なんか，鹿児島市

だけVC，後は全自1)11地区はJ.t.らないと p そうした

ら，勢いのある人例えばチェーン病院は，そこへ

建ててやろうかということになるわけですね。神

奈川県でもそういうことはありました~，いろい

ろあっちこっちでそういうことが出てくるので，

やはりある程度広域な，そしてシステム化できる

医療圏をつくるというのが，これは僕は住民のニ

ーズでもあり，実態に合わした医療闘をつくるへ

きだとし、う意見を持っております。これも私個人

の怠見でございますので， どうなるか分かりませ

んが，そういうことでございます。

それかb，今lltの総合刈策本自i;の中間報告でご

ざし、ますが， t';人を家庭に帰Lて，主として家!厄

介護を中心にしてやると。それから退院を推進す

るような処置を取れと中しましても，受け皿がな

いものを外に出すということは非常に困難で，あ

るi¥H主邑健施設が卜分三ラ，メ病院の中にも老健

版設ができあるいはいろんなところにできれば，

それは交けリ[1かあるん fすから rCニヘvftすこと

ができますが，実際，社会的人院はけしからノしと

』れま Fけども，それは我々診療Lているものに

とっては，なかなか簡単には処理できないんです
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よ。むしろ，患者，国民を教育していただきたい

と思うんです。これは非常に，僕は重要な問題で

してね。そんな簡単に患者を，入院日数が長いか

ら欧米に比べて49日とか， 40日もあるのは長い

じゃないかと言われても，これは僕は非常に問題

があると思うんです。確かに，アメリカは 7日か

8日とか，更に 6.5日になったとかと言って威張

っておりますがね。医療費は我々の 9倍も高いん

ですよね，フランJえだって日倍，西ドイツも 4.5

倍ぐらいなんですよ。かければ，はるかに日本よ

りは高いんです。文住民数における入院率も日本

土り高いという事も聞いています。

医療従業員におきましても，私も外国をあっち

こっち行きました。アメリカにも行きました L，

欧州にも行きましたが， 1病院のベッド数の 3倍，

4倍の従業員がおるわけです。日本はそんな病院

はあんまりないんじゃないですか。特に私立病院

の場合は少ないです。これも少ない最底限でやっ

ている。しかし，これは最近，非常に行政のほうか

ら指摘を受けて，増設とかあるいは増ベッドと

か，あるいは医療監視のときに激しい指摘を受け

ている。先程，公的病院は厚生大臣の行政指導を

受けなければならないと申 Lますが，現在は我々

も保健所と申 Lますか，やっぱり知事ですね。知

事の指導を受けて同じような制限の中に，医療法

の中に動いているわけでございま Lて，これは何

ら変わりがない。税金は確かに変わっております

けれども，その他は同じだと思うんです。また，

公的医療もどんどんやってるわけでございます

し，時には地域の基幹病院になり得る，お隣りの伊

藤先生のところのような， NMRを2台も置こう

かというような設備の整った基幹病院もあるわけ

でございますので，僕は，公でも，私ども，ある

面では共通の部分が大いにあると思うんです。

そういうことでござし、ます L，また老人は非常

に 100ベッド以下の病院に率多く入っておるんで

す。昔，我々が結核をやったときにも，確かに，

私的病院は結核患者の入院が多く，いやなこと

は私的病院が今まで引き受けてきたんですよ，戦

後。それが今になって結核は減ったが，老人がど

うも多いと，入院日数が長いと，速やかに出さな

きゃ医療費が幾らでも膨らむじゃないかと，まあ

そういうことも一つの理論かもわかりません L，

それは我々としても，国が国家的見地，あるいは

国民の側に立てば，医療費が無限に大きくなると

いうことには賛成しません。しかし，こういうふう

に規制をすると，先程からお話のあった駆け込み

増床という問題が出てまいります。 I駆け込み増

床」って，えらい変な言葉でございますね。昭和

60年はたしか4万 5，000だったか，幾らかはっき

り覚えてませんが 4万床の増床が行われており

ます，全国で。しかし61年， 昨年度は 6万 5，000

ほど増えてるんです。1.4倍です， 一挙に。それ

はなぜかと申 Lますと，医療法が一昨年暮れに決

まったと。そして病床規制が出るぞ，それ以後は

勝手に増床は出来ないと L、う。これは誰でもやり

たい人は今のうちだということで，それで駆け込

みが出来たんであって，これはもう駆け込みをや

るのはけしからんという声が出ておりますが，私

もそう思いますけどもね。私が自分の病院の立場

だけで考えれば，駆け込みはやってもらいたくな

いんですが， しかしながら，これはやっぱり厚生

省は45年たくさん医者をつくり，そして，これか

らベッド規制するぞということになれば，駆け込

みをやるものがどんどん増えてくるというのが，

当たり前の現象です。これはそんなことを申し上

げたら，厚生省に悪うございますけど，やはり，

根源は厚生省がそういう計画をもうちょっと慎重

に，医者を増や Lとったら，いかになるかを考え

て，一一これは富永先生もお話しになったです

が，考えるべきじゃなかったか，とし、うことを私

は思ってし、るんですが。

そういうことで，駆け込みはどんどん増えてい

る。しかし今年になって， 62年の 4， 5， 6， こ

れも私とれぐらい増えておるか，ずっと見ておる

んですが，これは計画課のやることで，よくわか

ってるんです。最近ちょっと減ってるんですね。

1カ月 4，000床台，地区に駆け込みの警告を発し

たら大部減ってきたと思っとられる， う主く功を

奏したと思っとられるけどね，これは私は非常に

危険だと思うんごす。病床規制も単にそういう数

字の上でやってもですね，やっぱり人間の知恵，

営利主義の病院がたくさんあるわけですよ。そし

て，いろいろ「悪貨は良貨を駆逐する」と申 Lま
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すけど，営利主義でやればどんどん増やせます

よ。あるところではちゃんと名前を変えて裏には

非医師の金主，営利主義者がおって，知事の許可

を取って Lまっておる。先程ちょっと質問があり

ましたが。そういうようなことで， どんどん増え

てる。単に，そういうことばかりでなくて，一般

企業，例えば，生保会社，損保会社，それから信

託会社 信託会社もたくさん金があるんで，外

国に土地を買ったり，建物を買ったりしてます

L. '/ノレバー産業が非常によいと思えば，やはり

投資を園内に向けます。そして一つもうけて配当

を多くしようというのが， これは当然の一般企業

の論理，市場原理です。したがって，こういうも

のがどんどん入っておるという現実を直視しなき

ゃL、かんと思うんです。中には本当にまじめな企

業もたくさんあるとは思いますが。

まあ病床規制で，そういうものを監視していっ

たのが医師会とか，病院団体でしょうけれども，

なかなか裏にはいろんな手段がある。目的のため

には手段を選ばずというのが，一一これはそんな

ことを言ったらいけませんが，割合にそういう

営利目的の企業がたくさんあるわけですね。私の

聞いた範囲でも，生保会社，銀行，ホテル，それ

からいろんなものが，これに参加してベッドを増

やそうとねらっておるというのは，間違レない事

実です。アメリカにおけるシルハー産業の現実を

知れば判ります。これはどんどんこういうものが

入ってきますと，病院とか，医師とか，開業医と

かはだんだんと 。こういった企業に使われて

ゆくわけで，医療費はどうなるかと申 Lますと，

こうしづ営利企業が入れば，医療費はなるほど，

先程，厚生省の18兆 円 を オ パ という話があっ

たんですが，それから厚生省の予算は医療費は 4

兆5，000億円，年金の方が更に多いんですよ。とこ

ろが，それは確かに減らすことができるし，大蔵

省に要望するにしても，もうちょっと増やしてく

れということも，言わなくても済むかもわかりま

せんが，しかしながら，それの被害を被るのは私

は圃民だと思うんですよ。

国民は民間保険に入る一一民間保険を非常に勧

めておる人もございますが，厚生省も民間保険を

最近どんどんやって，ビジネス相談室というもの

ができまして，羽田先生がこの間， ビジネス相談

室をやって，そういうものを規制するんだという

ような事を代議員会で言っておられたが一一厚生

省はこれを逆手にとって 7つの部に分かれて

て，そして医療コンサルタントだとか，医療従業員

とかいう，あるいはいろんなものが， これは非常

に立派な方もおられるんですけどね，中には異常

なものがあると思うんです。私もいろんなところ

から相談を受けて聞いとるんですがね。こんな異

常なものが，とんどん増えてきますとですね，我

々医師，あるいは病院の範囲外に，医療周辺産業

として，その境がはっきりしないですよ。

先程，介護は医療か福祉かとし、ぅ話が出たけれ

ども，介護は私は医療だと思うんです。ところが，

そういった連中は，いや，介護は違うんだと，福

祉の問題だと。だから，これは別だから我々がや

っていいんだと，看護婦でもやれるんだと，誰で

もやれるんだということで， どんどん医療を浸蝕

してまいります。要するに，医療費のエロージョ

ンと申 Lますか，どんどん浸蝕してまいりま L

て，結局，医師の取り分，あるいは病院の取り分

というものはどんどん減る l，厚生省は高見の見

物で見とれば， 自分の目的である，その現在4兆

5，000億円というのがどんどん増えるということ

を防げると思いますけど，それは非常に危険な考

え方だと思レます。

私はそれから，民間保険がどんどん保険を補完

Lていくとしづ考えを，ある程度は歯止めをかけ

なけりゃならんと思うんです。これはどんどん増

えていきますと，厚生省は努力することを忘れま

す。厚生省こそ，国民の医療に責任を持っておる

わけなんですからね。これで被害を受けるのは誰

かと申しますると，国民であり，患者であり，

入院患者であり，いろいろそういうものが被害を

受けるわけでありますから，日本の今まで立派に

仕上げてきた厚生省が作った医療制度，あるいは

保険制度というものは崩壊するおそれがある。し

かも医療費は対GNPに対しても増々増大しま

す。それは現在のアメリカの実状を見れば明らか

です。そういう意味で，私は医療はあくまで営利

であってはならない。これは厚生省に言うわけで

もなく，国民に言うわけでもなく，我々自身も考
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えなきゃいか自問題でございます。 私的病院の活性化と L、し、ますか， 日本の医療を

我々の中でも，たくさん最近，チェーン病院と ほとんど担っとるのは私的病院ですから，有津先

かというのが出ておりますし，それから保険の請 生一層のご活躍をお願し北、たしたいと思います。

求等につきま Lても，まあ大学なんかはすごい請 ありがとうございました。(拍手〉

求をしておるわけなんですが， こういったものが

どんどん増えていくことも，我々は十分考えねば

いか自問題でごぎいますが，それはまあ一部の方

であって，我々は医学にのっとり，医師会も生涯

教育というのをやっていますから，医学にのっと

ってやって， しかも疾病を予防 L，病院も単に，

病院の中の患者を診るだけでなしに，地域の中に

進出して，病気の予防，例えば，癌なんかはどう

でしょうか，まだまだ減っていくと思うんです。

厚生省は今世紀の終わりまでに，癌の本体を明ら

かに Lて30%ぐらい減らしたし、と。この前，中曾

根首相すらサミットで，それをレーガン大統領な

んかに提言したと聞いていますが，そういう方法

で医療費を削減してしべ方法が，一番好ましいん

ではないかと思います。

最近，脳血管障害がぐっと下がってきました。

1位だったのが 3位になりました。これなんか

も食事，栄養と多いに関係ありと言われてし、ま

す。やはりこういうことによって，医療費が下が

るのは我々最も歓迎するところであります L，そ

うし、う方法を講じてゆきたい。取り締まって，病

床を規制するとか，老人を治療するのは無駄だと

いうだけの考えでは，結局将来国民の不幸になる

と思います。そういう意味で，医療はあくまでも

非営利であり，医療法人の配当も禁止して，そ L

て一般産業は，営利産業が無条件， 自由に地域の

中に流れ込んでくるのを防ぐということが，我々

の使命ではないかと思うわけでございます。以上

でござL、ます。(拍手)

司会(太田)ありがとうござし、ました。この変

化の時代において，一番ダメージを受けるであろ

うL，ダメージを受けはしなレかとご 4心配をして

おられるのが，私的病院でございます。その私的

病院のために挺身しておられます有浮先生のご意

見をできるだけ，よれは政策に取り入れら札るよ

う我々は望んで，先生のお考えを推し進めたい

と。宮崎先生にもひとつよくお願い Lておきま

す。

私的病院の立場より(総合病院〕

ZZAZ絹雲 伊 藤 研

伊藤でこざし、ます。どうぞよろしく。(拍手〉

実は今日，この地域医療計画の問題に関Lまし

て，とやかく言うのは，すでに時期が遅いと思

います。この問題が出はじめてからすでに l年有

余たっており，今ここで何を論じてみても今後そ

れほど大きな変化があるとは思われません。これ

から私ども私的病院の立場から申 Lますと，今日

のこのメンバ をご覧になりましてもお分かりい

ただきますように，なぜ私的病院から 3人も出た

かということだと思います。これは地域医療計画

には，私的病院にとって大変大きな影響を来たす

諸問題があることに関係があることと理解してお

ります。

レンメにもございますが，それは見ていただく

といた Lまして，私はもともとこういうお話をす

るときに原稿を読むようなことは好きではござい

ませんが，時間的な制約がありますので読みなが

らお話 L申L上げますことをお許し下さレ。

特に今日，私的病院の方々にとっては，何と言

っても私も私的でございますから，私的の見苦L

いことや，嫌なところは自分でも言いたくありま

せん。

しかし，公的庚療機関の目につく問題点につい

ては，どうしても言L、たくなります。ですから公

的の先生方に対しては嫌な思いをさせるかも知れ

ません。

司会の太田先生が， Iかまわんから何でも言

え“とおっ Lやっていただきましたので，今日は

安心して言わせていただきますので，お許しいた

だきたいと思いますc 私的・公的と中しますが，

患者にとっては良質の防療を受けることかすべて

であります。

本日は時間の関係で早Hで申し上げますので，

問題がござし、ましたら後でご質問を受けるつもり
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でおります。

昭和60年の12月の医療法改正によりまして， 60 

年 8月以後を目標に各都道府県は地域医療計画の

実施に向かつて動き始めました。国民医療の現状

については，医療保険制度の充実のもとに，公私医

療機関の量的整備によって世界に冠たる医療水準

を維持しております。また先進諸国が国民総生産

に対する医療費の上昇が目立ちまして，米国にお

きま LてはすでにGNPの10%を超え， D'R.G 

を含めた諸対策にもかかわらず，健全化にはほど

遠いという状態であります。我が国の医療費が国

民総生産の 5%前後でありながら“医療経済の健

全化"と“国民医療の質的改善"に敢然と立ちあが

った姿とは対照的であります。我が国の医療が21

世紀の高齢化社会を迎えるに当りまして，医療資

源の効率的活用を高めることはそれなりに理解で

きます。しかL質的向上の問題については，先進

諸国と比べまして，米国の医療費が我が国の約9

倍であることは例外といた Lましても，ヨーロッ

パ諸国主比べましても非常に低いもので，最低の

西ドイツと比べましても 4分の lに過ぎません。

このような安い対価でもって良質の医療を提供

させるということ，こんなことがあって本当によ

いので Lょうか。また真の質的向上を願うならば，

国民が医療の質に対する良否が判断できるような

教育指導が行われて然るへきだと思います。

最近は，特に大病院へ行けばすべてが解決する

ような風潮があるということも，非常に問題だと

思います。また医療側の状況についても実態を知

らせるへきであり，国民はいつでも，どこでも保

険制度の中で最高の医療が受けられるというよう

に信じております。しかし，一方で医療側は， よ

り良き医療と保険審査の厳しさの中で，びくびく

しながら医療を行っている現実を，国民に知ら L

めるべきだと思います。

健保組合が現在余剰資金でもって，海外に最近

保養所を新設し始めました。これは皆さん方も最

近の新聞でご存じだろうと思いますが，大々的に

お金をかけて保養施設をつくる。これはどこから

出たお金なのでしょう。

国民医療総合対策本部の中間報告の中で，良質

で効率的な医療を目指すという問題も出ておりま

すが，老人医療のあり方，長期入院の是正，大学

病院における医療と研修，それから患者サービス

の向上というような問題が出ておりますが，これ

一つ一つとられましても，いろいろ問題がありま

す。時間がありませんので，私が気になる問題と

して，患者サービスの向上の中で広告規制の緩和

について申し上げますロ国民に正しい医療情報を

提供するとレうことは非常に大切なことですか

ら，これは当然やっていただかなければいけない

ことです。医療機関を選ぶ権利は患者側にあるわ

けなのですが，しかし，一部の公的医療機関は新

u、治療法だとか，高額医療機に対してマスコミ

を使って患者集めを行っている節がありまして，

広告規制に対して過大広告や，患者集めの目的で

はなし、かと誤解されやすい行為には，何らかの歯

止めをしなければいけないのではないでしょう

か。又この問題に関しても，公私の差別だけはな

くしてレただきたL、と思います。

それから必要病床数の算定につきまして触れて

みますが，地域医療計画の中で最も問題となって

いる駆け込み増床の問題で不思議に思えてならな

いことは，確か健康政策局の竹中局長が昨年の11

月医療行政の問題点として今後の方向の講演の中

で，病床の問題は現状是認主義で出発して算定方

法を決めた，というように言われております。そ

して 5年・ 10年・ 15年後に医療計画と必要病床数

の見直しを行いたい，というようにおっしゃって

おりますが，これは将来病床を増やそうという事

なのでしょうか，減らそうということなのでしょ

うか。私はその点非常に疑問に感じます。

病床規制の問題以来，昨年から駆け込み増床希

望が多いと言われていますが，問題は近い将来放

っておいても，自らの手で決着をつけなくてはな

らない状況に達しているということは，だれも否

定できない問題だと思います。米国やヨーロッパ

の先進諸国と比べまして，人口割の病床数と平均

入院日数を比較しても，特に日本だけが羅患率が

高くて， しかも治りにくいというようには思われ

ません。現在の病床の150万床，実働83%として，

125万床，その内社会的入院が10万床あるという

ような意見もありますが， これならば 100万ベッ

ドぐらいでいいわけなのです。
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しかるに，病床規制が出る寸前に，公的医療機

関も含めて増床傾向がみられました。我が国の平

均入院日数が非常に長くて，現在48日になってお

りますが，これはいずれ大体先進国並の 2週間な

いし20日くらいに持ってL、かなければいけないの

ではないでLょうか。そうすれば実際必要ベッド

数というのは60万ベッドくらいでも充分という意

見もあるわけです。このような問題を頭におきま

すと，私の病院は 454床でありますから，現在の

平均入院日数が31目前後で，これを15日ぐらいに

将来減らさなければならないだろうと考えます

と，病床稼働率を維持するためには 900名の患者

を集めなければなりません。とてもそんなことは

困難だと思います。そうすれば， これからどうや

って病床を減らしていこうかということで頭がし、

勺ぱL、です。そういう段階で増床する病院がある

ことは私には理解出来ません。恐らく現在増床さ

れる病院は，患者の入院日数も短くて十分なアフ

ターケアもできないので，増床を希望しておられ

るのでしょう。行政当局は需給計画の中で病床数

の算定される前に，何故もっとはっきりと先進諸

国の医療と比べて，我が国の医療体制の中で病尿

数及び平均入院日数の見込みに対する見解を示さ

れないのか，このことが私にとっては非常に疑問

を感じさせます。

次には，仕意、記載事項の中で，医療関係施設聞の

機能分担と連携の問題， オーフラン Vステムの問題

に触れますが，医療機関の機能分担については初

期医療を行う l次医療機関，入院医療への対応と

しての 2次医療機関，高度特殊医療に対する 3次

医療機関が分担することは理解できます。 Lか

い 3次の医療機関に対する行政の考え方からす

れば，地域の数からも 2次医療機関の幅というの

は非常に大きな差があり，当然，医療の内容からい

きまして，ただ 2次というだけではなし1.5次・

2次・ 2.5次というような医療機関が 2次医療機

関の中に包含されると思います。しかも， この中

で私的医療機関の立場というのは全く微妙であり

ます。特に 2次医療機関としての根拠が明確でな

い。これは何らかの根拠が必要ではないでしょう

か。続いて，病診連携及び病々連携につきまし

て，現在各地域の医療は，診療所と私的中小病院が

経営的競合を避けながら，地域医療を機能させて

きました。ところが現在一部で検討されている病

診連携， これは私的病院を頭越しに公的病院と診

療所との間で行われている例がほとんどです。そ

うしづ現象が起り主すと，何が起こるかと言いま

すと，一方では公的医療機関にとっては紹介患者

消化のために，今までいた長期入院患者を排除L

て，できるだけ在院日数が短縮できます。しかも

短期入院ですから医療費の収入は上がります，大

変よい結果をもたらすわけです。これは先程愛知

県病院協会会長の富永先生がおっしゃいましたよ

うに，紹介患者制は病院にとって非常に良い結果

をもたらしている，とし、う言葉に裏付けられてい

ると思います。

ところが， この問題は私的中小病院にとりまし

て，公的病院から早目に退院してきた患者がs一時

的に病床を利用 Lますから，病床利用率は上昇す

るわけです。その見返りとして最期入院慢性患者

が増えます。こう L、う問題は近い将来，老健施設

問題とか，急性・慢性疾患病院の問題，入院日数

の短縮など，私的病院にとって非常に困惑するよ

うな問題が目白押しでありますから，戦後の日本

の病院の相当部分を担ってきた私的病院が，ここ

数年をいでずして壊滅的な打撃を受けることは必

至であろうと思われます。

私的病院の壊滅的打撃の後に起こる現象は何

か，公的病院は恐らく国鉄と同じような運命をた

どるものと思われます。現に自治体病院に 1病院

平均59年度で 1病院当り平均3億円の 般財源か

らの援助が行われていますが，それでもなお半数

の病院が赤字だということは非常に注目しなけれ

ばいけない。私的病院がそんな赤字を出したら大

変なことです。

年間3億円の援助をしてもらわなくても，せめ

て良質な医療の見返りに税金をなくしていただけ

たらと思います。公的に比へて私的病院の利益が

多いとしづ問題がありますけれども，これは医師

不足によって人件費分が浮いてレるだけなので

す。公私を数字上で対比させるようなことは絶対

できないわけですので，いずれにしても医療費の

面からみれば現状は，良質の医療にふさわ Lい医

療費が支払われているとは思えません。
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オープンシステムについては，オープンシステ

ムに先んじて，大病院の外来を禁止して，特殊外

来と紹介患者制をとればいいと思います。これに

は外来収入が病院収入の40%近くある病院もあり

ますので，当然減収分に対して入院料の加算を行

うべきであり，外来を中止したり病院のみ点数の

加算を行う，いわゆる甲表・乙表のような自由選

択としたらどうで Lょうか。これによって診療所

から病院へ紹介された患者は必ず診療所へ帰ると

思います。現在のように外来を行う間は，患者の

大病院志向は止められない。一部の大病院が外来

をやめれば，オープンシステムは自然発生的に完

成すると d思っております。

引き続きまして，医療従事者に対する職種別確

保の方策についてお話 L申し上げますが， ドクタ

ーの問題はこのあとでシンポジウムもありますの

で，看護問題について申し上げます。看護婦数の

不足の問題につきましては，医療の現場での量的

不足が叫けばれまして久しいてaすが，最近特に不

足現象が激Lくなってきております。看護職員の

就業状況と養成状況の資料を見ると，昭和60年の

第 2次看護婦需給計画終了で必要数をほぼ達成L

たと厚生省では言われております。というのは66

万人体制が完全に出来たというように言っている

わけです。厚生省は第3次看護需給計画の策定に

当りまして，地域医療計画等老健施設・在宅ケア

を含めて検討したし、との考えのようですが，私ど

も医療の現場では， 日々の看護婦不足をどうする

のか， これから諸般の事情で一層の不足を来たす

であろうこの問題に，どう対応したらいいのかと

困惑しております。私的医療機関の大半は，この

問題をかかえて看護の質をたしかめる方策に苦L

んでいることで Lょう。私の病院のごときは，年

間55名の看護婦を養成しておりま Lても，なおか

つ不足である。この看護婦がどのような形で流れ

ているかというと，ほとんどが公的病院へ就職L

ておりますc 看護職員の量的問題につきまして，

現在一番新しい数字は就業者数で保健婦・助産婦

・看護婦・准看護婦等を含めて約69万人と日われ

ております。行政当局が昭和60年の第 2次看護婦

需給計同の66万人体制からみれば，ほ if充足して

おるということなのですが，私はこの前，ある看護

関係の方に聞きました。本当に不足しているのは

どれだけですかと申しましたら，いやこれは私的

見解だという話で 3万1， 000人不足Lている，

と言われます。

3万 1，000人の中には 4週 6休とか週休2日制

による人員増は計算されていないのです。それら

を加算した場合は80万から90万人体制が必要でし

ょうと言われました。しかも最近の大病院・公的

病院では現在の特2類では不充分であり，看護体

制をもっと上げて特3類の新設を希望されている

ように開いております。そういう問題を考えた時，

看護婦需給関係は大変だと思います。今まででも

病院関係の会議では，週休 2日制を控えてどうす

るのかという問題は討議されてきておりますが，

これはあくまで経済面で人件費の増大に対して

は，どう経営上対応するかとし寸問題でに公的

病院はそれでもいし、かも知れませんが，しかし，

私的医療機関にとっては人件費増の問題以前に，

ただでさえも日常不足している看護婦が，毎年の

病院医療監視をどう乗り切るかと L、う問題があり

ます。さらに公的病院への看護婦の流出に対して

どう対応するのか，これも頭の痛い問題なので

す。

看護婦の現業職者数について言いますと，現在

64万人と言われておりますが，正看が33万人で准

看31万人です。 64万人の中で病院で働いてレるの

は48万人で，後は診療所で働いております。国公立

公的病院に勤めている看護婦さんが大体30万人で

すが， このベッド数は72万床，私的医療機関に勤

めている看護婦さんが19万人で77万床というのが

実数であります。看護婦の養成状況は 3年課程と

2年課程で，正看養成が 1年間に 3万 2，000人，

准看が衛看も入れまして 3万 7，000人，そう Lま

すと，これは 6万 9，000人ほどつくられているわ

けです。けれども実際の統計的な厚生省の数字を

見られると違います。 7万 4，000人になっていま

す。これはどういうことかというと，保健婦とか

助産婦の教育も一緒に入っています。このように

正准看学校の卒業生は年間 6万9，000人ですが，実

際に就職するものは53，800人で13，500人が進学L

ています。ところが， この中で問題に Lなければ

いけないのは，年間 6万 9，000人も養成Lていま
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すが，統計的な数字をご覧になるとお分かりにな

ると思いますが，では実際現場で働いていて就業

している看護婦が年間どれだけ増えているか 2

万 4，000人しか増えていないんです。ということ

は4万 5，000人がどこかで消えてしまうんです

ね。ということは看護婦の，特に正看なんかは 3

年間の教育を受けましてー病院に 2.8年しか勤め

ていなし、んです。ですから，そういうことをどう

するのかということを考えない以上は，看護婦の

80万人体制なんというのは到底夢のような話だと

思います。その聞は，民聞からどんどんと公的医

療機関へ看護婦が流れますよ，ということを言い

たいんです。看護婦の就業状況と養成の状況から

して，その相関関係を知り，特に私的医療機関の

看護婦不足の実態を，私は知ってほしいと思いま

す。

もともと国民の健康を守り，国の発展を図るた

めにも，国民医療の中で医療従事者で最大の人員

をかかえ，医療の質的向上に大きな影響をもたら

す看護婦の養成は，国家財政の中で行われるべき

だとし、う意見が大半であります。現状を見ていた

だし、て一考を促したし、と思います。1， 767の国公立

病院中看護婦の養成を行っているのは 661病院で

あります。残りの7，825病院中6，860病院が医療法

人と個人病院です。 9，600の日本の病院の中の 73

%が200床以下の病院なのです。 2，740の国公立公

的，そうしづ病院の中，特に 300床以上の病院に

ぜひとも看護婦の需給体制と 500:ベッド以上の

犬病院の看護学校の学生養成数を調整していただ

いてもっと増やしてほ Lい。地域医療計画の中で

の増床が問題にされているが，それ以前の問題と

して充分に検討されるべきであると思います。ま

た公的病院で 300床以上の病院が看護婦養成を行

っていなければ，基準看護を許すべきではないと

思います L，増床の許可をすることもいけないと

いうように思います。

まとめといたLまして，必要的記載事項の中で

は，医療圏における 2次医療機関の機能の根拠が

不明確である。この問題を何とかしなければいけ

ないのではないでしょうか。

2番目に必要病床数の算定に関Lましては，病

床数をうんぬんするよりも，何年先に国際的な水

準での病床数床ぴ平均入院日数にするのか，も

L，それにしないで日本だけでは独自の方法で進

むのか，とし、う方針を決めていただければ，何も

病床数を規制する必要はなかったと思います。

それから任意的記載事項の中では，医療関係施

設問の機能分担，連携の方策について，病診，病

病連携を円滑にするためには，希望する大病院の

外来禁止と，入院費の加算を行うことが必要で

す。現状の主主では私的病院の生存を危うくし，

公的赤字病院が増大L，医療費の削減にはならな

いと思います。

医療従事者中看護婦の養成には多大の費用を要

Lますが，看護婦需給体制を再検討していただく

必要があると思います。

時聞がありませんので，これくらいで終わらせ

ていただきます。(拍手〕

司会(太田〕ありがとうごさいました。非常に

内容の鋭いお考え方，提案をしていただきまし

た。そのうち 番病院にとって必要なのは，最後

に言われた，看護婦の養成問題であろうと思いま

す。

駆け込み増床をしても，看護婦がおりませんの

で，実際は運用できません。しかも，看護婦が働

く年数が 3年未満だと。これはゆゆ Lい問題でご

ざいます L，私的病院で，基準看護をやろうと思

ってもできません。だから，いろいろな問題はあ

りますけれども，まず目先の問題として，看護婦

数は絶対に増やさなければならないということ

で，こうし、う運動ならば，各県でもできるはずで

ございますので，大いに県当局と話をされて，看

護婦の養成をしていただきたし、わけでございま

す。

看護婦の養成は，普通の病院ではできません。

金がかかりますので。やはりこれは公費を相当導

入していただかないとできない問題でございます

L，なおかつ， 500床以上と言われましたが，大

きな病院は一つ自分のところで使う看護婦くらい

は，ちょっと無理を Lてでも自分のところで，学校

をつくって，養成 Fべきではないかと思います。

どうも伊藤先生ありがとうございました。

それでは，私的中小病院ですね，中小病院とし

て，今，第一線で活躍しておられる木村桂一先生
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でございます。愛知県の病院協会の理事者で，年

齢は相当いかれておりますが，まだ医療界では新

人の部類に属する，新人類に属する方でござい主

す。この新人類，中小病院の代表として，どうい

うご意見， どういうご提案をなされますか，お願

いいた Lます。(拍手〕

私的病院の立場より(中小病院〕

案可宇野堅守主木村桂一

ご紹介をいただき宣した木村でございます。

大変緊張した話が続いておりますので，私ごと

きがあまり長々と申 L述へるべきではないと思い

ますので，予定した話もはしよって，お耳を汚し

たし、と思っております。

私は中小病院と紹介されましたけれども，現

実，小病院をやっておるものでございます。 55床

でリハビリを一生懸命力を入れてやっております

が， このごろの裟婆の情勢，特に小売出を見てお

りますと， どんどんなくなってまいります。スー

ノ《ーか，コンビニエンスストアーに席捲されてお

ります。オーケーストアーとか，セブン・イレブ

ンというような，日用品は大抵のものが間にあう

コンビニエンスストアーがどんどんとdヲモ商を喰

っております。

そんなところから，私も現在の経営のやり方と

して， コンビニエンスホスピタノレというようなこ

とを自分では考えてやっております。私の力の足

りないところは大学医局にお願い Lまして，専門

医の方々の力をかりでやると。そう Lま七て，か

なり前でございますが，医師会で病診連第問題，

病病連携問題，先程もいささか出ましたが，大病

院からの後送問題，そういったことを担当させら

れま」て，つくづく 4思ったことがありましたので，

私はコンビニエンスストアーのように，まとめて

手軽にご近所のお役に立つ病院，予防・治療・リ

ハビリと揃って，又大病院から後送するのにも役

立てる病院として， リハヒリテーンョン施設を作

りま Lた。それはたた'今は，医学療法士が 5名，

作業療法士が 3名。パートで来ていただくリハピ

ロテーション専門医以下，作業療法士，理学療法

士，看護助手の方々を入れますと， 30人近いメン

パーでやっております。後送の機関としてはいつ

でも"どうぞ"といって引き受けられるような体

制にしてやっております。そういう私からの意見

でございます。

長年先輩各位のご努力によって，我々医者とし

ての治療は大変やりやすくなっております L，安

い医療でここまで皆様方とともに力を合わせて，

世界のトヲプレベルの長寿国にしてきたのでござ

います。病気がどれほどよく治るようになったか

を考えるときに，先輩同業医療関係者の皆様に心

から感謝をしても，し切れないくらいでござし、ま

す。

それでありますのに，老人が増えたから，老人

医療に金がかかり過ぎる，入院医療に金がかかり

過ぎるということで，病床を規制して，病床を減

らす。この考え方が基調になり，物理的に入院費

用を減らそうと L、う発想が，今日の地域医療計画

のように判断されます。その 1， 2の例を申 Lま

すと，まず，受療率の基礎資料として挙げられた

数値は， 「柿の赤くなる頃に医者が青〈なる」と

昔から言われております。年間で病人が最も少な

いと言われる月の59年10月のある 1日を捕えて，

データが整理されております。それが 1年間に水

増しされ，ひいては国家百年の大計にまでつなが

っていっておるようなふうに受け取れます。

しかも， この地域医療計画資料のどこにもない

数字が，医療法の施行細則の地域ブロックの性

別・年齢別・段級別入院治療率・一般病康人口10

万対として載っております。 生懸命本をひっく

り返しても，どこから出てきたのかわかりませ

ん。このブロック分けの根拠についても，全く説

明はごさいません。

その必要病床数算出に至っては，論理的にも，

はなはだ理解しにくい式でございます。どうやら

これは， どうも無理やり算の傾向にあるように思

われます。厚生省というところは， 日本の人口統

計の最初からやっておられるところで，統計につ

いては日本ーというところでございます。にもか

かわらず，このような数字が出てくるということ

は，どういうわけでありましょう。一国の医療の

基本となる病床が，こんな式で，でっちあげの数

字で規制されてよいものだろうか，と思わざるを
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得ません。

そういったこの数字が元になって， しかも・病

床利用率というのは，全国一率ということで

0.8390 これが公母に来ま Lて， 分子の方はブロ

ック別，それでもって各県の夫々の数字を入れる

というような，まことに勝手極まる数式のように

思われます。浅学非才でございま Lて，統計学は

あまり得手でございませんので，そのように考え

ざるを得ないと思っております。そう Lて，それ

が法律として押し付けられるということに関して

は，大変抵抗を覚えるものでございます。

先般，新聞紙上で発表されました愛知県医療計

画による入院患者数は 3万 6，011人，愛知番の受

療率で計算いたLますと 5万 4，000人となり，入

院患者数だけでも 1万 8，000人の差が出てまいり

ます。愛知県の既存病床が 5万 4，500床，愛知県

医療計画による必要病床数が 4万九000床，その

差は 7 イナスの 7，500床，名古屋医療固でマイナ

λの 7，340床の超過ということであり，これは，

結果として超過ということになるわけであります

が，まことに，実態をつかんでいない数字ではな

いでしょうか。

翻ってみますと，六法全書を聞きまして「厚生

省設置法」というのを見ますと，法第 151条にご

ざし、ます。第4条に「厚生省の任務には，厚生省

は社会福祉，社会保障及び公衆衛生の向上及び増

進を図ることを任務とし，次に掲げる国の行政事

務及び事業を一体的に遂行する責任を負う行政的

機関とする」とあります。第 I項には「国民の保

健J，第 2項には「薬事並びに麻薬J，第5条で厚

生省の所管事務が 112にわたって述べてございま

すが，第6条の「権限」の中にも， 38項・ 39項と

それら Lいものはありますけれども，民間病床の

規制とか，病床の規制ということについては，又

規制削減ということについては， 言も書いてご

ざし、ません。どうやら厚生省(.1，書いてないこと

をおやりになろうとしているように思われます。

自来，日本政府は，事あるごとに民活，民活と

中曾根総理大臣も言っておられます。そして先進

各国は，サミットなどによりますと，デ・イレギ

ュレーション・規制緩和ということを，共通の国

策テーマとして発表しておられます。本邦でも，

電気通信分野，金融業その外の分野などで，規制

緩和が進んでいるのはご承知りとおりでごぎいま

す。最近では，農業の見直しが始まっておりま

す。 60年度。国民医療費が116兆1，000億円，その

中医療保険が14兆円とか聞いております。

先般の夏の公務員ボーナスが支給されました

が 4兆 2，000億円， 62年度の防衛庁予算が 3兆

7，000億円。 61年度の補正予算における国税収入

見込額が，自然増2兆 4，284億円。いろいろ引き

算をして，赤字国債の発行などを中止しても，決

算剰余金が 1兆 7，575億円。国民の健康を守るこ

の出費が，以上の数字と比べてみても，それほど

多いものとも思いません。

政管健保は，積み上げた赤字はなくなり，年々

黒字を積み重ねております。健保組合に至りまし

ては，友人の理事は「金の使い場に図るわ」と申

しております。

保険の費用を節約するのには，もっとほかの発

想があってもよいではありませんか。例えば，食

管赤字の 1，000億円11不用と言われていますが，

これは l万 5，000人の食糧検査員の人件費に相当

しております。食管に携る農水省の役人，農協の

職員，地方自治体の職員は，約 100万人と言われ

ております。これが我々に高いお米を食わせてく

れる原因になっております。

翻って，医療保険においては， どれだけの職員

の方が携っているのでしょうか。必死になって調

べてみましても，これはなかなかっかめ主せん。

恐らく何十万人ではないでしょうか。医療保険事

務の効率化が望まれます。世界一高い米を食べ

て，世界一安レ良い医療をやれと言われておるわ

けでございます。

保険料の未収金一つを取り上げてみましても，

国保は昭和60年度で6.4%の1，153億円の未収金が

あります。私とも中小病院は，法定期間が過ぎる

まで，未収金についても課税されております。大

和証券健保は，オ ストラリアのメノレホルンに保

養所を作りました。これは日経紙に出ておりま L

た。その健保組合に対して，老人保健法の按分率

で，健保組合から過剰利益を取り上げる方法しか

今のところは厚生省には，この健康保険のアンバ

ランスを是正する手がないようでごさいます。な
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んとも悲Lいことではありませんか。社会保険の

原点に帰って，法の根本的改正をすべきではあり

ませんでLょうか。厚生省のお役人の皆さんも，

先輩に負けないで，現実を見つめてがんばってい

ただきたし、ものだと，現役の皆さんにお願いした

いと思います。

保険の請求事務の一つを取り上げてみまして

も，コンビューターを導入いた Lました。いくら

用紙があるかご存じで Lょうか。コンビューター

の請求用紙が34種類あります。その都度，取り換

えなければいけません。ボタンを押せば請求書が

出来ると思って喜び勇んでいた夢が，まざまざと

壊されているのであります。薬価は依然として何

万何千何百何十何円何十銭であります。どうして

10円単位ぐらレに切り上げてくれんのでしょう

か。下の 3桁を叩く回数の減っただけで，私ども

の事務員の挺しょう炎は減ると思います。

更に，日本中の医療関係機関が，同じ系列のコ

ンビューターを使うだけでも，莫大な費用が節約

できると思いますが， 向にそういう機運はござ

いません。ただいまのところでは， 収トロン"と

いう vステムなどが提唱されておりますが，我々

全部が"トロン"というシステムでやるならば，

随分と手間ひまが省けるのではないかと思いま

す。

現状では，私のところで一生懸命勉強してもら

った事務員は，隣りの病院へ行きますと，さっぱ

り役に立ちません。私ども中小病院は，事務経費

を減ら Lたいと，ここ何年も苦労しております。

医療費も上がっておりません。公務員給与は上昇

L，それにつれて我々職員の人件費も上げざるを

得ません。

しかも，厚生省の医療保険に注ぎ込む金という

のは，年々変わっておりません。む Lろ，減少傾

向じゃああり主せんか。地域医療計画は延期し

て，もっとゆっくり医療界全体の意見を取り上げ

て，過ぎL100年を振り返って，次の100年の大計

を立ててもらいたいものだと思います。 i角をた

めて牛を殺す」そんなことがあってL巾、もので L

ょうか。日本の中小病院をつぶさないで，育てて

欲 Lいものだと思います。武見さんのことがあっ

たせいか，ノレ・サンチマンで医療行政を進めない

で，逆に，医療界全部の力を集めて協力し合い，

明るい国民のための医療を進めて欲しいと願って

駄言を終わります。ご静聴ありがとうございまし

た。(拍手)

司会(太田〕ありがとうございました。地域に

おけるコンビニエンスストアーを以って自認!さ

れ，そのコンピニエンスストアーを，とにかく良

質なものに Lょうと努力しておられる木村先生か

らの切実な訴えでございました。木村先生，その

調子でがんばってください。

最後に山林先生のお話を承りたいと思います。

医療コン叶ノレタントとしての立場から，ご経験・

ご造詣も深い山林先生のお話でございます。

山林先生， よろしくお願し北、たします。

病院経営コンサルタントの立場より

F雪院管研五所所長山林良夫

2時間近く相当激烈，かつまた密度の高いご意

見がたくさん出てきておりますので，拝見してお

りますと，大分皆さん顔が赤くなっていますの

で，筆を置いてリラックスしてください。楽に真

険にやりたいと思います。

私は，この地域医療計画について幾つかの忘れ

ている問題点があろうかと思うんです。医師会の

方たちのご意見，あるいは厚生省のご意見を承っ

ておりますと，どうも現象論に終わっている傾向

がある。しかも，非常に一過性の議論が多いよう

に感じます。

そこで我が国の医療制度が，明治以降どういう

変遷を経てきているのかといった発生史的な考察

の上に立って，これからのわが国医療の百年の大

計を考えるべきだということを第 1点と Lて申し

上げたい。

我が国の医療制度は明治 7年に出来上っている

んです。その根幹をなすものが 2つある。 1つは

「自由開業医制」なんですね。 ドクターはいつで

も自由に自分の医療を開業できる。それが非常に

重要なる基盤をなしている。

今 1つは何かと言えば，先生方の技術と良心に

基づいて，自分のやりたし、医療ができるという，

しかも料金は自由であるという，いわゆる「自由
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医療制」なんですね。こういうものが大きな 2つ

の基盤をなしているわけです。我々の先人がし、ろ

いろな議論を重ねた結果，そういった近代医制の

基礎を築いてくれたわけです。

それから日清・日露の役を経ることによって，

資本主義が拾頭してまいります。また，そこに生

活困窮者も出てくる。更には，産業公害が出てく

る。したがって，自由診療だけではとてもやれな

い。 Lたがって，生活困窮者及び産業公害者に対

する税金による社会保険というものが萌芽してま

いるわけです。これは自由診療に対する大きなエ

ポック，すなわち制限であったわけですね。

第 2番目のエポックはいつ来たかというと，昭

和の御代までその状態がずーっと続いてまいるわ

けです。そう Lまして，大久保利通がっくりまし

た内務省の衛生局では我々国民の健康・衛生とい

うものは，担いきれなくなってきた。そこで，富

国強兵策の 環として，昭和12年に厚生省が弧々

の声をあげるわけですね。ですから，厚生省は52

歳で，大蔵省なんかに比べたら非常に若い官庁で

あるわけです。

第3番目の変革はどこにあったかというと，終

戦なんですね。

ドイツ医学を中心としました我が国の近代医制

というものは，そこで一時崩壊をいたしまして，

新しい現代医昔話というものが，昭和22年から30年

代にかけて確立されたわけです。したがって，今

の法令はすべてその期間に成立をしておるわけで

す。医療法，あるいは医師法，あるいは薬剤師

法，すべてそうなんですね。

それから 4番目の大きな変革はいつ来たかと言

いますと，いわゆる“医療の社会化"である「国

民皆保険」が昭和35年から37年にかけて出来たわ

けです。すなわち，お金を持っていなくても医療

の恩典に浴せる。これは非常に重要な変革であっ

たわけです。したがし、まして，我々の先人が作り

まLた「白由医療制」というものは，そこで大き

な制限を受けて崩壊したと言ってし叫、と思うんで

すね。しかし，依然と L亡「自由開業医制ーは存

在しておったわけです。

第 5番目の大きな変革が，ほかならない今回の

「地域医療計画」というものなのです。それは，

この自由開業医制並びに増床権というものに対し

て，規制をするという形で出てきたということで

す。

このように，我が国の医療110年の歴史の中で，

今我々はそういう重大なことをやろうとしている

L またその渦中にあるという認識をまず忘れて

はいけない，と私は思うんです。

今の現状だけで，老人医療費が多いから，それ

を制限するんだというー視点だけですべての統制

が行われるとし、う論拠には私はならないと思うん

です。

人聞が年とって病気になるというのは当たり前

ですよ。病気になりゃあ医療費を食うのは当たり

前なんです。

この今のご老人は戦時中に何もない乏しい中で

生活を L，戦後日本の経済の復興をやってくれた

方たちです。そういう人に対して我々は，この

110年の医療の歴史の中で， 老人医療費の削減な

いし抑制を目指して，その根幹としてきた自由診

療制ばかりでなく，自由開業医制並びに増床権が

制限を受けるという大きな現代医政の根幹にかか

わる問題を今，我々はやろうとし，議論をしてい

るんだという，この認識をまず第 1点に置くべき

であるという点が欠けていると思うんです。

そういった論理からすれば，絶対に必要な医療

は社会保険で賄い，それ以上の医療ニーズの多種

多様化に根ざLたその他の医療は自由医療に任

L，任意保険で担うといった医療制度こそ好まし

レ制度であり，そういう時代になったことを認識

すべきなのです。

第 2点、はどこにあるか，ということになるんで

すね。今，木村先生もおっ Lやってま Lたが，

今，すへての世の中は自由化の一途をたどってお

るわけです。なぜ， 自由化をたどっているので L

ょうか。

それは一つに言えることは，経済の論理、経済

の原則が非常に大きく世界のすべての構成に影響

を与えてきてレるということなんです。 Lたがっ

て，今回の「地域医療計画」において，非常に重

大な欠陥は，経済と経営の論理ないし自由化とい

うものが導入されてないということなんです。

だから，私的病院の先生方がし、ろいろのことを
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おっ Lゃるりも，もとをたどっていけば，そこに

あるということが言えると思うんですね。

ちょっと面倒なことになって恐縮ですが，経済

学の鼻祖はアダムスミスという人なんです。彼

は， 350年前に， 価格を軸として，需要と供給と

は“インピズプルハンドすなわち“見えざる手"

によって自然調整されるんだとし、う学説を確立す

る。それが自由主義経済の経済原理をなすわけで

す。

しかし，それではなかなかうまくゆかなし、。そ

こでマルクスが出る。マルクスは生産手段から分

配主で，すべて統制をしようという考え方をす

る。その論理にのっとってるのがソ連であり，中

共であるということになるわけです。

それに対して，また反対を唱えたのが，近代経

済学の父であるケインズとしづ人なんですね。こ

のケインズは生産手段は自由に任せる。したがっ

て，各人の自由な競争や能率hこ任せるんだと。す

なわち，マルクスが国家統制をした結果，どうい

うことが生じたかというと，官僚統制による不能

率が随所に生じたわけです。そのために非常に国

民生活の向上を阻害してきたわけです。だから，

生産においては自由なる競争の論理でいき，出て

きた果実である所得については，これは税金で納

付してもらう。それが超過累進税率の経済的論拠

なんですね。

そして，それによって 3つのことを達成しよう

と。 lつは，完全雇用である。今 1つは社会福祉

の増進である。今 1つは社会資本の充実である。

この 3つをやることをもって，実は，政府という

ものは膨大なる予算を持つようになったわけで

す。したがって，我が国の今のGNPが 330兆円

ぐらいで，そのうちの約3分の lに当たる 110兆

円が国家財政並びに地方財政で使われておるわけ

です。これだけ膨大なものになるわけです。ちな

みに申し上げますが， GNPというのは生産総額

から中間生産物，すなわち諸外国から買った原材

料などを引いて出てきた，いわゆる総付加価値と

いうことになる。

その総付加価値の 3分の lが税金及び国債並び

に手数料などで，政府に帰属する。それによって

3つのことをやるわけです。そのために，アダム

スミスが言ったように，政府というものはできる

だけ小さい方がいいんだという考え方に対して，

ケインズの理論では逆に大きくなって，全体統制

を分配において行うという論理が出てまいるわけ

です。実は自由主義経済においては今，その論理

が困難に当面しているわけです。

そう L、う状況が医療にも実は出ているんです。

それが医療費を増大せしめている大きな論理的基

礎なんですね。すなわち，もっとずばり言ってし

まえば，この「地域医療計画」の中にもっと経

済，あるいは経営の論理というものが導入されな

ければならない，そういうことなんですね。

例えば，一つの例を挙げましょう。過疎地域に

おいての医療，お医者さんが行かない。行かない

のは当たり前なんです。なぜか，お医者さんはま

ず3つの理由を挙げます。

1つは，子女の教育ができない。

2つは，自分の勉強ができない。

3つは，高度な生活ができない。

こういうことを挙げるわけです。若いドクター

がなぜ過疎地区へ行かないか。自治医大をつく

る，行く， 1年 2年で移る。このようなことは経

済の論理でやれば，解決のメドがつくんです。 l

点単価に格差をつければL、し、んです。一律10円で

やるからいけない。大都市は 8円であって，過疎

地区は12円とやったら行きますよ。今の若いドク

ターはそういう点きちんと割り切っていますよ。

一つの例です。

いま一つの差額ベッドの例を挙げましょう。 30

年前の建物で，床がぎこぎこしてるところでやっ

ても入室料は同じ。今 1床を 800万円かけて作っ

た病院も同じ，これが成り立つわけがないでしょ

う。そうして，建築年度などに応じて入室料に差

をつけるということは，経済の論理を導入するこ

とになるわけです。それは，人聞の自然なる欲求

を最小の費用で満た L，最大の効果を得るという

経済学の原理なのです。そういう経済の原理を導

入すれば，法律や統制や行政でやらなくても，自

然、にして白由なる発想vこよって解決できる面が幾

らでもあるんです。何か息詰まると，統制という

考え方は，これは戦時中に幾多の失敗をしてき

た。食管制度がそれを示す。健保制度や国鉄制度
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がそれを示している。だから，我々の自由意思を

尊重するという，そのために経済原則を導入した

“自由なる医療制度"というものを考えなきゃいけ

ない。これが忘れられているということです。

世の中は自由化の時代をたどっているんです。

その自由化の時代の中で，統制をしなければなら

ない部面というものは必ずある。すなわち，自由

化が慾意的になった場合ですね，主主意的自由は統

制しなきゃいけません。こういうものは厚生省の

方たちに，ぜひともやっていただきたい。 Lか

L，ある枠の中の自由は各人に許さない限りは，

絶対ヘ、ぃ医療"は出てこないと思うんですね。各

ドクターが勤労意欲を感じて，自分の医療ができ

るとしづ基盤，患者さんも診てもらいたい先生の

ところへ行けるという基盤，この原則だけは絶対

に侵しちゃいけない。それがなかったら，医療は

なし、ということです。も L，それを阻害するよう

な制度であったら，それは悪し、制度であるという

ことが言えると思うんですね。その中に私は，さ

っき申し上げた経済的な論理や手法を使えば，あ

えて法律や統制Jをしなくても，解決のつく問題は

幾多あるんだということの提言なんです。

したがって，できれば，医師会ならびに患者さ

ん住民による自主規制型の医療統制でなければい

けないんであって，行政機関，あるいは法律統制

というのは万やむを得ない， もうこれ以上放った

ら医療はだめになるという時でなかったら，発動

していただきたくない。ところが，その医師会が

任意加入ですから，我々公認会計士や，税理士，

弁護士は全部強制加入です。営業するためには，

入会しなかったら営業できないんです。お医者さ

んだけが自由職業で任意加入なんで，だから若い

お医者さんはみんな入らないで開業Lちゃうわけ

です，医師会に。そして医師会が，自主規制をや

ろうたって，できるわけがない。したがって，医

師会の「強制加入制度」というものを作らなきゃ

だめです。そ Lて医師会が中心になって，住民と

話し合った医療体制というものを作っていかなき

ゃいけない，私はそう思う。

それに対して行き過ぎがあるならば，厚生省が

どんどんそういうものは規制していただし、て，正

していっていただく。すなわち，もっと簡単に言

えば，厚生省主導型ではなくて， ドクター並びに

住民主導型の医療体制というものが，世界の思潮

に合った医療制度であることを申し上げたい。こ

れが第2点の問題です。

第 3点、は，統計的な問題です。この「地域医療

計画Jのもとをなす「受療率」というものをーっ

とってみても， 10月16日から18日の問の任意の 1

日に対して， ICU， CCU調整，その他のいろ

レろの調整を厚生省はなさっております。が，こ

の受療率は私が資料として挙げておきましたが，

これを見ていただくとよくわかるように，同じ年

齢でも，同じ性別でも，非常に高低差が激しい受

療率が出ているわけです。正確な統計だったら，

こういうことはあり得ない。例えば， 。歳~4 歳

で，四国493，九州は288です 2分の 1近くなる

んです。すると，この受療率というものは，統計

数値上において，かなりの疑問に逢着した統計数

値にあるということは，統計学をやった人間だっ

たら，すぐわかります。とうで Lょう， これ納得

いきますで Lょうか。

そして，更に指摘したL、ことは， この最低のと

ころを見ると，全部，医療機関及び病床が少ない

地区になってるわけです。例えば，関東地区なん

て本当に少ない。ですから，全部最低になってま

すでしょう。その原因はどこにあるか，すなわち

受療率を変動せしめる大きな要因は二つあるんで

す。

一つは何だというと，性別，年齢階級別の問題

なんです。それは加齢すると受療率が高まり，そ

れから男性と女性では違います。ですから，性

別，年齢階層別の受療率は，当然，変動要因と L

てみなきゃいけない。

それからいま一つ大きな問題がある。前に示し

たように，医療施設または病床数があるかないか

で，受療率に高低差が生ずる。例えば，過疎地域

には医療機関はあまりない。そうすると，行きた

いんだ，行けない，だから家庭で寝てるんです。

その結果，受療率は低くなるんです。ですから，

医療施設及び病床数というものは受療ギに大きく

変動を与える要因である。

ちなみに申し上げると， 「受療率」とは， I心

身に異常を感じて，就学または就労してない寝て
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いる人」それを有病者といい，人口に対する有病

者の割合を「有病率」とし叫、，その中から病医院

を訪れる人，一一一この人口に対して病医院を訪れ

て治療を受けた人， この割合が「受療率」なので

す。したがって，家庭に寝てると受療率にならな

い。医療機関がないと受療率に出てこないんで

す。

過疎地域の医療を充実せしめるということは，

非常に重要な問題なんです。これは国会でも，あ

るいは厚生省もいつも言ってることですね。とこ

ろが，そういう医療機関がないところは受療率が

低いんです。そこで 9ブロックの受療率で，そ

れを平均化Lて計算Lますから「必要病床数」の

計算の総和は理論的必要病床数が出てくる。これ

は正しい。

しかし，そこで入院患者数の流入・流出をフラ

マイするから，おか Lくなってしまうのです。過

疎地域には医療機関がない。かかりたいと思うけ

ども，かかれない。そうすると受療率は出ません

よ。しかし，急病だと L、う場合には都会地に出て

行きます。そうすると，都会地の受療率が上がり

ます。そうすると，当該過疎地域の必要病床数の

総手間ミら差引き計算式になってます。そして入っ

てきた人は必要病床数に加えることになっている

のです。過疎地域へ流入する人はし、ない，そうす

ると流出していくだけになる。すると，理論的に

出てきた必要病床数の総和から差引かれて Lまっ

て“現状肯定型"になる。そうすると，過疎地域に

は永久に病床は作れないことになって Lまうんで

す。この必要病床数の計算では。それは，医療施

設数と病床数という受療率の変動要因が加味され

ていないことに原因しているからです。

したがって， この算式においてはそういう問題

点がある。これは人間がやるんですから，完全な

ものなんかできないと思います。そこで，そうい

った欠陥に関しては，できるだけ識者や関係者の

意見を反映せしめて，先程宮永先生がおっしゃっ

たように 5年と言わずに，いつでも訂正してい

くということをやっていたt'-きたい。

われわれの先人がつくってくれた医療制度をよ

く見て，国家百年の大計の医療制度をおっくりい

ただきたい。それが第 1点。次に，医療制度の中

に経済原理を導入したなら幾多の解決できる問題

点があり，保険医療とそれ以外の医療とを分別

L，制度化していくことです。例えば差額ベッド

問題にしても規制するだけではだめです。規制し

たら，いつかはコンプレックスが吹き出ます。そ

ういうことはよくない。ですから自然、な形で解決

をしていただきたい。それが第2点。従って医師

会・住民主導型の医療制度というものをぜひとも

私は皆さん方にお考えいたた。きたい。

第 3点は今申し上げたように，必要病床数の計

算や受療率に問題点が幾多伏在しているので，間

違っていることはよくご検討いただきまして，絶

えず直していただく。直したから国家の権威が地

に落ちるなんてことは絶対思いません。この 3点，

まだたくさんあるんですが，本当は講演会であれ

ば4時聞か 5時間Lゃへりたし、とこですが，や

めておきます。どうもありがとうござし、ました。

(拍手〕

司会(太田〕ありがとうござし、ました。きすが

は早稲田大学商学部ご出身，大蔵省，明治学院大

学という所にタッチされ，医療評論，経営という

ことに専心されてこられた山林先生のご意見，古

いような新しい理論，われわれもひとつ考え直す

必要があると思レます。今までの行き方とは違っ

た，すなわち，皆保険制度と違った自由経済の

原則を取り入れた考え方というものをこの際，も

う一度見直してみて，いL、と思った方向へ変える

ように。これは政治の力で変えていただくように

圧力をかけるというような結論になるんじゃない

かと思レますが，普段聞きなれないお説，誠にあ

りがとうごさいました。本当言いますと，後 2，

3分ずつ皆さんに追加Lていただくところでごさ

いますが，次の講師がもう既に長らくお待ちにな

っておりますので， これで閉会にさせていただき

ます。

また，何かど意見ご質問がありましたら，出 L

ていただければ，それぞれンンポジストからの返

事をまこめ亡お送りいたすようにいたしたいと思

います。とうもありがとうごさいましたc これで

閉会させていただきます。(拍手)
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く医療の質を考えるセミナー〉

シンポジウム

医師と薬剤師の連携

医療の中で薬剤師は何をしているかー

座長東邦犬学医学部付属大森病院
日本病院会幹部医会常任幹事

シンポジスト

小野丞ニ

高山整形外科病院院長高山 盤

日本鋼管病院副院長 大川日出夫

関東逓信病院薬剤部長磯崎貞夫

河北総合病院薬局長加賀保子

座長〈小野);日本病院会の幹部医会セミナ}で

は，医師とコ・メディカルの連携につきまして，

シンポジウムを続けています。本日はこの連携γ

リーズの締めく〈りと LまLて，医師と薬剤師の

連携についてンンポジウムを行います。

病院で医師が診療を行っていくなかで，薬剤は

大きな割合を占めていますので，医師と薬剤師の

密接な連携は欠かすことができません。 Lかし両

者の協調体制jは，残念ながら充分とはいえません

l，互いの理解度もよくないようであります。院

内で両者が一緒になって話し合ったり，勉強しあ

ったりすることが少な過ぎると思われます。本日

のシンポジウムをとお Lて，医師と薬剤師のより

良い連携のあり方を考えてい〈ことができれば幸

いと思います。高山先生よりご発表をお願い致L

ます。

高山整形外科病院院長高山 盤

高山 医学が専門分化すると共に高度医療が行

われ高額医療機器が介入するようになりその結

果，人間ら Lいあたたかい医療が失われるように

なって参りました。

超専門技術の医療人は，時によると最も譲り高

い地位にあるかの如く錯覚されてしますが，こり

スベシャリストは医療人集団の狭い限られた分野

62年 3月・東京逓信病院

における高度技術者であって，医療の質を向上さ

せるグループの一員に過ぎません。

社会環境が大きく変わりました今日，全疾病の

95%位が各科共 common diseaseで，つまり，

日常もっともよく遭遇する疾病であることを理解

していただき話を進めたいと思います。

定、まれた環境下になればなる程，病気に対する

不安と健康への意識度が高くなっている事を皆様

十分ご存知の事と思います。今患者の求めていま

すことは，治療のみによる痛みや辛さを除くこと

だけではなく健康についての相談をしたい人々が

多くなっていることを，私は度々発表して参りま

した。しかし，多くの医師は治療医学のみに専念

L患者との接点にくい違いが出て不満が多くなっ

ている現状でごさ'います。

この時医師とコ・メディカル特に薬剤師や看護

婦のあたたかい対話が一言でもありましたら患者

の満足度が大きく変わっていたと思います。

つまり今日の社会環境では，予防と健康を目的

としたクライアント・つまり医療相談を求めてい

る人々が多くなっていますことを充分認識Lてい

たたF きませんと今回のメインテーマ「医療の質を

考えるセミナ 」の中で医師と薬剤師の連携が円

滑に理解されないと思います。

現状の薬剤師は薬局内での調剤が主で点滴等を

セットしたり病糠に進出し直接患者と対話をする

こと等~，ì，現在のところ非常に少なレと思われま

す。

患者が薬剤師に聞きたいことは図 1の如く多く

のことがありますが，この項目をみますと Lかに

患者との対話が大切であることが分かります。

図2の如く「くすり」について病院の誰に説明

してもらいたいかという設聞を 500名にいた Lま
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Lたところ医師が44.7%，薬剤師31.8%になって

いますが，医師は「くすり」に対して知識が非常

に少ないと思います。 Pops(volum 2， No. 1) 

のアンケート集計でも「くすり」について医師と

薬剤師はどちらが詳しく知っているかと言う一般

国民への設問でも 400名中医師 16.4%， 薬 剤師

52.8%と報告されています。前述の如く「くす

り」の説明を薬剤師よりも医師にしてほしい回答

者が多くなっている反面「くすり」について詳し

図 1

図2

図3

図4

寝剤師にききたいこと〕

・この〈刊mJ拡!λヘ

・前にも州主主恥J縫う事討してか

・前に敵同 一剤耐れているが

世んで斜面? ぺ二ハ
・痛くない卦B首重唾くてよいか~ • 

・沢叫ん在日置んで天王おい/

くすりは病院の誰に説明して

主坐三巴空空空

:zztiT戸
.看護?去骨収h

・その俗、三\~空JFf
- N(=ISOO 

l宮市岡市三ラ可王手子わi

f唖唖雪塑!こ哩些来ま豆町

-はい 75.6 % 

・いいえ 19.9

・その他 4.5 
N~500 

薬剤師が病棟を回ったときくすi}，1)二と坦

-いつ退院出来るか

-治るか治らないか

・市販のくすりと病院のくすりのちかい

・医師と話したい

・年齢的に完治するか

・現在とζれからの健康について

・病名と棟法

いのが薬剤師と Popsの調査で回答しています。

薬剤師は豊富な知識をもちながら薬局の中に入っ

たまま説明をする努力をおこたっていたことも考

えられます。

ハサナミとホッチキスで，事なく業務を終る時代

ではございません。

また患者との接点の少ない薬剤師は，接遇の態

度も反省すべき点、があると思います。最近特に判

別困難な剤型の「くすり」が非常に多くなってき

ましたが，これを判別出来るのは薬剤師のみと思

います。

その他医師が処方した「くすり」について，薬

剤師は必要なことを医師に助言し，また患者には

充分説明する事が大切と思っております。

当院の永井が第36回日本病院学会で発表いた L

ました調査では，受けとった「くすり」をきちん

と飲んでいますかと言う設問に対しまして，時々

48%，はい42%でこれから考えられますことは，

約50%白人が適切に版用していない事が推定され

ます。

それは医師や薬剤師の説明が悪いのか，出さな

くてもよいくすりが出ているのか，患者が勝手に

中止したのかわかりませんが，心にとめておく大

切な事と思います。

次に図 3の如く，受けとった「くすり」につい

て，たやすく医師や薬剤師・看護婦等に質問が出

来るかと言う設問に対して， 500例中はい 75.6

%，いいえ19.9%，その他4.5%ですが， この回

答は日本の病院における姿とは決Lて思っており

ません。その理由と Lまして，当院におきまして

は3年前より薬剤師が病棟や待合室，あるいは診

察室の中に出まして気軽に相談にのっている為に

この様な結果が出たものと思います。

少なくとも医師にたやすく質問出来る程今の医

師は患者が求めている医療を理解しているとは思

われません。

前述の学会で発表し、たしました中に副作用の不

安が70%ありますから，薬剤師の立場と役割を充

分生かして医師との連携を考えてL、かなければな

らない事と思います。

薬剤師が病棟をまわった時 Iくすり」以外の

質問が相当多く出ております(図 4)。
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この中には，医師・看護婦・栄養師等医療職員

に対する希望や不満が沢山あります。その内容は

医師・看護婦等にとっても大切な情報でしかも素

がな事が多く，医療の原点を考えなおす必要を深

く反省するところです。

「くすり」が代った時，医師・薬剤師・看護婦

と患者との間における説明のくい違レがあります

と非常に不安感を増すことになります。そこで当

院では，定時処方の時には必ず薬剤師と看護婦が

同席 L，かつ病室や外来で薬剤師が常時患者と接

していますから，この様な問題についても納得の

ゆく対応が出来るようになりました。

薬剤師より医師に助言してほしいことは，図 5

の如く多〈のことがありますが，果た Lてどの程

図5

空唖匝互璽面
・副作用の情報をもっと多く

・定期に臨床検査をするくすりの植用

・臨床草剤師としての活動

・同じくすりが長期憧用されているチエ yク

・患者の求めていることを恒達する

図 6

C~fliIjl:: <;I)) 

-くすりについての匁議が少ない

・同じ目的の〈すりを重複使用

・構造式上岡じヴル プであることを知らない

・理論よりも広告宣伝を主としている
・この印はノ

・薬剤師の意見を聞く耳を

図7

冠王吾玩よる分類〉
堕雪] 商品名

-サりチル酸属 アスビリン
ミーマックス
ロナル
ノ、4ビりン
卜ロビ y ド

07 
-アノトラー''̂'属 ポンタ←ル

オノYイリン
アレフ
パラフル
ク口タム

ポJしタレン
ナパノル
ア口ピジン
ヱピナル
ソリJて Jレ
ロイマ Jレ

or 
-フ二"酢酸属。時酬

度行われているのか分かりません。

臨床薬剤師として血中濃度を測定する事は大変

重要な事ですが，これは医療機器の発展によって

容易に測定出来る様になって参りました。

血中濃度を測定する必要があるものとしてアレ

ピアチン，ノレミナール， ジギタリス製剤，ネオフ

ィリン等がありますが， これは一定量を使って効

果がない時，医師として薬剤師のチェックを求め

る事が大切と思っております。

次に医師は「くすり」についてどの程度の知識

を持っているか図 6をご覧下さい。

医師には耳の痛いことですが事実を申しあげた

ままでござし、ます。

次に図 7，8， 9は，鎮痛剤を例に LまLた基本

図8

'_2 
商品名

なアC剛 ;:;;2ル

-プロピオノ鞍履 アルポ 力ビステン
ブルフェンオルヂス
フ口ベン メナミンa
二フラノ ナイキサン
スルガム

ブタゾ'Jジン
タンテりール
ケタゾン

シンナミン
パナス

C，H，C町 H

-ピラソロノ犠

に}，o

図9

-ベノゾ“イアンン廃 フェJレラゴン

日
ハキソ

リリぺン
メフ口ン
ソランタ-)レ
ノ/フラミ J

イ、ノヰ二モナ ノレ
「その市石雇瓦鎮品副

フェナセチン
サリトン

アンチピリン
アミノピリン
スルピリン
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骨格による分類で， この様に同じグループに属す

る「くすり」が沢山あります。これを粉末にして

通常の健胃散程度のものと配合Lて使用 Lたと

き，同じクツレ プの中で，その効果はほとんどわ

からないとも言われています。

薬理作用を根拠としないで医師の希望薬品を沢

山用意いた Lますと不良在庫が山のごとくなりま

して，あらゆる意味において好ましくない状態に

なります。

さて次に鎮痛斉!の注意事項を 2~3 述べてみま

す。フェニーノレプタゾンは，原則として 1週間以

内，インドメタシンは他剤が無効。とき慢性関節

リウマチに使用するとされています。この場合特

に自の異常についての指摘事項に注意してほしい

と思います。

次に平凡で大切な事の一部を申しあげますが，

医師は知っているのかどうか病院にお帰りになっ

て，幹部医師をテスト Lてみて卜さし〈図10)0

ピリン疹と患者が訴えました時どんな薬を連想、

Lますかと言う設問では，勿論フェニールブタゾ

ンクザルーフcによるもので，特にアミノピリンの事

でございます。アスピリンl土ピリン疹を主味して

いません。

次に昭和54年 2月より 7ミノピリン及びその配

合剤の内服が禁止されております。もう一度申し

上げますが，注意標の印(ノ〕についても知って

おくべき事と考えています。

図10

図"

記?eJ，宝主主骨
・ピ'Jノ11と患者y訴えたときとんなくすりを
蓮懇しますか

・フヱニルフタソノ属
(アミノビ'Jノスルビり"

・アスピリノUピリノ修を章嘆し1，ぃ
.8542よりアミノビリノ且びその配合剤の内閣等

. ノ (注意標)

・酸性薬剤+塩基性薬剤 相乗効果

G墜堕とL，e窒塑堕1乙)
臨床草剤師としての高度なことよりも

くすりについての対話を求めて

病揮や外来フロア に出てlましい

次に酸性薬剤と塩基性薬剤の併用が相乗効果の

ある点や，その他注意しなくてはならない大切な

ことが沢山あります。ごく月並な臨尿の基礎編を

知らない医師が多いのは残念なことで，薬剤師と

の連携を深めて広い知識をもった医療を行う必要

があると恩います。

次に図11の如く医師として，薬剤師に望む事は

臨床薬剤師として高度な事を主としなレで「くす

り」についての対話を求めて病棟や外来及びフロ

アーに薬剤師が出て患者と身近に接してほい Lと

思レます。

病棟ではほぼ同じ高さの位置に腰掛けて，患者

とゆっくり話を C，外来ではフロアーの椅子の横

に腰掛けて話すことが大切で，机をへだてて向い

あって目と目ヵ、会う接し方は，ギスギスしたもの

があってスムーズな責ナ話が得られません。

最後にもう一度重ねて患者が望んでいることを

申しあげますc

(~C 病院の職員と話がしたい，そして自分のこ

とを聞いては Lい。

年l 声をかけてもらいにい。

党 「くすり」の説明を一度してもらえば，次

からきらくに|くすり lの内容を聞きやすくな

る。

lま 医師・看護婦は動きが激しいので山来るだ

け薬剤師に「くすり」のことを相談したし、。

次に薬剤師が朕師と病院側に望んでいますこと

t工，

:::u 薬剤師として，誤ちのないようーくすり」

を出きねばなりませんが時間的ゆとりをもって患

者に接するチャンスを考えてほしい。

寄 病院の方針でーくすり」の使い方のルーノレ

があるとき医師・看護婦は協力的であってほし

'J) 同じ効果があると思われる くすり の在

庫があっても， 1人の患者のために別の lくす

り」を購入する要求は納得のゆく薬学的根拠が欲

しし、。

瓦 処方は必9'mgで書き単に一錠では同る。

互l 薬剤師の怠見を聞いてほしい。

その他医師と薬剤師の間で話し合うことが沢山

あると思いますが，お互に少しずつ努力をしてい
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かなければならないと思っています。

以上医師と薬剤師の連携につきまして述へまし

たが，今大切なことはドリスティック・メディス

ン，つ主り全人的医療としてハードではなくソフ

トのメディカノレプログラムを組む時が来ていると

考えます。

そのためには医師や薬剤師・その他コ・メディ

カノレの方々がレベノレアップを~，夫々専門職の意

見をお互に閣く耳をもってこそ10人10色の医療が

行われるものと考えています。

日本鋼管病院副院長大山田出夫

大川 アンケートの回答率は，医師ilW43名中29

名， 67.4%。薬剤師側 16名中16名， 100%です。

1つ lつの質問事項について，そのあとに音、見を

書レてもらう欄をつくりましたが，薬剤師さん16

名の方は全部の質問事項に書き入れてくださいま

したが，医師相uは回答にお義理に丸をつけて，怠

見欄が空欄という同等が得られています。普段

の，薬剤師さ/しプJの言いたいこ左が言えない状態

である羽状がここにうぞ川をした左いう感ピを如実

に受けた次第です。

質問の項目は， 1 医師と薬剤師の連携は良い

か。 2. 医師と薬剤師l土お互いの立場を理解L合

っているか。 3. お互いの情報交換は卜分に行わ

れてし、るか。 4 医師は(薬剤師は)アドパイス

を受け入れているか。 5. 医師は(薬剤師は)薬

剤師の(医師の〕要望に対して協力的であるか。

6 連傍を良くするためにはどうしたらよいだろ

うか。 7 薬の内容，服用}j法についての説明が

卜分されているか。 8 患者さんは薬を正しく服

用していると思うか。 9 薬剤師の役割はこれか

らどうなると思うか。といった質問です。

まず連換の問題につい亡，医師と薬剤師の連携

はどうか。左に阪師の回答，右に薬剤師の回答を

並へています。良いとするものは医師側72.4%に

対し薬剤師側で;工 1人もいなかった。悪いとする

ものは医蛸世U3.5%で殆どなかったのに対~，薬

剤師側では31.3%， 

?印は， どむらともいえないというところに九

をつけたもので， 医師側 24.1%， 薬剤師担U68. 7 

%。どちらともいえないというのは，ノ とはっ

きりはいわないけれどもノーに非常に近いニュア

ンスの回答が多いと思われますので，そうすると

薬剤師側は，良いと考えているものは誰もいなく

て殆ど全部の方が連携は悪いと思っているという

結果が出ています。

記入されていたコメ γ トをまとめてみますと，

医師側からは，きたない字で処方を書いているの

によく判読してくれて処方してくれているとい

う，良識のある，舟分の悪いことを認識している

医師も中にはいるようですが，薬剤師側では，で

きるだけ読みやすい字で処方を書いてほしいとい

う要望が殆どすべての方に書かれています。もう

lつは，話し合う機会をもっと増やさなくてはい

けないのではないかという意見がありました。

薬剤師側から医師側に対するコメントとして

は，話し合う機会が少なくてつながりが少ないと

いうこと，[;>(師へ処方内容について問い合わせを

した場合に連絡がなかなかっかない。いろいろの

トクターがL、主すので， 日ケッ iベルを持ってい

なかったり， t#っていてもオンしてなかったり，

あるいは不完や，問い合わせても白分が電話に出

注いで，間に石護婦さんが入るために話し合いが

卜分行われない，こういうことが数々ありま L

た。

お互いの立場を理解し合っているか。これも前

のテーマと同じような回答が出ていて，理解して

いるという凶答が医師側 72.4%， 薬剤師側 12.5

%。理解していないと思っている人は医師側は誰

もいないのに対して薬剤師側は25~五。どちらとも

いえないというのが27.6%と62.5%です。

この問題に対するコメントとしては，医師側

l土，薬剤師さんの人による，問解L合っている人

もいるしし合ってない人もいるということで L

た。薬剤柿側から医師に対しては，処方雪量のこ了を

読みやすくしてほしい，投与方法をきちんと書い

亡ほしい，そういうことが薬剤師の立場を理解す

ることになるという意見が大部分の人に書かれて

います。もう 1つ，薬剤師側u:医師側を理解して

L 、るげれと，医師側は我々のことを少しも理解し

てくれていないコ仕事に対する無理解，緊急でな

L 、処方が帰りの時間間際.~出てくる，残り番の方

が帰る時間間際に言、ぎでない処方が出てくる。日
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曜日の日直の帰り間際に急ぎでない処方が出てく

るとし、ぅ苦情が数々ありました。

情報交換は十分に行われているか。いL、と思っ

ているが，医師側41.4%，薬剤師側ゼロ。いない

と思ってL、るが， 保師側 27，6%， 薬剤師側 56，3

Z。どちらともいえないが，医師側31%，薬剤師

側43.7%。これに対しては，医師側は，投与法の

問題などではよく情報を入れて連絡をしてくれて

いる。新規採用の薬剤に対しての情報をきちんと

してくれているとしています。それから，薬剤師

側が薬局から情報を提供してレるのに，医師側は

それを無視する先生がし、る。医師側から薬剤師側

への情報提供が殆ど行われていないということが

書かれていました。

アドパイスを受け入れているか。医師側では

65.5%が受け入れているというふうに自分たちは

意識を Lていますが，薬剤師側からみると 12.5

%。どちらともいえないが，医師側27.6%，薬剤

師側87.5%。これは人によるということです。受

け入れてくれる先生もいるし無視Lている先生も

いるという回答でに

この問題に対してのコメントとしては，薬剤師

側からは，アドハイスをしてもそれを無視する，

少Lも活用してくれない。それから科による， ド

クターによる。科によるということは，その手+の

謀長，部長の意志が科に徹底しているということ

かと思います。

要望に対して協力的であるか。今迄のことと重

複する面がありますが，医師側が，薬剤師が自分

たちの要望に協力的であると答えたのが86.2%，

反対に薬剤師側は11.5%。協力的でないと回答し

たものが朕師側はなくて，薬剤師側31.3%。どち

らともいえないが，~師側13.8%，薬剤師側56.2

5。それぞれの側からのコメントとしては，医師

側からは薬剤師側l工大変協力的である，医師側も

そのつもりでやってわるという意見を書いている

ドクターもレま L た。薬剤師~!Uから医師側へのコ

メントとしては，薬剤課側は協力的である c やは

り処方のことが沢11[出ていて，処方の字，書きか

た，処方を書くうえの病院の内規に対して協力 L

てくれない先生か多いというコメントでした。

連携を良くするためにはどうしたちし北、か。現

在私どもの病院では，阪師と薬剤師の聞のミーテ

ィングは特にありません。大勢出て会議の中で連

絡し合ったりするミーティングに過ぎませんが，

医師，薬剤課のミーティ γ グが是非必要であると

回答した医師は27名中15名，薬剤師側lは16名中14

名。

意外なことは，医師側では，連携は良し、から今

のままでよい，特に何もすることはないという記

載が 4名あり全く意見な Lのドクターが 7名あり

ました。薬剤課側からは，更に連携を良くするた

めには，まず処方を正確に書レてもらう， これが

自分たちの仕事が正しく行われることにつながる

として，その点を繰り返し強調しています。もう

1つは，医師は，相手側の仕事の内容，時間など

を理解して，自分たちが仕事がやりやすいように

やってほしいと書いています。

薬の内宥，服用方法の説明の問題。患者に対し

て卜分しているとしてレるのが，医師側31%，薬

剤師側ゼ戸。いないが，医師側13.8%，薬剤師側

56.3%。どちらともいえないが，医師側55.2%

薬剤師側43.7%。

医師側からは，現在の 3時間待ち 3分診療，薬

1時間待ちという外来の診療の中では時間的に困

難である。できるだけ説明しているつもりである

が，時間の制約があるので相手に十分伝わってい

るかどうか疑問である。医師がすべきであるけれ

ども現状ではなかなか難しいというコメン「が書

かれています。薬剤師側からもやはり時間的に難

しいということ，それから処方婆の記載が不正確

なので何とも説明の仕様がないというのが多く

て， 16名中 7名ありました。

投与法が不明なために患者から苫情が多く，苦

情は薬剤課が聞くことが大部分であるなど，時間

的なこともあって，外来から聞きにくレ，そこで

薬をもらうときに薬剤踊に開くとし、う形が争いよ

うです。これについては，薬が変わったときの説

明がなされてい与しので，投薬を受けたときにそ

こで聞いている。阪師がどの程度薬について説明

を L亡レるのか自分たちがわからなL、から，それ

からあとの説明治、しづらい，相談コ ナ をつく

らなくてはレけないのではないかといった具体的

な例が書かれていました。
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薬は正しく服用されているか。正Lく服用され

ていると思っていない処方をしていながら，正L

く服用されていると思っていない医師や薬剤師さ

んが多いとしみ結果が出ています。いると思う

が，医師側20.7%，薬剤師側6.3%。思わないが，

医師側17.2%，薬剤師側18.7%。どちらともいえ

ないが，15'E師側61.1%，薬剤師側75%としづ結果

です。

これについては，医師側は，患者それぞれの人

によるし，病気によっても違うのではないか。薬

剤師側は，説明カ川、十分だからきちんと飲主れな

いのではないか。薬袋に書かれている投与法の意

味が患者さんによくわからないのではないか。書

いて渡すだけでは駄目なのではないか。投薬期間

が過ぎても取りに来ていない人が数々いるので，

やはり正憾には飲まれていないとしている人もい

ます。薬剤課で，患者さんの問し、合わせでわかる

ことは，患者さんは勝手に選択をしてレる人がし、

るのではないかということです。

これから先，薬剤師はどうなるか。これに対し

て医[r!i世lからは，現在と変わらないと「る車、見を

持ってし、る者 3名，重要性が増していくとする者

2名，臨床薬剤師と Lて病棟進出を L口、くべき

であるとする者8名， D 1活動に主力を注ぐへき

であるとする者 6名，意見な L9名。薬剤師側

(.1. 16名中14名が臨床薬剤師と Lて臨床に携わっ

ていくへきである，そのためには自分たちはもっ

と勉強しなくてはいけないと書いています。残り

の2名は，臨床薬剤師とし、う言葉は使わず， D 1 

活動主体になっていくとしています。

以上，病院の，特に医者側の恥をさらすような

内容でしたが，今日のこれからのディスカッショ

ンの材料にしていただければと思い，ありのまま

の結果をぶしました。

関東逓信病院薬剤部長磯崎貞夫

磯崎 薬剤師の有場から，病院における業務の

段状と近い将来のあるへさ姿，そうありたいと願

う姿を中しあげ二医sr/iと粂剤師の接収に<J¥，、て

触れてみたいと思います。

まず現状です。当院では，処方婆が 1日 平均

800枚，薬剤師 17人で対応しています。薬剤師 1

人の 1日当たりの仕事量としては87件の処方数を

こなしていて，この数字は公立病院の昨年の平均

値の 1日63件に比べ1.4倍になりますので，やや

吃しい状態かと思います。

患者サービスの第 1，1，正確な調剤と考えま

す。普段行われる調査に加えて具体的には経口糖

尿医療薬などを服用している患者さんについて

は，薬品名と用量がひと目でわかるような一覧表

をつくって，調剤のときに処方筆とその表を突き

合わせています。内容が一致してレればそのまま

調剤しますが，違っているときは，まず患者さん

に，処方変更を医師に告げられているかを聞き，

患者さんが承知している場合はそのまま調剤して

渡 Lますが，患者さんの対応が殴昧なときは医師

に問い合わせをし，そこで納得されたということ

で調剤が行われます。

調剤された薬剤は別の薬剤師が検査しますが，

これらの薬剤については，特に投薬の窓口で，あ

なたぽ糖尿病の薬を飲んでいますねとか，あなた

は心臓病の薬を飲んでいますねという声をかけて

一応確認することにしてし、ます。このようにしま

すと， n分たちで調剤した薬剤をチェッグできる

ということと同時に，処方のチェッグもすること

になります。一般論ですが，処ノIj~皇の約 3%~5

%に，何らかの内容，たとえば用法，用量が抜け

てし、たり薬品名が重複したりなど不備なものがあ

るといわれています。

私どもの，今申した経口糖尿医療薬とかの処方

では，昨年 1年間で患者さんに問い合わせた事例

が約 100件，そのうち特に注意しなければならな

いような，薬品名が間違っていたとか用量が違っ

亡いたのは 9件でした。このようにして調剤医療

を行っています。

それから，薬品についての情報は，イ νフォメ

ーション宅で担当してし、ますが，配属は 0.5人く

らし、 3 薬剤師が兼任です。

D 1活動では，情報の蓄積に非常に時間がかか

りますし， また，かかりすぎるくらいです。お

人の先生からの fiI¥IC:こもありま Lたが，薬剤ぶか

らIHたD1の情報がどこまで的確に利用されてい

るかということは薬剤郊としていつも疑問に思っ

ています。ですが，弘どもとしては，メーカーか
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ら出る情報は偏っている，それに対して薬剤部か

らの情報というのは偏りがない情報だからより価

値があるであろうという，ある程度自己満足も混

じえて DI活動を続けているわけです。

その他，薬剤部としては，院内製剤というのが

あります。これは市販されていない，たとえば抗

ガン剤の軟膏なと。

他に計画中のものとして総合感冒薬，風邪薬の

錠剤をつくろうということで打ち合わせを盛んに

進めています。風邪薬の院内処方は使われなくな

って Lまったので，処方を変えてみたらどうかと

いうことと，飲みやすく Lたらどうかということ

で考えています。

これらの院内製剤というものに対Lては，技術

料が保険で認められていませんので， これらにつ

いては今後保険に認められていくよう薬剤師会を

通して運動を続けていきたし、と思うと同時に，病

院会の方でも是非後押しを Lていただけないかと

お願い申 Lあげたし、と思います。

薬剤部ではその他に薬品管理があります。

この問題の lil'iは.抗ガン舟jと抗生物質の注射

薬の期限切れですO 公立病院というところは不便

で返品ができない，交換ができないということが

あって，それらの負担金にかなり苦心していま

す。有効に医薬品を使えということでかなりきっ

L 、指摘が病院からありますが， この金額を少しで

も減らしていこうという努力を Lています。

これには病棟での看護婦さんの御協力がないと

なかなかできない。看護婦さんの方では，どうし

ても沢山ストックすると L、う傾向があります。そ

れらの病室を回るとどっと返品がきて，またそこ

で次，またすぐ同じようなものがといういたちご

っこを繰り返しごいるのが現状であって，これら

については今後病院全体と Lての対応を考えてL、

かなければならないだろうと思っています。

また，薬品管理の大切な部門として，薬品費の

軽減ということがあり，医薬ltffを安く買うという

ことがとこの病院でも努力がなされていると思い

まFか， 1)(:々 の病院 Cもそれなりに努力を LてL

まして，こちらの資材課と薬剤J部がかなり密接な

連携を取ってやっています。

たとえば資材課でメーカーと薬品部を呼んで珂

方からそれぞれ下げるということもやっていま

す。しかし，安く薬を買っても，病院として使わ

れなければ意味がない。ですから，医師側に PR

する。それは，この薬は安いということでは医師

の協力が得られないので，何故だということから

医薬品の性質とか薬の統計ということをきちんと

詰めないとなかなか医師の協力が得られないの

で，詰めた状態で進めていきたいと思って L ま

す。

これらのことは，申しあげて努力をしている段

階で，よその病院の例で申し訳ないのですが，た

とえば虎の門病院を初めとして都内の 2~3 の病

院でこういったことがかなりうまくいっている例

を見聞していますので，是非我々も真似してその

ようにしていこうということです。

河北総合病院薬局長加賀保子

加賀私どもの河北病院は，昭和58年 4月に全

面的に医薬分業に踏み切りました。都内でも数少

ない病院の lつであるかと思いますが，本日 l土，

そのような観点から，医薬分業を中心にお話を進

めてみたいと思います。

なぜ医薬分業に踏み切ったか。厚生省が，国民

の医療の質を向上させるということで，厚生省が

推進してしぺ施策であるということです。それか

ら，どこの病院でも問題になっているかと思うの

ですが，待ち時間の解消，これはどこの病院でも

考えていらっしゃると思いますが，待ち時間の問

題です。

それから，度重なる薬価切り下げによって，差

益に依存する時代はもう過ぎつつあるのではない

かと考えたことであります。また， CTスキャン

とかME機器の導入により，病院内のスヘースが

狭くなってきたということです。

それから，私ども病院の薬剤踊のfI事として，

もっと入院患者サイドに目を向けた，薬剤師ら L

L、イl事をする必要があるのではないかということ

です。

スライ l'¥'ニi主主いごL ませんが，その他の医療

サ ピスとしてのソフトのプログラムづくりに医

療分業が働くからということで，当院では現在医

療サービスの l つとして，会~I の銀行の振り替え
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システムを行っています。分業前後における外来

患者さんの動きについては，昭和58年 4月から医

薬分業に踏み切っているのですが，その前年度57

年度のときの 1日平均の外来患者さんの平均数が

911名。 ところが， 分業を開始Lましたら 1日平

均21名くらい減少しました。少しずつ焼回してき

て， 61年度には 1日平均患者数が 923名となって

います。

分業前後における収支，内服薬，外用薬の購入

額と，それに対する投薬料を比較すると，分業前

の昭和57年度の薬品購入額は薬価ベースで 4，740

万円でしたが，分業後の昭和59年の月平均薬剤の

内服薬，外用薬の購入額は 640万円となっていま

す。当然このように少なくなるわけで， 57年度が

入院患者さんと外来患者さんと，両方の内服薬，

外用薬の購入額であり， 59年は入院患者さんだけ

の金額となります。

これに対して，収入が落ちても，分業自Iiの57年

度の 4月の薬剤料li4， 914万円に対Lて，分業後

の悩和59年 4月の投薬料は 1，220万円になってし、

ます。1， 220万円の内訳は， 処方婆発行料プラス

入院患者さんの薬剤料です。そして，このスライ

ドには表明されていませんが，人件費の減少，医

事課の外来算定業務の軽減がありますので，経済

的にみてこの医薬分業は病院にとってプラスであ

ったと考えられます。

医薬分業を実施するに当たり，準備Lたことを

述へてみます。まず処方婆の受け入れ側である杉

並医薬剤師会に対して，院長が分業の意図をはっ

きり伝え協力を要請 Lたということです。それと

同時に，主たる処方笈の受け入れ薬局の検討もし

宣したD この，病院の意図を受けて杉設薬剤師会

では処方さをの受け入れるための準備を開始したわ

けですがつの調剤薬局で病院の採用薬品をす

べて備えることはとても無理なので，杉並区の薬

剤師会で医薬品の管理センターをつくり，薬品の

有効利用を岡りまLtニ 3 そして 方，柄院におい

ては，佐記事戸製窓口に薬剤師を l名， チェッカーと

L -c泣き明確に記載された処方妥を発行すること

に心がけま Lたぐまた，調剤薬局からの問い合わ

せもここでまとめて受けることに Lましたc

それから，医薬分業は処方筆を患者さんに公開

するということになるわけですが，ガンの患者さ

んなど，レたずらに心配をしないように抗カ'ン剤

は略号で記載することにし主した。処方筆を受け

た患者さんは，どこの調剤薬局へ持って行っても

自由ですが，地図に，杉並区にある調剤薬局を記

載して案内を Lました。

このように，医薬分業は何とか成功したのでは

なレかと思うのですが，成功したと考えられるキ

←ポイントを書いてみま Lた。処方筆を発行する

病院側と受け入れ棋uである杉並薬剤師会とのコミ

ュニケーションが非常にうまくいったということ

と，主たる処方婆の受け入れ薬局であるあさがや

ブァー 7 シーを誘致できたということです。そし

て，何よりも患者さんを最優先に考えて分業を進

めていったことです。

なお病院においては，毎月第 4週自の火曜日に

薬事委員会が行われますが， この会議で新しく採

用になった薬品，あるし、は削除となった薬品につ

いては翌日杉並区の薬剤師会へ連絡をl，これが

すべての杉並区の調剤薬局に伝わるようなシステ

ムになっています。また，病院の中の薬品リスト

も全部杉並区の薬剤師会の方に行っています。

処方連を受け入れる薬局の資格については，医

師は薬剤師をむ頼して処方遂を書きます L，患者

さんも疑いもせずにその薬剤を飲むわけですか

ら，信頼に答えられる資格を持つ調剤薬局のみが

処方婆を受け入れるへきであると思いますυ

ですから薬剤師を 2名以上置くとか，病院で 3

年以上調剤経験があるとか，そういった，受け入

れ薬局の審査を厳しくする必要があると思いま

す。

ここからは，病院に残った薬剤師の話に入りま

す。私がM北病院に来ましたのは昭和59年 1月で

すから，まさに入院患者さんを対象とした薬局の

業務を開始する出発点でありましたが，同時にそ

れまで残っていた薬剤師にとっては， 16名が8名

になったのですから，かなりシヨソキングな時代

であったと思います3

けれども，沈んでばかりもおられませんので，

まず私は薬剤が使用されている現場，病棟を全部

巡同 Lました。ここでわかったことは，病棟の在

庫が非高1こ多いということでした。特に抗生剤と
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か抗ガン剤など，高い薬剤が沢山置かれていると

いうことで，主ず第 1の仕事は病棟の薬品管理か

ら始めようと思いました。

58年 6月から59年 5月の過去 1年間に薬局から

払い出したすへての注射薬の統計を取ったその一

部を述べます。 Aは2，00OFJ以上のもの Bは200

円以上2，000円以下のもの， cは200円以下のもの

です。

Z病棟を見ますと， Aランクの品目数が非常に

少ないのですが，金額的なパーセントとしては70

%を占めています。またCランクの方は，品目数

としては非常に多いのですが，金額的には 2.9%

と非常に少ないわけで， この中から使用頻度の高

いものを各病棟別に選んで薬局の病棟薬品と決め

たわけです。

l伺病棟から開始して全病棟終了するのに約 7

カ月を要 Lましたが，この聞に過剰在庫とみられ

る薬品を同収しました。数は2681fn目，金額は845

万 3，565円でした。期限切れとか変色によるもの

で，廃棄したものは約40万で，先程の磯崎先生の

お話では約 100万ということでしたが，河北病院

の場合は40万以上ではないかと思われますが，期

限切れの薬品，無駄になっている薬品もありま L

fエ。

こういった病棟薬品を薬局でやったということ

は病院の経済に対してよい影響を及ぼ Lたことは

確かです L，また病擁で，看護婦さんとかお医者

さんと話をする機会がありますので，コミュニケ

ーションをよくするうえで大変有益だったと考え

ます。

近々実施 Lたし、と思っていることですが，退院

時薬のカードです。現在発売されている薬品は 1

万6，000にも及びます。病院薬剤師はより入院患者

さん志向型の業務を目指L，開局薬剤師はより外

来患者さん志向型の業務を専念することにより，

ともに人々の健康に奉仕しているということを生

きがし、とする，フィロソフィーを持って実践 Lて

いくことが竜安であると考えます。

制院の診療所問の連携が強化されようとしてい

主すが病院薬局と開局薬剤師との連携も強化され

るべきであると思います。

質疑応答

座長いろいろの立場から，いろいろな内容

の，角度の違う方向からお話を伺いました。質問

なり意見がありましたら・・。

質問 私どもの病院では一部医薬分業，一部院

内で出 Lています。病院が分かれていますので，

非常に変則なことをやっております。

今の話に直結することは，在、も一時薬剤部のキ

ャップをしていまして，そのとき申しま Lたこと

は，先生方もおっ Lゃったように，薬剤師さんに

もっと勉強してほしいということです。医師と対

等に話ができるぐらいに勉強Lていたたーきたい。

ミーティングに出て，薬剤師の先生にいろいろと

質問をしますと，それに対して満足な御返事がし、

ただけないと，これは駄目だということになって

しまう。

具体的な例で申 Lますと，私どものところでは

プロハーが医局に入ってくることを禁止 Lていま

す。プロパ の薬剤J説明会というのは，医局会と

称L亡週に I回 8時からやっていますc そのと

きに，薬剤師ももちろん出ていますが，フロパ

の言いなりになって Lまう。ブロパーからいろい

ろ説明されたら，それについて，それはそうじゃ

ないというくらいの反論ができるくらいの薬剤師

がほしいということをかねてから言っているので

すが，残念ながらそういうことを 1つもやってい

ない。

プロハーが，この薬はし叫、ですよというと，あ

あそうですか，それじゃあということに 。大川

先生のお話にもあるように，医師はうんと反省し

なければいけません。そのとおりだと思います

が，同時に，薬剤師さんも，これからの病院薬剤

師はいかにあるべきかを考えてほしい。先程の話

にあったように，薬剤師さんがホッチキスを持っ

てボンボコボンポコやる時代ではない。病院薬剤

師さんのありかた，病院薬剤師さんはこれからど

う進んむいくかということを真剣にお考えになっ

ていfこだきたL、。

座長 薬剤師さんももっと勉強してほしし、医

者ももっと勉強しなければL、けない，両方が勉強

しなければならないということですが日。
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質問 高山先生に伺います。私はかつて江戸川

区東病院にいましたとき先生をよく存知あげてお

りま Lた。本目先生のお話を聞きまして非常に感

銘を受けたわけですが，先生自身が患者さんに対

する服用の調査などおやりになっていらっしゃる

とか，薬剤師を病棟に入れてベットサイドに行っ

て投薬指導をされているということで，そういう

話を聞きまして，これは先生自身がそう L、う形で

導入されたのか，あるいは先生のところにいらっ

しゃる薬剤師の方から積極的にそういう形にもっ

ていったのか，その点についてお聞きしたいと思

います。

それから，薬剤師がベットサイドに行しそう

いうことによって看護婦さんたちの怠見がよくな

ったかどうか，その点を

高山 これは両方の意見で，押しつけたわけで

はありません。また，比較的そういうことに積極

的な薬剤師でしたので，非常にスムースに入るこ

とができたと思います。それから，薬のこと以外

の沢山の苦情の項目がIHてくるのは，これを全部

とりあげて，両院にとって大切な情報として使っ

ていますが，それが看護婦，医師の聞でトラフ'ル

を起こすようなことにはなっていません。

今，外来やフロアーや病棟に出ることに関して

は非常に積極的に，時間があれば少しでも出た

い，そしてレポートがまわってくるようになって

います。私は，薬局の中で， しかも薬局の渡 L口

にガラスがあるような病院は前時代的で，積極的

に出るのが普通だと思っておりますので，そうい

う意味であります。

質問大川先生に和]し、ます。大川先生も，病院

の副院長とし、う立場，管理者とし、う立場でいらっ

しゃるなかで医師と薬剤師とコミュニケーション

がどういうふうに行われているかという調査をな

された。医師と薬剤師のコミュニケ ションをう

まく図ろうとし、う目的からなきれたものと思いま

すが，その点に対して敬邑、を表しますと同時に，

このアンケート lこ関ナる結果について先生の御d邑、

見を h開予 ltこし、と思います、

1， 2， 3， 4とし、う設問に対して，医怖と薬

剤師の聞に非iiiに大きな差が出てきたというこ

と，それはどこに原因があるかということが 1

ペコ。

2の，医師と薬剤師とがお互いの立場を理解L

あっているかという設問のしかたですが，これも

かなり大きなひらきがあります。立場を理解Lあ

っているということは，どうし、う意味と Lて先生

はつくられたのかということです。立場を理解 L

ているということは，非常に極端な言いかたをす

ると，薬剤師は医師が出した処方宴について忠実

にやっていればし札、んだという，そうし、う立場で

医者の方が感じての返答かとうかということ。立

場を理解しているという怠味の裏側について先生

はどうお考えなのか。

それから，アンケート調査をなさってこういう

囚符が11-¥てきたわけですが，その後どういうアク

ションをなされたか。

大川 医師と薬剤師との見解の差がどういうと

ころにあると考えるかとしづ問題ですが，これ

は，医師側の独善に尽きるのではないかと思いま

す。自分たちはL叫、!::思ってやっている， しかし

ながら外からみるとれそはとんでもないことであ

る， しかもそれに医師が気がつい lごし、ない， こう

いうことではないかと思います。

2の質問のしかたの滋味ですが， これは，調剤

していればし叫、んだという医師側の考えかたが，

もう 1段抜け出 Lて，薬を扱うスペシャリストと

Lての存在として理解を Lてレるかとしヴ意味を

私自身は含めていたつもりです。

それから，その後どうするかということです

が，この調査は今日のためにやりましたので，集

計も 1週間前くらいにできたものですから，まだ

具体的のことは考えていません。連携をよくする

ためにどうしたらし巾、かという質問に対して，医

師，薬剤師同のミーティングが必要であるという

意見が多かったので，まず最初にそれを具体的に

していたきいと思っています。

質問 今大変な時代になっていると思います。

どのように Lて柄院が生き残っていくか，生き残

り作戦ということで私たちもいろんなところで努

力を Lていますが，患者十一ピスとなり主すと，

どうしとも待ち時間の問題が出まして，私も J奇心
Lていまj"，士E有dはしてもこれは切りがありませ

ん。 70分かかったものを20分に縮小しても，更に
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は10分にしろとし、うことになります。先生方のと

ころの病院の待ち時間がどうなっているか。

加賀先生に伺います。今おっ Lゃるように，病

院薬剤師は病練，外来は開局薬剤師に任せるとい

うのは時代の趨勢だと思います。それをやられて

非常に成功しているデータを見せていただきまし

たが，病院に残った薬剤師が，病棟における在庫

管理など，その他に何をやっているか。また，医

薬分業Lたために薬剤師が減った，その薬剤師さ

んちの行き先はどうなっているか。

医薬分業ということは言われていますが，なか

なか進まない。まだ10%分業あたりをウロチョロ

Lているわけで，デメリットもあろうかと思われ

ます。そのへんを。

加賀河北病院で外来処方築を調剤してL、る当

時，私は河北病院にいませんで Lたので正確なこ

とはわかりませんが，多分 1時聞か 2時聞くらい

はお待たせしていたのではないかと思います。

600枚から7∞枚の処方姿の調剤を10名の薬剤師で

やっているのですから，どんなに頑張ってみても

やはり 1時間とか 2時間くらしはお待たせしたの

ではないかと官、います。

病院は医療法にもとづいてやっています L，調

剤薬局は薬事法にもとづし、ていますので，調剤の

技術料が病院の報酬と違います。ですから，当然

調剤薬局の薬剤師さんの数は多くなり，同じ枚数

の処方纂でも20人近く D薬剤師さんでやっていま

すので，待ち時聞はかなり短縮されると思いま

す。

それから，現在何をしているかとレうことです

が，入院患者さんの調剤，製剤，薬品管理，イン

フォメ ション，それから血液を扱っています。

これからは患者さんの+ ピスを考えた，たとえ

ば内服薬ですと，今は 1週間分をまとめて病棟に

出しますが，薬局から渡った内服薬を病棟の宥護

婦さんが I個 1個に切り，調剤とか散薬に患者さ

λの名前を書かなければならなし、内ですから，そ

れを患者さん別にセットにして，正確な服量がで

きるような調剤をしてし、きたL とjιし!ます。

注射薬も，必 fLも在庫管理を Fればし、しとい

うことでなく，もっと配合変化を考えたり，薬剤

学的な，患者さんサイドに立った注射薬の投与方

法を考えていかなければいけないと思います。

また投薬指導についても，外来のときは外来患

者さんに渡すときに説明 Lますが，入院患者さん

に対して服薬指導をする c 入院患者さんに与薬を

してあげられるとか退院する患者さんに服薬指導

をするとし、うような仕事，探せばいくらでもある

のではなし、かと思います。

質問 磯崎先生に{郎、ます。薬事委員会で新規

採用の医薬品を検討するというお話でしたが，新

規採用の医薬品は何%ぐらい薬事委員会で検討な

されて通りますか。たとえば，薬剤師よりまお医

者さんのなかで，フロパーさんのいうことばかり

聞い亡しまうケースがあるかと思いますが，この

ときの医師に対するプロパー対策は薬局の方から

何かなさっていますか。

磯崎 薬事委員会で，どのくらいの率で通過 L

ていくかという細かい数字は覚えていませんが，

感覚的に申 Lますと， 50%か60%くらいではない

かと思L、ます。それ以外に，たとえば非ステロイ

ドの消炎鎮痛剤などの場合にほ，まとめて 1年に

1度とか，抗宇物質の注射もそうですが 1年に

2度くらいの審査とレうことになってい主すの

で，自動的に採用する採用不は減っています。

もう Iつ，フロパ に対する応対とか，その人

たちの内脅の理解，我々の受け入れる体制です

が，私どものところに来られるプロパーの方を専

門別に調べてたことがあるのですが，昨年，薬学

出身が 3分の 1， 3分の lが理科系(農学部，理

学部)，あとの 3分の lが文科系です。文科系の中

では文学部卒業という方もいます。特に文科系の

方の場合には，薬の説明というのは無理だという

ふうに思っていて，実は， 日本病院薬剤師会の方

からメーカ との住談会があったときにも，議題

として，薬剤師ない Lは理科系の方を採ってく

れ，文科系の方は減らしてほ Lいとしイ要望を出

してし、まず。

JlF科系の方でもよく浬角干して説明 Lてぐださる

方，そうでなレ方しらっしゃレますが，先程中し

たように，製薬会村知Jのデ タとしうのが 100%

信頼できるとは思い主せん。かといっと，ある程

度知っていなければどこがおか Ll、かわからな

い。できるならば，薬は非常に広い範同ですか
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ら，薬剤師が何人かで分担しなければ無理たF と思

レます L，データの読み取りということを勉強し

ないと無理だと思うのです。これは若し薬剤師で

はなかなか無理，ある程度経験が必要だと思いま

す。

一度おかしなデータをみつけたことがあります

が，たまたま私がデータのことばかりやっていた

ものですからみつけたのですが，なかなか難 L

い。毎日毎日少しづっ勉強していくほかにない，

メーカーのデ タにはかなりくさいものがありま

す。パンフレットになって立派ですから，ちょっ

と見落すのかもしれませんが，ということはある

というふうにお考えの方がし、し、と思います。

どのように医局の方に連絡しているかという質

問ですか，私ともでも特に特別なことをやってい

るわけではありませんで，薬事委員会で決まった

ことを院長の決裁を受けたら，薬剤部からという

ことです。ただその場合に，値段の方がメーカー

と折り合わなレと，薬事委員会で通っても購入に

はならない。そういうもので，ある薬などは 1年

以ヒ薬事委員会に通っ亡も採用されなかったと

いうこともあり士 Lたヨこれらのことについては

医師側からかなりクレームがきましたが，あると

ころまでは経済優先であるということで，それが

押し通ったということがありま Lた。

質問 高山先生，大J/I先生に{刷、ます。今，確

かに医療の質を向上させるためには有能な人材を

効半よしまた数も多く朕療の現場で動かすとい

うことは大切だと思います。そのときに，たとえ

ば，病棟の注射薬を混合するにしても，今の医療

法では医師ないし看護婦は患者さんの数によって

定員が決められています。

薬剤師の方は今のところ調剤数で決められてい

るわけで寸が，加賀先生がおやりになっているよ

うに，外来の分も全部院外処方に出 L，残る病棟

だけの処方数で薬剤師の人数を持っていったとし

ますv それでもなおかついい医療を Lょうという

ニとで，病棟{Uljiこ，注射薬の混合とかハッケージ

とし、ったことをやっていくためには薬剤帥の数は

ひょ勺と Lたらその調剤数と見合わなL、かもしれ

ない。

それと，今の医療法で看護婦の数が設定された

時期に今のような， 10何種類も混ぜるような注射

薬の混合業務が入ってし、たかどうかということは

疑問であります。とりあえず今の医療法では，混

合業務の中に注射薬の混合力、入っているのではな

L、かと思います。これからどういうふうに変わる

かわかりませんがついこの間，無菌製剤施設基準

をとってやっと点数がつL、た。また，在宅中心医

療にしても，薬剤師が24時間待機しているという

病院においてやっと点数が取れると L、う医療法，

そういうものと見合わせてこれからとういうふう

にそういうことを考えていったら l' l、のかと悩

んでいます。病院の管理的な立場でお願い Lま

す。

高山 大変難しい問題で，率直にいって回答困

難であります。とし、いますのは，経営者側の立場

からみると違うと思います L，自分がー内科医と

いう立場に立てばまた違うと思います。今日は私

どもの薬局長もm府していますが，薬局長の立場

からみるとまた考えかたが違うと思います。実は

私どもの柄院のなか 11体でも薬局長世UI工増やして

ほしいという希望が常々出るわけですし院長側

i土今で十分やっているではないかと意見か出主 L

て，現在でそういうことですから，これから先ど

うなっていくかということに対してもなかなか難

しいと思います。磯崎先生が先程いわれたLI動調

剤が10年以内には殆ど全部に普及ずるであろうと

いうことになってきますと，実際に薬を扱う薬剤

師さんの役目とし、うものは非常に減ってきますの

で，そこで浮いた方々が病棟に進出するとかDI

の方に担当するという形になっていくのではなか

ろうかと思います。

大川 今の医療法のことで Fが，これは昭和23

年から変わったかどうかは知りませんが，乳鉢時

代の定数ですので，今11錠JiUになっています L，

薬剤師さんが余っているとは私は決っして思って

いませんc やはり足りなL、だろうし，今後混注ゃ

いろいろのことがあると思いますが，今の医療法

を変えるということは非常に難しい問題ですか

り，今を何土か~;えて l 、<， u分たもの)jを変え

ていくように Lなければならないと私は思ってい

ます。

なお不思議なのは，専門の薬剤師さんか調剤し
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たものを専門でない看護婦が分配しているところ

に 5%のミスが起きるということが病院学会で発

表になっています。今のお話によりますと，処方

の不備が 3%あって， 5%のミスがあって. 8% 

となりますと，国鉄の名古屋駅で 5%ミスがあっ

て名古屋駅は叱られ，それが動機になったかどう

か知りませんが，民活になってきましたが，そう

いうことを考えますと，薬剤師さんのこれからの

領域というものは非常に広くなってきます。官、は

看護婦が渡すべきではないという考えを持ってい

ます。

それから薬剤師が勉強していないということで

したが，医師ともどもに勉強していません，今

は…。私が捨てたとしづ薬剤師さんが中にはいて

怒っ亡おられる方がおられるかと思いますので少

Lカバ しますが，私が， I君が代」が鳴るころ

に夕食をするような生活を10年していましても今

の医学にはとてもついていけません。私は， 自分

自身が平均値いってL るかどうかの医学レベノレだ

と思っています。 I呂が代」のころに夕食をして

いますと家庭不和のもとになりまして，いろいろ

トラブルが起きます。

薬剤師さんのこれからの使命は非常に広がるこ

とと，阪療法内の定員はある意味では，効率よく

いけば余ってきているのではなし、か。粉末を乳鉢

でやっていたころの定数ですから，変えるべきこ

とを変える勇気がそれこそ大事のときだと思って

います。非常にきつレ言いかたをして申しわけあ

りませんが，薬剤師さんの方に譲ります。

磯崎 80剤で薬剤師 1人ということになってい

まして，病院会で100剤とか120剤という発言があ

るということも聞いております。ですが，薬剤師

の立場から申しますと，今申したように， D 1活

動とか薬品管理とかかなりの面で，たとえば調剤

室だけでi動いている人間で， 80剤とか 100剤とい

う数字ですと我々としては納得いくわけですが，

薬剤部全体の数字といろことになり主すと，先程

私のところが87件としづ数字を申しま Lたが，か

なり忙しいでれです力、ら，てう Lながら勉強を

しろといってもなかなかきマ川、ことになります。

計量調剤というか，はさみさえあればし、し、という

ようなことになってきたということもあります

が，そのへんも病院会の先生方の御理解を得たい

と実は思っています。これは薬剤師の仲間ではい

つも問題になることで，調剤以外の業務の価値を

認めていただきたいということです。

加賀 私の場合は，磯崎先生と同じように， 80 

剤に 1人というのは調剤室だけ考えるべきであっ

て，それに薬品管理とか製剤とかいろいろな業務

があるわけですから，それを追加して考えるべき

であると思います。

それから現在は入院処方筆にしか伎術料がつい

てレませんが，注射薬も個人別;こ注射薬を調剤す

るという考えかたで，注射主主も調剤なんだという

ことで，そういう考えかたからいきますと，薬剤

師の数は1曽えてくるのではないかと思います。そ

ういうことは，ここに出席Lておられる病院の院

長先生とか，厚生省に極力働きかけていただきた

いと思います。

質問 大川副院長の方から出していただし、た医

師と薬剤師の連携のアンケートですが，医師側の

お話ですが，現実はさほどでもありません。大部

分はよいのですが 部の先生方に難点があったと

し、うことでこういう紡果がLUたと思います。その

面を付け加えさせていただきます。

もう 1つは，加賀先生に{郎、ます。阿品ヶ谷フ

ァーマシーは，杉並薬剤師会がっくりている薬局

ですか。

加賀杉並区の薬剤師会も会員ではあります

が，杉並区の薬剤郎会でつくってし、る薬局ではあ

りません。

質問地図をつくって御案内しているというお

話でしたが，事実ですか。

加賀 あれは，阿佐ヶ谷ファーマシーだけの地

図ではなく，病院の周辺の地関です3

質問 ということは，指名を Lているというこ

とではないわけですね。

加賀 そうし、うことではありませんc

座長 問!日]が過ぎましたので，ニ H で区切りを

つけさぜてレただきたL と官、いますc 先生)j泊、ら

いろいろお話がありましたが，我々医師も薬剤師

さんも，両方揃って一生懸命勉強しろ，もうちょ

っと頑張れというようなことが一点あったかと思
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います。あと，このほか両者とも一番近くにいる

ようで，コミュニケーションとなると， うまくい

っていないなということが，はっきりしたようで

あります。

それから，新Lく薬剤師さんの領域が広がって

くるであろうこと，たとえば，フロアーに出向い

て患者さんと相談をする，病棟に出向く，血中濃

=日本病院会図書

度の調u定，いろいろのD1活動，その他の活動

が，これから期待されているわけでありますの

で，今日はそのとっかかりとして，このシンポジ

ウムができましたことを厚く御礼申 Lあげて，終

わりにさせていただきます。ありがとうございま

した。

， 

務医師マニュアル ; 

(社〉日本病院会医療制度委員会編〈昭61.8 第五版〕 t 

B6判 58頁 500円(干 170円)

勤務医師にとって，病院活動に寄与するために常に持つべき考えと i 
態度と行動について必須の条件とその理由を示す。{

目次一一 第 3章診療実務 i 
病院倫理綱領 第4章患者の権利と責任 5 
このマニュアノレを理解するために 第5章医師の業務と院内各部門の活動 5 
第 1章医師の基本的勤務要領 第 6章病院の活動評価 2 
第 2章近代病院の機能

申込みは (株)日本病院共済会 { 

干102 東京都千代田区三番町7 2 j 

電話 03ー 制 一 則 。 ; 

日本病院会維誌 1988年 1月 71 



Na園側首al

ひ
と
め
で
わ
か
Z
オ
!
ド
式

T議場

i iZ 
Z子生
三i:b
42な
基督 U
;会才昼里

民事
せら司T

4?E 
て:Z;¥.

省
線
形
だ
か
ら
工
事
も
カ
ン
タ
ン

佑
米
、
了
機
的
向
の
ン
ス
テ
ム
で

1
2
0本
必
要
だ
っ
た
配
線
数
を
、

f
機
の
数
に
関
係
な
く
、
わ
ず
か

6
本
に
省
線
化
。
工
事
の
有
力
化

に
よ
り
、
同
哨
設
・
移
転
も
究
n
易
に
〆
打
え
ま
す
。

-
パ
一
フ
披
続
が
可
能
副
親
機
の
使
用
に
よ
り
、
同
時
に

2
、
3
ヵ
所

で
管
四
引
が
行
え
ま
す
。

ナショナルボード式ナースコール医E盟

松下電器・松下通信

-カタログのご請求は位下通信工業側情報通信事業部第三営業部「日病」係千226横浜市緑区佐江戸町600TELω45) 932-1231 

叫献す先制崩-HumanElectron，防



く研究報告・第38回 日 本 病 院 学 会 優 秀演題> 一一一一一 一 一一一

放 射 線 科 の合理化について

主としてデーライトシステムー

社会福祉法人あそか病院放射線科

虎渡勇二，京極賢治，奥山朋幸

駒沢短期大学放射線科 本間裏

緒言

放射線部門において，省力化や技術の向上を目

的と Lて，新しく開発され， また種々の改善が加

えられ，実用化された機器類は枚挙に暇がない。

そしてこれらの使用経験例や，診断価値などに関

する研究発表も，相当数に達Lてし、ることも衆知

の事実である。

その理由としては，わが国の医療は欧米の進ん

だ医療に刺激されて，急速に進歩を遂げているか

らであり， x線装置，関連機器の開発も大きな要

因となってレる。大別すると診断，治療，核医学

など総合画像診断が中心となって今日の進歩をも

たらしたものと考える。

しかし合理化された機器が，全て有効に活用さ

れているとは限らない。今回は，放射線部門でも

っとも使用頻度の高いデーライトシステムを取り

あげた。このシステムは，省力化機器と Lて開発

されたものであるが，多くの施設でいまだ全面的

に採用されていないことに着目 l，その理由など

について検討 Lたので報告する。

1 . 目 的

近年の医療情勢は厳しく，病院経営は増々恵化

の 途をil}Iっている。こうした中でよい医療と，

より高度なfi'療技術の提供iz，われわれに課せら

オた義務である。こういゾ情況の中であえこデー

ライトシステムを取りあげた理由は，放射線部門

の画像処理上主主要な役割をもつものであり，陪室

業務を合理化することにより，多くの利益を生む

ことができるのではないか，また従来の暗室業務

を改善するためには，デーライトシステムを導入

することにより実現できると考えたからである。

このンステムは開発後， 10数年経過Lているに

もかかわらず， 目立った普及はみられない。そこ

でデーライトシステムの導入によるメリット，デ

メリットそして病院経済上どれだけの効果を期待

することができるか，などについて検討を加え

犬二。

2， デーライトシステムの歴史

わが国におけるデ ライトジステムは，昭和50

年後半に設置が始められた。当初は一種類のフィ

ノレム(jチャンネノレ型〕であったロ このンステム

だと使用フィノレムのサイズ・種類別に応じた数

の，デーライトタイプの装置を必要とした。従っ

て床面積の占有率も大きくなり，明室処理はでき

るものの，必 Fしも合理化にならなかった。その

後 2種類，あるいは， 3種類のフィルムを装填で

きる装置ができたけれども，怠外にそれ程の進展

は見られなかった。

昭和57年になって，待望の 5種類のフィルムを

l台の装置で処理できるものが開発されて，名実

共に自動化促進の足がかりとなった。その上更

に，フィルム搬送用コンベアの開発により， ['[動

現像機直結型や複数方向からの搬送も可能とな

り，合理化と経済性が 学に解決されたものと思

う。 ~}j， 米国コタソク社では，マルチローダ I

型(5種類のフィノレム〕の基本性能に新機能を加

え 5種類のフィルム及び選択により 7種類のプ
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ィルム装填ができる機能をもった，マルチローダ

-1I型が発売されて，いよいよデーライトンステ

ムの繁明期を迎えたものと考える。

3 デーライトシステムによって合理化ができる

か

従来から陪室作業は意外に省力化，合理化の対

象にならず，今日まで続いている。その理由は種

々あるだろうが，多くの施設では暗室業務は新人

または助手の仕事とされている，ということも一

つの考え方ではないだろうか。一方放射線科内で

は，種々開発された近代的な装置や器具を導入L

てレるが，暗室に関する限り，自動現像機を除く

と皆無に等Lく，予算上でも軽視されて対象外と

いう感を抱かざるを得ない。

ところが旧態依然の陪室も，デーライトシステ

ムの出現により一新されようとしてレる。その理

由として，次のようなことが挙げられる。

1) デーライトンステム導入により，専従者は

不要となり，放射線技師本来の業務に専念でき

ゐ。

2) 撮影から現像に3"る作業導線の短縮によ

り，放射線科内における患者待時間の短縮と，陪

室作業に要する時間の短縮ができる。各々の時聞

の短縮により，患者に対して，撮影に関するオリ

エンテーションができる。それによりポジショニ

ング不良，暗室操作ミスなどによる再撮影が減少

し，無益な被曝線量の防止に役立つ。

3) 暗室における誤操作により発生する生フィ

ルムの露光，及び撮影済フィルムの誤操作による

再撮防止につながる。

4) 暗室作業時間の短縮によって得る時聞を他

に転用できるので，人手不足の緩和と人件費の節

約ができる。

5) デ ライトシステムの占有面積が約 O.5~

2.0m2で設置できるため， 暗室としての面積を他

に転用できる。このために生ずる利益は地域差に

よって異なるが大きな収益となる。

4. デーライトシステム導入により予想される利

益

従来の暗室操作からデーライトシステムに変更

することにより得られる幾つかの例を示したが，

デ ライトシステムを導入することによって得

る，画質の向上，時間の節約， ロスフィノレムのロ

ス率を減少させることにより考えられる利益を計

算 Lてみると，次のとおりになるとf想される。

1) 従来どおり陪室作業を続ける限り， ロスフ

ィノレムが減少 Lなレと仮定すれば，次のような計

算が成立する。

年聞のロス率を2.5%とすると

1-1. 7'}ザ生フィルムロス
ロス者 2.5%ー|

1-0.8%撮影後ロス

〔東京都立病院の統計による〉

参考 ちなみにその他の施設の平均ロス半は 3

~3.5% となっている。

表 1 デーライトシステム導入による推定利益

1 再撮影率2.5%(取扱いミス1.75弘撮影後の tス0.8%)都立病院テ タ

2 露光フィルム(取扱いミス〕は半切~4 ツ切までの平均原価 284 円

3 撮影後のフィルム原価は， KODAK， :110REセミナーの算出により 2，300門

4 剰余時間の利益は群大品藤氏の推定値を引用 26.6円

5 年間稼働H数 275日

利益計算の基礎
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計算の基礎

a) 生ブィノレムロスは半切~4 ツ切まで 4 種類

の原価(薬価基準)の平均値を採用 L， 284円と

Ltニ。

b)撮影済フィノレムの原価計算は，人件費，装

置費用，フィルム，薬品代，間接費等を含めると

2， 3oorl~2， 700ド1/枚とされているが，ここでは

最小町 2，3∞I'Jを使用 L，尚，再度撮影となるの

で2倍とした。

(撮影済フィノレムの原価は KODAK・MORE

トレーニング時の資料を引用した〉

c)作業時間節約分の換算は昭和 58年発行，

X線部門における明室処理による省力化につし

て」群馬大学附属病院佐藤氏のデータから引用 L

た。このデータはデーライトシステム導入によ

り，技師，助手の作業時間節約分の 11時間偵を算

出 L，デーヲイ 1 ンステムの導入により得られた

利益として 1枚当り 26.6円として算出している。

1'J上の条件を加味Lて計算すると，表 1のよう

になるの

年間稼動日数275日として 1R平均100枚撮影す

る施設でl主1， 876， 270円となり， 1日干均500枚保

iiがする施設では 9，381，3501'Jとなるじこれはあく

までも仮定であって推定利益額であることを理解

して頂きたい。

2) デ←ライトンステムは，各々の組合せによ

って側格も異なってくるがセット1， 500万円

とした場合の減価償却をわってみた3

減価償却の方法iこは，原則的に定額法と定率法

に分けられるが，ここでは定額法によって償却し

た。

定額法とは，その減側資抵の取得価額からその

残存価額を控除した金額に，その償却費が毎年同

ーとなるように，その耐周年数に応じた償却~fを

乗じて計算した金額を，各事業年度の償却限度額

とLて償却する方法であるから，次のようにな

る

耐用年数は 6年と L，年!日l償却ギ O.166とする

各年度の償却キは表2のようになる

支の左側のシステム何絡に対 L，右側l土毎年度

償却する限度1iJ¥となる

以J 推定利益，ンステムの減価償却額を示した。

表2 デーライトンステム減価償却定額 (0.166)

システム価格 年間償却限度額

15，000，000 2，241，000 

30，000，000 4，482，000 

45，000，開。 6，723，的。

60，000，000 8，964，000 

75，000，凶o 11，205，000 

似)，000，ωo 13，446，∞0 

105，0000000 15，687，000 

120，000，000 17，928，000 

135，000，000 20，169，∞o 

叫肌ωo 22， 41州 O

表3 設備投資額に対する撮影枚数

設備投資額 日平均撮影枚数 | 

1.5刷(万円 119(枚

3， 000 239 

4， 500 358 

6，0伺 478

7， 500 597 

9，000 717 

10， 500 836 

12，000 956 

13，日)0 1. 075 

15，ωo 1， 195 

ニれらの表に某づい亡日平均撮影枚数を逆

算してみると，表3のようになり，デーライ lン

ステムを導入「るに当り，一つの円安となるもの

と思う。

また，従来の陥安からデーライトシステムを導

入 L，明室化すれば，床I面積がO.5~2. Om'となる

ため，余剰スヘースを他に転用することによって

得られる利益をhll算できるとすれば，別途のフラ

ス ~f怖となる。

5 将来展望

将来のニとをi論ずるには凶難を伴う Jト， .ilHt? 

湾を受けるのは， 1長療行政がどのよっ i二変わるか

で全く子組は難しい わが同の経済l土米国の影響

を受け-t;}t、立場にあるから，院療行政もそのあお

りを受けるだろう c ともあれ，今までの情況を半IJ
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断してみると，経済を無視して医療は益々高度化

され，そして装置の開発は進み，周辺機器も同様

に影響を受けてくる。

経済的な面では医療費の問題も大きな要因とな

るだろう。要するに人件費，材料費，諸費用の上

昇に対して，医療費の抑制が厳Lくなり，病院経

営が苦しくなることは必須となる。そうなると当

然、，支出を抑えて収入を増やすために，合理化・

自動化に走るしかない。患者サーピスを考えた，

能率化と人件費の削減を考えなければならない。

しかし手抜きはできない，手放きをすれば誤診を

招き，患者疎外の医療となり倒産の憂き目を見る

結果となる。

このようなケースは， どんなことがあっても避

けなければならない。支出の大半を占める，人件

費の抑止を図り，そして患者サ ピスを良くする

ことを考えるべきである。これを導くには，病院

全体はもとより，放射線科全体が総合的に合理化

L，人間とマシンが 体となって白的を達成すべ

きである。

ここに つのテーライ rシステムを取りとげて

みると，暗室を廃止したシステムであるから，当

然明室で処理されるような設計となり，装置自体

もコンパグトでフィノレム交換が早く，金銭登録機

並みの素早さになるだろう。そして人間工学的に

考えた装置となり，作業場所により各タイプが選

択できるようになるだろう。そして価絡の引き下

げが必須となり，暗室作業は完全になくなるだろ

う。

6 考按

放射線業務の合理化と人手不足の緩和を図るこ

とを目的として，デ ライトシステムの検討を行

ったところ，下記のことを知り得た。

1) 暗室作業における精神的苦痛と誤操作Vこよ

るロスフィノレムの請要素をま日り，デーライ}シλ

テムにより削減できることを知り得たc

2) デーライトシステム導入により，多くの合

理化と人手不足の緩和に役立つことを知った。

3) 暗室の余剰スベースを他に有効利用できる

ことを知った。

4) 明案化することにより，多額の推定利益を

生むことを知った。

5) デ ライトシステムの設置面積は約 0.5~

2.0m2であるため，余剰スヘースを他に転用するこ

とヵ:てーぎる。

6) 作業導線の短縮，作業時聞の短縮により，

患者サービスを十分行えることが分かった。

7 まとめ

われわれは，放射線科業務の合理化と人手不足

の解消を目的として，デーライトシステムについ

て検討を行ったところ，次の点について知り得

た。

まず従来の暗室業務の場合， 再撮影率 2.5%と

した〔取扱いミス1.7%，撮影後のミス 0.8.9百〕と

Lたとき及び明案化による，作業能率等による推

定利益を合計すると日平均撮影100枚の場合，

年間 1，876，270円となり，また同様に 500枚のと

き9，381，350円という開くべき数値が予想され

また，デ ライ lシステムの設備投資額に対す

る減価償却額(定領法〕に相当する 1日平均撮影

枚数も知り得た。

以上のデータにより，病院経営悪化の一途を辿

っている昨今，患者サ ピスを中心とした，灰療

水準の向上を目指すためには，デーライトシステ

ムによる明室化を計り，この γ ステムにより生じ

た余剰時聞を患者十一ピスと合理化に振り向ける

ことができる。

また， システム導入の投資額については，各々

の規模に札、じて償却可能であることが分かった。

もう一つ本文中に述べたように，各メーカーの一

層の企業努力により，装置のコストダウン，故障

率の極めて少ない品質の装置が生産されることに

より，すべての施設が採用することになるだろ

う。また，従事者の暗室作業による精神的苦痛か

ら解放することができるという，大きな環境改普

も同時に行えるというメリットがある c

(付記)

本研究に関して資料の長供，また種々の情報を

頂いた，寓士メディカル紛坂口長成氏，小西六写

真工業紛南友二郎氏，ナガセメディカノレサプライ
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く研究報告>

病院の 第 一 線 監 督 者 (6 ) 

指揮 ダ シッブ

存林大学医学部病院管理学教主友安直子

1 指揮するということ

前回-，jij々 回で述へた計画策定と組織化は，指

揮と統制のための前段階である。多くの場合計画

策定と組織化が，王として病院の高度な管理レヘ

ルで行われるのに対し指附と統制は低次の， → 

般には第一線レヘノレにおいて行われる υ

乾督者が遂行するすべての職能のうちで，断然

むずか Lいのは指拘;である。なぜなら，指持する

としうことは必然的に人聞を巻き込むものである

が，人間lは複雑で特異な存荘であり，ある日と次

のUとでは違 η たir荘になっていたり Fることさ

えあるからだ。人間のニ スはその人の抱負や野

心につれて変化する L， 与えられる状況がきをれは

その反応の仕方も変化する υ ある人がある事柄tニ

対 Lて，どのように反応するかを私達が了解した

時には，すでにその人が広達に対して変化してい

ることだってありうるからだ。そういった現実を

ふ主えたうえで， ここでは，人々が同じように反

応する共通基盤をさぐるために，さつの側聞から

指揮を考えてゆく。リーダーシソプとコミュニケ

ーンョンとモチベーションである 3 部ドiこ職務遂

行怠欲を持続的にもたせ，その行動を目標実現の

万前]へ導き統合してゆくことが監督者の重要な職

能であり，そのためにはどれ〈らい効果的にコミ

丸一ケートできるか， どのように部ドを激励しか

つはってゆく能力を発邸できるか，が問題となる

かりだ

2 リーダーシッブの定義

ンョ ン・ R ・テリーによれば lリーダーンッ

プとは，人々をして集団日僚のために進んで労力

ずるよう仕向ける活動劃であるc タ/不ンノ、

ウ1-，，ウェグスラー， マサリックはリ ダーンッ

ブ)を「特定目標の達成を H指す特定状況におい

て， コミュニケーションとレう形を通じて発侍さ

れる対人的影響J(注2 と定義Lてしる。またク←

ンツとオドンネノレは l リーダーンップとは，人

々をして共通の目標達成に当たらせることであ

る 〔注 3 と述べ口、るc

その他の諸文献もリーダーシッフを 5えられ

た状況の中で目標達成に向けて個人または集団の

活動に影響を及ぼすプロセスJとしている。

これらの定義から読みとれることがし、くつかあ

る。一つは， リーダーンヅブが社会関係における

特定の成員による，他者または他者群に対するfI

会的彩響のなかに存在するということ。要する

に，集団が存在するとこっiこ，リーダ ンップが

生れるというこことである。次に， しかしながらこ

れら定義は，集団のタイフには言及してはし、ない

のである。すなわち，他の人またはグノレーフの行

動に影響を与えようとする場合，いかなる場合で

もリーダーンップが必要となるとトうこと。ピン

ネヘ学校，病院，政治団体，また家庭など，い

かなる場合か，し、かなる状況かを問わなレから，

誰でも一度や二度はリーダーンップをとろうと試

みたことがあるであろう。第 3に，職場のように

比較的はっきりした形で上から与えられている場

合もある L，仲の良し、連中で集まってガヤガヤや

っている場合もあるだろうが(この場合にはt'I分

注でつくり出すことになるのだが入い Fれにぜ

tlf僚や 1探題なしにはリーターンヅプはありえな

いp 第 4:こ，他人の行動に影響を主えようとする

場合，相手が上司，同僚， iW;下，友人，家族の誰

ごあっても，その人l土リーダーとなる可能性をも

っているわつまり，リ グーとかそJlに:kH るフ

ォローア というのは，上μjと部下の関係に示き

れるような階層的関係のみを意味するものではな
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L 、。集団成員が対等であり誰がリーダーであり，

誰がリーダーに追随するものであるかあいまいで

未分化な状況もある。特定のリ ダーや上司がし、

ない対等の集主りというのは，集団成員の聞に地

位・役割の分化がなく Lたがって地位にもとづ

く上下関係もなしまた仕事の分担も明確でない

状況であり，未分化構造の集団といえよう。この

ような米分化な集団状況におけるリーターンップ

は， しばしば流動する傾向にある。リーダーシッ

プが同じ集団のなかで一人のメンバーから他のメ

ンパーに転々と Lて移っていくのである。集団成

員の地位一一役割の関係構造が分化し明確になれ

ば，それだけ集団構造 機能の分化がすすむ。

それにつれてリーダ Y ッブのはたらきは，特定

の地位の個人に集中してくるのである。指示や命

令を下す指導者がし、ないグノレ プにも， リーダー

シップが存在すると述べたが，この小論において

は，地位・役割が明確で権限をもった指導者のリ

ーダーシップについて考えることが目的であるο

監督者は， リーダーシッフを行使することを，

組織から公式に求められている人である。そこ

で，病院の監督者のリーダーンッフを定義するな

ら， r病院の目標や課題を達成するために，部 F

に対して影響力を行使すること Jとなる。ではと

のようなやり方で影響力を行使したらよいのか。

諸研究の中からさく η てみよう。

3. リーダーシッブ研究の流れ

リ グーシッフ論は，その研究対象によって大

きく二つに分類できる。一つは組織の頂点に位置

するトップの管理者が，組織全体に対して発押す

る影響力に関する研究であり，もう一つは，管理

者と部下が対l而的関係を維持できるような組織単

位におけるリーダー γ ッフ行動の研究であるc ト

ップの管理者は，組織全体に影響力を及ぼ「とい

っても長接的に接触できる成員の範閉は限られ

ているわけであるから，成員が白接に観察できる

具体的な管理者の行動を媒介にして成員に影響を

与えるのではなくて，組織の価値観，理念，目

標，規範などのンン五リックな操作によって，間

接的ではあるが， しかし成員全員の内面に深く影

響を与えようとする。他方， ミドノレや殊に監督者

の場合には， より上位の管理者によって設定され

た枠内で，組織単位の置かれている状況に即L広し

て，具体的で直接的な行動によって成員に影響を

与え得ることが求められる。

リーダーシップ論の歴史的展開をみると， 1940 

年代の半ば頃までは，偉大なトップのリーダーに

共通する普遍的な人物特性を探し出す研究が中心

であった。有効なリ ダーシッフηには，肉体的ユ

ネルギーや対人的感性や友好的態度といった，不

可欠な性格特性が含まれているという考え方が前

提にあることを示している。このような理論から

すると，すべての人が皆このような特性をもって

いる訳ではないから，それをもっている人のみが

リーダーたりうる人と考えられるc したがってこ

の考え方にたてば，人を 9ーダーの地位につける

ための訓練など無意味である， ということになっ

てしまう。また， リーダーンッブの資格要件(あ

る種の人々に生まれっき備わっていると考えられ

ていた〉を識別し測定する方法さえ発見できれ

ば， リーダ}たる人とリーダーたらざる人とを選

別することができ p 生得的にリ タ ンッフ特性

を備えている人にのみリ タ ンッフP訓練が有効

となるわけである

しかし， このようなリーターンッフの性格特性

をとらえようとした調査研究は意味のある，ある

いは 貫性のある結果を見出せなかった。実証的

研究によって明らかとなったのは， リーダ シッ

フとはリーダーとフ寸ロアー，および彼りが

院かれた状況の変化に作い，場面iごとに変わるダ

イナミッグなプロセスである」ということ， リー

ダーが置かれた状況のなかで， どのように行動す

るかがりーターシッブの決め子になることであ'，.

た。例えば，リピッ!とホワイトの実験によれ

ば〈注4， あるリーダーの性格がたとえワンマン的

であっても，その人が民主型リ ダ シッブ(行

動類型)をとれば，部下集団のモラールや業績に

は民j型効果のほうが優{¥'rにあらわれる，という

結果が見出されたのであった。

辰近の文献は， ヲーダーの性格特性や必定され

た生得的あるいは後天的能力，潜在能力には焦点

をあてず，観察される行動に焦点をあてている η

特に， リーダーの行動，グループ・メンバーの行
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動，そして積々の状況に重点が置ヵ、れてL、る。こ

の行動と状況に重点が賢かれている。このように

行動と状況の呼此、を強調する立場に立つので， リ

ダーの行動パターンを変化する状況へ適合させ

るためのトレ ニングが有効であるとされること

になる。すなわち，たい亡いの人が教育，訓練，

育成によって，内分のリーダーシップの効果性を

高めることができる，と考えられるようになって

きたのである。

4 監督者とリーダ一行動

監督者のりーダーシップは 1病院の目標や課

題を達成するために，部下に対して影響力を行使

すること」を先に定義した。つまり，人々と共に

かつ人々を通して目標を達成することが含まれ

る。したがって，監督者には二つ，課題(仕事〕

と対人関係に気を配る役割がある。 前者は部 Fた

ちが目標や課題の達成のために努力 L，ノド産性の

高い行動をとるよう指導 L，督励することであ

る。部下に目標を与え，仕事を割り振ったり，仕

事に必要な情報を与えたり，ときには仕事がのろ

い部下の尻をひっぱたいたり，がこれに栢当す

る。これらは「仕事中心の行動」ということがで

きる。いま一つは職場の良好な人間関係を維持す

ることである。部下達が仕事のうえで反目しあっ

たり，憎み合ったりすることを防ぎ，また監督者

自身が部下との問によい関係をつくるよう配慮し

たり，がこれに相当する。これらはL、ずれも，職場

の人間関係を良好に保つことを目的とするので，

r人間関係中心の行動」ということができる。

このようなリーダーンップ上の関心には，組織

論における初期の二学派，科学的管理法と人間関

係論が反映しているといわれる。科学的管理法に

おけるリーダーの役割は，明らかに組織目標達成

のために達成基準を設定したり強化することで，

リーダーの関心はあくまでも組織ニーズにあっ

た。人間関係論におけるリーダーの役割は，剖lド

たちが協働Lて目標を達成するようにイ1:向けなが

ら，同時に，彼らに個人的な成長や発展の機会を

与えることにある。リーダーの関心は個人のニー

ズに向けられた。以来，仕事への関心(アウトフ

ット〕と対人関係〔人々〉への関心を認めること

が， リーダ-';/ップ論の常道となっている。代表

的なリーダー γ ップ論について， リーダ一行動の

定義をまとめると次円表のようになる。(注5

[二EK〕」主証~0 IC亙唖亘|
lオハイオ州立大l構造主導的 1配 慮l
|オハイォ大研究所|指示的行動|協働的行動|

l シガン大|生産指向!部下指向|

グV ブミソクス|課業達成機能|集同維持機能|

小リア予 1) ソド|生産への関心|人間への関心|

5. さまざまな監督者のタイプ

集団や組織のなかの 定の地位におけるリータ

ーシッフ行動には，研究者によって呼び名はさま

ざまであるが，仕事中心ーと|人間関係中心J

の二つの基本的関心が多少とも，その程度の相違

はあっても含まれると考えられる O また二つのリ

ーダーシッフ関心は別々の人でなく，同じ人の行

動として発揮され，その発揮の程度が異るとも考

えられるのである。すなわち;つのリーダ ン少

ブ関心が，二っとも強い場合もあれば，一方は強

し.iJ;他方は弱い，また二っとも弱L、場合も考えら

れるが， つのリーダーンッブ機能としては， jif，j 

方が含まれるという考え方である。

このような考え方を土台に三隅による P M理

論，く注6 フライシュマン，松井，プレークとム一

トンなどはリーダーのタイプ分けをおこない，そ

図
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れぞれのタイプと部下との関係を考察している。

例えばブレ グとムートンは，図(前頁〕のよう

に生産(仕事)への関心と人間(関係〕への関心

の組み合わせによって典型的な 5つのリーダ シ

ップ型を分類した(逮7
0

理想型 「生産への関心ー 「人間への関心」と

もにきわめて高い監督者。このような監督者のも

とでは部下は仕事に打ち込み，組織目的への、運

命共同体'的相互依存の関係が信頼と尊敬を生み

だす。

仕事辺倒型 生産への関心|はきわめて高

し、が|人間への関心 J はきわめて低い監督者。こ

のような監督者は万事能率本位で，人間的要素に

できるだけわずらわされないように作業条件を整

える c

浪花節型 人間関係に対する人々の欲求に l分

な注怠を払うので，快適で友好的な組織の雰開気

と仕事のテンホが生まれる。が，能率はあがらな

L 、。

無気力型 一生産への関心」 l人間への関心」

ともに最低の監督者ι このような監督者のもとで

は，部下たちは与えられた仕事をするのに最小限

の努力をすればよし部下にとっては居心地がよ

L、。

中道型 「生産への関心J 人間への関心」と

もに中程度の監督者。このような監督者のもとで

は，部下の努力とモラーノしのバランスがとれ，組

織は十分にその機能を発僚できる。

このマネジリアノレ・グリッドでは，最も望まし

いリーダ行動は理想型JC生産と人間に最大の

関心をょせるタイフ)であることを示している。

事実，プレークとムー iンは，マネ ジャ をこ

のタイフに替えることをねらって，訓練プログラ

ムを開発している。

確かに，多くの監督者がどのように行動 Fべき

かで悩んでいる L，模範的な型があるなら，近づ

きたL、と願う気持は共通である。そして多くの研

究者が，模範的リーダーンップ・スタイノレが存在

fるかのように論じ，また多くの研究者が，仕事と

人間の双方に関心が高いし、わば総合スタイルを支

持している D あるいは寛容で民主的で人間関係論

的アプロ チを支持している。しか Lこうしたス

タイルは，確かに産業や教育のある場I白!では適当

であるかもしれないが，他の場面では不適当かも

しれない。唯一の理想的で模範的なリータ一行動

スタイルが存在する，という考え方は，非現実的

であることを示すさまざまな研究もある池ヘた

とえば，軍隊，病院，刑務所，教会といった組織

における効果的リーダ一行動は，それぞれに何右ー

の状況や環境によって決まってくるのである。病

院監督者と Lてのリ ダ一行動が効果的てPあるた

めには，そのスタイルを病院とし、う状況と，そこ

で働く人々のニ ズに合致させなければならない

のである。

病院第一線監督者のリーダーシッブに関する実

証的研究は，レくつかの看護婦を対象とするもの

を除けばあまりない。

注〉

1. George R. Terry， Principles of Management， 

3rd ed. Homewood， Ill. R.D. Irwin Inc. 1960 

P.493 

2. R. Tannenbaum， I.R. Weschler， and F.1Jassa 

rik， Leadership and organization: A Beh町 ioral

Science Approach， New York: McGraw-Hill 
叩

Book Compan)託， 1959 

3. H. Koontz and C. Q'Donnell， Principles of 

Management， 2nd ed. NewYork， McGraw-Hill 

Book Company， 1954， P.435 

4. R.O. Lippittと RK.Whiteは 1949年『コミュニ

ティ・リレ ション訓練』において， リーダーシッ

プの三類型として民主型・専iIlJ型および自由放任型

リ ダ シップを実験的に設定し，研究した結果を

明らかにした。民主型リーダーシッフは専制型およ

び白出放任型りーダ シッフとは異なり j 集団の目

標をグル フ討議により決定 L，将来の展望が成員

に与えられており，成員の仕事の割当ても集団決定

にゆだねられるというように，集団成員の合意と自

発的協力に基づくりーターシ対プの型。集団の志気

と生産性を高めるうえで，最も有効な指導様式とさ

れている。今日までの研究成果によれば，しかLな

がらそれは! リーダーのみでなくフォローアーの社

会的性格に関連すると同時に，民主的指導が行われ

る集団組織が，指導者がその機能を果たすうえで大

きな許容性をもち，しかも，成員が集団活動ヘ参加

寸る機会を与えられ3 その富Ij意を生かす性格に貫か

れ，集団の利害と彼らの利害が，主観的にも客観的
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にも一致している場合であることが指摘されてい

る。

5. P."、←シー.K ブランチャ ド共著. 111本成二訳

『行動科学の展開~ p. 126̂"p. 137， 1978。 日本生産

性本部と聖路加国際病院看護教育委員会編『現代ヘ

ヅドナース論~ p.81. 1987，学習研究社， より作成

した。

6 三隅二不二『リ ダ シップ行動の科学』有斐閣，

1984， ~りーダーシップの科学』講談社， 1986， 

7. P. R プレーク. J. S ム一トン著，上野ー郎訳

『期待される管理者像」産業能率短大出版部， 1966。

8 例えばレンシス・りカートの生産性の高いマネージ

ャ とそうでないマネーン/ャーの管理パタ ンのも

がし、をさぐろうとした一連の研究。ハルピンとウィ

ルナの航空隊指揮官のリーターシップ型と隊員の能

率との関係に関する研究。

9 聖路加国際病院看護教育委員会編『現代ヘッドナー

ス論~ p. 89̂"p. 98，学習研究社。
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薬袋のイメージをリフレッシュする新薬袋供給システム

表面lま各医療機関のご要望に

応じて個別に作製L'たします薬袋に一流優良企業の美しいカラー広告を入

/4;き骨

一流企業の美しい
カラー広告が入ります

れてみませんか。弊社は医療機関の方々に発

送費用程度のご負担をしていただくだけで、

薬袋を供給する新システムを提案しています。

サイズは火、 '1'それぞれ内用外用の 4種類。

年2回(上期lJ-j下旬、下期7月 F旬締切)

の募集を行っています。現在 l都2府14県の

公立、個人、法人各医療機関でご採用いただ

き好評を得ています。ご関心をお持ちの場合

は下記までご迷絡下さい。詳しい説明書を送

らせていただきますハ

干101東京都千代田区西神田2-7-11

〈産陽印刷株式会社薬袋事業部/担当・村松〉

TEし(03)239-1041(代)
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く提言〉

看護学校の基本的な改革を

町長史は大切に L，私たちの歩みが歴史となって

後世に伝わって行く D ナイチンゲ ル精神をナ

ス養成の某本として， 20世紀では世界各国で発展

をして来た。

我が国においても尊い歴史をもっている。大切

に学び育てる事が必要だコ

特に，戦後の教育大改革に看護学校も日程にj

k 一定の方針が出された。戦後40年 を 経過 L

いまー度検討が必要な時代だと私l士官、うっし、

主我が同で実施している看護学校の荘り方は，と

の制度:をはても 11:1途半端だしこれはハとり私だけ

の思いではなかろう c

国民的合意を得りれていなしからだ。教育を担

当されている教育委員会や学校の先生方(小・寸

.高.大学等)に問しい、てみると，合意の得られて

いない事がよくわかる。教育行政を 時担当 Lた

私が不思議でならないのが，看護学校の制度であ

る
3

改革の出来にくい大きな原閃と理由があるので

はないか? 私にも本青のEI'.rtlが医療界に入って

も半1]らない J ましてや外部のつ告に，Jlしい看I{~''i:

校制度が判るはずがなし、。国民の代表である国会

議員や地方議員が，会議で教育制度や学校問題を

取り上けて，法律や規則条例等の制度や改定がiJ 

なわれて L、る v 当然の議員と Lての義務でもあ

る

臣、1J:ぷHをJW当していたIIHには， 教育IUj見直ヵ、大

変よく取り上げられた J 特に，大学紛争の時代で

もあった l，rIi政抑当の附代は人f-l:ci.I，JfIで小中r":J

佼の問題もたキかつにコ教育IlU足1::乍校関係の目:J
起が，一香たきな任会的課担jでもあ 3たJ だが一

言も取り lげられなかったのが，看護学校の問題

第二岡本病院事務長田川熊雄

である。(議事録を検討したが)

いま思うと大切な看護学校問題が，あまりにも

等閑視すぎたのではないか，と反省をしている一

人である。果たし亡現制度が適合であったのだろ

うかり それは関係者はー香よく知っているので

はないかンあまりにも医療界の団体iこ忠売さがあり

すぎたのではないだろうか。一度各位からの歴史

と運動等の経過を知らせてし、ただきたい。

私も自治会役員(同住地の)や日赤支部の役員

もさせとmいたが，毎年赤い羽根募金を先頭に立

って集めfニ'Iiがあるこ必F日赤支部から PR周の

ヒラが配られて来て，それには赤い羽根募金の~l

-z:報告がなされている。よく見ていただきたい

支IIIの中に日赤の石護学校uこ対する補助金がある

が，募金をした人たちが本当に理解をしているの

であろうかつ

ぶ都府の予算にも，府立看護学校に対する支出

行為がある。当然府立の看護学校だから，京都府

予算に編成され執行される。府民の納める府税な

ので，私はその事が悪いと f-jっているのではない。

私は全体の右護学校と石護教育の問題があまり

にもばらつき，思いおもいのやり力泊、今も通用し

てレる。看護学校の在り方に問題がある'JJ:を指摘

Ltよし、ヵ‘りfゴι

石選学校を卒業しなL、と免許を取得(;試験にひ

格[と) ずる事が出来な Lか， このこ ξ11依削や

iJil f卜f¥:nlli，薬剤l首1Iなどと [11Jじ日朝iみであ乙

行設学校は教育がJよ本である戸教育の1l!当11政
Ij'¥土我が円、|では丈高有であ iJ，J由)jII 治体行主教

育委員会かれl-'~ L --，: l 'るのである 普1あ l(;):日IJ

にLて，ま r基本をしっかり認識をすることだと

思丸文教政策と Lて看護学校も位置づけ，その

日木病院会滅記 1988;r 1 Jj 83 



#の実現に向けて関係諸団体がサ 致して運動を

起こす事が第 A 義的ではなかろうか。

官、は戦後の40年間，何故このような運動が起き

なかったのか不思議でならなし、。実現Lていない

事が何よりの実証だろう。主な原因がどこになっ

たかは，いま判るような気がする。

21世紀は世界ーの高齢化社会に入る。この時期

に我が固ではすへての制度について大改革を行な

い，見出してゆく革命期である。医療界だけが見

直す時代ではない。各界各屑が日本の在り方につ

して，政治的にも経済的にも，あらゆる雨での改

革期に入る。税制もまさしくその つである。医

療政策も改革の必要がある。農業政策，産業政

策，教育政策も改める事が必要な時代であろう。

個人に与えられている各種免首相J度も改革期に入

っている。この時代の変革に向けてどうあるべき

かは，国民としても当然責務がある c

:f1、はいま肯定的課題として，看護学校の改正を

現実に 歩ずつ進めることの必要性を認めての提

日を，何回となく行なって来たu

例人的には賛成だと dわれる人も多いのだが，

101体としての運動に発展 LなL。私は原則の確認

が合古出来れ (Z，具体的な段階別行為にはあまり

こだわらないョ合意を得られるfω通ら改めてゆく

事が必要と思っている c 日本病院会等関係団体で

は，検討する J つの諜題ではないだろうか。みん

なで検討してほしレ。

行政庁の担当課で看護婦が不足L亡し、ると言え

ば，衿:は充足していますと言われる c しかしなが

ら，石護学校を併設Lている同立病院，京大医学

郎附属病院，京都府衛生部，京都市立病院，日赤各

病院などが，何故看護対募集の求人jム告を大きく

出すのだろうか。多額の広告費を支出 Lている。

このことは不足 Lてし、る何よりの証明だろう。議

会では何故11<本的改革に取り組まな l'りかー企庁J

病院淳l士税金で求人広告を負担[でLるがサ私的

州院はこノすればよ l'のIc;フソ 1)'，JIJ人偏ミある

保険医療の制度は，公私とも I寸[法律で定められ

た報酬である (収入の原則はすへて 1，')じ〕支出

liliにv 凡、 lこは公立、に大きな追いがある。収入も支

1-1¥も公私ともに医療は同じ|イたにすべきだと思

う。この事に対する運動と取り組みは， ~Ijの機会

に提百することにしたL、。

看護婦が不足してし、る実態を申し上げたのであ

る。特に今後，高齢化社会に向けて看護職白人員

はより多く要求される。病院だけの問題ではな

いu あらゆる関係部署に看護婦の必要度が増して

くる。これにどう対応してゆくかが重要な課題で

あろうコ

私の提言を検討してほしい。

l 看護学校の教育は「文教政策J として文部省

所管とする。(地方は教育委員会)

2 現在の看護学校は，すへて同や地方自治体の

経営主体に切り替える。(年次計画に従L、〉

3 すみやかに，高校・短大・大学と一貫した宥

護教育の学校計闘を策定する。

4 各都道府県においても，すみやかに実行する

方針を策定する。(学校の新設と定員増〉

5 看護学校の増設を行なう。(行政側として，

地方別に検討の上〕

6 当面の緊急課題と Lての短期実施方法を具体

的に提示する。

7 医療団体が団結して行動を起こに

①具体的な提言

1 高等学校(公私)に看護短期大学校を何校か

に併設し，高校・短大と看護教育の一貫告lをも

ら卒後，看護婦(土〕の資格を取得出来る学

校教育を行う。

2 都道府県立の看護大学(医療保健〕を新設す

る医療保険関係の有資格教育を行なう総

合大学とする υ

3， 既設の短期大学及び大学に看護学部を設け

る。その他に医療学部を設け各学科をもっ(各

学科は医療上現在資格免許制度を必要とするも

のをもって学科とする〕。

4 在学中の実習は短期間とし，卒後カ年程

l立を研修員圭 Lて指定病院(総合病院)で研修

勤務l，研修を終 f後に免許証の交付を行な

入国家試験は卒業予定者及び半業者が受験

L， 似免計日正をうと付する。

まとめ

21世紀は尚齢化か進み，あらゆるl白lで看護職員
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を，阪師会や病院各団体と協議L 致点をつか

み，政府に主要求してゆく事が必要な時期であり，

国民の支持や合意を得る事がfH来る c 思い切った

発想の転換を計り，医療人が結束を強め団結Lて

早期の対応、を望む次第である。

へ多くの要請があり，一方，労基法の改正による

医療施設に看護職員の増員が必須条件である。看

護の充実は質的に高い看護職員が望まれる~，多

くを必要とする。全国の雑誌や新聞，職安に看護

婦の求人広告を出さなくて済むまで人員の増加が

要請されている。看護協会も実現可能な方法論

読本院職員病

落合勝一郎監修

よい仕事をするための12章

lA5半1)1順)
定価1， 500円

本書は， 日本病院会 JSTのリーターの方達が過去 17年の長い間，病院の中間監督者を相手に指

導されたごとを各章別に分り易くまとめられたものでありますから，一読されると早速明日からの

仕事に役立つという実際的な本であります。

従来の「病院職員ハンドブック」は新入職員用でありますが，本書は中堅職員必携の書でありま

す。

日本病院共済会発行

病院の仕事と人のしくみ

仕事のすすめ方

病院のサービス

エチケット

よい接遇は

問題が起きたら

人と人とのかかわり合い

自分を高めるために

整理・整頓

患者の安全のために

原価を知ろう

諸規程諸規則について

問題が起きたら

1.問題とは

2，相手白話を聴〈

3相手の立場を考える

4独断で回答しない

5上司に報告Lょう

6指示に従う

第6章仕事のすすめ方

1命令を与えるとき

2命令を受けるとき

3， 5W 1 Hの法則

4報告をするとき

5上司とあなた

6.先輩とあなた

7同傭とあなた

8後輩とあなた

9.他部門とあなた

10. Plan do see 

11.仕事の工夫

第 2章

会
草
の
内
容
)

次目
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干102 東京都千代田区三番町7-2

ヴィラロイヤル三番町204号
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No.7 (July 1988) Japan-Hospitals 

へ投稿のお願い

当会では， 日本の医学・医療の実情を海外の多くの人びとに知ってもらうこと
を目的として，標記の英文誌を毎年一回発刊しております。

前号に引き続き Japan-HospitalsNo.7を発行することにいたします。つきま
しては， その原稿を下記の要領により募集いたします。皆様奮ってご投稿くださ
るようお待ちいたしております。

;
 

なお，海外への送付先は，国際病院連盟(I目 H.F) を初めとして，各国の保
健衛生関係官庁，主要病院・研究所，各種医療機関等の諸団体，諸施設および医
師，研究者，医療従事者等と広範にわたっております。

~è 

テーマ

日本の医学，医療，病院の実情を海外に紹介 'PRするもの，およびそれと
直接間接に関連する内容のものであれば，何でも結構です(国内既発表のもの
の翻訳で，国外未発表のものまたは圏外既発表であるが表現が相当相違するも
のでも結構です)。例えば，日本の社会保険制度. ME機器の実態・普及状況，
看護の実態等の紹介記事やオリジナノレな研究報告等(但し臨床的研究論文は除
く)。

原稿提出締切日

昭和63年 2月29日(月)必着

3. ご執筆の際の注意事項

① A4判タイプ用紙にタフツレスベースで英文タイプした形でご提出くださ
い。(翻訳料，タイプ料等ご提出までに要した費用は，執筆者にてご負担ね
がし、ます。執筆者には，薄謝は呈しませんが別刷を50部無料にてお作りいた
します〕。

② 上半身ないし顔写真(掲載用)1葉を添付ねがL、ます。
③ 枚数の制限は特にいたしておりませんが，上記の要領でタイプ(1頁27-

28行した場合，原稿 2枚半がほぼ雑誌の l頁に当りますので，これを目安に
ご執筆くださし、。

④ 初校の際 1回執筆者においてど校関をお願いします。

原稿提出・問合せ先

干102 東京都千代田区趨町2← 14

(社)日本病院会学術委員会

電話 03-265-0071 (代) (担当 清)11) 
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病院におけるコンビュータの利用についての感想

病院情報センター委員会委員長三宅 浩之

医事業務の中心となる医療料金の計算と領収書

の発行，さらに月末月初のレセプト作成請求処理

と病院においてコンピュータの果たす，単純集

計，作表処理の効果については，もう議論する必

要はなくなったようである。

ところで，コ γピュ-}<の中で最も入手を食う

ところは，システム作成時にはコンビュータのプ

ログラムと呼ばれるソフトウェアの部分であるこ

とは，すでに諸君のよく知っているところであろ

う。さらに，実際の業務への応用の段階でも，こ

のソフトウェアに関連する部分が最も入手と時間

が必要であることは，実際の仕事を担当してみな

いとなかなか理解できない。

コンピュータのハードウェアは電気がこなけれ

ば，ただの邪魔な場所ふさぎの箱であることは容

易に理解できるが，その電気がきていても人間の

感覚では捕えられない短時間の継続(瞬断と呼ば

れている〉が起こると， コンビュータは突然，暴

れ馬のように人間を翻ろうし始めることも，あま

り知られていなし、事実である。私もパーソナノレコ

γビュータが突然レうことをきかなくなったり，

データ処理の途中で変なデータを作ったりするこ

とがあって，原因不明で深夜まで悪戦苦闘したこ

とを思い出す。普通に考えるとプログラムの欠陥

(パグと呼ばれている)だが，実際には電源電圧

の変動の問題であったり，キ←ボードや配線の接

触不良であったりすることもよくあった。(現在は

定電圧装置を使用 L，新しいキーボードに換え，

コンピュータ内部を点検整備したため， I日いパソ

コンではあるが殆ど問題は起こらなくなったり

これはハードウェアの話であるが， ソフトウェア

についても，プログラムの維持更新に入手を要す

る外，そのソフトウェアが取り扱うデータの正確

性と，十分性(必要十分な情報を作るだけのデー

タが正確に順序よく保存されているかどうか〉を

確保するために多くの入手を要しているのが実情

であろう。

これらの実際の利用を容易にする合理的な方法

についての研究と実用化が，医療機関ではまだま

だ不充分である。せっかく多くの人手と時間〔す

なわち多額の経費〕をかけて集めたデータが，レ

セプトとなった時に，もう 度，一枚一枚手をか

けて点検するという作業が必要となっているのが

現在の病院事務であろう。これでは高価な事務用

コンビュータをワードプロセッサーと Lて使って

いるのと同様であり，コンビュ-}<の処理機能

と，集めたデータの持っている情報内容のほんの

一部を使っているに過ぎず，誠にもったいない話

である。

病院における医療データ処理の本命は，多額の

費用をかけて集めたデータを，如何に病院の医療

運営に活用するかという点にある。レセプト作成

のためという狭い視野から，病院内の各部門，職

種の作業の中での活用ということまで視野を広げ

てみると，どのようなデータを付け加える必要が

あるかが明確となり，そのデータの組合せが，ど

のような役に立っかを考えることができるように

なる。この活用のための経費は，レセプト作成に

要するデータ集めの経費に比べると，それぞれは

何分の かに過ぎないが，その間接の病院経費の

節減に果たす役割は，大変に大きいことに気付

〈。問題は現在の所，まだコンピュータを単一業
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務にのみ使用するには，ハードウェア，ソフトウ

ェアとも価格が高いという点であろうか。しか

し，最近の利用技術(ソフトウェア〉の進歩と利

用者の意識の変化は，ハードウェアの価格の急速

な低下とともに，複合的な業務へのデータの利用

を急激に拡大させ，病院業務の合理化と利用デー

タの精度の向上に役立てる時が近くなってきたこ

とを告げている。

情報化社会と呼は併れる21世紀も真近になってき

一日本病院会図書ー

た。医療自体はこれまでの医学が作りあげた知識

を人聞に応用する情報処理の技術と考えることが

でき，医師は本質的に情報処理の知恵を身につけ

ているといってもよいだろう。今後は，病院事務

管理者が社会に取り残されないように，コンピュ

ータシ月テムの有効な利用，特にデータの精度を

高める効果のあるコンビュータ通信を介してのデ

ータの共用，病院業務の合理化等の応用につい

て， より一層勉強することが要求されるようにな

ってきたことは，間違いないことであろう。

新母親学級テキスト (昭56.4発行〉

自次 A5判 99頁400円(頒布価350円〉

第一謀妊娠中の健康 1.妊娠中の母体の変化と胎児の発育 2.保健 3健康管理

第二課妊産授乳婦の栄養 1.栄養の大切なわけ 2栄養のとりかた 3.妊娠中の食事の注意

4分娩時および産後の食事 5.授乳期の食事

第三県お産の経過 1.分娩とは 2分娩第1期 3.分娩第2期 4.分娩第3期

節回限お産の準備 1.心の準備 2.身体の準備 3.物品の準備 4.入院の時期

5.入院中の生活と心得

第五隈産縛期の生理と保健 1産梼の経過 2.保健と心がまえ 3.家族計画

館六隈育児 1.赤ちゃんの生理 2養護 3.日課表 4乳児の発育 5.離乳 6赤ちゃんの精神

衛生

第七際赤ちゃんの衣類 1.衣類着用の目的 2.着せ方の標準 s衣類の選び方 4.おむつ

5.おむつヵパー 6.寝具

第八際赤ちゃんの泳浴 1.汰浴の目的 2泳浴の準備 3.方法 4.i*浴時の注意事項

88 

お申込みは(株)白本病院共済会

干102 東京都千代田区三番町7-2

でんわ 03-264-3180 
一一普腕 1426633の)

(一到着後聞の即時込

日本病院共済会宛〉でお送り下さい
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山本靖湖(修);元都立大塚病院長・日本病院会学術委員会委員
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富山の薬売りの知恵

後藤保郎

旧制高校生の頃のことである。高等学校は岡山の六高，家は神戸

であるので今なら 1時間の新幹線の距離であるが，その頃は 4時聞

の汽車旅であった。勉強より運動部の方が忙しいのであまり家に帰

れない。それでもお正月があるので冬休みには必ず帰った。その冬

休みに帰った時のことである。

茶の間に足を踏みいれると，そこに中年の男が火鉢をへだてて母

と話をしていた。男の前に救急、箱の一回り大きな箱がある。その横

に唐草模様の大きな包みがある。その男が背負って来たものであろ

う。箱の隣に大福帳のような和紙の綴りがひろげてある。男は茶碗

を手に入って来た私をみて「オヤ，坊ちゃんお帰り」と言った。見

知らぬ人から親しく声をかけられて，一瞬吹誰かな"と戸惑った

が，風呂敷包みの荷を見てすぐ気が付いた。私が小学生の子供の頃

から家に出入りしている，出入り Lているといっても，一年に一度

か二度位であるが顔見知りの富山の薬売りの男である。

気さくな人柄で母からの受けがよかった。薬を詰める間も笑い声

が絶えなかった。話L好きで，その頃余り外へ出かけることのない

母のよい話し相手であったのであろう。私のことを小さい頃から知

っているので，いつまでたっても坊ちゃんから昇格しない。

「坊ちゃん，医者になるんだってね，医者になったら，こんな薬

買ってくれんかもしれないね。さあ，始めるか」どうやら私の帰っ

てきたのがしおになって，薬の詰め替えが始まったようである。荷

を解いて持って来た薬をひろげ，次に箱の中に残っている薬を勘定

L，帳面に記されている納めた分から差し引いて使った分を書き記

す。そして荷から新しいのを取りだLて，元の数になるように詰め

てゆく。頭痛の薬になったとき一寸手を止めて iもう坊ちゃんの

入学試験のお付き合いもないので，少し減らしておくかね。」と言っ

た。そして母の顔を見て iイヤ，奥さんは胃が弱し、ょうだから頭

痛持ちだ。同じにしておこう」と舷いて又詰めている。

間断なく手は動いて30分もした頃，すべての薬が手際よく詰め合

わされた。

私は，傍らで火鉢に寄りかかって，奇麗に詰め合わされた内容を

眺めて，どの薬もこの 1年間で足らなかったものが一つもなかった
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のに気がついた。そLて，余り過ぎているものもないのに気がつい

た。皆適当に使われていたのである。 rエライもんだね，一つも足

りんのがないじゃなし、。どれだけ要るのか初めから分かるの」男の

顔がその時，真面白になった。 r私くらいになると」私ぐらいベテ

ランになると，という意味であろう。 r伺ったお家の方々の年と身

体つきと顔色と家の向きと台所の位置を見れば，この家に何がどれ

だけ要るかは分かるね」よいことを聞いてくれた， といった表情で

ある。

要するに，この男はこの男なりに，自分のお客の家族全員の健康

状態をいろいろの条件項目を設けて診断をしているのである。

「大したもんだねJrそりゃもう」ますますの上機嫌で胸までは

叩かなかったが「どのお宅に伺っても品切れさせたことはまずない

ね。そりゃはじめは一二度失敗もありますがね，次からすく直して

ゆくものね，品切れの迷惑を Lょっちゅう掛けていては，この商売

はできないよ」それからこの男がどう言ったかは覚えていなし、。た

だ， このやりとりがどういう訳か印象に残った。今にして思えば，

これは正Lく定数管理である。

この些細な思い出が新病院の物品管理，搬送に結びついたのだか

ら人間のすることは不思議な縁で結ばれている。

しかし，新病院の物品管理を考える私に，この富山の薬売りの思

い出は一つの大きな動機であったが，更に拍車をかけるもう一つの

小さな出来事があった。物品管理をどうしょうかと思い煩っていた

頃のことで，むしろ， このことで富山の薬売りのことを思い出した

のであるから，このことを先に述べなければならなかったのかも知

れない。

どうも私の妻は病院の西洋の薬より漢方の薬を好む。風邪薬はい

つも「改源」である。近所の薬局に行って買ってくるが，半分ぐら

いでよくなってしまう。これが効いたのか，効かなかったのか知ら

ないが，当人は効いたつもりでいる。それで残りは文使おうと仕舞

うようである。所が，又，使おうとしたとき，その薬が直ぐ出てき

たためしがない。探し回っても出てこない。そこで又買ってくる。

皮肉なことに， こういう場合，買ってくると大抵何かの拍子に出て

くるものである。 1"77，こんなところにあったの」少し悔しそう

であるが，大したものでないから 2つ並べて置いておく。 r何んだ

これは」 円、いじゃないの，どうせ使うんだから」しかいそのう

ちにこれが3つ並ぶことになった。これが所謂，不良在庫である。

富山の薬にはおこらなし、。箱があるからである。しかし，女房ばか

りも責められない。私もよく不良在庫をやらかしている。切手であ

る。 10枚一つづりの切手を買ってくる。 1枚使ってあとを仕舞うと
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絶対でてこない。少しは探すが，大抵は急ぐので，文買ってくる。

これは大晦日の机の引き出しの掃除のとき見つかった。なんと 1枚

使った残りの 9枚綴りの四組がである。も L，これが見つからなけ

れば，一つの手紙に 600円の郵送料を払ったことになる。不良在庫

もL、し、ところfゴ。

こうなると富山の薬売り方式は，大した日本の知恵である。定数

管理と在庫管理が立派に行われている。しかし，これだけであろう

か。まだある。残ったものから使った数を知る。これは即ち消費管

理であり，次いで消費Lたものを新品に補充して定数に戻す。これ

は購買管理と言ってもし、いのではないか。

我々の祖先はなんと頭が切れていたことか。物品管理，搬送にこ

の知恵が拡大発展させられなかったか。日本にはなかったがアメリ

カにはあった。それが今，尼崎病院で採用しているコ・ストラック

システムである。残念ながらアメリカの産物である。

ここで， コ・ストラックシステムを説明し土う。本体はロッカー

である。高さ 165センチ，幅58センチ，奥行き48センチ，扉はアコー

デイオンシャッターの何の変哲もないロッカーである。アコーデイ

オンシャッターを下から上に引き上げると中が全開する。中には引

き出しがついている。物品を仕分けしてこれに入れるo その物品が

医療材料であれば，入れる材料の種類を全病棟とも順番，並べ方を

一定に統ーしておく。これで職員は物品を取り出すのに何時でも，

何処でも，誰でも困ることはない。しかし，並べ方は統一されてい

るが，品数は各院棟まち吉ちである。各院棟で品数は定数管理で定

められているからである。このロッカーは各病棟，各外来の壁に渡

Lた頑丈な金属レ ノレにとりつけてある。これが病棟，外来の戸棚

である。所謂，従来の戸棚は 切ない。このようなロッカーが各病

棟に 5本ずつある。つまり， ロッカーが戸棚というわけで， ロッカ

ー以外に材料を仕舞おうにも仕舞うところがなし、。これで不良在庫

が防げるのである。このレーノレにとりつけてあるロッカーを一週間

に 2回台車に乗せて， ロッカーごとゴッソリと運び出して， JJIjの台

車に乗せて持って来た新しい同じ内容のロッカーと取り換える。使

い済みのロッカ l土台車に乗せて中央物品管理センターに持って帰

る。センターで残った数をチ ζ ツク Lて使った数を記録する。重い

ロッカーを台車に乗せたりレ~ノレに掛けたり，大変な労力と思われ

るかも知れないが，台車ι二仕掛けがしてあって，足時みのワンタッ

チで簡単に操作fH来るようになっている。ここに皆さんに注目 Lて

いただきずこし、ことは， これ(工機械の搬送ではなくて人力の搬送であ

るということである。強いて機械と言えばエレベーターを使うぐら

レのものであろう。さぞかし時間が掛かると思われるが， 500床の
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病棟に運び終わるのに30分と聞いてびっくりされるかも知れない。

これがコ・ストラックシステムの最も一般的な定数交換の方式であ

る。もう一つの方式として定数補充のやり方がある。これは正Lく

富山の薬売り方式である。即ち，残数をチェックして使った分をそ

の場で補充して元の数量にもどす。全く，富山の薬売りとおなじこ

とをするのである。どの物品を定数交換してどの物品を定数補充す

るかは，この企画者のノウハウであろう。要するに，これで定数管

理，在庫管理，消費管理，ができたのである。それに機械の欠点で

ある点検，故障対策とキャパシティー順応の対策をクリアーしたこ

とになるのである。

ここまでがコ・ストラック V 旦テムの本来の機能である。ここか

ら情報処理のテクノロジーが加わる。その途端，このシステムは翼

が生えたように次の次元に羽ばたいて行く。つまり，経営の世界が

開かれてくるのである。情報処理の機能を駆使すれば，毎日毎日の

物品の各部門の消費の状態は手に取るように分かり，物品消費の面

から各部門の活動状態を察知することができる。文，各部署の各物

品の消費が自動的に記録され，予め設置されてある適正在庫数から

引き落とされ，その結果，在庫量が発注点を下回ったとき，その物

品の適正在庫量に復帰させるよう仕入れ先別の発注警告リストが出

力される。

次に，注射薬や診療材料の中で保険請求の出来る物品に絞って見

ょう。何処で何がどれだけ使われたかが分かり，何処で何がどれだ

け医事請求されたかが分かれば，その二つを突き合わせれば，何処

で何がどれだけ漏れたか忽ち明らかになる訳である。これは請求漏

れの防止ー←ー消費管理であり，財務管理でもある。かように，この

コ・ストラックシステムに情報の網を被せれば，一回り大きな病院

全体の在庫管理，消費管理，購買管理，ひいては財務管理を果たす

ことになるのである。

勿論，このような管理の効果以外lこ，職員特hこ看護婦のメッセン

シャー業務開放という大きな功績も見逃すことは出来ない。富山の

薬売りの箱のあることが当時，深夜の薬局への使い走りの労をどれ

だけ少なくしたか分からないように。

今や，尼崎病院では看護婦様はホグホクの御満悦である。このコ

・ストラックシステム以外に小物搬送，臨時搬送には， 44ステ-v

ョンを持つテレリフトが張り巡らされてあるので，会くメッセンジ

ャー業務が無くなり，これらの雑用から開放された彼女らは，本来

の看護業務に専念出来るからである。

私ば，日本人の昔の知恵をもう一度見肖すべきではないかと思うロ

cc社〕日本病院会理事・兵庫県立尼崎病院院長〉
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医療業務の新しい必需品。
〈病院構内ファクシミリシステム〉

リハビリ室

パナファクスをお使いの勝田台病院様は、高度な技

術と最新の設備.そして人間刊の尊重を軸として、地

域医療の中核をtiIう総合病院てす。 2411.IIiリ救急体

制に加え、パナファクスによる病院構内システムの導

入で、より充実した医療体制作りを維進しています。

| 病院構内システムによるメリット | 
・ナースセンタから受付へ患者部屋町移動連絡が、まt厨房へ童

事塞が送信でき、書類を運ぶ手間や時間在大幅に軽減できます。

.ナスセンタ 、受付、リハビリ室の岳セクション問で、 リハビリ

の申し込みや変更届けなどの連絡が迅速に行え、聞き間違いな

とのミスもなくなります

@救急処置宣ヵ、り受付へ救急出動票力、送信でき、記録が残るの

で入手の少ない在問でもスムスで、確実な業務が行えます。

1 22料請求券 1
6210，Jr. I・お問い合せは 子104東京都中央区京橋2-13-10松下電送株

L日本病院会 p同部・ハーソナルファクス担当官側535叩(代表)

電話、コピー、 FAXの一台3役

幅をとらない省スペース・軽量設計
手軽で使いやすいオートダイヤル
本体価描￥ 138，OOOC取付調整責￥15，QC悶リ)

p'anafaxJi. 
パナソニックファクシミリ

~を満i::-q-突""" Human Elecfronics 
松下電器・松下電送



<海外報告>

中国黒龍江省寄贈CT装置の使用状況

視察旅行記(チチハノレ編〉

総合病院国保旭中央病院石毛秀穂

その日は 9月13日， 日曜日であった。

次の日にはチチハノレ市において活動が計画され

ているので，我々はその日の午後にチチハノレへ向

けて出立つしなければならなかった。

ハノレピγからチチハノレまでは約 400キロの道の

りであり，列車で約4時間半を要するとのことで

ある。

ハルピン駅は我々が投宿している国際ホテノレか

ら寧で 5分程の処にあった。私はこのホテノレで早

めの昼食をとりながら，これから初めて行くチチ

ハノLの情景についていろいろと思いをはせてい

式三。

チチハノレ市の第一病院には，諸橋会長が中心と

なり全国自治体病院協議会(以下，全自病協会〕

が贈呈した頭部専用のCT装置が設置されてお

り，今回，我々がチチハノレ市に行く目的は，黒龍

江省衛生庁から招待を受けて，この装置の使用状

況の視察と検査技術，診断技術の指導に行くこと

が主な任務である。

もともと黒龍江省へは全自病協会より 3台のC

T装置が寄贈されており，他の 2台はノハ、ノルレピン市

とポタンコウ市にそれそ

これら 3台の CT装置を寄贈するにあたつて，

中国の各施設にたい Lて装置の操作技術，診断技

術を指導する必要があった。その様な状況に基づ

いて各施設から選任された 3名の放射線の先生を

日本に呼んで実技指導を行ったのであるが，その

時に技術面の指導を担当したのが私であった。今

ここに至っ亡その時のことがふと思いだされてき

たのである。

3人とも若く優秀な人達であった。日本語の理

解は少しあったが話すまでには至らなかった。私

は片言の中国語を用いてこの 3人と 1カ月にわた

って生活を共に L，指導を行ったのであるが，彼

等は熱心に研修を続ける反面， 日本の生活に慣れ

ようとして大変な努力をしていたことを記憶して

いる。例えば，当院における研究の状況は，昼間

は直接，患者の検査を実施L，理論に関する研修

は時間が少ないために夜に行った。おそらく彼ら

にとってみれば慣れない生活をしながら，気を張

り詰めた研修を Lなければならなかった状況はか

なり辛かったであろう。しかし彼らは見事に研修

を終えて帰国したのである。更に当院のCT検査

の実情は昼休みさえ無いような状況で実施されて

おり，彼らは中固と異なるこの状況をつぶさに見

て帰ったことであろう。そして人の生命を救うた

めの第一歩として検査を行う事が最優先であり，

そして自らが動かなければならないということ

を，身を持って体験したはずである。

研修を続ける上で細かい言葉のやりとりは出来

なくても，さほど不自由を感じた記憶はない，態

度を見て心は分かるものである。朝，私がCT室

に行くと，彼らは既にそこに来て私を待っている。

私は毎朝おなじように 3人に握手を求め，信頼感

を得てからその日の研修を始めたのである。とに

かく彼らと研修を共にしたのは 1カ月程である

が，次から次へと思い出すことが多く，切りがな

い。チチハルには王平先生が私を待っている。

一緒に食事をしていた李雄豪教授が戸をかけて

きた。「もうそろそろ出発の時間ですね」。この声

に在、はふと現実に引き戻されたのである。

'$教授は私の古くからの友人でもあり，また今

回の私達の友好訪問に際しては，最初からずっと

付き添ってくれており，いろいろと世話をしてい
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ただいている方である。しかし今回のハハチノレ行

きには，残念ながら別の処に行かなければならな

いために，我々と同行できないということであっ

士二。

我々とー緒にチチハノレヘ同行Lてくださるの

は，衛生庁外事所の1t先生であった。 したがって

三壁医師，野上技師と私を含めた 4名がチチハル

へ向かうわけである。

李教授が言う， Iそれでは駅主で送って行きま

しょうムその言葉に促されて私達は駅に向かっ

Tニ。

ハノレピン駅はとても大きな駅であった。私は中

国の鉄道に乗るのは初めてである。駅に着くと我

々は狭い通路を通って待合室に案内された。駅の

待合室は 3つに区分されていた。それは一般客，

貴賓客，外賓客の 3つであり，私達は外賓客の待

合室で少しの時間を待つことになった。 12時24分

発のチチノ、ノレ行きである。あと 10分もすればこの

列車に乗らなければならない。キッフ3の発行はこ

の待合室の片隅に机が置かれており，そこで事務

処理が行われていた。日本の事情からすれば，こ

れはかなり勝手の違うことである。アナウンスが

あり改札が始主った。外賓の待合室からホームに

向かうのは，我々を含めて 2組だけであった。い

ざホームに出てみると，一般の改札口から出てき

た乗客が一目散に走ってきて，我々はあっという

問にその波の中に吸収されてしまったのである。

そしてこの人波と 緒に長レホームを歩いて列車

に乗り込んだ。

列車はボタンコウ始発のチチハル行き特急列車

であり，日本では既に姿を消してしまって久しく

見たことのない荒気機関車が使われていた。この

勇壮な機関車に哀芯を感じてか，無意識のうちに

カメラのシャッターを押してした。

ホームから列車の床までの高さが高く段階にな

ってしたために， トランクを持って乗り込むのも

ー苦労であったっ座席(土指定席であったので， II 

分の座席を捜さなければならなかった。庄町指定

番弓は択を改札をするときにもらったアルミ板に

書いてある番号を頼引こ捜ナのである。座席も定

まって周りを見ると，列車の中には既に況山の人

がL、て満員の様相であった。私は中国におL、て長

距離列車に乗るのが初めてなのでとても愉快であ

る，そして列車の窓から展開されるまだ見たこと

のない中国の風景を間近にするのは，とても楽し

みであった。

列車は定刻に発車をした。そしてハルピンの町

並みをねけてし、ったο間もなく長さ 2，OOOmにお

よぶ松花江大橋の鉄橋にさしかかった。下の流れ

は茶色に渇りとても早い流れである。そして行き

交う船も流れば早いために，まっすぐに進めない

ような状態であったο

列車の横幅は日本の列車に比へると，大変に広

くゆったりとしている。そして横揺れもなく，ま

たレーノレのつなぎ目から発生するガタゴトという

音もない。非常に静かで快適であり，列車はカー

ブをすることもなくまっすぐに走り続けている。

ノ、ノレピンの郊外を出ると， 面コウリャン畑に

風景が変わった，まだ取り入れが始まっておら

ず，茶色の実を付けたコウリャンの穂が，重そう

に風に揺らいでいる G 驚くほど広大な l而積であ

る。ただまっしぐらにその中を走りぬいて行し

時々農作業をしている人影を一人，二人と見かけ

るのであるが，近くに村落のある様子もまったく

なく，実に不思議な光景である。

ハルピンを出る時の天候は曇りでやや蓋L暑い

という感じであったが，常模様は雨に変わってき

た。鉄道{bl、にある電信柱の片側だけが雨に濡れ

ているので，強L、風を伴って吹きイjけているとい

う感じである。

油田で知られる大慶を過ぎると，一両の湿地帯

へと風景は変わっていった。見渡す|浪り「よし」

と「あ L の生い茂った湿原である。海を見ると

地球が丸く見える主しうが， この湿原も右の端か

ら左の端までなに一つなく，まっ平らな状態であ

り本当ιこ地球が丸く見えるというたとえと同じで

ある。

この湿原は1虫色平原と百い，そこに溜った水

は，その中火を流れている伝花LIに集められてい

るのである c ちょうどこの湿原の周聞には，小興

安hi:'tなどの布地がありちそこから流れ出ナニホは適

切な河がないために，いったんここに集められる

のであろう c ただーっこの湿原の中を流れる河と

言えば安'if新Mであり，支流として湿原の水を集
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めて松花江に注いでいる。

1981年に松花江で大洪水が起きたことを知って

いるが，今この現状を自のあたりにすると，ここ

で発生した洪水というものがま111可にすさまじいも

のであったか， ということを理解をすることが出

来る。

我々の乗った列車は，間もなくチチハルに着こ

うとしている。しかし到着の予定時刻を既に 1時

間半も遅れてしまっている。車窓、から見る外の景

色は，風が一段と強く寒いようにみえた，車内の

窓ガラスにも曇りが生じている。

とうとうチチハルの駅に着いた。終点である。

列車の中は静かで整然としていたのであるが，ホ

ームに降り立っとおなじ列車から降りてきた人達

でいっ Ij'レになってしまった。

ホームに降りた瞬間，身が震え上がってしまっ

たc 夏着の服装である上に，大陸特有の強し、風と

寒さが襲いかかったからである。我々は駅舎の建

物の陰に身を寄せながら，みんなとおなじ方向へ

向かつて歩いて行った。そして出口があったの

で，そこから外へ出てしまったのである。これが

そもそも大きな間違いの発端となって現れたので

ある p

チチハルの駅舎は昔， 日木人の技師によって作

られたという 4階建ての建物がそのまま残ってお

り，大変に丈夫であるために現在でも立派に使用

をしている， とのことである。ごく最近， このIfI

駅舎が狭くなったので新~<建てたという大きな

建物が旧駅舎に速なって並んで建っていた。新し

し、駅舎の 2階はデパ トになっている。双方の建

物を合わせると，チチハル釈の全体的な大きさは

相当に大きなものである。

駅の外に出たのはよいのであるが，迎えにきて

いる筈の人が見あたらない。我々と一緒にハルピ

ンから同行してくれた外事所の匙立リこもチチハノレ

に来るのは初めてであると言う，従って我々全部

かチチハノL の!，~1{:，こ許し〈なhのである J

し、ま考えると，我々が迎えの人を待っていたの

:土新駅《のほつであった。そこの}叶はちょうど改

札口のところであり，とても大きな広場になって

し、たc 土平先生が必ず迎えに1ぐると思うが，その

立さは見あたらない，その廻りを探し回ったが，や

はり見つからなかったG 仕方がないので広場のま

ん中に荷物をほうり出して 3人でぼんやりと立

っていた。探し回るよりもむしろーヵ所に居たほ

うが，出迎えの人も捜し易いと考えたからであ

る。楚女史はあちらこちらと探し回ってくれた白

で，我々はなるへくじっとしていた。

異禄な風袋をした我々を心配そうに見ながら，

沢山の人が通り過ぎて行く，そのうち 3人の人が

私達のそばに来て立ち止まって，注意深くこちら

をじっと見ている。どう Lたのかと尋ねたし、よう

な態度である c 同行した三壁医師が私に言う，あ

の人に何かをちょっと聞いてみてはどうかと，私

はこのような時に見ず知ら rの所で改めて聞く内

界もなかった。しかし特別に寒さを感じていたの

で，その一人に対Lて丁寧に聞いてみた r我々

はさっきハノレピンから着いた列車に乗ってきたの

であるが，ノリレピンは暖かいけれどチチノリレはい

つもこのように寒いのかね?r今日は特別寒い

よ」と答えが帰ってきた。その男性J主タバコを吸

っていたので，私はタバコを 4 本取り出して彼に

あげることに Lた。 rこれは日本のタハコだが，

どうぞ」と言いながら，ついでにライターで火を

つけてあげた。気の善いことに自分の吸っていた

殴いかけのタハコを冶てて，私の主し出したタハ

コを吸ってくれた。この時，在、はとても嬉Lく思

ったc 会話の内容は単純であるがお互いの親密感

は急に深まって行し ここ 2日はど雨が降った

ので交いんだよ」と更に説明を付け加えて話が進

んで行く，通りすがりの人は何事が起きたのかと

思い集まって来るのであろう，アッと言う間に周

りに人垣が出才、て Lまった。

その時である， これが幸t' したがどうかは日![と

して，後ろの方から人垣をかき分けて 3人の人

が，弘の前に急いで立ちふさがった。背か布く，

立派な身なりをした人たちである。一人が日本誌

で言った。 r貴方は日本人ですか ?J その後の

言葉がなハ、官、にとっきに忠ぺ f二 台1<日の人か

と， またその反1("チチハルの病院の人かとも皆、っ

た しかし 11'先生ν〉安か仙いわ弘は「かさ tlJ

木のj世巾央f内乱どからす、とと中間認でいった。 rる

とまん中にいた人が握手を求めてきたのである G

後になって分かったのであるが， この人ばチチハ
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ル市第一病院の院長先生であった。人垣は更に膨

れ上がった。そこへ王平先生ともう一人の人が，

旭中央病院と書いたプラカードを持って飛び込ん

できた。彼と握手をするやいなや熱いものがお玄

いにこみ上げてきて，肩を抱き合って再会を喜ん

だのである。この再会は沢山の人に固まれた中で

の再会であり，考えようによっては劇的な再会で

あったかもしれない。しかしここで反省Lなけれ

ばならないこともある。それは中国の習慣を破っ

たことである。すなわち我々は外賓の出口から出

なければならなかったのである。そこには我々を

出迎えてくれるために，病院の人たちがし、まやお

そLと待っていてくれたのである。しかしいつま

で経っても我々が出てこないので，ひっしになっ

て駅の中を探L回ったに相違ない。本当に迷惑を

かけてしまったと反省をしている。

その日チチハノレ駅から病院に直行して，病院の

客庁において歓迎晩饗会が開かれた。日曜日の晩

というのに病院長先生，副院長先生，放射線科部

長先生，それに王平先生，施先生をはじめ病院の

多くの先生がた或は市衛生局の方々が出席され，

総勢20名の各位先生が我々を心よりもてなして下

さったのである。国j院長である韓先生は日本語も

うまく，全自病協会の関係で松山で研修をしたこ

とがある，と話してレた。その折に，旭中央病院

にも立ち寄ったことがあるとも言っていた。

このチチハノレの病院には，我々の病院と関係の

深い先生が多い，施先生もそのうちの一人であ

る。彼女は私の病院において，救急医療について

3カ月間研修を行ったのであるが，その後，地域

医療に 1年ほど従事して，現在は病院の救急部門

の部長をしているとのことである。当病院では，

救急医療について伊良部先生に指導を受けたそう

であり，とても懐かしがっていた。後になって施

先生は，モンゴーノレの竜を言語いながら照りを踊っ

てみせてくれたが，とても早いテンポであり踊り

終ると，息せき切っていた。しかし私はこの歌と

踊りを見て始めて異国にきた， という感じを受け

たのである。

この晩饗会は，お互いの友好と健康を祝しなが

ら，和やかに進められて行った。硬い話は全くな

かった。すへてざっくばらんな会話である。

院長先生は，私達を出迎えるために駅まで 3回

行った，と私に話してくれた。一度目は列車の到

着する正規の時刻に駅に行き，待っていたけれど

いつ汽車が到着するのか駅に聞いても分からない

と言うので，引き返して Lまったという。そう L

てもう一度これを繰り返し 3度目にやっと出迎

えることが出来たというわけである。しかし列車

が着いてみると該当する人はいない G，本当にど

うなってしまったのかと心配をしましたよ，と言

っていた。駅に行く度に歓迎会のための料理を暖

め直して，これも繰り返したという。院長先生は

本当に率直な人であって，心のこもった人であ

る。そのような強い印象を私は深く受けたのであ

る。病院長先生を始め各先生がたに深く感謝をす

る次第である。

私は会話のときになるべく日本の事に関する話

題を避けて，もっぱら中国の時事に触れた。時事

というといささかし、かめしいが，ハノレピンにいる

ときに研究をしておいた老人ディスコについて話

をはずませた。老人ディスコという言葉を聞くの

が始めての人が大部分であろうが，現在の中国で

盛んに行われている。早朝，沢山の人が広場に集

宣って，軽快で気分の和むような音楽に合わせ

て，体操に似たディスコを踊るのである。私もハ

ノレピンでみんなと一緒に踊ってみたが，老人が足

腰を鍛えるのに持ってこいのものであると思っ

た。この話をすると，みんながおも Lろがって耳

をかたむけてくれたのである。いろいろと話をし

ているうちに，私はたちまち中国の事情に詳しい

流行の人になってしまった。おまけに私の名前で

ある石毛という字の中国語の発音は，却jにモダン

という意味があるので，これをもじって，私はと

てもモダンだと中国語で言ったら，みんなで大笑

いになった。

とにかし我々は「心情快朗J(性格が明朗な

こと)な三人の青年と Lて，当日，晩翠E会に出席

した各{止に受け入れられた。病院長先生も言って

おられたことであるが，私の病院へ外国からこの

ようなお客が見えたのは初めてであると。けっし

て嫌みではない。彼自身も心から愉快であった事

に相違なし、。また，友好は心の表現からである，

とも言っていた。その証拠に副院長の韓先生は歌
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を歌う時，箸を使って空になったコップを叩し、て

調子をとった。これは日本式であり，日本ではご

く見なれた習慣であるが，中国においてこれを見

たのは私は初めてであった。後で中国の方に聞い

たのであるが，この習慣は中国にはないという

ことである。おそらく韓先生は日本に留学をした

折，宴会。時にコップを叩く習慣を勉強Lたに違

いない。そこに我々が現れて，気分も好かったこ

とも手伝って，心から我々を日本式に歓迎 Lてく

れたのであろう。

「私も日本を立つ時，もう宴会があった時に中国

語で歌を歌うつもりで，中国語の歌と楽譜をコピ

ーして持っていったのである。時に乗じてこの歌

を歌ってみた。歌の題名は「草原情話」という中

国の古い民謡である。との歌を私がまともに歌え

るわけがない，発音も悪い L，調子もおかしい，

しかし真面目な顔を Lて一生懸命に歌った。結果

はおお受けである。私が歌レ終った後，私のそば

にいた院長先生は，私にも歌わしてくれと言って

立ち上がった。在、が歌ったのとおなじ題名の歌を

歌った。彼の歌はとてもうまく，思わず聞き惚れ

てしまった。これまでこのような宴会で，院長先

生は殆ど歌ったことがないということであった。

このような状況で友好は深まっていった。

次の日の朝，昨日の天気とは比べものにならな

いほどよく晴れ上がった。チチハル市は黒龍江省、

において，ハルピン市につぐ大きな都市である。

街が造られてから既に 400年になるとしづ。町並

みは整然としていて， とても美Lく感じられた。

交差点には騒音計測機が備えられており，車の騒

音を計っていた。市の主な産業は重工業であり，

以前ソピエトとの提携により工業地帯が定成して

いるということであった。これは私がホテんから

病院に向かう間に見たり，聞いたりしたことであ

令。

病院に着いたあと，病院の説明を受け終ってか

ら，病院長先生に案内されて CT装置の見学を行

ったοCT装置は病院建物の比較的中央に設置さ

れていた。我々が最初に目に Lたのは， CT検査

をするために患者さんが待合室に沢山待ってお

り，その活用ぶりにびっくりしたことである。検

査室に入るためには上履きと交換しなければなら

ないが，我々の履く上履きが足りなくなって Lま

ったほどである。これほどにこの病院の CT検査

の活用度は高いのである。

チチハノレ市内には 2台の CT装置が有り 1台

は工場の経営する病院にあり 1台はここの病院

だそうである。したがって一般市民は，検査のた

めにこの病院に集中せざるをえない。一日に検査

をする患者の人数は多い時に40名，平均すると 30

名を検査をしているとのことである。もっとも，

並んで静かに待っている沢山の患者からも，この

事を想像することは容易なことであり，本当に感

動をした次第である。

CT装置は東芝の第二世代の頭部専用装置であ

るが， CT画像は決Lて悪くはなかった。一人当

りの検査時間は15分位かかると説明を受けた。そ

うすると，ほぽ 1日中この装置は動き通しである

ということになる。操作室に入って行くと，全白

病協会より寄贈された旨の証書が飾ってあった。

検査室ではちょうど検査中であった。一人の患者

の検査が終るまで見ていたが，特にこれという病

変は見あたらなかった。一区切り着いたところ

で，病院長を交えて CTについていろいろと話を

した。病院としてもこのCT装置に対する依存度

が極めて高いということが，ひ Lひしと伝わって

くる。脳外科が一生懸命であればあるほど，その

依存度は高いことになる o 病院長自ら装置の管理

についてもとても詳しい，乙の装置を休ませるこ

とはできないのである。今までに使用 Lた期間は

2年であるが，発生した故障は 3回だけである，

という， この時，東芝に修理を依頼したそうであ

るが，修理に対する技術者の態度はとても良いと

誉めていた。一方，病院側の CT装置の管理状況

はたいしたものである。特に病院長は x線管の

故障について心配をしていた。消耗部品であるの

で寿命があることは分かつているが，もし壊れて

L宣った場合には，やるすべがないと案じてい

た。患者に対する影響は大きしまた外貨がない

ので簡単に購入することが出来ないためである。

現実の問題として話は続く x線管の冷却のため

に水を使用しているが，この水は鉱物質の成分で

あるため管が詰まって，流水量がだんだんと減っ

てLまうのではなレか， ということであった。
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ちょうどそこへ救急の患者が担架で運ばれてき

た。頭が痛く，熱があるという，いそいで検査が

開始された。結果は蜘妹膜下腔に出血が認めら

れ，動脈癌を疑える所見であった。

病院実務者のための

本書の特徴

日本から寄贈したこのCT装置が，中国人民の

ために十分役に立ち，相当数の患者。生命を救っ

ていることを目のあたりに見て，感激を新たにし

た次第である。

病院管理ノート

北里大学教授井上昌彦著

(日本病院共済会発行 ) 
B5判 130頁 2，300円干250)

L病院長，診療部長， 看護部長，事務部長等の病院のトップマネジメ y トの各位の執務上の参考

資料
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病院経営管理 改 善 に 想 う

先頃，米国病院協会(AHA)の機関誌，Hosp'

italsJ，に次のような言葉を見た。 Physicians，

trustees administrators， the traditional three 

legged 5too1 that supports health care とし、

う表現である。

わが国流に言えば，この三者が病院活動を支え

る鼎の三本脚であるのだ，ということである。筆

者の私見と Lては，これに看護部門の活動を加え

て，四本柱と言いたいと思う。

言うまでもなく，米国の病院事情とわが国のそ

れとは，大きな相違がある。すなわち，伝統的な

米国の病院は，地域社会のハイ・ゾサィエティを

形成する紳士淑女によって構成される病院理事会

と，然、るへき教育訓練を受けて充分な経営管理能

力を持った病院管理者と，独立自尊の立場にある

attending physician である病院医師スタッフ，

の三者のおのおの独自性を持った人たちによる構

成であろう。

これに対して，わが国の場合は，多種多様の開

設主体(または理事者機構)，医療法の規定によ

る医師である病院管理者，サラリーマンである病

院勤務医師，としづ構成である。さらに，比較的

中小規模の病院においては，開設者と管理者が同

一人物である，いわゆる所有経営者によって経常

管理が行われてし、る。

以上のような相違があるに Lても，米国流のこ

の三本脚の表現は，現在のわが国の病院の置かれ

ている社会的環境における病院経営管理の態勢

に，なにか考えさすられるものがあるのではなか

ろうか。

筆者が，病院経営管理について，直接間接に大

医療制度委員会委員井上昌彦

きなご指導を頂いた方々は，順序不同で申訳ない

が，山元昌之，守屋博，神崎三益，川崎祐宣，

橋本寿三男，弓削経ー，島内武文，小野田敏郎，

石原信吾，落合勝一郎，今村栄一，染谷恭次郎，

一条勝夫，等々の方々であり，またそれ以外にも

多くの方々からど指導を賜ってきた。

そして，それ等の方々のご指導から自分なりに

病院経営管理についての考え方を持ってきたと思

うが，それはそれとして，現在の病院経営管理改

善の動向をみると，最も新しいものとして，染谷

恭次郎先生が座長となってまとめられた， 更医業

経蛍の近代化・安定化に関する懇談会報告書"が

ある。

いまここで，病院経営管理改善検討の公的な足

跡を辿ってみると，筆者の之しい知識では，次の

ように考えられる。

1 病院経営管理改善懇談会懇談要旨

昭和36.7.29(懇談会発足，昭和35.12.16)

2 厚生省医務局指導課，設置

昭和 36.6.1(指導助成課に改称，昭和 48.8

1) 

3 厚生省，病院管理研究所 発足

昭和 36.6.1 (1日病院管理研究所，昭和 24.5

31) 

4 医療制度全般についての改普の京本方策

昭和38.3. 23 (医療制度調査会設置，昭和34.

4. 16) 

5 病院経蛍管理指導要領〔指導課〕

昭和40.JO (改版，昭和41.11，昭和44.4)

6. 病院機能評価マニュアル(厚生省， 日本医師

会)

昭和62.4.6(病院機能評価に関する研究会，
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発足昭和60.8.19)

7. 国民医療総合対策本部，中間報告(厚生省)

昭和62.6.26(対策本部発足，昭和62.1. 14) 

8. 医業経営の近代化・安定化に関する懇談会報

告書

昭和62.9.24(懇談会発足，昭和61.7. 23) 

これ等は，すべて当時の病院の置かれた社会環

境に対応して設けられたものであり，時代の動き

を反映するものと考えられる。例えば，病院経営

管理改善懇談会は，当時の劣悪な病院の経営管理

体制jに反発して生起した全国的な病院労使紛争に

対処するために，その基本問題として病院の経営

管理のあり方を検討啓発したものであり，最後の，

医業経営の近代化・安定化に関する懇談会は，国

民医療費の急増嵩に対処する社会保険医療費の引

締めによる病院経営環境の悪化に対応すべき病院

経営管理体制の整備を慾恕したものである。

後者の懇談会の座長となられた，早稲田大学染

谷恭次郎教授は，前者の経営管理改善懇談会にも

参画しておられる唯一の方であるが，その間に四

半世紀を経過しているわけである。

筆者に遠慮のないことを言わせてもらえれば，

その26年間にどれほどの病院経営管理体制に前進

が見られたことであろうか， と聞いたし、ところで

ある。さらに私見を言えば，国民医療費と国民総

医療費とは全く異なるものであり，現在の医療費

問題を国民医療費のみで論議することは，まった

くの時代錯誤というか，認識不足というべきであ

る。

しか Lながら， この珂懇談会の方向づけは，共

に病院経営管理の基本的問題の論議を避けて，当

面の事象に処する対応を議することに限定してい

る。 すなわち，前者の経営管理改善懇談会の

懇談要旨のれまえがき"には，

「もとより，病院経営管理の改善を図るた

めには，医療制度全般にわたって研究討議 L，

その改革の方向hこふれることも必要であるが，

この点については医療制度調査会の審議をま

つこととし，当懇談会においては，現行制度

のもとにおいて，端的に病院経営管理の改善

が期待されるものを重点的にとりあげること

とLtこ。」

とある。また，後者の経営近代化懇談会報告書の

結論には， rなお，懇談会では，医療機関の経営

の近代化・安定化のために当面とるべき具体的方

策を中心に検討し，大幅な規制緩和などによる競

争原理を導入することの是非の基本問題や，医療

費をめぐる問題は，直接的には議論の対象としな

かった。」とある。問題は，それこそこのような，

さらにもっと広範聞の医療を巡る基本的な諸問題

の検討にこそ，重点を置くべきではなかったか，

と思われることである。このことを充分に承知の

上であるがために，以上のような前文としてのコ

メントがなされているのであろう。いろいろそり

問の事情は想像されるが，何とも残念でならな

い，と言わざるを得ない。 方，医療行政の直接

の担当官庁である厚生省当局の直接の管理下にあ

る医療制度調査会の答申，および，国民医療対策

本部の中間報告は，意識的にヴェールに包まれて

いるとはいえ，ある程度の基本的な問題点の所在

を示している。

Lかし，思い直Lてみると，このような 連の

病院経営管理改善の動向は，決Lて無意義のもの

ではなく，将来に向って大きく前進を期待される

ものであろう。

筆者が注目する事象の一つは，昨年4月に示さ

れた， 収病院機能評価マニュアノレ"である。これ

は，僅か lC日項目の内容で， しかも病院管理者の

自己評価ということであって，決して充分なもり

とは言えないが，このようなことが病院医療担当

者の内部から生起したということは，明治 7年

0874年)，わが国の近代国家誕生の時期におけ

る，医制施行百数十年以来の画期的快挙であると

言えよう。そして，今後の病院経営管理の一層の

改善を，これをスタートと Lて大きな前進を期待

したいと思う。そしてそれが，真に社会の人びと

の福祉につながるものであることを哀心より祈念

したいと思うものであるさ

以上，思いつくままに，前後の脈絡もない放言

を綴ったが，既iこ医療の現場を離れたとは言え，

なお医療人を自称するものの感想として述へさせ

ていただいた次第である。
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く業務改善 実態>

当院における患者サ ピスの向上

総合病院国保旭中央病院副院長嘉島斉一

はじめに

覚えている方があるかもしれませんが，今年 1

月の朝日新聞に，東大附属病錠で患者サービスが

著しく改善されているととが報じられていまし

た。この記事では，森岡病院長は「いま改善の機

会を逃したら，日本全体の+ーピス水準と東大と

の落差はさらに開くばかりです」と申しておりま

したが，これは何も東大病院に限ったことではあ

りません。

さて，わが周の医療制度は明治初年以来すべて

の医療資源が足りない状態で， しかも病院の成り

立ちが西欧諸国とは違うため，病院としては診断

と治療を提供するのが精一杯の時代が長く続き，

第二次大戦後の昭和23年進駐軍のジョ yソン大佐

により iGHQの関係者は日本における病院の現

状をもって満足 Lない。その原因は全部が敗戦に

基因するとは考えられない。日本の病院の実状は

欧州における中世紀のそれに等しいとさえ言いう

る」と酷評されま Lたが，昭和初年以来の国民皆

保険制の下で標準的な医療を提供するために医療

従事者は大変に努力して，先進諸国に比較して安

い医療費で健康水準の向上に貢献し，世界有数の

長寿園となりました。

このような成果は医療供給面で量的整備による

ところが大きかったのですが，現在，国民一般の

生活水準の向上や意識の変化に伴って，医療に対

する国民の期待の内容も変化し，わが国の医療も

質的充実の時代を迎え，各病院においては患者に

対するサ ピスが重要視されてきています。そこ

で私の考えですが患者に対するサービスとは，患

者の満足・安心・快適等を期待して提供する病院

の医療そのものと，その医療を修飾する各種各様

の事柄であり，一口に言えば質の良い医療を提供

することではないかと思います。

ところで当院では，私が着任して聞もない頃で

すから， 25年位前の人も金も物も不足している苦

しい時に，諸橋院長は病院のお金は，器械設備

に，患者のために，職員のために，という 3つの

ことにバランスよく使わねばならないヲと申して

おりました。私は「患者のためにJという言葉が

強く印象に残っていますが，最近，当院で実施さ

れた患者サービスを先ず紹介致します。

1 患者厨房の改築と職員使用厨房並びに食堂の

分離

以前は患者用と職員用の厨房が分離していなか

ったため，昼食時に職員約1100食分が加わるため

大変混雑していましたが，今回は厨房を分離した

のでそのような混雑はなくなりました。又これと

同時に職員食堂をよそに移して，そのあとを患者

厨房の一部と Lて使用 Lているので広くなったこ

と，更にこの機会に，調理器機を全部交換し，換

気・空調・給水・給湯設備も完備したため作業環

境が大変良〈なり，作業能率は向上し，より清潔

な食事を提供することが出来るようになりまし

た。食器もメラニン製に変更しましたが，患者の

評判はよろしいようです。

2 夕食の 6時配膳について

従来 5時30分の夕食配併を 6時に変更するため

に，次のような努力を致しました。

① 給食職員の勤務時間を， 6 : 30→16 : 00と

10: 00→19 : 30の二通りにした。
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② 給食職員を 3名増員した。 写真身体障害者専用駐車場

③各病棟では 2~3 名の看護職員が応援す

る。

④ 病棟配膳室は統廃合の結果4ヵ所を減らし

て人員を節約した。

⑤ 看護業務も 6時配践にあわせて変更した。

⑤ 医師も 6時頃の処置を避けることにした。

給食職員の構成は，従来は計59名であったもの

が，今回は患者用厨房に54名，職員用厨房に 8名

となっています。

3. 有蓋歩廊

当院の駐車場は広いので正面玄関まで可成り距

離があります。そこで雨天の場合の患者の不便を

考慮して， 312mにわたる有蓋歩廊を病院建物の

北側にそって作りました。これは雨天ばかりでな

く真夏にも具合がよろしいとのことです。有蓋歩

廊は病院の建築物とみなされるので，作るときは

届出を必要とします。

写真有蓋歩廊

4. 駐車場の増設

当院の駐車場は一般用に658台分，職員用に623

台分を用意していましたが，救命救急センター附

近の駐車場がせまくてヲ時間帝によっては大変混

雑して可教，~J，車内進入が困難なこともある位でし

fこ。

そこで今1f.度は放命枚急セ〆ク に隣接する石

護学校の寄宿舎の 部を撤去して そのあとを27

台分の駐車場として，救急医療の円滑化に役立た

せています。

5 人工透析室の増築

慢性透析患者数は全国的に年々増加しています

が，当院でも図 1に々、すように毎年増加して，慢

性透析患者は現在 177名であります。ところで当

院では患者数増加に伴い，透肝病床数を数回にわ

たって増加して参りましたが，今年度は透析室の

床面積を約 2倍に増築拡大 L，透析病床を39床か

図1 慢性透析者・スタッフ数の推移とベコド数
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写真人工透析室

ら61床に増加し，その結果患者の希望の多様化に

対応が可能となり，事実夜間透析患者は増加して

きている現状であります。又この際入院透析患者

の病棟も整備され，入院から外来まで一貫した指

導と看護が出来るので，患者・職員共に大変都合

がよくなりました。!肖，透析中の患者に対する音

楽・テレヒ・教育用ビデオ主主送を充実したことな

ど，サービスの向上に努めています。音楽は各他

人毎J乙テレビは 4~5 名単位で選択出来るよう

にしてあります。

6 院内清掃

院内清掃は単に清潔感の問題だけではなく，院

内感染に関係した重要なことです。当院では昭和

58年より夕刊スキンとの間に契約を結び本格的に取

組んできま Lた。契約の内容は表 1にぶす通りで

す。従って全面的な委託ではなくて，清掃職員25

名は当院の職員です。

表 1 院内清掃委託の主な契約

円 的施設内の環境衛生水準の向上のため?ハ

ウスキーピングマネーンャーを派遣し，

清掃職員の訓練・管理・指揮を行う。

市己宣人員 ハウスキ ピングマネ ゾャ 1名

委託'，1[用月額142万円

( -，ネ / ; 人件't!J• 掃除弔"Fl.; .薬品

.ワノクス代を含む)

サヒス内容 有略

写真 清掃用具オートマチッヴフロアーマシン

7 意見箱

昭和59年より正面玄関ホールに意見泊を置いて

広く利用者の意見を求めていて 1カ月に大体 4

~5 通ですが，約千数は感謝的な文章です。建設

的な意見に対して，今迄実現したものり表2に示

Lた;jjjりです。

以上で最近グコ当院でのサービスについて紹介を

終ります。

次に今年4月，病院機能評価に関する研究会が

まとめた病院機能評価マニュアルが発表されまし

た。これは病院の機能の評価や提供している医療

の質を具体的に反省するのに大変宜しいと思いま

す。この中での患者の満足と安心というのが患者

に対するサ ヒースに直接関係する事項です〔表

3 )。

表 2 意見箱の投書によって実現した事項

-身障者専用駐車場

-レン、ゲン撮影時の病衣

.患者別図書館

・正問玄関ホ ルのテレビ

.外来苫用/ト飲λ場

・喫煙コ ナ

-コインロノカ

-リハビリ予言扉の自動化
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写真意 見箱

次に今年6月26日国民医療総合対策本部中間報

告が発表されました。これは厚生省で作られたも

のですが，第 2部「良質で効率的な国民医療をめ

ざして」の第41忠者サ ピス等の向上」の，1.

「情報提供機会の拡大Jでは，国民が医療機関を

正しく選択するために情報を提供する方法を検討

するということです。 2.1医療機関と患者との関

係」では，イ γ フォームド・コンセント〔知らさ

れた上での合昔、)や，医療サービス指針の作成が

すすめられています。 3. 1病院給食の改善」で

は， 1夕食時間が早い，おいしくない，冷たい」

との不満に対応するように述べられています。

以上病院機能評価チェッグ項目と国民医療総合

対策本部中間報告はわが国における患者に対する

+ービスの方向を示したものといえるでしょう

(表 3)。

表3 病院機能評価マニュアJC

E 患者円満足と安心

1各部門の責任青名を躍、昔にわかるように院内の適

当な場所に明示していますか

2患者に対寸る診療体制jは主治医制警によって責任

が明確になっていますか

3職員は名札を付けていますか

4患者の意鬼や要望を潤くための窓口等を設けてい

ますか

5職員へ患者に対する接遇教育を行っていますか

6外来での待ち時間および入院の待機日数の調査を

していますか

7決められた診療開始時間を厳守Lていますか

8再来患者について予約システムをとっていますか

9通院中の患者についての休日ゃ夜間の応急診療体

制は充実していますか

10手術のために入院させる患者について手術日は主

にどの時点て:決定していますか

11投薬する時の服薬指導は十分に行なわれています

か

12患者情報についての守秘義務は守られていますか

13医療社会事業従事者〔医療ソーシ十ノレワーカー

(MSW))を配置していますか

14患者のリハヒりテ ションや社会復帰を配意して

必要な関連施設・機関と連携を保っていますか

15来院患者のための案内窓口が明確になっています

カゐ

16院内の各種の案内表示は患者が述わないように分

かり易くなっていますか

17家族控え室や面会室の設備など患者の家族に対す

る施設的な配慮がなされていますか

18霊安宝の整備をはじめ，ご遺体に対する配意は十

分ですか

19入院患者の療養環境の静粛ということに配慮して

院内放送を行っていますか

20院内て喫煙区域を明らかにしていますか

21外来!イレを頻回に清掃していますか

22患者のよりよい療養のために，病院内外の環境整

備を行なっていますか

23給食は(栄養指導，時間，温度，メニューなど総

合して〕患者本位となるよう努力していますか

24患者への感染防止のための委員会を設け，院内感

染対策等を検討していますか

25患者へ白防災・安全対策に関する委員会が設置さ

れ!その責任体制が明確となっていますか

次に病院の医療で，患者に対するサービスの結

果として，患者がどの位満足したか，つまり満足

度と，従来病院経営や医療の発展に重要視された

病院管理との関係はどうなっているのでしょう

か。ここに F 患者の満足度と病院の管理姿勢」と

いう論文を簡単に紹介します。

この論文では， 1医療の質は健康の凶復と患者

の満足に医療がどれだけ貢献したかによって最終

的に評価されるべきである」という Donabedian
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の結論と， I患者満足度の構成要素は， 1職員の

接し方， 2技術的レベノレ， 3受診のしやすさ， 4， 

経済的な負担， 5物理的な環境， 6 ケ 7の連続

性， 7治療の結果，の 7種類に分類される」とい

う Ware等の結論を根拠にして調査した。調査

対象の病院は東京近郊の 119病院，患者数は.約

7，000名で，患者に対する質問事項は先に述べた

患者満足度の構成要素に基づく 16項目を「たいへ

んよい」から「たいへんわるL、」の 5段階で回答

を求め，それに加えて病院+ーヒボスに対する全体

的な印象を求めた。同時に各病院に対してはそれ

ぞれの管理姿勢・管理体制の調査を行った。その

結果，病院サービスの全体的な印象すなわち満足

度については，それぞれが良い場合でも悪い場合

でも，その結果を説明するのに原因が明らかに看

護であるものが35%，物理的環境であるものが 9

%，医師であるものが 3%であった。このように

全体的な満足度に最も関連しているのが看護につ

いての項目であった。これはアメリカにおける調

査結果と一致している。次に16項目の同答を点数

化 Lて各病院毎に平均点を出して比較すると，満

足度の高い病院と低い病院の 2群に分かれた。そ

とで満足度の高い病院の管理に共通している事項

は，管理姿勢と病院機能の要因として， 1. I専門

職者重視J2. I病院の基本方針の周知J3. I予算

及び事業計画書J4. I健全な労使関係J5. I患者

の意見や要望に対する適切な処理」であった。文

管理体制の要因と Lては 7項目あるがまとめてみ

ると， I基準看護の高いレベルJI生涯教育の推

進Ji新しい職員を迎える体制Iの整備」が認めら

れた。これら管理姿勢や管理体制の要素を管理者

が導入することによって患者サービスの向上が期

待できょう。尚，患者志向の医療を供給するため

には，患者による医療評価を制度的に取り入れる

必要があろう。

以上が論文の要旨でした。

最後に，当院の管理姿勢としての「医療に対す

るヒジョン」を紹介します(表 4)。

表4 医療に対するビジョン

(1)経済性と公共性を共に発揮し，医学的にも経済的に

も社会的にも適正な，いわばその地域での模範的包

括医療をやるσ

(2)病気は治って喜ばれ，不幸にして亡くなっても，そ

の家族によい病院を選んだと感謝される病院，更に

は死後剖検をさせて頂き死因を究明し医学医術の

進歩に寄与し医師の反省，研修の糧にさせて頂

く。又，家族に死因を正しくお伝えし満足して頂く

ことのできる病院でありたい。 医師及び看護婦を

初めとする全職員と病人側との信頼関係が良くて初

めて可能ー

(3) 日進月歩の医学を身につけ，医の倫理の高揚に努め

る。

(4)医踊を初めとする病院職員は，患者の為，国民の為

にあるのであって，病院及び職員の為に患者がある

のではなし、。

(5)公的医療機関は，民間の医療機関の対応できない高

度医療，不採算医療。日曜日・祭日，年末年始を含

め24時間年中無休の救急医療等を受けもつことは当

然。

(6)経営主体は遣っても全ての医療機関と協力し患者

さんを中心と~，有機的に結びつくよう努力する。

(7)病院の医療評価をよくするよう，又，地域住民に信

頼される病院になるよう全職員が努力する。

(司職員の働き甲斐のある病院とする。
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アンケート活動

医療現場の第一線でご活鼠

の方から、アンケートをと

りました。いま、着用中の

白衣について です。その

数は、台よそ数千にのぼり

ました。この熱い芦を、少

しずつ最終商品に活かして

いきたいと思います。

白おの人間工学的因子からの研究

医療活動全般にわたる作業

姿勢の実態分析と評価。医

療外業にたずさわる人にと

って、衣服とは河か、と p

った根本問題を含な研究で

す。国立大学の協力による

「衣服のための人間工学的

因子の研究」と呼ばれて、

昨年からスタートしました。

コンピュータグレーディング

システムの採用

従来、自動車、建築に使わ

れていたシステムを衣服設

計、生産に導入。製品の均

一化による品質向上と生産

サイクルの矩翰百化をねら凶

としています。

このほかにも、縫製技術、

生産工場の国家認定など、

一歩、一歩、ナガイは白衣

を、地味に、しかし確実に

*イ七させていま f。



<全国研究会>

病院給食 の課 題と 展望

日時昭和62年 9月25日(金)10: 00~16 : 30 

昭和62年 9月26日(士) 9 : 00~12 : 00 

会場岩手国保会館 5階大会議電

岩手県立中央病院

参加人員 131名

はじめに

最初に日本病院会理事，岩手県立中央病院院長

金子保彦先生から老齢化社会における病院運営上

問題の多心現在，病院給食の 3悪追放(夕食時聞

が早い，食事が冷たい:}引、 G(な¥，)と患者個

々のニ スにtc:えるよう大いに研修努力してほし

いと御挨拶があり，続いて岩手県栄養士会会長江

原静江， 当研究会委員長宇井美代子両氏の挨拶

後，各プログラムに入ったコ

I 講演 テ←マ 「病院給食の課題と展望」

講師岩手県立花巻厚生病院院長

玉沢佳巴

緒言

現在の医学の進歩のめざましさにより，人聞の

平均寿命は男75.23歳，女80.93歳と長寿国日本と

なりつつあるが，一方，食生活の改普にもつなが

って高齢化社会となってしι。減塩食により血管

障害 8杭の減少 J土あるが )Jで，脂肪力、多く食

物せんし i がψないための大 IJ~dfæ;等の以臣、の増加と

なってし!るコそのた均ft'J>療法の弔D!t!が再認識

されて来た

62年9月・岩手・栄養管理・調理合同研究会

1 病院給食(栄養士〕の使命

栄養管理，治療業務，栄養教育，研究，指導業

務，等を通じて，正しい食事と厳重な衛生管理を

考慮しながら計画し給与する。又病院各部門との

関係を深めながら，その必要性を高く認識させる

必要がある。

2 病院調理(調理師〕の使命

病院給食であってもおし、しく調理することが一

番大切であるが，病態生理学的知識を涼め，病人

にとって食べやすくなるように食物を切ること，

加熱，調味，皇室り付け等細部に亘る注意が大切。

3. 病院給食の課題

1) 経済的制約のために大量生産の調理(をよきゃ

なくされ，例人的対応が出来なし、。

2) 大量生産のため単調になっている。

3) 合理化促進により委託給食は，人的制約b'

多大となってし、る。

4 病院給食の改善を必要とする諸問題

イ 適温給食 ロ 食事時間の適正イヒノ¥食

事雰開気ニ労働力不設備へ給食費

p 特別食の細分化促進 チ栄義上の位置付け。

次に，スヲイドにより n治体病院の給食管理実

態調夜成績カ a発表されたが，その内容は夕食配膳

の 61時以降実施病院の増 1)11，業務委託の~1)1!，温

食配止めf二日の!itL世仙の干IJf日下が多 Jな〉ゴきた

が，選:tNメニューを有する病院は 4.1%であるつ

又OA化の増加，冷凍医療食使用状況は20.3%で

あるが，加算請求が50%であることは，単AJ?の使
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用と考えられる。栄養指導室がある病院が32.5%

で少なくない。

5. 病院給食の今後のあり方

医療の一環として栄養士，調理師の位置付けを

確保するために，病院内の各部門および患者に対

してアッピーノレしながら，正しい治療食の開発の

ための研究を強化すすることが大切である。

「食事こそ医療の根源である」とし、う病院給食

の立場を，より一層主張しなければならなし、。医

療のあり方としては，治療の前に予防医学の時代

へと移り変わるであろう。そのための栄養士の役

割を考慮L，その専門性が社会から要請されるよ

うに，文それに対応出来る栄養士になる事，今

後，増々病院経営が苦Lくなるとも，経済性や栄

養面だけでなく治療食の内容の改善をはかり，食

事療法の基本を完備し，給食施設の充実を図るこ

とが病院給食のあり方である。

E シンポジウム

テーマ 「今，求められている課題」

1 適温給食の配慮

岩手県立宮古病院栄養管理室長

青山圭子

岩手県立宮古病院の概要

1) 許可病床数 369床 2)診療科目 11科

3) 栄養管理室

・職員数室長 1，栄養士 2，調理師 7，

臨時 5，下膳，食器洗浄は委託

・勤務時間 栄養士 8 : 30-17・15

9 : 15-18: 00 

調理師 6: 00-14 : 45 

7 : 00-15 : 45 

9 : 15-18 : 00 

9 : 45-18: 30 

・食数一般食 179(62%) 

治療食 111 (38%) 

職員食 32 

・病床利用率 90-95% 

・配膳方式 中央配膳(病棟 5カ所〕

-配膳時間朝 7: 30 昼 11: 45-12 : 0日

タ 17: 45 

・配膳車温食配膳車

・選択メニュー 一般食，特別治療食共週 2回

栄養士が集計して調整

• 3時お茶(麦茶〕サービス

4) 温食配膳車導入経過

イ.理由:識理室の構造が悪、い事，寒い事，建

物が古い事，調理人員配置が少なし、事，病棟

迄の配膳経路が長い事。

ロ.導入経過。昭和55年給食委員会で検討 1台

だけ購入して施行後アンケートをとり好評で

残食も少なくなったので昭和60年3月全館請

入となった。

短所 (1) トレイの大きさの制約 (33四正方

形〕。

(2) 配膳車が重い。

(3) 看護部でトレイのセットが必要。

(4) 配膳車運搬の際前方が見えない。

(5) 配膳車が高価である。

(6) 電気代がかかる。

長所 (1) 衛生的，美的。

(2) 温い事。

(3) 残食が少なく経済効果につながる。

(4) ベッドサイドに行きやすし、。

(5) 食べられない人の管理が出来る。

2. 人材育成の教育

岩手県立中央病院栄養管理室長

藤岡敬子

組織の中での頭となる人材の重要性は当然であ

るが，後継者の育成がし、かにむつか Lしその適

応性の見きわめについて問題の多い所である。

1) 育成の際の問題点

イ 教育する時期の見きわめ方

ロ 人材の素材，考え方等の引出し方

2) 指導者となる条件

イ.行動力のある人

ロ バイプ役が出来る人

ノ¥人に好かれる人

ニ 統率力のある人
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ロ 献 立

・朝昼夕食のいずれかを二本立

・昼夕食をセットで二本立

ハ.献立作成基準

・栄養量を基準にして調理方法を替える

.食品構成を基準にし調理方法を替える

ニ 申込票の回収とその方法

・配布は栄養科，回収は看護科

・配布，回収とも栄養科

・配布，回収とも看護科

ホー集計 栄養科がおこない控えを看護科に

へ.発注(変更〕あらかじめ予定数で発注して

ある食材料の数量の必要量を変更する

ト.配膳方法

・トレイに④⑧の区別を入れる c

・患者の氏名の食札を入れる。

(2) 選択食実施後のアンケート結果(表2)

以上の選択食は，比較的症状の良い「食べられ

ホ 広い視野を持つ人

へ.反省の出来る人

ト.意見を吸いあげる事が出来る人

チ ボラ Yティア精神のある人

矢野勇之助

都立総合病院等23ヵ所の栄養士，調理師による

自主業務研究会の内容の一部と Lて，すでに実施

している選択メニューについて発表があった。

「実施病院における状況J(表1)

調査の結果，選択食の対象は一般食と特別食の

一部で，患者には好評であるが，業務量の増加が

どこの病院でも問題となることが，ほぼ一致し

選択メヱュー実施への一考察

都立神経病院調理主任

3 

主こ。

(1) 選択導入のための具体的方法

イ.対象導入しやすい食種から除々に

少l

-事務量・調理，・看護科の負担|
作業量の増加| が大きい

・事務量・調理
・食材料に過不| 作業量が多い|
足が生じる ・食材料に過不|

足が生じる l 

実施病院における状況

A B C D E F 

合|総 合|療 養 所|老人病院

営運形態 官l旦 営|委 託|直 営|委 託|直 営|委 言モ

費量| 53年 59年 33年
I (開設創時より〕

il特itdLl l品[一般食 一般食
全

常食 特別食 (常，全弼〕

数献複立容の内 朝I 問

2種類
朝 (和2種・類洋)

3種類
2種類

l タ 2種類

日|毎 日|週 l 日 I 警万)週毎2回日

表 1

111 

改革

ア
メ
り
ノ

f

事務量・調理

作業量の増加
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表2 選択食実施後のアンケート結果

選択食について

めん

回数について

週 l 同 |週

12 

申込み方法について

。

2 

14 

回 月

1 よ い|よくわからない| その他

28 3 2 

配布数日

回収数 33 

〈回収率 77%) 

る患者|が対象であるが i食へられない患者」

例えば術後食や長期間分粥食，腎不全患者の高エ

ネルギ一等に対して， どのような選択食を用意す

るか，すなわち個人対応も広い意味での選択食と

なると思われ，今後更に，きめ細かし、対札、が出来

るよう充実させてゆく必要がある。

※岩手県立中央病院見学

場所盛岡市上同 一丁 目 4番 l号

竣工昭和61年10月31日

入所昭和62年 3月

建築伊藤設計事務所鹿島建設

建築費建物 166億2，200万円，医療機器

23億円，その他 3億円

病床数 730床( 般 685，結核 45)

特 色成人病対策を地域医療部に入れて， 24 

時間救急体制，外来20科

栄養管理室

病床利用率 95%，現在 620食c1回)

一般食 (55%)特別治療食 (45%)

職員数窒長 1，次長 2，主任栄養士 1，

栄養士 1，主任調理師 2，調理師

13，調理補助 1，臨時 4，食器洗浄

(委託) 8 

食材料費 633円

厨房内は完全トライシステムで，作業の一番大

変な食器洗浄コーナーを見晴しのー香良い場所に

設置 L，ギャベジ室の前に将来配膳車自動洗浄機

を計画とのことであった。

おわりに

開催当日ば雨天となったが，岩手県立中央病院

長金子保彦先中をはじめ，地元栄養 t等皆様の大

変な御協力を得て，大盛会裡に終了できた3 病院

運営の改葬tこ栄養士・調理師共々協力して対応

L，今後の研究体制Jを深めることの重要性を痛感

した。最後に，開催にあたり岩手県立花巻厚生病

院長玉沢佳巳先生，同栄養管理室長日高先生の特

別な御心遣い対 L，深く感謝の意を表したい。

(まとめ 関東逓信病院長谷川秀子〕
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<定例研究会>

消防設備の改正について

型式失効について

はじめに

第2回定例施設研究会は昭和62年 9月11日(金)

に麹町共同ピノレ(土木建築厚生会会議室において

開催された。参加者は33名であった。

初めに倉持委員長の開会のあし、さつに続いて手

術室，透析， 1 CU室の防災対策マニスアル化の

現状とレうことで，1)防災対災のマニュアノレ化調

査， 2)電話等による調査結果， 3)マニュアノレを作

成していない理由等につL、ての報告があった。そ

の中でAkることは医目恥看護婦共患者に対L，

災害時における専門的な応急措置，介助及び準備

は熟知しているが他の業務又は緊急時の役割分担

につしては明確な認識が少ないようである。一

方， ME技師，施設職員は担当業務，設備的な防災

対策(電力，茶気，空調，医療ガス，危険物，火災

報知機，消火，排煙，防火区画等〕は熟知してい

るが，患者に対する災害対策は認識が少ない。又

防火管理者は，総括的防災対策は十分に熟知して

いるようであるが，当該部署については各所属責

任者に一任Lているため，画一的な認識となり，

各部署の防災マニュアノレ化には強い関心を示して

L ることが見受けられる，と締めくくって，本日

のメインテーマである「消防設備の改正J につい

て紹介された。

消防設備型式失効について

講師 f主主防災 l業株式会托

保全技術iil:次長後藤茂夫

1 消防法と型式失効

(1) 検定制度tこついて

9月・施設研究会

消防法で定められた建築物には人命と財産を火

災から守るために，自動火災報知設備の設置と維

持管理が，義務づけられている。この自動火災報

知設備の機器は，いつでも作動できるように性能

を消防法令で定め，品質の確保を図っている。そ

れには検定協会にいくつか品物を提出して，長時

間にわたって検査する一次検定と再チェックをす

る二次検定がある。

(2) 型式承認と個別検定

感知器，受信機等の機器は形状，構造，材質，

性能とも p 消防用機峨器具等に係る技術上の検定

規栴として自治省令で定められ， 日本消防検定協

会の型式試験に合格すると，型式承認の番号(例

えば感第62-2)が自治省からもらえる。

(3) 技術上の規格改正と型式示認の効力

日動火災報知設備の検定規格は，安全性，信頼性

を考慮して，社会状勢や科学技術に合わせて制定

されているが，社会状勢の変化や科学技術の進歩

発展等により，実情に対応できるように検定規格

を改正 L，その型式承認効力も定める場合がある。

(4) 型式失効と法令根拠

検定規格が改正されると，既に型式の承認、を受

けている機器でもその性能が新しい検4ど規格hこ適

合Lないと，理!式京認の効力をうたうものとして，

自治省令で官報に告示することになっている。

(5) 型式失効の特例期間

検定規格が改正された場合:工，新l¥検正規格

!こ適合Lた機器と取り控えることになソている

が， 111規格品でも十分二維持管理がされて Lてそ

の性能も有効であわ lf，特例として な誌の期間

(第次から第三次まりは，新規格品に取り脅

えなくともよいことにしている。しかしぞの期間
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終了後は，取り替えなければならない。

(6) 型式失効の種別と特例の期間は，図(後買)

による。

質疑応答

解答者能美防災工業株式会社

北関東支社長 根本一次

保全本部副本部長田中龍平

保全技術部次長 後藤茂夫

(問〉 日本火災報知機工業会の会員についてお

話し願いたい。

〔答〉日本火災報知機工業会に入会している事業

所もあれば入会していない事業所もあるので不明

であるが，おそらく 500-600社はあるのではない

力込。

〔問〉新しい受信機，発信機について各社統一L

た規格のものはできないのだろうか。

(答)操作スイッチの色は統一出来てもソケッ

ト，阿路，ボノレ r(V)は各社で話 L合うのであ

るが，なかなかまとまらないのが現状である。

(問〕来年度から失効になる発信機の中には，ど

ういうものがあるのか。

(答〉来年度から失効になる受信機 (44年以前の

もの)には予備電源(蓄電池〕がなかったり，煙

感知機にランプがないのもある。

(問〕第一時失効，第二次失効，第=次失効とい

っても理解しにくいので分かり安く見分ける方法

はないのか。

(答〕機器の製造年月日ではなくて型式承認番号

が主体となる。 Lたがって，受信機，発報機を外

すと製造年月日と型式承認番号が昭和24年からつ

けてありますから，その型式承認番号を重視した

ほろヵ:よし、。

(開〕消防法の改正により機器を交換する場合に

個別交換も出来るのか。

〔答)できれば 式交換がよいが何らかの理由で

個別交換をする場合は，その機器の性能が重視さ

オ1る。

(間) p型 1級とかP塑2級等の区分について説

明して下さい。

(答)受信機の区分でP型 I級は 5回線以上 p

型 2級は 5回線以下 p型 3級は 1回線である。

(間〉受信機を交換する場合に，工事中は無防備

ということはないか。

(答)仮設の受信機を取り付けて一線一線接続替

えをするのでその心配はない。

(問)感知機が敏感すぎて誤報する場合もあると

思うか，その対策はないのか。

(答〉感知機は70m2を受けもっているが，火災か

誤報かの判定が難しい。 1カ所がもとであまりに

発報する場合は，感知機を交換するしかない。

司会 今日は長時間に渡って熱心に討議して頂

きありがとうございました。今日勉強したことを

それぞれの病院に帰ってからも参考に Lて下さ

し、。

(まとめ 河北総合病院施設課長瀬川篤宏)
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参考資料

表型式失効と設備規制の概要

ィ.1;:;肖紡法

令消防法施汀令

日本病院会図書・好評発売中

1この表は。 般の防火対象物を主体 示Lなもので!危険物施設i設置きれた機器については
符'<f'防火対象物と防接 l取級l、ま寸。

2. :::の必の規格省令!特例資令及t〆央効告示玄 白動火災字転知設備:~~却するものだけで九
3消火. 漏電火災瞥e電話z 金属製遊離は Lご 与の他験定対象健脚吸器具写 I~ t，別式失効があり

ます。

病院職員ハンドブ、ツク

(B 6判 74頁) 頒価 1舟 300門送料別

それぞれ状態の違う患者さんのお相手をする病院サービス.勤務の

基本的な心得をわかりやすく記述した本書は格好の手引書です.

お申込みは 日本病院共済会 "'102東京都千代田区三番町7-2ヴィラ・開イヤル

三番町204号でんわ03-2“-3180

日本病院会雑誌 198B年 1周 115 
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(答〉機器の種類によりそれぞれ異なります。
また，現在，第一次，第二次，第三次失効があり，それ
ぞれ交換期闘が異なり，下記の表のようになります。
〔下記以外の機器も多数ありますので，くわしくは当社
までおたずね下さい。〉
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<定例研究会>

北里大学東病院病歴部を見学して

はじめに

第13同日本診療録管理学会を10日後にひかえ

た，昭和62月10月3日，神奈川県相模原市に位置

する北里大学東病院において，第82回診療録管理

研究会が開催されました。昨年開院と L、う真新し

い建物は， 500台以上も収納できる広々とした駐

車場と豊かな緑に固まれた，たいへん環境の良い

所にありました。

まに副院長であり慢性疾患・難治疾患治療セ

ンター長の古和久幸先生から，病院の沿革につい

てお話があり，続いて診療録管理研究会委員長の

高橋政棋先生の挨拶，そして中央診療施設系病廉

部室長の長津哲夫さんから，病歴室の業務につい

て，スライドを使つての説明があり，新Lいンス

テムを取り入れての診療録管理への意欲と自信が

うかがえました。 1時間程の説明の後，外来受付

.診察室・病歴室の見学へ入りました。

病院概要

開院日 昭和61年4月14臼(昭和46年日目院の北

里大学病院から独立)

診療科目 消化器疾患治療センター

(消化器内科・消化器外科〕

精神疾患治療センタ

〔精神神経科)

慢性疾患・難治疾患治療ゼンター

(沖経内科・整形外科)

特殊診療科

〔循環器内科・眼科・耳Il科・皮膚

科・泌尿器科・婦人科・歯科・形成

外科・放射線科・麻酔科〕

62年10月・診療録管理研究会

外来患者数 655人 (S62年 9月実績 1日平均〕

初診 40人再診 615人

実働病床数 507床(臨床薬理 16床含む〕

入院患者数 453人 (S62年 9月実績1日平均〕

病床稼動率 92，3% 

登録患者数 22，500人〔初期移行患者 3，500人〕

平均入院日数 48，7日

職員数 678人(医師 134人・ナース 312人・看

護補佐52人・疾務職員 122人・事務職員

94人・その他16人〕

病院の大きな特徴としては情報トータルシ

ステム」があげられる。病院内で発生する多種多

様の情報は，発生源で入力され，これがデータベ

ース化され活用される。①医師による診療オ ダ

，主lナ ス等による基本情報，③患者+ーピエ

を促進する予約システム，④病院内の物品管理を

する物流ンステムという 4つの総ンステムを形成

L，総システムを中心に外来システムと病棟シエ

テムというメインとなる 2つの vステムが，発生

源入力の基本となっている。メインシステムに付

随して，薬剤・検査・病摩等の各サフ γステムが

オンラインされてトータルシステムを形成してい

る。

病院情報トータルシステムを活用することによ

り，本来なり毎回j'f，，1のかかる外来中込手枕き

が，最初の 1回だけでコンヒュータに入力され，

その情報を使用することで患者の待ち時間手が短

縮されるじ忠者来院しから会礼・薬剤終了主で干均

1時間30分程ということであり患者のための

診療」を心がけている病院全体の誠屈か感じられ
J 
J、-，
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北里大学東病院医療情報トータルシステム

病院内で発生する情報がすべて発生源でとらえられ，その情報が正確・迅速に関連部門に伝達されv 精度の高い診

療データベースに格納される。

検体倹盃

(本スト)

到着入力

結果転送入力

ワク y ト出力

結果参昭出力

(ミニコンピュータンステム)

到着入力

結果転送入力

ワ クγ ト出力

結果参聞出力

オダエノト')

薬剤

弘出し管理処方管理

A費菅" 薬歴管理

在庫管理 医薬品管理
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受付予約

実絡会計入力

-病棟γステム
ヘァド交換

入室実施
病床利用状，.

入院患者索引
入院予約管理
注射実施入力

処置実箱入力

fii .m; -タト来ンステム
愚者安村

移築後受付
患者訟察
処置実施入力
械体ラベル出力
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入院カルテ表紙
医師記録l号紙

看護記"，号紙

指示看護ワークン ト
オータ履歴出力

TPR!e入紙
食事情取量記入紙

予約
予約設定
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予約賞出力

オーダヱ J トリ
交差試験管理

実S官会計

血i蚕管理

手術

手術計画

実施会計入力

物品償問菅沼

医摩俊器

貸出し 機器菅理

症例管理

オタ業務
銭薬 処方変更

2 射 H療依精

機体検査 ')ハピリ

デ 4ケア
放射続 入院指示
処置 転棟転糾
病煙 外出外泊
食事 退院決定
病名 再診予約
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物品請求管理
機器備品管理
在庫参四

在庫一覧表
物品情報
懐用入力
物品請求予定
霊録外物品請求
修埋依頼 人事給与

給与計算労務管"
人事管理

中材医事

初員室" 入退院管理
外来請求 未収金管理

退院諸~ レセブト

"刻請求 総箔表

収入管理 集計統計

払凶 L管理

在庫管理

消費菅3聖

集計

主略 ì~説明 TPR(Te1lpcrat川 P"lseR~sp"a' 明}. XPフィルム(X-RJyPIIQ¥oフィルム)

入院分 11件

閲覧 48件

予約不履行 9，3%

入院カノレテ取り扱い件数

年間退院患者数 4，000件〔推定〉

退院カルテ回収数 11件

関覧貸出数 25件c1日)

x-pフィノレム

返却数 151件

新規登録 124件

閲覧・貸出数 180件

病歴部概要

病歴室の広さ 291m' 

開室時間平 日 8 : 30~17: 00 

土曜日 8 : 30~14 : 00 

(時間外の利用は予約制)

人員外来 6人・入院 3人・ x-pフィルム 3人

取り扱い業務外来カルテ・入院カルテ・ x-p

フィノレム・各種検査報告整理

保管設備電動式移動棚

管理方式一患者一番号制

中間位桁分類方式

端末台数パ ソナルワークステ-'./ョン

4台

オンラインプリンター 1ft 

パソコンプリンター 2台

業務量 外来カルテ取り扱い件数(1日平均)

予約数 509件

予約外数 63件

新患者数 40件

118 日本病院会雑誌 1988年 1月



病歴から各科受付迄のカルテ，

く外来〉

XPの流，/'L
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-返却時には初診カルテ，再診カルテは分ける

-初診カルテ作成後はビニーノしの袋にいれる(~Ij添〉

・現病院からの予約カルテは前日に受付にあがる1 受

付;主当日初診カルテ，及び再診カルテとセノト L，

診察室へまわす。

・カルテ， X-pのノL貨 li工ノ こ記人する。

・返却は全て各科受it，ナースステーションから定時

のメッセンンャ より返却

・退院カルテは病歴より回収する(点検を含める為〕

く入院>

16 " 

予約入院

{人広老 外来ウルテJ

L寸 病棟ナスステ J ヲノ

T 

巨王山 !i<怜ナースλテ←ン Zン

し入退院係 F入院処埋するとえゐ朕に仕11ll1-n'，'llるi

I A"" H 1----1 'ii'i，，，" r 

ザプシステムと Lての病歴部の役割

-病歴のマスター管理

ICD9に基づいてコード化したものを，

に細分化Lて5桁まで分類している。

・患者診断の順位つけ

さら

外来では，医師が発生した順に順位をつける

が，病棟(入院〕では，さらに重要診断の順位

は病歴部が担当する Q

・各科へのカノレテ・ X.pフィノレムを貸出

パソコンを導入したバーコードを使用。

申込みのあった時点でパソコンで検索L，貸出

中であるかどうかを現物を見に行かずに確認す

ることカ1できる。

・各種検索業務・入院経歴の参照・統計

パソコンのデータベースとして活用。

病歴部で独自のプログラムを作成L，開発中の

もD もある。

・出力帳票

外来カルテの出庫依頼，入院・退院・転科等。

報告，検査結果の報告，オ ダー歴・実施歴等

オーダー・指示・投薬・検査結果等について

は，院内に設置された 171台パーソナノレワ←クス

テーションと 60台のプリンタ により，職員専用

の磁気カードをキ にしてどこでも検索，印字す

ることはできるが，保存用カノレテの分は病歴室で

印字L保管されるσ 検査結果については頁に

6回分印字することができ， 外来分は予約カルテ
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シートは 1日1枚でナースの日常業務はこの用紙

をもとにして行なわれ，後にそれがナース記録と

なる。

退院後記・手術記録・看護記録等は，手書きの

部分もあるが，検査結果等の記録用紙で他の部署

でプリントアウトされた物については，全部処分

され保存カルテ用と Lて，病歴室で新たにまとめ

て，印字された用紙その物を保管するため，従

来，カルテ整本において最も手聞を要する伝票類

ののりづけや，追加伝票の仕分け等がなくなり，

整理時聞の短縮と共に， カノレテの厚さ(主に検査

結果部分〉の軽減にもつながる。
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おわりに

病院情報トータルシステムとし、う理想的な体制

のなかで，診療録管埋を行うことができて， うら

やま Lト限りでありま Lた。

情報の多くなるこれから，診療録管理にもコン

ピュータ導入は切り離せない問題になっていると

思われます。しかし現在では，病院全体における

診療録管理部門への投資が，ままならない現状も

考えなければなりませんc 大型コンビュータ導入

は， コストに負担がかかるため，パソコンを中心

とした電算化が主流となる所が多いでしょうが，

入力できる容量に限界があり，過去の情報をどう

処理するかが，開院と同時に，診療録管理部門が

電算化されていない柄院の悩みであると思いま

す。北豆大学東病院は，そのため，良い条件のな

かのスタ トであると思いますが，本院での受診

経歴の有・無が入力されているそうで，開院まで

には，様々な問題の検討がされたことでしょう。

今まで電算関係の方に伝、イ干しがちな，プログラ

ムの開発や操作も，病歴自;の職員自らが参加して

いる点や，新人医師のハソコン操作の教育期間が

あり，全員が参加してから実務に入る点なと， I 

ータノLν ステムに対する職員全体の努力がうかが
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病陪宅では， 10年分CLのカルテ・ x-pフィルム

の保管が可能だというニとですが，他の多くの吋

院で頭を悩まされて L る保管スヘ スの問題;土，

将来やってくるでしょう。その時のためのマ fグ

ロ化や光ディスク化等の長期的な点や，統計業務

日本病院会雑誌 19叫釘 l月

のIII町に合わせて子約日の前日に出)Jされ，入院

分は退院24時間後に総括ぎれ，指定Hl))される。

d身j')"施，投薬については，月単位で使用量がま

とめられ，実施経歴表により病歴j土で検査報告の

もれがなLかチェックできる c 指示，看護ワ ク
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等のフログラム開発という現在直面している点な

じ病歴部に課せられた問題は，後を絶たない状

況のなかで，北里大学東病院の職員方が一丸とな

ったパワーを大いに発揮して，頑張っていただき

たいものだと思います。

日頃，他の病院を見学させていただく機会があ

まりないため，診療録管理研究会は，私自身たい

へん勉強になりました。北里大学東病院の皆様方

には，お忙しいなか本当にありがとうございまし

守

~。
(まとめ 東邦大学医学部付属大森病院

診療録管理センタ- i中元員理)

日本病院会臨床予防医学委員会編

肝 臓 病

頒価1冊200円

お申込みは(株)日本病院共済会一一干102 東京都千代出区三番町 7-2 ヴィラロイヤル三番町

でんわ・ 03-264-3180

一一日本病院会臨床予防医学委員会編

高 血 圧

頒価 1:冊 200円

お申込みは(株〕日本病院共済会一一干102東京都千代田区三番町 7-2 ヴィラロイヤル三番町

でんわ・ 03-264-3180
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<総婦長セミナー>

講演

病院監査と看護監査

病院システム開発研究所所長坪 武

皆さんこんにちは。ただ今御紹介を賜りました

病院システム開発研究所の坪でござし、ます。ただ

今座長の島崎先生から，今日は一味違う話が聞け

るだろう，ということを先におっ Lやられて Lま

いましたので緊張Lております。本当に一味違う

話ができなかったら，大変だという気がし、た Lて

おります。

私に今日与えられましたテ マは「病院院査と

看護監査」ということでございますが，私の研究

所の活動は，国内と国外，国際的な分野に分れて

おりま Lて，そのなかには看護問題の研究をやっ

ているチームもいます。看護問題につきま Lて

は，今日御出席の皆様の方がずっと専門家ですか

ら，これから私がお話しすることはすでに御存知

のことばかりであろうかと思いますので，間違が

っているところがありましたら，その点は是非素

人が話してるんだな，というふうにお含みおきを

いただきたし、と思います。

最初に極的て簡単ではございますが，私共の研

究所がいったいどういう研究活動を行なっ亡いる

のかを御理解いただくために，その活動概要を説

明させていただきます。

私どもの研究所は，園内におきましては，国の

対癌10年政策と欧米先進国の対癌政策とを比較研

究して，日本が欧米先進国の失敗の轍を踏まない

ようにするには，どうし、う政策を今後日本の対癌

政策の中で考えておいたらよいかという研究と

か，または，先年医療法の改正がございま Lた

が，その際療法の改正のなかでの地域医療計画技

術の開発やその計画作業とか，その他品種の保健

医療福祉関係法規に関する政策を検討していくう

えでの背京になるようなことを研究を Lたり，士

62年 8月・東京・看護管理研究会

たは国公立病院等の統民合の問題や経営の近代化

・改善の作業の研究や，健康福祉都市開発の研究

などを行なっております。海外におきまして，外

務省の海外医療経済・技術協力，それから国連関

係のプロジェクト，日米医療計画技術の共同研究

などを1iなっております。

さて，本題の病院監査と看護監査のお話に入ら

せていただきますが，その骨子はすでにお手克に

お配りしておりますのでご参照下さい。基本的に

は私は監査モのものが，歴史的に大きな変革を L

なければならないとし v う時期に出くわ Lていると

思います。

御承知のように，今迄医療は長い間，与えられ

てきた医療という形をとり続けてきたわけです3

今日社会保険制度を導入している国々は多くなり

ましたが，それらの中の自由経済主義国つまり日

本の政策医療と比較出来る国々には米国，フラン

ス，イギリス，イタリヤ，ベルギーまたアジア太

平洋画におし、てはオース「ラリア，ニュ ジーラ

ンドがございますが， こういう国々においても社

会保険制度は，国から与えてきた医療に対する保

険ということで発展して来ま Lた。

その時代の監査というのは，御承知のように，

監督者に代わって，監督者の利益を守るためのチ

ェック機構としての監査であったり，または，法

律とか規約，規則等に対する整合性をチェックす

るための手段としての監査の時代であったかと思

います。

そうし、う監査を古典的監丘と呼んでいますc し

かしながら御承知のように近年，~療は量から質

の時代に変わりながら同時に，受主主者負担の認識

が高なってまいりました。医療の主主を受くべく受

122 日本病説会雑誌 1988年 1s



益者の医療になってまいりましたから，当然のこ 表1 病院監査の近代化

とながら監査そのものも，医療提供者や医療行政 病院業務動態のバイオリズムを把渥Lて事業とサ

の立場にある人々の利益を優先すると Lヴ過去の ピスの

監査慨念から，受益者の利益，受益者の安全性， 適質，適時，適費，適量，適在

受益者の快適性をいかに健康を確保する事を目指 を半IJ定L，その危機管理の確認を行なう

して受益者の利益を保全するためにどう監査する

べきかという状況に変わってきつつあると思いま

すc

また，医療ニーズの拡大と多様化も大変広がり

つつあること，住民の感性または個性が非常に文

化的に高まってまいりま Lた L，またライフスタ

イルの多様化とか生涯性に関する感覚，人生のも

ちかた高齢化社会の到来，疾病構造，医療政策な

ども大きく変ってまいりました。

ほんとは医療政策も大きく近代化して来たと言

いたいのですが，医療政策の近代化はむしろ大変

遅れて Lまったと言える状況です。日本において

もついこの間，第2次医療費抑制政策を含めた国

民総合医療対策の中間報告が出ておりますけれど

も，他の先進国においてもやはり同じような医療

費抑政策が積極的に打ち出されています。外国で

はそれをコストコンテーメントストラテジーと呼

んでおりますが，それらの子段として， DRGの

導入によって診療行為レベノレから医療費を抑制す

るというようなことが出ております。

この様な状況が出てまいりますと，当然監査そ

のものも近代化LてL、かなければならないことに

なってくるわけでござし、ます。

したがって，医療の安全性や受益者である患者

の便益を守るための監査を今後どの様な形にする

へきかと考えますと，当然従来のように，あれを

やっては駄目，これをやっては違反であるという

ような短絡的な次元の低い監査ではなしむしろ

医師および看護婦の皆さんに対していかに新しい

建設的な方法，またはシステム，または問題解決

の仕方等を提案することを前提とした監査になっ

てゆくへきで Lょう。その効果は必然的に現場の

が、況を，より受益者の便益を守れるような方向

で，拡充 Lてゆく事になって来るわけです。

それではこの辺で， OHPを使わせて頂きなが

ら御説明を続けさせていただきます。極力OHP

の内容を読みあげますので，後ろの方で見えにく

表2 病院監査由近代化

:，~己 '('，ゆ刊

坐主監主 ー旦皇主主

じ εA
浄力

決¥1 村 A'r

情

処

川

H

M
M

法

官

巨主主主i:& U.:i!i!tD G豆.!l :;~ 

い方々は是非私の声を通して OHPの中身を御理

解いただければ幸いです。

最初にお写ししてレる OHPは，病院厳査の近

代化(表1)でござL、ますが，病院業務そのものが

非常に動態的になってまいりました。つまり動く

要因の動きを知らなければなりません。病院業務

の業務動態のハイオリズムを把握して，病院事業

と病院サービスの適質，適時，適格な費用，適量

適在，適所の整合性を判定して，その危機管理の

確認を常に行うという状況に病院監査が変わって

きまムた。つまり，監査も従来の結果主義的跡追

い形から，過程を視る動く監査になってきたと御

理解いただきたいと思います。

今迄の監査は，どちらかというと，静止した結

果の状態を見て，判断をして来ていたのです。次

は量から質への医療(表 2)時代への対応でござい

ます。まず今迄の静態的な監査ですが，静態監査

のときは， 記録とか決算， 整備法律， 規則， 要

因，そういったものに対して法規基準に対して適

合しているか否かといろ，いわゆる結果判定主義

の監査をやってきたわけですが，今後の動態監査

になってまいりますと，それは診療，経営，患者

の取り扱い，医学管理，そういった領域に対 L

て，発生から結果主での過程が，正確性があって

信頼性が保たれていて， しかもそれらが総合的に

最適な状態で結果に到達したかどうかを事前に予

測出来る様な監査能力を必要として来ます。
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表3 質の医療を実践するための監査ポイント

1意志決定精度 14施設・設備活用

2権限委譲と行為 15要員計画

3標準化 16倫理基準

4業務形態 17手術・処置プロセス基

5伝票文書様式 準

6管理方式 18取り扱い基準

7業務効果半定方式 19危機管理

8指示・伝達精度 20目標精度

• 9政策と方針 21祖織と人材開発

10判断基準 22企画・計画精度

11志気と行動 23社会評価精度

12スケジューリング 24費用便益効果

13情報入手・活用

最近，ナ-y，/グケアマネーゾメントのなかの

いろいろな教材とか文献等にも出てき亡い主す

が，ナーシングのプロセスマネジメントとかプロ

セスモニタリングの必要性と伎術革新のニ スが

出て来ていまれそういう意味でも今後の監査に

も，プロセス監査というものが非常に求められて

きております。

次のOHPは， Lからは質の医療を実践するた

めの監盆ポイントというのはどんなホイントがあ

るかということで， 24項目婦げま Lた〔表 3)024 

項目を読みあげますと， 1 意志決定の精度。

2 権限委譲と行為。 3.標準化。 4.業務の形

態。 5 伝票文書の様式。 6.管理方式。 7 業

務効果判定方式。 8 指示伝達精度。 9 政策と

方針。 10 判断基準。 11.志気と行動。この志気

というのはそラリティーで患者のそラリティ も

職員のモラリティーも入ってまいります。 12 ス

ケンューリングの精度管理。 13 情報入手と精

度，そ Lて情報の活用。 14 施設，設備の活用。

15 要員の計画と活用。 16 倫理基準管理。 17

手続き，処置，プロセスの基準。 18 取:)t!l.l、~

準。 19 危機管埋。 20 目標精度管理.21 組織

と人材閣発。 22 企画計山精度管到、 23 計会評

ulli精!ぇ管理。日本では社会評価精度管理と，うこ

とはあまり行われておりますんけれど，以:転先進

戸lでは相当これをしっかりやりております.24 

費用便益効果管理。

そこで，貿の監査のなかで特に診療場聞の監査

表4-1 診療質監査の傾向

部門別・疾患別診療行為・看護行為別相関指標

l延命率

2生存率

3退尻時治癒質・量

4通院完了時治癒質・量

5診断過誤率

&指示・処置重複率

7検査過誤率

&投薬過誤率

9入院日数

10通院回数

11医師業務時間

12看護婦業務時間

13重症度構成

14看護度構成

15手術過誤率

はどうし、う傾向になってきているかと申しますと

部門別，疾患別，診療行為及び看護行為別，治ゆ

相関指標を定性的に監査する傾向になって来てい

ます。その中から代表的なものを姶ってみますと

(表4ー 1)， 1，延命率。 2，生存率。 3，退院

時の質。質というのは，治癒の度合および治癒

率，その量。通院完了時の治癒の貿および量。診

断過誤卒。指示，処理重複率。検査過誤率。投薬

過誤率。入院日数。適正な入院日数。適正な通院

出数。iX師の業務時間。看護の業務時問。等が，

E締および看護婦によってその信頼性管理がなき

れているかどうか。それらには，重症度の構成内

平等管理，看護度の構成内容管理。手術過誤率管理

などが，質の軍主査の場合ではどんどん重要視され

てきております。

最近では監査にも生物学的監杏とか医学的監査

という言葉が使われてきております。医学的監査

の有意義性というのは(表 4-2， 3)，予防医学

と同じでございま Lて，病院の全活動状態を表す

関連要素の監査を含めて病院の地域に置かれた条

件というものが，病院を取り巻く諸々の状態か

ら，環境の変化をも受けて出てくる経営条件の変

化とその条件変化に対して病院が変化に強い対応

能力を際学的，医療的，経営的に持っているか，

または変化に対して持続できる作絞能力を持って

いるか，芋を確認するための監査であって，監査

そのものは病院の地域における存続に対しとより

迂設的な監慌になってきます〕従来のようにネガ

ティブ監査訂正なくてボンティプな怯古!というも

のι二変わりつつあるわけです。

また，モうでないとしたら，それは監査をやっ

ている人の方が不適正とし叫、ますか，時代に遅れ
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表4-2 医学的監査の有意義性

ぞ予阪:;Jr;豆宅戸色コlli室主

一一一一一一「一一一一一一~一

開

表4-3 病院監査対象相互関連要素

1経醤理念

2経営環境条件

3運営管理に関する政策

4病院の事業目的

5役割と機能

6企画・計画

7組織

8資産及び資源

9活動

10業務の実施

11業務の評価

12人材開発

13.業務過程管理

14情報管理

lo職員/患者志気管理

16患者関係管理

17危機管理

18長期管理

ごいると百えるわけであります3 そのような動態

的な怯査の動きは何を結果的に目指しているかと

いうことです。

まず l番目に，病院がその地域において存続し

てし、くには，当然長期計画を立てなければいけま

せんが，その長期計画が実際に動き出すときに

は，今度は運営問題が出てくるわけですが，その

運営問題のなかに時間の有効活用が出て来ます。

それは発病，診療，治癒，社会復帰，生活復帰迄

の段階的時間過程の活用と管理を指すものであり

ます。

そういう意味では診療時間とか在院日数，通院

日数，診断日数，検査日数，治療日数，業務処理

時間，受付時間，待ち時間などの所用時間管理を

より正確にする必要がありますc 看護マネージメ

ントのなかでも， タイムマネインメントは最近非

市ι二重要視されてる病院といわれております

が，柄院監査で主当然得種の業務1時間監在をする

様になコて来ております。つ主り所定の時間をど

のように有効に活用しているかとしづ監査が最近

出てきたわけであります。それは時聞が診療効率
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上最も大切で，経済的にも一番コストが高し、から

です。

又時間活用からみて診療の標準化があります

が，それも疾病，症状，年荷台，体質，既往症，そ

の他，患者のバイオデータなど患者の医学，生物

学的生活スタイノレ情報をへ スにして，その病院

の診療の標準化または看護の標準化が，診療の安

全性と効率性を向上させる上で決まってし、くわけ

でございます。そのような診療行為または看護行

為，病院の業務行為のプロセスをどのように，ど

のステージで何を目指して監査するかということ

を述べさせていただきます。

そこでそのプロ七ス監査結果が目指すものは何

かというと，大きく分けて 3つあります(表 5)。

1つは管理系機能の監杏 2番目が診療系機能の

監査 3番目が患者サービス系機能の監査であり

ますc それら各々の機能が病院の効率化と安全性

と快適性を維持 l<>るか有かを確認してゆくわ

けです。とかく効率化だけを求め寸ぎますと安全

性と快適性が後牲になりますから，そうしう意味

で効率性と安全性のハランスをとっていけるよう

にしなければし、けないわけですc 管理系機能では
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表6 医業経営のシステム改善白原買IJ

。哲学 ベタベシェントケア

2)概念 安全性と効率性と患者便益金てに優先

3) 目標一一医療効率・医学効率

患者サ ピス効率・経営効率

運営の経済性，安全性，ケアの質と量，よいケア

が迅速にできるような稼働性のある業務体制の確

認が必要です。

つまり，病院の管理機能系が看護機能系に対し

ても診療機能系に対しても，ケアの質と量が目的

に対して正 Lくバランスがとれるようなサポ ト

能力と実行が適正な状態でできているかを監査い

たLます。

それから診療系機能においては，それらを実践

Lていくためのプロセスマネー νメン「スケジュ

ーリング，ケアの質の維持などが実践しやすい状

況にあるか否かを監査 Lます。患者サ ビス系に

おきましては，患者さんの適正;性，快適性に対 L

て十分な環境とか条件，支援体制，材料，手続き

などが，きちんと提供されているかどうかという

ことを確認Lていくわけでございます。

病院の経営者に対しましては，病院経営に関す

る経営哲学，経営概念，経営目標がどう L、う方向を

目指しているかという点を監査致Lます(表 6)。

これは皆さんも御存知の医療の哲学ですが，より

良い医療の提供ということを指しています。概念

としてlおそれを達成するために安全性と効率性

と患者便益をすべてに優先するべきでしょう。従

来のように，法律とか行政の特定指導項目を短絡

的に優先すると，逆に病院と患者がその犠牲にな

りかねなくなります。今後は益々受益者負担の時

代の医療ですから，当然高負担受益者である住民

の信頼を常に高く維持する事は，病院にとって地

域に対する当然の義務となってまいりますの

目標といた Lましては，医療効率，医学効率，

患者サービス効率，経営効率，これら 4つの効率

をどの lつもパランスが崩れていないかを視てい

けるような監丘も進めていく必要があろうかと思

います。

時間管理(表7)。これは先程も申したように，

最近の著書「モダンナ e シング」などにも出てき

表7 時間管理

患者に取って一番目苦痛，それは諸要因による心

の苦痛，そして，それらの中で，通常病院経営者が

比較的見過す事項が，

-患者への時聞の還元

-患者への失われた機会の還元

表B 信頼管理

そして，診療効果としては，病院が救命，延命，

健康回復の保証をより多くの患者に提供できる体制

を確立することなので，事務的対応設備の整備，職

員補充等で得られる信頼では限界があり，生涯保健

維持支援を前提としたアフターケアまでのサービス

体制の確立も必要になってこよう。

ますが，最近業務過程の質管理とタイムマネイジ

メントを監査の方でも大変重視Lてきておりま

す。通院，入院受療中の患者にとって一番の苦痛，

それは病院側の能力不足からの諸要凶による心身

の苦痛です。そしてそれらのなかで通常どこの病

院経営者も見逃す事が，受療中患者が失った生活

時間と機会を患者へ還元することです。失われた

機会の還元は，生活と社会機会ということでござ

います。病院は，患者が病院の玄関を通って病院

のなかに入って L宣うと，病院側の能力で患者を

自由に取り扱えるわけですが，もしある患者が病

院で 3時間とられるところを 2時間で社会に早

〈帰えれたら，自宅に 1時間早く帰えれたら，患

者が社会人としての時間をどのように有効に活用

できるかというところまで考えて，患者へのより

よいケア体制を考えている病院はなかなか少ない

と思います。

そうし、う意味では，患者に対して失われた機会

や時聞の還元をすることが真のケア上必要です

L，またそれは入院に LまLても外来に Lまして

も，病院側の努力でその患者をし、かに早く社会復

帰，生活復帰をきぜて，失われた社会機会を患者

に回復してもらうためでごさ¥、ます。

次は信頼性の管埋の監査(表 8)ですが， これは

従来から病院の診療評価の 1つの指標として用い

られている監査基準ですが，それは部検率が高く

なければし、けないというような業務件数の多さで
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表9 精度管理

病院業務において!最大の浪貨は治癒促進に結び

付かない診療業務と事務管理業務の作莱エラ ，時

間ロス，判断エラ ，指示エラ伝達エラー等で

ある。これらのエラーに対する事前防止対策!エラ

ー再発防止対策を隊立することによって 1 エラ の

発生によって生じた時間ロス，材料ロヘ労力ロス。

精神的労度!それら各々の修復のための再マストと

労度の先生および修復時期遅延主たはエラーの発生

によって牛じた相手側への損害コス!と精神的労度

等が防衛できるので，病院経汚システムの質的，量

的，運営活動的精度管理体制!のセンタ 化は概めて

費用便益の局い管理機能であり，健全な経営を維持

するための命的要因である。

診療の買の高さを測る指僚が少なくありません。

それらは結果的には量的な監食や形式的な監先に

偏東していて，質的な監査が少ない事を表してい

ます 3

昨今の欧米の監査指標を見ますと，病院で剖検

中が高いということは死亡中も高いとしうことの

裏付けになるので /ilj検の件数よりも別検による

病理のつめ方がL、かに学問的に泌く掘りドげられ

亡いるか3 そして，そのドキュメンテーンョンが

医学的に信頼性の I士~J l、ものかなど， (iIJt世の中身を

よく監査する状況になぺてきていますc つ主り診

療評価，石護評価等は量的監査対象ではなく，質

的監査対象ですから日本の医療監査内容も早急に

近代化されなければならないと患います。

そこで今後は，病院が地域性民の救命率・延命

率生存率・健康同復不レベルを上げられるか，又

それを達成できる休市Iができてし、るのかどうかを

剖検内脅監賓と敢行して行う必要がH1て来ますc

それらはひいては患者の社会復帰本を尚くするこ

とになりますので 病院が住民の生涯保健の維持

を支援する事を前舵としたアフター+ ピスまで

の休前lを持っすれこもなっとき主 r勺ぞれ vこよって

病院の，地域におけるい頼肢を同様にd:jめること

A にごラる確ヰ A 、 I~ ;Jくな， ~くる泊、と J~~ ~ます

次:11村院業務の精度管主11でごさ'し 主すが(表

9 )，信頼作!管~iIの主主礎に精度管理がありますが

御承知のように，これは昨今の病院では流行のよ

うにOCとかTqC活動がいろいろ個別の形でメ

は個別の統合iJわれておりますが，個別の機能で

ほございません L，個別の集合でもありまぜんc

私はいつも病院を人間の生休に例えるのですが，

病院は保体と同じようにすべての臓器，器管，神

経. '11格，感覚，血液等が連結，連動しているわ

けですから，ある特定の却「うだけTQCをやって

素晴ら Lく成果を出しても，それは周辺部門との

ノくラ/スがとれてし、な L 、限り，かえって全Ii~院子百

動の安定をくずすことになります。つまりある特

定部門のいくつかが，あまりにも短時間で業務精

度を上げようとすると他の部門の発展を阻害した

り総合運営上に，ディアェグ「が出てくることが

あるとし、うことです。つまり， qC又はTqCい

ずれの成果を上げる場合でも，複数部門の協同サ

ークルから全体叶ークノしへの述動とそのハランス

をとるとし、うことが，非常に需要であります。

病院におし、て最大の浪費とは何かと L、し、ます

と，患者の治癒促進に結1fつかなし、診療業務とか

軒務管埋業務の意志決定エラ ，作業エラー， 1時

fBJロス，判断ェラ ，指ボエラー，伝達ェラ ， 

~f，の諸々のエラーなんですが，そういったエラ

の防11対策が病院のなかで集中的にモニタ され

ているかどうかの監査も，問題の事前防止の為に

行われるべきであります。このモニターは部門，

{;fl耳を越正て病仇'を全体シ凡テムと Lてモニター

する必要がありますコ 1部門で業務の流れヵ、変わ

ったり，またはそ乙で業務の停滞が起きると，そ

の前後にある各部門の業務が停滞又は遅延するわ

けです。そして，それが診療の遅延，治ゅの遅延

に発展 Lてゆきます。それを修復するためには修

復するコストと時間と努力が必要なわけでござし

主れ時には努力を Lても実状の回復が難しい場

合がありまれ従っていかに業務を正確に決定し

て処理するか又エラーの防止をするヵ、を局所では

なく全体像からモニタ する事が病院全体の安定

ιとヲて非常に市裂なことであります 業務の料

ぽ管jil1に限j-rる町:1:ttfはこのような分野を合んでし

るわけです一

今i主申 Lあげた恥売の J リン に対してもう φ

L細かく申しあげますと，きっき監伝i二4つの円

標があるということを九活 lしま Lた その第 l
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表10 医療効率

日標診療効率確保への支援

1地域患者人口のiわから負担すべき数と内容レヘル

を取扱っているか

2診療制限をしていなし、か

3診療のスケンュール化をしているか

4医師は就務義務時間p 業務責任件数を果している

カミ

5あらゆる患者の苦痛を除く努力をしてレるか

6検査!診断，治療の高頻度な指示，やり直しはな

し、カ込

7，カルテは明記しているか

8直接診療件数，時間は多いか

9チーム診療をしているか

10診療もれは無いか

11外来中に検査，手術準備は終わっているか

12院内外来患者連携はできてレるか

13早期診断，治癒を行っているか

14健診体制はあるか

15カルテ桐互チェッグ制はあるか

16看護効東は早期治{鳳退院につながっているか

17俣師が診断を円滑に行える支援体制は整っている

カゐ

18治療率・同復率は Iが Jているか

19院内危機管理体制jはできているか

番目は医療効率でございますが〔表10)，医療効率

を何故監在するかということについては，診療効

率を確保するための支援とし、う意味で監査をする

わけです。

これは一言でし、L、ますと，地域に存在している

Aなる病院が，地域の人口のなかにどういう疾病

がどの位の人口で発生して，その発生している疾

病のなかから， 1'1分の病院が当然負担すべき又は

受け持たなければならないと思われる患者(質と

量)を，適正に病院のなかに吸引しているかどう

かと L寸評価から始まりま Lて，時間的診療制限

をしていないか，科によっては 1週間に 2回しか

診療しない件がなLか，科によ叫ては閉院時間よ

り早く診察の受付金、υを閉めていないか，科別の

.iI!携にハラツ守 iJ:i丈L、かυ その他，忠島が記人す

る書頴が筒{更に，わかりやすく， j]'確に品入しゃ

ずいフォーマットになっているかどうかc また，

患者に対して手続きがわかりやすく説明されてい

表11 医学効率

目標 診療の安全性，正確性確保への支援

1.各種診療，診断，検査基準はあるか

2医学管理はあるか

3各種症例は検討されているか

4各種卒後教育は整ってレるか

5事/11.，紛争の医学反論はあるか

6. F引J険，臓器j 輸血のバンクはスム←ズヵ、

7院内感染，事故対策はあるか

8文献，佐例は最新のものか

9薬，材料，器具，機械!新治療技術の医術的評価

基準はできているか

10医科学情報は最新にし亡ユ ザー指向に整備され

ているか

るかどうか。その他，疾病治癒率，同復率はちゃ

んと経時的にあがっているのかどうかの評価に迄

達 Lます。

最後に，院内の危機管理体制， これは院内感染

を含めま Lて，いろいろな意味でのリスクの管理

に対する対応ができているかどうか評価しますの

これらが医療効果の斡斉ホイントで，令部で19点

挙げておき主したコ

次は医学効率でございます〔表11)。医学効率の

ターゲットは診療の安全性，診療の正確性の確保

への支援でございま寸。これは，先程の医療効率

のさらに基本になるものですから，病院における

各種診療，診断等の検査に対する医学的基準は，

はっきりしているかどうかの評価から始まりま L

て， 病院全体の朕学管理が各糧の業務，各領域

に， また各データベースに，または情報の精度管

理にまで至っているかどうか，各種症例は検討さ

れてしるか。各種卒後教育は整っているか。氏療

事故，17'事紛争等の医学的反論は確立されている

かどうか，とし寸分野の評価迄達してゆきますc

それらの監査項目1<，全部で10項目になりますc

第 3項Flli患者十 ビス効率です〔表12)。その

タ ゲッ 1-1土患者十一ピス向上の主援でござL空

す。これは11項目から構成されておりまして

番Hは待ち時間，待ち日数，外来検由i子tJcき，人

退院手続きなどが忠岳への便益を与えて'，jりわ，

かっそれらが氏学的に適正管理ぎれているかどう

か。 2番目に患者に対するマナー，取扱いが快適
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表12 患者サービス効率

目標取扱いの安全円・快適件・治癒効率確保への

支援

I待ち時間，日数はどうか

2快適な接患マナーはできているか

3費用受診負担は管理しているか

4受診前後予後指導はあるか

5干続きは簡素化されているか

6信頼関係はよL情、

7生深ケアはよL、か

8教育，合意プログラムはあるか

9コミュニケーションはあるか

10患者・家族に精通しているか

II人間関係はできているか

にできているかっここでいう rナーは，単に対人

関係だけではなくて，患者に対するいろいろな子

統きなど患者とのかかわりのなかでのすべてのフ

ロセス，入院生活，外来環境条件などが全部含ま

れてきます。そ Lて最後に，病院はデータベース

で患者の全バイオデータを前接担当する診療科ま

たは医師J，看護M，職員は，忠者・家族の人格も

含めた情報に十分精通 Lているかと L、う評価主で

入ってきます。

第4項目目は経常効ギでごさずいます〔表13)。経

営効乙宇のターゲッ H主経常の安全性，経営の健全

性，経営の投資効率を確保するための支援でござ

L 、ます。

これも 17項目に分けておりまして，最初は診療

収入に占める技術収入が順調に仲村ているか。今

迄いわれて米ているいわゆる黒字病院を収入発lj

の原点から見直してみると，その黒字が本当に診

療技術やサーヒスの汽から発生しているのかどう

かの確認をし亡いる病院は，必ずしも争くありま

せん。む Lろその収入の争くが物品収入とか雫料

差額収人に依存した部分が多いのです。それらに

よ司て柄院の大半の黒字がH¥たといって得意にな

)日、る病院経営者が少なくありません勺で rカa

ら，官、どもの研究所では病院経常の'ど主主の中に

黒字で不健全な術院，赤子で健全な州院という雇

主主が合まれていま L，つまり H，~ 了でも質的にィ、

健全であれば赤字以I:iニ悪い，占、とよでも質的に健

全であれば，経済偏重の黒字病院よりも健全であ

表13 経営効率

日標経営の健全悦・役資効率・安全性確保への支

援

I技術収入が順調に仲びているか

2技術件数(検査，手術〕は仲びているか

3技術単価は取扱い也者内容と相関Lているか

4施設。設備は能力の l限まで阿転1て¥.るか

5. ;j、収!在悼の避びはないか!短期lか

6.，完全活m.'常理はできているか

7部門コスト管理はあるか

8投資同収コスト管理はあるか

9生産性コスト管理はあるか

10薬，室料は増えていなし、か

11就務管理，減価償却，金利は管理されているか

12時間/人件費/注入の相関管理はされているか

13診療単価は技術診療，効率診療を反映しているか

14偶発債務・保険対策はあるか

15引当金は積立済みか

16医師・看護婦が直掠診療に多くの就務時間を費や

し得る支援体制はでき口、るか

17院lサ危機管理体制はできているか

るという定義を持っています。それらの判定はこ

の様に病院経営の全活動動態をン/ステム分析 Lて

いくと出てくるわけでございまにそして，経営

効率評価の一番最後の17J買目白では院内の危機管

理体制(診療，環境，経営など)，はできている

か。及び医師，看護婦が直接診療行為に多くの就

務時間を費や Lうるような支援体制が院内で確立

しているか，とし、う時間管理と診療効果の相関を

視る監査項目に及んでいます。

これで 4本の監在の柱を御説明したわけ fす

が，さて，それらのことをスムースに進めていく

には，患者へのよりよいケアサービスの提供を何

事にも優先することを全員が合意した共通テーマ

とした院内全体の一致協力と理解とコンセンサス

がなければできないわけですv ややもして，それ

らが順調に行われていない病院の背景には，各部

「うの管理者に問題がある場合のみならず職員に問

題がある場合もあり，上回幹部や特に剤事会の能

力に問題かある場合もありますので，紙上の監査

tリ，人11¥1-;ァクタ の監査が本当i二主要です

メあるテ マについては上層部だけが非常に興味

を持っている場合もありますし，ある先通テーマ
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表14 経営のシステム改善を求める病院資質の判定

改善実施経験を通して遭遇した，困難な改善対象施

設の典型はl

1. r.層l百だけ執心

2職員の無関心

3職員の勤労意欲が低い

4被害者意識充満(全てに非建設的〕

5暗い人間関係による雰同気

6診療部門の恒関心

7. f:層部の非協力

8管理権限の誇示過剰

9システムイヒ思考ゼロ施設

10責任主H て権限なしの責任者の選択方式

についても職員は無関心の時もあり，又ある特定

テ←マについては職員の勤労意欲が低いために実

施されない場合もあります。またある特定部門の

改善テーマについては，職員間で保身の姿勢や被

害者立識が充満していて. Hlてくる怠見はネガテ

ィブな意見が多い場合もあるように経常問題には

いろいろな状況があります。ここにそれらの中か

ら主な問題の10項目を挙げておきました(表14)0

最後の10項目は，責任だけ与えられて権限がう

えられないという例で，これは責任あって権限な

Lの責任者の選択方式の例まで出てくるわけでご

ざし、主す。従って業務改善やTQCプログラムを

つくるのは簡単てーすが，それを実施 L，その成果

を得るという段階になりますと，それを実施する

組織の資質と条件と環境と運命共同体的人間協力

をきちんと Lないと，問題が問題として残り続け

るということでございます。それをより IDI避する

ためにも，職員問で成果を分かち合う盗勢が大切

になってきていますc

監査のなかには(表15)，最近病院のなかに新L

L 、ハイテクロノジーがいろいろ入ってきている

事，そしてそれらの活動への影響にも注官、を払っ

てL、ます。それらは機械や機器，材料の場合もソ

フトや校法，手法などの場fTもありますが，それ

らが果たして安全に効半よく病院のなかでH的に

j汁って活用きれているかどうかを監査しなければ

なりませんc

このなかでのいくつかの例でお話し しますと，

腎結石の石砕とかレーザーメスの新処置とか，レ

表15 今後由経営システム改善により向上すべき領域

1)診療行為と手段!条件(人，物，金7 時間，プロ

セヘ設備〕の標準化ンステム

2)施設ケアから在宅ケア施策への支援システム

3)診療ステ ジプロセスマネ ユノメントの体系化

(システム{ヒ)

含臨床意志決定システム

4)新診療技術の臨床への導入によるメヂイカルベネ

フノット，患者べ不フ 4 ノト!経 'i;~ヘネフィッ i

等の達成を日指す。

間u)腎石砕， レーザメス処置， レ ザ併用内視鏡

診断，ウォータージェット干術， CAPDの

活用，核磁6:f共鳴聴診装置， NMR，局所動

脈内選択的注入療法及びその多様的応用(十

時府+温熱+凍結+レーザ療法〕等の導入に

より，下記の諸効率の達成が可能になってく

る。

医療効率 世話言 ! 的効率

副作用の減少|早期治癒 新邑受診率の向ト

生存率の向土|早期社会復帰 保存血液1 輸彼等

延命効果 I [fIli育肝炎同避 購入制限

輸血有略 |入院日数怖に 高診療効果による

輸液削減 | よる精神的， 病院の社会的イ

牛態損傷制限| 経済的負担軽 メ ジの向 i

早期治療 | 減
早期同復 | 

但L.，高度集積技術〔ハイテク〉をへースにした，

新診療投術の毒入及び新病院設備技術の導入に関し

ては，その両いパフォ マンスも期待できるかたわ

らハイリスク，ハイコストと背中古わせをしてい

る認識が重要で，それらの導入に関しては活用上の

ンステムの中で，必ずリスク防衛体制を持つ能力を

同時に必要とする。

5)費用便益 rネ ンメント中央化

医療便益 忠者{史益 経邑{史位

6)市場需要変化と病院事業計画の連動管理ンステム

7)診療業務と事務業務の効率化辿動システム

8)関連情報のn動振り分けシステムセンタ

9)'1:病院施設活動動態管理

10)業務別タイムマネ ジメントンステム管理

11)疾l也別診療JjIWf{i原価集'1'管理システム

12)業務エラー防止モニターンステム

13)人材育成平前?卒後育成主長期開発計幽

ーザー併用の内視鏡の診断とか，ウォータ ジェ
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ヅトの子術，ノ白式またはCAPDの活用，核磁器 図 1 科別外来診療開始時刻(1週間平均〉

聴診装置などがそれらに当るものむす。それらは

個々別々に申請され検討され導入する場合もあ

り，新しい処置法として採用する場合もあるわけ

ですが，そのような場合にそれらが全体に及ぼす

効果を事前に検討すべきですが，又医療効率との

係りでは，副作用の減少とか生存率の向上，延命

効果の向上，または輸血省略による血清肝炎など

の同避，輸液削減，生体損傷の削減又は回避，早

期治癒，早期回復，早期社会復帰などへの寄与効

果やリスク同避策をも事前に検討すべきでしょ

う。経営効率との係りではそれを受けて新居、受診

率の向上とか保存血液，輸液購入の適正な購入レ

ベルの決定など，診療の質の安全性との整合性を

視る必要が出てまいります。

そのような状況のなかで，新しい技術を術院が

導入した際に，それがソフトの場合でもハートの

場合でも，それらから発生する高いハフォーマン

スを事前に確認をして導入をしていても，ハイリ

スクとハイコストと肯中合わせをしていることを

常tこ自覚していなければならないわけでござL、ま

fo --')jで非常によいパフォーマンスを111すとい

うことは， 方でリスクの高し、要素もあるという

ことでこざいます。このようにハイテクの導入に

は，総合判断と事前アセスメ γ トを L-rぎること

はありません。

これも要点だけお話し Lますと，さきほどの 4

つ監査の柱のなかに医療効率の監査がありました

が，それを詰めるときにはさらに細かい点がチェ

ッグされてL、くわけですが，その場合tこ，情報源

とLてはどこからそれらを抽出チェック L，それ

は定量的な評価を「るのか定性的な評価の部分な

のか。又，それらが改善されるとどの分野で貢献

されるのか，又その貢献分野は更に広がってし、き

どんな結果が期待できるかとしう連結性のなる駈

配体制lを敷かなければ，監査を実施する価値があ

りません} 般的!こは規定句こそっゴニ， x Au'Jな

監査方法が多く，次[i1jも同じような項Hを慣習的

ι監査する例が少なくありません， しかしそれだ

けでは全体評価や，変化への対応が正しく評価出

来ませんので，監去の項目の選mや ~~l~ι も重要な

こと立がら， 'JI際にそれがどう l'う発生源で，ど

祁 f
7九一、 包

こが定量的な評価なのか定性的な詐価なのか， と

んなプロセスでの結果がfH現してきたのかを，よ

く把握しておく必要があるわけでございます。

ここて♂実際に監査行為の実例を市しながら御説

明をしていきますが，まず大きなEE査竹子だけを

お話しますと，待ち時間の問題があります。これ

は院内，院外合わせてでございます。それから診

療指示診断，処置，患者のフロ があり振り分け

は予侍，応対，外来の予約受付，部門への振り分

けまでを含んできます。次は宥設の度合または信

頼性管理体制，各種検査の弔複，反複，凶答，給

食の内容，配膳状況などの業務の質の管理，ヨミ

L ニケーションの断絶，遅延，不足，過誤状態を

評価Lます。又各種業務手段，その影響，各種ス

ケジュ リング，予約，変更，予告，施設，設

備，設計条件などの効率的な活用，稼働，状態な

どをも見てまいります。

最初の例は，外来の開始時間に関する事例です

(図 1)，11科ある病院の科別外来の開始時間を 1

週間モニターしますと，病院の開院時間は 9時に

なっていますのに，各科各様にその開始時聞がパ

ラついておりまして，たまたま時間管理の悪いド

クタ-)/..は診療チ ムのところに行った患者さん

の待ち時間はー長く待たされるということになり

まFじ

これは待ち時|間分析で(表16)，外来と入院の各

付別の，外来ニおける最大京院時惜しで均診療両

府]，待ちl時IBj，そして全科の平均待ちlf，ili:J，人院

におきましては，入院するキでの待機忠者数，待

機U数， 人院してからの、ド均在院 lJ数等々が盛り

れておりますが，このようなことを知ることによ

りまして，最初に申 L主Lたように，患者の失わ

H本病院会雑誌 19納年 1月 131 



表16 待ち時間分析

¥1) 外来

|云前日最天祷間同開開示山
内科 120.4 5. 0 115.4分!
神経科 87. 5 8. 0 79. 5 I 

小 児科 凶 o 6.0 138.0 

外 科 104.0 6.0 98.0 

胸部外科 85.0 4.6 剖 4

脳 外 科 ，

整形外科 203.6 6.0 197.6 

皮膚科 85.0 5. 6 79.4 

泌尿保科 112.5 3.8 108.7 

産婦人科 135.8 4. 5 131. 3 

眼 科 144.4 3.0 141.4 

耳鼻科 62.5 8. 2 54.3 

lIr HJ一 円 24.7 173.9 

干均待ち時間約120分
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18. 2日

れた社会機会主た i土失われた時t1¥J，などが柄院の

運営内悪さによって忠 Eにその煩失を与にている

とL、うことになるオづけ(-，"' 

ニれは入院後の例で， 入院 LてからJ好主主の処民
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図2 入院回数別診療行為及び平均診療報酬事例

(胃・十二指腸，貴鷹)

h 
lJihhlhiij」:

川例。l

国3 入院患者検査一診断一治療所要時間動態

ljiiF 
信形外科臨副II::士三二三=
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出科匪三壬コμ
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1口町内

l • ，_，， 
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長合、刈 ψ
十一一一'"別 ~(J 10 初回初 80 90 300 

Y、r退官 H間 11 

を受けるまでの待ち時間つまり， ロス時聞がどの

ようになっているかをみたものです。これは胃・

十二指腸潰揚の手術対象の患者さんですが(図

2 ).集中処置を受けるまで入院してから 10日間

くらい検査等々でロス Lてし、ます。官・十二指腸

潰湯手術対象のケースのみが問題なのではなく

て，各主要な疾患につし、とも このようにどう時

間と診療行為が流A'l"C l、るかということを監査す

るための 1つのハター/だと 1 うように御理解L、

ただきたいと!旦しますハ

それが各科別に，検査日数，診断日数，治療日

数でどうし、うJ9r安時間状態、こなって表れて米ご L、

るかを把握しそれらが平均化されて平均在院日数

等々になってくるプロセスをみてまいりますc た

とえばこれで見ますと(図 3J. i必]正鴻科はこの場

"本病院会維んよ 1988J.手 III



科 l 手 芸一言一汚 名 i検五時 l釘日会 T時五数
|急性胃史 ~O ~O ~5 

内|慢 1'1 胃炎 2~3 1~14 2~46 
急性担のう炎 ~ 0 ~ 0 18~48 

慢閉院のう炎 ，.....， 2 0 ，.....， 5 31--45 

急性肝炎 1~2 O~5 21~21 

1慢性肝炎 O~6 O~1 22~110 

糖尿病 O~4 O~11 18~244 

心筋硬寒 o~ 1 0 ~ 1 16~68 

十日目日一山内町山
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表17 科別・急慢性別・疾病別・検査，診断，治療日数〔例)

科

，-----， 一 一}←一一一一一一一一一一一一一

タ十 胃

肺

乳

直

合，平均在院日数が57.2日になっていて，治療日

数が52.3日，診断日数が2.8日，検査日数が2.1日

というふうになっておりますが， これはこの日数

を云々する問題ではなく，この中身が果たして治

癒効果的に適正かどうかということを質的に見直

す機会を覚えてゆくわけでございます。

今度は科別のなかで被ってL、る主要疾患の分析

にも入ってゆきます(表17)。慢性肝炎は検査日数

をどのくらいかけて，診断日数をどのくらいかけ

て，治療日数をどのくらいかけてし、るかしたがっ

て，在院日数通院出数はこのくらいになって Lま

うのか，有力、の分析{列です。これで見てまいりま

すと，各科各様に異なったYi:症「えまたは状態を扱

ってますから号当然、，検査円数ヲ診断日数ヲ治療

H数，MよU数は内 的にlJ:0)な¥• tづけをす/)" 

Lかし中身を例別に拾っていきますと，ある特定

の科の看護チ ムの業務{J，DIIが特 tニ I~'hかったり，

または朕師と有議のチームのコミュニケ ンョン

の問題とか，医師が積極的に有議のレコーディン

グに付を通きないために，医師の患者に対する↑古

図4 看護度別患者数

在院日数 | 

~5 

6~62 

18~48 

38~41 

22~34 

21~117 

24~244 

11~69 

~ "j3~主山'"口民同浜名 ':;h

ι 、

報不足と患者の現状認識不足のために，検査およ

び指示，その他のオーダーは必rlも正確なもの

が1.11てこなかったり，又は， ~民自11や石;董のオーダ

ーに補助部門が連働しなかったりする例も少なく

あり主ぜλ。この看護度刷jの在院日数の場合でも

(図 4)， どの紅!主の看護!止にあソてどの程度の

生活!立にあるか，それらを[勾サイトかり見て，石

准チームのブJの刈断で忠朽の人退院士 l' ，")もの

を， リ ターンヨプをも〉て民向11と確認 L合っ ζ

L 、る状態の監査も治癒促進上司Z要でありますο

これは医師の業務時間比率の分析てrござし、ます
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最近アメリカとか己 ロヅハの病院・地域医操

レホ iを見ても，看護対かどれだけ忠者の治検

効果・ ?I会i圧的効*にχ きな影響を持ちながら，

それらに影響のない仕事が多すぎるか，という点

を指摘しています。し たがってそれをもっと再分

析して，看護婦を本来業務に民すべきだというこ

とが強調されていますc この分析図もそういう意

味では，医師の，現状業務を 100とした場合に，

修E後93%となるという数'了が出ていま Lたよう

に，看護婦の現状業務を 100とした場合に修正後

88%，つまり 12%の業務量を減らすべきであると

し寸 4つの分析です。この状態から見ても，医師I

よりも看護婦の力が，いかに本来業務がtせされて

いるかということが，お分かりになるわけでござ

いますc

しかl，いゥいろこのように戦慌を Lてレっ

て，病院業務の質と量のハランスをとる事を掲げ

ていながりも， とかく監査をする人の主観が先ね

して 効率の追究が重きをなしてくるケースにも

出くわ Lますが，そうなりますと，こう Lても買

が犠牲になるとにうこと νこなり主「から， I今、療の

特異性ゃ:f!1k，背景に精通した監百人の選JNもj、

変需要でありま t，その相関性をみる為の ぜ〉の

例としてここに挙げていますのは，腰とひざの背

移植の1JiIJで新しい術式によって平均在院日数が減

ったわけですが，術後の質が害、くなったじゃなし、

かということを確認するために，各々の治療経過

を1983年式と 1985年式の 2年に分けてフォロ し

てみたら，実際には， 1985年式は-'JZ均在院日数も

医師業務時間比率

図6
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が〔函 5)，医師全体の業務を 100といた Lました

ときに，医師が直接やらなければならなし、ことと，

医師でなくてもやれる事がありますが例えはもう

少 Lfl、師が使ろ伝業とかカルテ情報伝達方式を医

師が使いやすいように設計 L直せば，医師がそれ

から発生する余剰時間をどれだけセ フできて，

それを阿接診療にむければ患者の診療待ち時間

が， どれだけ節約でラるかを分析したものです。

現状を 100として，それを修止しした場合に，

修正をどこで~位以しているかということも含まtL

てきま仁似日 iの/UT:-Cfiう業務が町あまり正(j長

打rif2krh'の)jに1111るとことは通iIてはありまサ

んか， IITi.こはノどのよ〕な法務もあるて l .) _ 

Illlの1'111減し た業務は他の()九化とかまたは他のス

ダノソによ〉ご吸以されるべささすがどれらは

どの部分であるかと，うことの分析を徹氏的、こり

し、ますヘ

ニj1~土石I虐の業務l同 IUJ比守之内分析です(図 6 )， 

Iiペ
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図 8 TOTAL JOINT REPLACEMENT 
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減ったし，術後の状態の良くなった患者が増えた

というデ タが出7ニ例です(図7)0

状態はどのように良くなったかということを見

てみますと， 1983年式は，術後杖を使うとか車約

fを用いる患者が多かったのが，サホー}を必要

としなくなった患者が1985年式では梢えて米たと

しう 2つのケアと術式の違いから生じた実例です

(図n この例は|司類疾患で1983年から1985年に

干均在院日数も減りかっそのリカハリ は質的に

良くなったという例でございます。

これはまた竹の νョイントリフレ スメントの

例ですが， こう L、う比較整合性分析で各疾患の治

ゆ経過をケアや診療方法別に分析し亡，質と量，

効率，新技術，ケア万式の導入によってリカハリ

7J~本当に良くなったかどうかというチェックを

する必要があります L，またそれをやることによ

って，臨床医学的な精度や診療サービスの質が上

がったか否かが正確に確められてゆきま t.

さて，看"藍の )j で~J: Æ~近，ナ ンングプランニ

/グの為に近代的な手法がだんだ/し要求されてき

ているようですが，臨床の方でも標準化と効果安

内の検討の中で，主要疾患別に処置フラ/ニング

を立てて，診断確定手順にどのくらい時間をかけ

て，どういうプロセスでやって，その聞に検査と

か処置を含めていった場合に，必要な診断日数と

か検査円数，過程から考え bれる投薬日数，など

をどうやっと導き出すかというフランニング能力

が医師に要求されて来てL、ます。

臣、は看護婦の方がプランニング能力はずっとあ

ると思っております。それは患者そ Lて家族との

係りも包括的で連続的ですし細かい観察から状

態を熟知しているか bです。 しか L医師も今迄は

あまりプランニング能力がない人でも，これから

はフランニンクF能力を持って診療していただかな

いと，実際には患者のトータノレのケア，ひいては

看護婦の方が看護サイトで決めてし、くフランニン

グの方に出す情報も不起して Lまい，医師からの

情報が不在確であったことによって看護フランニ

ングも他の補助部門のフラ/ニングも正確にL、か

なくなることになりますコそうなりますと似師は

故終的、こは，診療 H数とか治療円数，検査日数な

どを f測管理してし、ないことになりますので，今

後は医師にも相当診療フラ〆ニングの能力が要求

されてくるというニとでござし、ますG

さてここで展開をちょっとアメリカの医療の方

向に向けてみたいと思いますっそれは今やアメリ

カの問題が対岸の火と Lて傍観していられなくな

ったからです。 DRGが何故アメリカにf¥¥てきた

かといL ますと，これは つの例でございますが

f表18)， 5人の個々の医師lに:誤差の少ない，標準

表18 V ARIABLE USE OF RESOURCES BY B.、，v.H. CARDIOLOGISTS: l'ARDIAC CATHETERIZATION 

WITHOUT COMPICATIONS 

A、eragefor all ~vIDコ4

，m A 

ユIDB，w 仁

、IIJ J)

i¥lD E 

NUMBER λ¥'ERAl;E 
OF PATlENTS LE0:GTH OF STA¥ 

325 4.9 

，12 4.8 

27 1.1 

52 '1. 9 

94 4. 7 

16 9. 3 

日本病院会雑誌 19昭8年1月

A¥"ERAGE 
COST 'P A TIE:-.i"1 

~ 2，889 

時 2，760

$ 2，812 

s; 2，870 

S 2，870 

$ 4，530 
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表19 損益性評価

基準看護・給食・寝具収入

的な重症度uこある循環器の心カテ処置を行わせた

ところ，平均在院日数は4.4日から最高9.3日主で

あるんですが，それを見ますと， AsCDEの 5

人目のドクターのうち Eだけば 9.3日かかってい

る事がわかります。リカパリーとかその後の質は

同じなのに，なぜドクタ Eだけが他の医師より

も倍のコス}と時間を費や Lているか。したがっ

てクタ -AsCDの診療の質と量とコス!と

時間というものは相関Lているのだから， この 4

人の代表佐例を基礎にして. この処置某準を DR

Gの項目に加えていくとレうことになってゆくの

です。

こういう症例が沢山でればでるほど， DRGヵ、

かたまっていくわけですが， このようにしてアメ

リカでは， DRGを完結寸る方向に進んでいると

御理解いただきたレと思います。又日本の実状に

もどりますが，病院が新しい報酬基準を申請する

ときには(表19)， うちの病院は特 2類を申認して

取ったとか， ろちの病院は特 I鮫だとか，某準給

食だとか，そうし寸法的な主主準に頼りきった報酬

増加対策を多くみます L，又今の日本の社会保険

制度も価格体制Jではそうなっておりますので，高

い収入がとれる窄準をどうしても取りたがる現実

はあるのですが， Lか L折角とったその基準}主，

実際に取っただけの例値が，tJ::，者にもまわっている

のかどうカ としうことを見るため Iこは，その法

市の行為を Lたとすと[ていな均沿ったときとの!t'd

こ どれだけケ F の抗ゃ給itl付内力i よ、たりヲ

ストにゆとりが11-1てラたのか，なせ来なかったの

かな三 0)倹ロIもlなければ Jなりなしと也、います。

ニれは， あ Jまでも'll(fIJ'ご寸トから、l')eJで:iあり

主せλので， ニ)l う病院もあるというふうに理

解 Lていにだき三いので Fが， Aなる病院:土，特

図9 手術状況〔臨時を除く〕

外 J し;'，

--'f 

川丸 山 l

、
ーピ一 一 ___J¥ _C-;' 

2知の基準をとって医業収入， 3，480円を取って

いても，原価では 3，600円使っていますという一

つの例です。

つまり， 3，600門というのは当然自己負担なり

公費負担なりとし、う形でまた病院の負担として民

っていくわけですから，ここで見ますと， どんな

広準を取ってみても， Q. C とコス iマネインメ

/トが悪ければ，患者の方に恵く跳ね返えるとい

うことがあるという例でございます。

次は手術の例でごさ1、ますが〔図 9，表20)，よ

く病院の経営指標のなかに，手術件数とか手術材

料費などの項目がありますが，それらは病態別，

E症度別に手術に当るドクターの数やナースの数

とか，または手術に必要とする所要時間，手術を

行う時間帯の用い方などの適正値から判断しない

と，費用の支出や手術の結果件数だけでその効果

を判断出来ないわけですc 又診療効率の判定のう

えでも，実際に術後の患者の回復の傾向をよくフ

ォローしなければなりません。それらを見る場合

にも，各科liIJに疾病別にそして各術式別に細かく

!時間とスタップと担当 Fるチーム体制，準備体

~WJ ， 材料体制1. リカパリ一体制などを分析 Lて，

加盟のなし完全な手術体制で行えるようにフラ

ンニ/グとスケノムーリ/グヵ;されて L、る泊ヘ

ないかの除貨が必弘!とございます

ニれは， 各干料品大{牛どのくりL、の時!日J'I-i;;でどん

な下 i'~Jを又それり 11 ， どのc-)( 、のI't数を行って

L 、るか， '1後 5時以前Jと51t年以後に分けるとどち

らの II.~'IUJ'N-(が多くなってトるか，そして，それり
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表20 各科代表手術の所要時間及び収入

(金額)

I f: 名: F 昨I 名 千術時間
|時間 l勾|時間外 l休日・深夜 l

111- 瓦i1'I孟指示i ゴド
Dr 3 胆のう摘除術 1.5h 

Ns 5 f~腸悩摘出制~ 4 h 

ll-¥-J 先手 1 h 

脳外科 脳動脈クリッピング 6 h 

Dr 4 硬膜外血腫除去 5 h 
?¥l's 4 ，.=........_~ ..... 

7J頭症手術 5 h 

J 整形 外 科| 大腿骨骨折手術 2 h 

Dr 3 
N， 4 四肢骨折手術 1.5h 

l 婦 人 科! 子宮単純摘出称:f 2.5h 

l Dr2 ! 附開場摘出品 1h N， 4 
1 帝王切開術 1 h 

|-L6ほ干|両院恥i術 2 h 

1 Dr 2 !ぬ 6 腎摘帥 3 h 

耳 鼻 科 l 上顎洞飾骨洞根本子fi¥

l IUlj??i N， 3 tJi ~)r5J，~;lj 

l 小児 外科 ヘルニア摘出術

Dr 3 
Ns 4 

1 h 

O.5h 

5 h 

1 h 

川剖| 肌 2剖 344，4凹|
94，360 131， 160 ， 167，960 

176，150 245，350 314，550 

123， 600 171， 200' 218，8凹
47，410 田， 210 85，010 

544，080 786，410; 997，810 

191，890 261， 090 i 330，290 

150，130 201，蜘;戸3，730

78，420 107， 220' 136， 020 ~ 

58，420 79，220 100，020 

79，450 110，250 141，050 

47，400 65，000! 82，600 

167，9加拍，590! 236，1馴)

54， 520! 73，650 I 92，850 

田， 620 I 136， 220 173，820 

36， 830 50，030 63，230 

26，020 ， 34， 820 43，620 

183，2削 2話， 080 勾，捌

81， 610 113，210 144，810 

眼 科| 水晶体摘出術 1 h 77， 540 I 肌 540 I 肌間

Dr 1 

i ).l"s 4 

を担当している看護婦又は医師が過労の為，翌日

まで疲労が残っていないかどうか， また，手術の

結果がとうであったか，などそうしウ質的な業務

を見直す際にもこうしみ業務時間動態の監査が重

要じなっときます

ニれは外来の時日lj動態です(表21)。 千キ診棟科ぴ〉

乏11けから各'¥j里検在， 各"川↑

力が泊'それらは薬局，会計に主で至って各所で待ち

Il年!日jを発生さぜてしますど 又文書，u2人とか文書提

出，準備，凶容， j移動時間，それりを令白;合わせ

た時闘が待ち時!日lでございます〕この病院の場合

は，平均ff院i時間が 2時間28分になっておりま f

表21 外来各部門別時間動態(例〕

待ち時間 文書記入 問混血[時回答 総時間|移動制

受 " 2 " 診権利 ，0 s "ト÷
生理検査

" 
。

" " 放射科 " " 認床検査 11 : " 
l匡|薬二計日局 i| 

2 t " L一ι3 " ¥Sift t分 E会 日告 15~ 骨 "骨l

|部在院時間 4時間"分|
係
久良1i5[)- iao人 (平均在fT..Q;'問 2時間"分)

t;ケち日時1百iを r←タルでみた在院日時1H1ですが， それ

を， どこの部門が何分発ノLLて，何故発刊 Lてい

るのか，病院の手続き様式が復雑なのカ，事務と
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表22 平均在院日数と看護量・診療報酬の関係

A 院は数 ~ w ~ w ~ ~ 15 

|看護酬| 工 " -'6.0 心 計 l' 9.0 一瓦子十 13.6プ 18.1 

il!、音比率 B 1~9 ~2 nl  a9  D.3 ill4 ~8 

(鬼) C 76.0 I 73. 0 69.2 64. 1 66. 9 46. 1 28. 1 

1 雇e1f1ゾ司百五----- '1-一一 十 → j-"--

; 平均看護所要時間 113.4 117.9 123.1 130.3 140.4 155.9 180.9 
〔企士)

恵吾lJd n当万 了 l 

平均診療報酬 1，7倒 1，784 1，877 2，006 2，187 2，465 2，914 
〔点)

表23 院内部門別ヱラー率一例

l三三ニタ分類
| 数量的z ラー

m;rl言型竺二五 J房長瓦三仁王正「定墾!
i 質的エラー

|50仰 0.8(%) 川 2ω4叫 5.3(%)1

3.6 5.5 4.0 0.5 3.4 4.7 

スケジュ ルエラー

| 書類的エラー

4.3 11.2 16.1 3.1 2.2 7.4 

7.1 4.1 2.5 1.8 6.1 7.6 

診療のコミュニケーンョンが悪わのか，業務連携

ンステムが悪いから発生するのかなと，細かい同

聞の活用を追求 Lてし、くためには，時間と業務と

の流れを常 Mこみ亡ゆく事が重要な経営管理のホイ

/トですc

‘ノ町で，効率的なし、し、医療をやっていきます

と，当然外来患者の来院が活発になってまいりま

す。そうなってきたときに，新入院患者や新外来

患者がスムースに受け入れられているかどうかを

科別に確認する為にも，在院患者動向と新入院患

者傾向と平均在院日数との 3次7cの係わりを，同

時にモニター Lていく必要があるということでこ

ざいます。

これは，平均在院日数，看護度別患者比半報酬

関係とを 3次元で見ているわけですが(表22)，こ

れなども，ただ一律に，ゆちの病院は患者 I人当

たりの平均診療報酬がL、くらで，看護所要時前lが

どの、らしで，そ Lて宥准!EEがこうだということ

を簡単 1二凸よh:.いのて，やはリ各付の 1妥 1久迩

別，病態別にこうし、ったアナリシスをして適 l上it

在院 U数と!、うのは疾病別， 石護!呈:別に何日であ

ればl.l 'かということを，ニのよ Jに医療的に

細か;見ていく必要があると思うわけであり主

す。

(600~800床〉

次l土，旨頭にもお話し、た Lましたように，病院

経常におL、て病院の業務エヲーが 番大きな問題

ですから，エラ を極力なくすとしう意味では，

数量的エラー，質的エラー，スケンュールエラ

ー，書類的エラ ，意表決定エラーなどエヲ の

所在と分類を各科別に if確に掌握して Lき，その

エラ をより少なくする強力な体制が必要です

(表23)。

次は設備に関する稼働状況監査です(表24)。欧

米ではユ ティリゼーションレビューと呼んでい

ますが，いかに活用Lt.こか。日本は利用という指

標が先行して，活用指標としてのフォローが遅れ

亡いるといえます3 それはいかにマキンマムにユ

ティライズされているかということですので，

そういう怠味で，子術室，検杏， I.i'!:射線，病棟そ

の他諸々の施設が活用の条件が揃えば最大どのく

らいの稼働時間になり，そこからどのような件数

が発生すへ雪なのかを検討した 例でございま

ー仁

このなかで A 昏活用の低い例がコンヒュ タで

ございます。病院のなかでューティワゼーンヨン

が41前に低いのにコ J ヒュータ ι莫大なお金をか

ける叫それだけお金をかけるんだったら，もっと

柄僚とか忠、者十一ヒスの拡充にかけるべきである

138 H.j.病院会会長よe. 19咽喝半 1月
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表24 共同設備利用率・稼働率動態〔例〉

手 術

ぷ仰い 1年

表25 部門間伝票発生頻度ゅの

総伝票数 180種類

I函! J7~ 312 5 I¥ 10115 

30 

じー 1日 140

10[ 10日 317 20 3[ 312 5 201155 

白鳥 凶 4 20 I 5 25140 6417C 3015C 2日 70 I 3C 10015C ~1i59 
"1438 1，914s7 1171331 ~~2173 99011∞3 h6G~ 7211741156 31，714日33141側

(0∞-0∞.n (1日当，"

が， ー般的にはコンヒュータにお金をかけたがる

柄院が少なくありません。そういう病院が患者の

ためのユーティリゼーションがよくわからない病

院で:1ないかと思います〔

次は部門聞の伝巣の種類と発生頻度でござしま

す(表25)ヘこjしはク υ ス J ノチィッグしごみる

と，本当に必要であろうカ‘とE、わ.1'1る伝票とそう
でない伝票が明らかになってきますc こういった

ものをよく整理Lて，できるだけ少ない伝票で多

表26 部門間電話顔度(例〕

くの仕事が出来るよう vこ，情報は簡単明快に Lて

一元化していくことでありますっ

次~， ldi;門別の電話の頻度でござLます(表26)。

これも紙!の情報かキちλと1ていないとか，部

門聞の約束'liがきちんと守られていないとか，与

えられた情報が司、正般であるとか，そうし J二

様々なにュ--<〆エラーによ~，て'，11訴で問L 、合わ

せを Lなければな hなL・、というような間忠ヵ、出て

きますが，それによって電話の頻度が増えるわけ

日本病院会雑~t: 198B年 1月 139 



です。 J哲λ れば看護婦の， 忠者サイドにいる時間 国10 人聞の生存と医療の変化に対応する看護の実践の

も侵されるとか検査業務は遅れるなどの事が発生 拡大

してきます。つまり，電話の問題はコミュニケー

ションの問題としてのみならず業務過誤を発生き

也ロスをも生じさせる大きな問題にまで発展す

る可能性をもった要因です。ここで，ナースの問

題について私ども研究所が考えていることを御案

内したいと思います。これは今日の日本の傾向で

もあり国際的な傾向でもありますが，人間の生存

と医療の変化に対応する看護技術の活用ニーズが

大変増えてきたと言えます〔図10)。つまり，看護

婦なり君護専門家に対する社会の期待が，かつて

ないほど非常に大きくなってきたと言えるかど思

います。

従来は，一般診療のサボ トケアということが

主で，患者の治療サポート，医師の診療サポート

とトうことがメインの業務でございましたが， こ

れからはそれにプラス，ホームケアサボ一人ヲ

イフヘルスケアサボ ト，ヘルスフロモーンョン

サポート，コンサルテ ンョンサボ トなどを合

めたトータルケアサホ トから大きな期待がよ寸

られてし、ます。 i矢療も包括氏療体育訓!の確立が強く

叫ばれてきておりますが，そうし、う現実でも，ナ

スの社会的価値が非常hこ向くなってきたわけで

す。それは，人間の長寿化とか疾病儲造の多様

化，健康を確保Lょうとする社会の成熟化，家族

の期待，患者の期待，社会の期待などが拡大Lて

きたからでもあるかと忠レますc

それで，今日のアブストラクトにも入れさせて

いただきましたが，今後はナーンングコーテイネ

ーγ ョン(図11)という連携機能を確交して，ライ

フケアナースとフライマリ ナ スとメテ。ィカノレ

ナースの 3つを接合させながら，ブリケアからア

フタ ケアまでの連続ケアを， つの有機的な機

能休として機械化していく必要が出て来た時期に

遣したものと感じております。

この状況に対応するには， JJ，I古のお韮監査の慨

含:を地域医療の拡大を tHHt.ニ領域迄ステッフア

ソソ L江ければなりまぜんが、 これからり医療と

石川並l土こういう }J)(rJで進んでいくい土確実であり

ますかり，その中でのメヂィカノレナーンングとラ

イフケアナ ンングとフヲ fマリ ケアナーシン

I!'，之ド N: 

門'"'"

" 

イ的

一一一一爪川，"''''':民必イt 似口，，"''''，，，，，蜘

家肢の仙j刊

思宅e，仰向

院酬の則 j.~

社会，，~毛 F

図11 ナー νンゲコーディネーンョン

ト一一一ィ日付クケア一一→
F リゲア ぐ一一一一一一一一うアアターケア

タ 7 二 ヶ ァ 二 二 五 [ 達 成 す へ き 円 標 |

一一一一一一一一 i

Iメデイカルケア|ベターへーンヱ:早期生活復帰 ! 
ラ シング lインにケア 早期治癒 1 

2ライフケア |ベタ ケアライ十早期就学，就労
ナーシ γ グ |フ l 趣味活動，体力

: J進，復帰

13プライマりー |ベターケアニ |ヶアスグリーニ
l ナー γ ング |スモニタリシグ|ング，ケアデザ

|インニング?ケ
;アサポート，ケ
|アガイディゾク!

グは，今後主主々チームナ ンングを前提に専門化

してゆくでしょう。そうなりますとそれぞれの役

割分担の中でイニシアティブをもって，従来のよ

うに医師のオーダーに多く依存するケアに止まら

9.ナーシング診断とそれの意志決定から，業務

が始まっていくケアが多くなる傾向にあるかと思

います。

このグラフ:工，加齢と疾忠の発ノi頻度と重症度

の相関をみたものです(図12)，皆さんのご専門か

らもご承知]の t.")乙，ニれは つの骨iでございま

すが，縦軸が咲忠の発焦頻度，横軸は年齢のJ)IJ舶

をグラフ化 Lたもので，その線上に疾病名を表わ

していますっ加齢と疾患の相関傾向がかなり多様

140 日本病院会維誌 1988年 1月



図12 加齢と疾患の頻度・重症度
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化してきていることがわかります Lたがって，

人口の高齢化が進みますと，これらも }JQ齢と疾患

の傾向がナ シングケアの役割とその軍要性をま

すます求めていくことは必然であります。

1984年ぐらいから最近迄のナーシングマネ ジ

メントに関する文献を見ていますと(表27)，ロー

グリンとかカウパッハとかローランドが新らLt、

ナーシングアプローチを書いていますが，その特

長は昨今ナ シングのニーズが非常にアクティブ

に， しかも包括的になってきたが同時に看護計画

と実施過程における見逃しとか見過ごしが増えて

きた。従って，それらを事前に防止する為のプラ

ンニングが非常に必要になって来た。それにはナ

スL1身が，意志決定と行動と効果にあIして，刊

定能力を補強できるような建設的な監査の必要性

が呼刊かけられてし、るわけです。

それと干行して， J CAHの1984年の看護向上

)，~i~，を見てみますと，規則的な者護プロ七スのと

こターの必要性と同時に，その効果が判定できる

ようなサボ-，体制の確立及がでの関連データが

常時把握出来る体制と過誤の行為の検討，エラー

表27 看護監査ベンチマーク

ロウクリン

1984年適時・適質ケア 計画と実施過程におけ

る見過ごしと過誤

カウノミツノ、

ローラント

1980'1 計岡に含まれるへき治療方針と教育

JCAII 

1984午 官、志決定と行動の効果・I'j己判定能力を

補強するオーヲット

1規則的看護プロセスのそユタ と常時

効果判定

2関連ァータの常時把握

3 状態IbL~のための行為の検討

4感知，察知，発見の止確な記録

5行為!行動の正確な記録

6質管理状況の年次再評価

Patient Need-Timeアヘイラピリテノ スタソフィ

ング

の事前感知，察知，発見手段とその正確な記録，

行為， 1 J動の正確など記録，ケアの質の管理状況

が年次的にも再評価できるような，監1't体制が必

要であることが指摘きれていますん

初めにもお話しましたが，今後のナースは人間l

の生涯性が長くなればなるほどケアの時間経過も

長くなりますので，ナ シングマネジメントの中

J心が，ケアのプロセスの充実になってきておりま

す。ここにございますように， まず患者と社会の

ニ←ズを清護の立場でアセス L，アセスしたもの

を診断して，診断にもとづいて看護がどういう形

で，どの段階で介入していくべきかのフランニン

グを立てます。プランニングを立てた看護スケ ν

ューノレをフランに治って実施 L，実施したものを

また再評価して，新たに始まる看護行為に対L亡

ニ ズを辻しく受けと均られるように修正してい

しこういうようなフロセスのザイクルをマネ

ジメントする役前りが出てラてくるかと忠、いま

す。

そうな Jてくると，従来よリ'L'Y，Wi!'y，な{j法休

制(図13)が必要になって守ます そ Lて今後の医

療とケア二一ズの変化を [1ーしく従えることが益々

重きをなしてきま寸。疾患内脊も h¥i.期iニ急性化す

臼本病院会雑誌 198B年 1~ 141 



図13 イノベィティブな看護体制
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i 一人A 的 川 o'ピ，，-，j，'JM長官

るものとか又は単なる慢性疾患ではなくて，遺丘、

的，免疫的，また代謝医学的な体質をもった需要

がふえてきましょう。かつ人の感性や個性の高ま

りがふえてまいりましたから，人の心理的なニ}

スすをも細かく捉えてL、かなければならなくなりま

しt::..o 

この様な状況は医師だけでは判断できない，ま

た医師では見逃しやすいような部分に対して，;[i

護婦がイニシブティプをとりながらチームリェイ

ゾ〆またはブ lコモータ の役を集中的に行っとL、

く場合もあるでしょう L，又それを継続的に行う

場合も出てくるでしょう。そして，それらは包括

的Xは段階的方向に広がっていくのではないかと

思います。

一方，海外でも注目ぎれて来ているナーシング

タイプグノ シスですが，ナースのレベルで業務

の最適化を診断するためには，その診断が適碓vこ

:fi ;tる宥護チームへの支援体制と診断の質を維持

する為のアセスメント休11.却を確立する必要が出て

来ておりますc

又よりよいナーンングプランを{乍るには， この

フロ チャー H図14)にもでてレるナースが達成

Fべき目的と項Hを正しく患者およびその周辺の

条件から収集した情報と状況で確認すべきであ

る。

そして段終的に，当初にたてたフラ/ニングと

その実施との正がより少なくなり正確に終了でき

るその紅1果をもコて，祈 Iいフラ/ニ/グがより

正確に何スター r できるよう，このソロ が作ら

れて L ます ニニで巾しあげfょ1'σ):ムナ ンJ

グダイアきノーンスこは， IFiil1なア七スメ/トが

必要であるとしうことです〉

もう つはそのアセスメントをするためにいろ
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C剛 T氾:ALANALYSIS OF DA了AIN EACH CATEGORY 

P 
REPOR了OsS目前倒S
TO PHYSICIAN四 0町内

E旦旦豆旦~盟旦

DETE町一'"…ACTIONS

fiSII.e 13-1. USlng同町一山

表28

1. Administratlve or managerial actIvitieョ
Supervisゅnof various levels 01 the stafi 

Revisillg policy ~nd procedure IT旭川."
Revising job desζriptions 

2. Clerical activi問 S
Delivering telephone messages 10 pa!ients 

O<d町m，知pplies
Ch.川tlllg川 formatlonon patiellts' c同市

3， Housekeeping acti別 tles
Cleaning unitS following patient discnarges 

Distributing and collecting linen 

Caring fm似lwers

4 印刷ryactivit問

Filling out d副IymellU， 
u、ngpatient trays 

S. Techniqu閉 U各国 m岡山川 care 山"印versmany P05山 leproblems， in 

cludillg Nur，ing care plannmg conterences 
Admini，tration 01 medicine， 
Cetting patie門tsup， lor example， intc柄 heelchairsor on crutches 

6. ?Ianning山ephysに.1凶yout01 the station and山euse of sυppl回叩'"

and time spent in non-nu同II'Igactlvltles 

Place for storage 01 stretcher 

Storage of札，p凶esin relation to place of use 
D四posal01 used equipment or linen 

7. Interdepartmental activities or relationships 

OeHvertng reports、schedules，and reQuisit同町

Scheduling time for phγ紅白Itherapy or radiologic activit目

了imefor servi内gmeals to pati巴""
Moving patien!s from one depanme川 10another 

んな!問題〔表28);こあ j;h ;.t ..r..すが， IlIJ出と Lて与

えられる主な領域はだいにい 7項目くらいに分け

られると思います。第1項目は管理に関する問題二

リア。 2番目が事務的な業務と取扱し、業務とに附

臼本病院会総誌 19喝8年 1月



することです。 3番目が病棟等の管理に関するこ

と。 4番目が給食等に関すること。 5番目がベイ

シェントケアのための種々の技術または技能に関

すること。 6番目がナーンングのプランニングを

するため遭遇しやすい問題。 7番目が各部門間と

のかかわりのなかで出てきそうな問題。アセスメ

ントをする時にはそうし、う問題に接遇しやすいと

いうことが出ております。結局，ナーシングオー

ディットに必要な，今後の近代的なオーデッティ

ングで達成しなければならないのは，ナースの潜

在能力や可能性をより多く導き出して，ナースが

今後の包括医療に先進的な役割を果たせるよう，

図15THE NURSING PROCESS-A REV1EW 

その動機付けや新しい発想、がもてるよう支援する

ことですロまた，ナースが行なういろんな業態の

なかのプロセスについての監査の方も，ナースの

もつ大変さや困難さがどこにあり，どういう点を

補強すればナースがより効果的に働きやすくなる

かなど，オーディ γ トを担当する人が熟知したう

えで，状態をより科学的に監査し分析していくべ

きことは当然であります。今後の医療の変革は日

本が歴史上はじめて経験する人口の高齢化や国際

表29

AND A PREVIEW 

化による疾病の複合化などから影響を受けること

は必然であります。したがって，今日ほどナ一九

のリーダーシップが強く求められてきた時代はあ

りませんロそれは単なるナースのリーダ一作りで

終わるのではなく，人間の全人格医療が取り扱え

るナースの先進的主導体制u(ノ干ベーティブリー

ダーシップ〉の確立が求められてきているわけで

ございます〔図 15，表29~32)。

NURSING PROCESS PROBLEM-SOLVING 

Assess the patient Collect the facts 

Make a nursing diagnosis Define the pro blem 

Plan nursing intervention Select the solution 

Implement the plan for nursing intervention Implement the selected solution 

Evaluate the outcome uf nursing intervention Evaluate the effectiveness of solution 

The material in the five chapters in Part 3 discusses how the nurse can apply the principles of the 

nur smg proce曲目 theleade四 hipjmanagementof nursing care. 

表30

co恥1PONENTSOF THE 

NURSING PROCESS 

Assessment: The collection and 

analysis of data about the pati-

ent， leading to an accurate 

identification of problemCs) 

necessary in making a nursing 

diagnosis 

BACKGROUND KNOWLEDGE 

AND SKILLS NEEDED 

Theoretical knowledge of 

Normal physiology 

Pathophysiology 

Psychology and sociology， 
including family and cultural 

beliefs 
Nursing specialties 

The nursing process 

Skills in 
Al1 communication techniques 

Systematic observation 

Inductive and deductive 

reasonmg 

自本病院会雑誌 1988年 1月

NURSE LEADER'S ROLE 

Assign competent caregiver 

Facilitate caregiver's efforts 

Establish rapport wi出 pat1ent

and explain γ'our role 

Establish rapport with patient's 

family and significant others 
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表31

Planning: Making decisions a bo 

uut priorities of care， eetablis. 

hing goals， and selecting the 

best nursing actions to achieve 

desired results， making adapt-

ations as needed 

Above knowledge and ski1ls plus 

Knowledge about 

Nursing therapy 

Skills in 

Performing nursing techniques 

Using problem-solving techni 

ques 
Organizational skills 

De，¥elop a plan of care to meet 

specific needs of the patient 

Promote planning conference with 

team members to develop plan 

of care 

Lead conference facilitate group's 

work (can delegate conference 

leadership to anothe nurse 

Stating nursing orders clearly when appropriate) 

and concisely Assist in the healthcare team's 

planning process 

Implement eHective problem-sol守

vmg 

Intervention: Delivery of nursing All of the above plus B~ a role model 

care efficiently Skills in Ensure good interpersonal 

relationships 

表32

COMPONENTS OF THE 

NURSING PROCESS 

Intervention: cont， 

Evaluation: 

Recognition of change in pati-

ent'scondition; comparison of 

recognized resu1ts with 

hoped for outcomes; revisipn 

of plan of care 

Supervisory techniques 

BACKGROUND KNOWLEDGE 

AND SKILLS NEEDED NURSE LEADER'S ROLE 

Teaching Assign competent caregiver 

Give directions effectively 

Observe caregiver's performance 

and patients' reactions 

Teach both caregiver and patient 

All of the above plus Implement evaluation skills-com-

Knowledge about pare results to desired outcome 

Evaluation techniques to be Conference with caregiver-ascert-

used throughout entire ain need for team conference 

nursing process Determine quality of care 

Skills in 

Judgmental analysis and meas-

urement techniques 

Determining reasons far any 

deficiencies 

The nursing process is basically problem-solving in order to prevent or resolve patient problems. The 

nursing process and problem-solving may be compared as follows: 

監査の近代化に対して今後のナーシング部門が

ボ γティブに対応していくには，近代的なナーシ

ングマネジージメント能力の養成が基本条件であ

ります。そのマネージメントの応用分野はここに

あげました 5つの分野ですぐ表33)0 1番目はナー

シング業務の改善 2番目はナーシングシステ

ム，とのなかにはケアマネージメントとフランニ

ングも入ってきます。それから 3番目はナーンン

グ活動の管理。この分野はスケジューリング行

為，記録などの管理がはし、ります。第4番目はナ

ースの報酬管理分野です。ナーシング技術や知能

の革新，労度の増加や知的ノーハウの向上などが

医療の高度化や包括化で積極的にみられるなかで

ナースが受ベき報酬が適正であるか否かの管理を

きめ細かく行なう分野です。第 5番目が家族，患

者管理の分野です。この分野も従来よりもより包

括的に，そして最終的には在宅ケアを始めた家

族，患者がセルフケアができるようその養成や支

援プログラムを含めた分野です。昨今，欧米でも

ホームピンティングナ スは増えていますが，セ

ノレフケアの養成をして本人が自立できるところま

できめ細かくケ 7Lているところは必ずしも多く

ありません。このへん， 日本i土家を非常に大切に

する慣習がありますから，家の自立を支援する意
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表33 看護業務マネジメン卜

業務改善 看護システム 看護管理 看護報酬 家族・患者管理

業務簡素化 業務体制 看護記録

省間接業務 スタッフ体制 引き続き手順 び他部門連携 家族協力プログラム

直接看護増 研修体制 カンファレンス 技術的収入の向上へ 在宅ケア指導

早期治中，退院促進 PPC 看護精度管理 の協力体制 面会管理

標準化/協同利用化 T.N.S 医療事故防止体制

看護運営マニュアノレ EDPS関連 看護婦認定及び業績

待ち(待期日数〉 看護運営マニュアル 評価

時間削減 H.C.U.N体制 給食関連

在院日数削減 協同看護体制 投薬関連

通院日数削減 (視作理.心理 回診関連

各TEC) 検査関連

慢性リハ管理

急性リハ管理

味でも日本の家族，患者ケ7管理は欧米より内容

の深いケ7が求められてきま Lょう。

本日のお話で申 L上げたし、ことは，これからの

ナーシングはドクターの単なるアシλ タントでは

なく，ナース機能がセンターオプメディスンにな

ってきているということです。特に，包括医療の

なかにおけるナースは効果的治癒プログラム，ス

ケジューノしについて医師と協同で意志決定をして

いく段階になってきました。また，それをどのよ

うにマネージメントしていくかを判定するために

も，その能力をつけていかなければならなくなっ

たことです。今日欧米諸外国でこれらの点を強化

するために，ナーシングオーディットを充実しは

じめたということを三紹介して終わらせていただ

きます。

「一ー日本病院会臨床予防医学委員会編

虹門と直腸の病気

頒価 1舟 200円

お申込みは〔株〕日本病院共済会一一干102東京都千代田区三番町 7-2 ずィラロイヤル三番町

でんわ・ 03-264-3180
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r----一 一町内~第38回 日本病院学会(会告)~ … 

第38回

学 .o. 
ヨコE 長あい さ つ

第 38回 日本病院学会

学 会 長 諸 橋 芳 夫

(総合病院国保旭中央病院院長)

日本病院学会案内及び一般演題募集について

皆様にはますます御清栄のこととお慶び申し上げます。

さて，第38回日本病院学会を日本病院会千葉県支部担当のもとに，昭和63年 6月22

日から24日までの 3日間，千葉県文化会館において開催する運びとなりました。

昨今我が国は国際社会の中において政治的にも経済的にも， 厳しい環境下に置かれ

ていると同時に， 国内的にも極めて多くの問題をかかえており， 我々の医療界におい

ても嘗てない激動期に直面していることは御承知のとおりであります。

この現実を直視し，今問われている「真の医療J.「理想の医療」とは何かを医の原点

に立ち返って考え， これを新たな出発点として21世紀に向ってこの激動期を乗り切っ

て蓮進いたしたし 今回の学会テーマを「激動を乗り越えて進もう」といたしました。

我が日本病院会の今後の一層の発展を目指して， 会員相集い研鎖いたしたく，多数

御参加下さるよう御案内申し上げます。

まTニ， 一般演題につきま Lては，関係職員の方々の日頃の研究， 体験の成果につい

て一人でも多くの方々が発表されますよう格別の御配慮をお願L、し、たします。
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第 38回 日本病院学会開催御案内(会告)

学会メインテーマ 「激動を乗り越えて進もう」

会 期

会 場

名誉学会長

学 会 長

演題申込締切

講演原稿締切

学会参加料

医療人の集い
参加料

参加料送金
方法

宿泊・観光

昭和63年 6月22日(水)1
1特別講演，

23日(木)J
シンポジウム， 一般演題発表等

24日(金) カノレチャーコース

千葉県文化会館(第 1会場~第6会場)

(施設視察・観光〉

千葉市市場町11-2 T E L 0472-22-0201 

沼田 武 (千葉県知事)

諸橋 芳夫 (総合病院国保旭中央病院院長)

昭和63年 3月 1日

昭和63年 4月15日

干7，000(講演集， プログラム代を含む〕

￥3，000 昭和63年 6月22日 (水)

午後 7時開宴

会場 ホテルエューツカモト

(学会場からパスでお送りします)

同封の郵便払込用紙に参加者の所属名称，氏名と医療人の集いの参

加区分を明記の上，最寄の郵便局に払い込んで下さい。(払込手数

料は払込人負担)

なお，複数で申込される場合は，裏面に参加者氏名と参加区分の

内訳を記入の上，参加料の合計金額を払い込んで下さL、。

側日本交通公社団体千葉支庖学会担当に直接申し込むこと。

担当事務局 〒239-25

千葉県旭市イの1326番地

総合病院国保旭中央病院

T E L 04796-3-8111 

日本病院会雑誌 1988年 lJl

総務課

内線 2251 
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一 般 演題募集要領

申込方法

1) 演題申込

① 演題の申込者は別紙「演題申込書」 に必要事項をご記入の上，別添封筒にて

第38回日本病院学会事務局までお送り下さし、。

(演題分類区分は必ず記入して下さい〕

② 同封の三連式ハガキ(切りはなさないこと)の記載事項すべてを正確に漏れな

く記載の上， (ハガキ表の申込者住所，氏名を含む)40円切手(2枚)をそれぞ

れ貼付して下さい。

③ i演題申込締切日 昭和63年 3月 1日 (期日厳守のこと)

2) 講演原稿

① 今回の学会においては， 講演集を作成いたしますので， 規定の原稿用紙(字

数 3，600字， 数表・図表等も含む。別添原稿の作成・送付要領参照)に，記入

の上別添封筒(書類郵便) にて第38回日本病院学会事務局までお送り下さし、。

〔演題分類区分は必ず記入して下さい〕

② 共同研究の場合は，演者にO印を必ずつけて下さい。

③ 講演原稿締切期日 昭和63年 4月15日 (期日厳守のこと〉

④ 講演集は学会当日， 会場受付にてお渡しいたLます。

3) 演題の採否

演題の採否については，学会長にご一任願います。

2 研究成果発表

1) 一般演題発表

発表時間は 7分間と致しますので， 発表の要領等については，事前に十分検討
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一 ………一一

スライドの使用

し準備しておいて下さい。

一般演題発表の際のスライドは使用できません。

3) 一般演題分類区分(あまり専門学会的な発表はご遠慮下さい)

門

2)事

1)病院施設管理

理

3)病

4)情

5)病

6)病

7)地

8)救

9)老

10)教

ll)医

4) その他

優秀な発表については，

雑誌」

務

歴

報

院

院

域

急

人

育・研

師

管

管 理

12)看 護

管 理

部

13)薬 剤 「う

経 営

部

14)検 査 部 「う

建 築

15)給 食 部 門

医 療

16)放射線 部 門

医 療

17)福 祉 部 門

医 療

18)着 護 A'4 
寸~ 校

修

部 門

19) ビリ リノ、

20)公衆衛生活動

21)そ の 他

座長の推薦で学術委員会の選考により， 「日本病院会

に掲載し記念品を贈呈します。

3. 学会事務局

干289-25

千葉県旭市イの1326番地

総合病院国保旭中央病院内

TEL 0479-63-8111 

.......................... ... '一一
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一一一一一一一
第38回日本病院学会「講演集」原稿の作成・送付要領

この要領を必ずお読み下さい。※原稿を作成される前に，

「講演集」用原稿用紙の記入・作成について

1.原稿用紙は必ずB4版縦でご使用下さい。原稿は， このままの状態でB5に縮写

印刷されますから，校正の機会がありませんので，特にご注意下さ L、。

2.原稿用紙は，下図のように⑧・⑥の 2種類で， 1演題2頁(⑧+⑥〕に限りますの

で 3頁にまたがらぬようお願いします。

⑥ ⑧ 

④ +  

44 

1T 

ワープロ打

10.5ポイント字

ドー22字 一| ド-22字→

〈手順〕

① 先ず③のタイトノレ枠に， エンピツにて演題名・所属施設名(病院名) ・研究者

の氏名(複数の場合全員〉をお書き下さい。この際発表者には，その氏名の頭にO
印をつけて下さい。(タイトノレ枠部分は，当事務局にて統ーしてタイプ打ちをし

ますのぞ，必ずエンピツでお書き下さい)

② 本文 (2段組〕は，①→②→③→④の順で 1マスに 1字ご記入下さ L、。タイプ打

ちの場合は，専用原稿用紙(別添)に12ポイント活字・明朝体を必ずご使用下さ

い。 ワープロ打ちの場合は 10.5ポイント字・文字ピッチ 3.8mm・行ピッチ 6.0

mm字詰22字 2段(段間 2文字分あける〕打ち Lて下さし、。(手書きでも可)

③ 本文は，文字・図・表とも必ず黒インキ(又は墨)，ベン書きとし，ボーノレベン

は使用しないで下さい。

本文は必ず研究の目的・方法・結果など適当な見出しで区分し， 出来るだけ

…一、一.'山内町一ーす…ー

1 . 

③ー

②ー①+  

本文

タイプ打

12ポイント活字

ド-22字→{ドー22字一吋

日本病院会雑誌 1988年 1月
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………一一一一一一一一同一……..........................................-
まとめて具体的にご記入下さい。

3.手書きの場合，文字は原稿用紙のマス目一杯に謄写製版〔ガリ切り)の要領で筆

勢に強弱なく，ハネる部分はハネず，常に同じ太さの猶書で書けば文字の一部が

カスレたり，消えたりしません。

4.文字欄の記入要領は，原稿の一般的書き方で結構ですが，太枠から絶対ハミダさ

ないで下さい。ただし，句読点・カッコ等が行のはじめに来ること，数字を途中

で切ることは避けて下さL、。

算用数字，横文字は 1マス字はいる程度の隔で書き，前後おのおの半マス程度余

白を作れば読みやすくなります。

5.数字，横文字は欧文タイプで打ちこまず，必ず活字体で手書きするか，レタリン

グセット等を用いて書いて下さい。

6書き損じた場合は，たとえ 1字でも前後数字にわたって書きなおした白い紙片を

貼付しないと，糊しろが充分でなく，はがれることがありますから注意して下さ

L 、。

7図表は，原稿用紙に直接書くか，白紙，淡青色方眼紙に書いたものを貼付しま

す。トレーシングベーバ一等の薄い透写紙に書いたものを貼付する場合は全面糊

づけせず，天の部分のみに貼ってつり下げる状態として下さい。

8線はフリーハンドでなく，必ず定規と烏口(または製図用ベン)を用いて下さ

し、。

9図・表・写真は図 1・表 1のように番号をつけて下さ L、。写真は図番号にして下

さL、。又，図番号・説明は，図・写真の下側に，表番号・説明は，表の上側に，

それぞれ記入して下さ L、。

目巴
10.図・表・写真の貼付には「写真用セメダイン」を使用すればシワがよらずに，き

れいに貼れます。

11.印刷物から図・表を切りぬいて貼り付けますと，縮小されて小さくなり，とくに

文字が読みにくくなりますから避けて下さ L、。

12ゼロックスなどにより複写Lたものは不鮮明になりますので避けて下さい。

13.写真は原板より著しくコントラストが強調されます。コントラストの適当な光沢

の~~，、薄手印画紙iこ焼きつaけ(フェロタイプはかけない方がよ L、)，直接原稿用

紙に貼付して下さい。写真の下の不用部分を白・黒・グレー等で塗りつぶせば見

やすくなります。

……ー…一一一……・..............................…一一…町一一
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15.原稿用紙は予めついている折り目以外のところでは絶対に折らないで下さ L、。ま

た，汚れや，しわにならないよう充分気をつけて下さい。

16今学会では，スライド発表は認めておりません。従いまして，発表時に必要な数

表・図表等は，予めこの「講演集」原稿に挿入していただく必要がありますので

ご注意下さい。

以上，原稿作成にあたりご協力下さ L、。

ll. 「講演集」用原稿の送付について

1. 原稿は画用紙等の台紙に入れ， (封を開ける時) まわりをはさみ破損しないよ

うにして，同封の事務局宛封筒にて送付して下さい。

2. 封筒の裏には，演題分類区分・所属施設(病院)名・住所・職名・氏名(代表

者だけで可)を明記して下さい。

3. 同一施設(病院〉の場合は，一括してお送りいただいて結構です。その際は，

封筒の裏に各演題ごとに分類区分・職名・氏名を連記して下さ L、。

4. 原稿を郵送される場合は，必ず書留便(簡易書留)とし，所定の切手を貼付し

て下さい。

5 原稿は，昭和63年 4月15日(必着)にて，下記宛にご送付下さ L、。
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刷の都合上，締切は厳守して下さ L、。

送付先 干289-25

す

千葉県旭市イの1326番地

総合病院国保旭中央病院内

第38回日本病院学会事務局

す

日本病院会雑誌 1988年1月
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「講演集」印
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本館 1階平面図

本館 1階〔床延面積〉

放射線部

リハビリテーション部

薬 剤 部

8，549m' 

3，820m' 

812m' 

820m2 

本館 2階平面図

本館2階(床延面積) 7，467m' 

栄養部

その他

1，150m' 

1，947m' 

外来部門 2，740m2 臨床検査部 乱220m2

薬剤部 170m' その他 1，337m' 

日本病院会雑誌 19帥年11 65 
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本館 3階平面図

本館 3階〔床延面積)7， 322m' 

外来部門 2，710m' 
中央手術部 1， 510m' 

本館 4階(床延面積)4，687m' 

医療器材室

その他

外来部門 370m' 栄養部

1， 130m' 

1， 972m' 

薬 剤 部 232m' 管理・サーピス部門

50m~ 

1， 585m' 

2，127m' 病 歴 室 323m' その他

日本病説会雑誌 1988年 1月



東病棟

5階小児科

61者外科系小児

7階耳鼻咽喉科・皮膚科

8階 第2内科
一一一一← 一一一 」

L 一 一一~i

北病棟

51暗婦人科

H皆第 2外科

7 [;rr舟l子形外H

81;背 ffi2内千ト

本館 5~8 階平面図

南靖棟

5階産科・小児科(NCU)(NICU)

6階第2外科・第 3外科

H背幣}fj外科

81;rr第2内科

止一

西病棟

5財産科

6 !清第 1外け

7附版科・泌尿器科

8階第 l外科・第 2外科

本館 5階・ 6階・ 7階・ 8J着〔床延面積〕各階共 3，860m'

病 棟 3，860m'
PH (床延面積)1，059m' 

日本病院会雑誌 198B年1月 157 



別館 1階平面図

救命救急・熱傷センター

別館地下 1階〔床延面積)2，262 rr/ 別館 11皆(床延面積〕 3，080ni包

管理・サービス部門 2，262m' 救命救急・熱傷セ yター 3， 080 rr/ 

158 日本病院会雑誌 1988年 1月



分l麓 3階南病樺

(形成外科曹 2外科)

別館 4階

管理部門

別館2階(床延面積)2，035rn' 

病棟 1， 375m" 

検査伝学 470m2 

その他 190m2 

別館 2・3・4階平面図

0~ レチJ Lへ 1

別館3階(床延面積)2， 020 rn' 

1丙株 930 rn' 

T子センタ 815m2

その 1m 275 rn' 

日本病院会雑誌 198~年 1 月

月1)館 2階南病棟

(神経精神科)

別館 4階(床延面積)2，020rn' 

管理部門 2，020m2 

159 



別館 5~7 階平面図

100 I 

U 川町~

別館5階・ 6階・ 7階(床延面積)各階共 1，996m2 

病悌 1， 996m' 

PH (床延面積) 238 m' 

)60 H本将院会経誌 1988年 1月

別館 5指 6階 7階胃病棟

5措第 l内科

6培第 i内科

7階第 3内科

別館 5階・ 6階・ 7階北病棟

5階第 i内科

6措第 3内科

7階第 3内科

別館8階(床延面積) 1， 7η37m' 

管理.サ一ビス部門 1， 73幻7m'd 
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時代が求めた設計思想、、
ImageMax。
.時代の先取り連続X裸照射方式採用

・腹部タイナミ yクスキヤ/や

頭部自動スキャンに応用可能な

ン ケ/ンヤJレスキヤ/キ移能

・分散者ド御コノヒュータによる高速

多目的画像也理

.ブ7イド式坤ボタ/による簡単な操作

・内蔵MFcrマルテフレ ムカメラ、て
ウノタンテ煽影.ル チンスキ-L/てのク リ/クタイムか

皆無 fオフンヨ:--'

・たった25mのうι要スヘス総重量

わすか1.5トンの起小型設計

h 横河メディカルシス弘 I
実~;:;二" 三̂で 1 ;r善玉支:;nl'2~ -76'3東北ぢ広
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1月・研究会

| 実五 n IJ-!，i'下耳石戸|，t. 一面一 内 瓦1日・会場<所在地>1
11:病時確設賞理台置問題J

i 必)外注委託の問題について 1 

別(金)13 却~16 : 30 I 定例施設研究会 密主高官量に内盟書題 |粉日本病院会会議室|

14凶4引| | 伊 ゴ引ミ処理対策につ引しい、て(得講師 e 未定⑧)1凍東京都千代回区麹町叩2-剖-1叫叫

:瓦孟 一一総附一研F五瓦ス孟品一品ぷ現醐況F忌与後炉ら進白良比え一 |ド巾勾帰電)03-265 

除 |i置星品主葺霊骸安賭義鯉聖喜鋸長院限長 若制月 俊ト吋一イ| 
| ー にあし料 p臨」二

1

1 演「言葉の結J

NHKアナウンサー 加賀美幸子
2講演「患者の心理とザーピス」
一仕事のすすめ方一

| 時事通信社・エッセイスト INHK放送研修センター
! 藤原作祢!

刷列 iaフォーラム「新入職員研修 ボ γ il 
28R(*)1O ω~止仰 iF人事合同研究会1聖路加国際病院絹謀長明室室封 印ー10

東京都済生会中央病院臨床援峯科次期(電)0 
l 坂内英明|

本島病院業務課長 中野路貯

idE思議時病議射詰 | 
技師長 藤田 | 

編集後記

新年明けましておめでとうごぎいます。本年も

よろしくご支援g ご愛読のほどお願い申しあげま

す。

さて守本年は，諸橋芳夫会長の巻頭言のタイ l

ルにもありますように，心新たに誇りと臼信

をもって"進みたいものであります。そのうえ，

さらに一層れ団結を強化し正道を歩んで"前進を

開始したいものであります。

本号の巻頭を飾るクラフは，神奈川県川崎1111こ

所在する聖マリアンナ医科大学病院をご紹介しま

した。施設の写真のご提供，ありがとうございま

した。

きて，記事といたしましては，同年8月名古屋

市で開催された病院長・幹部職員七 ζ ブーから，

講演とンンボジウムを収載しました。当会の顧問

である宮崎秀樹参議院議員によるものであり、同

議員の医療関係法案成立に主る困えてrAJで7)ご活躍

ぶりをつぶきに知ることができ，また法案がどの

ような過程を経て法律として成、うするのかを伺う

ことができ 興味をそそられました。次に，近時

J';'生省より LH ました，j也域医療~I 岡」 これの告ノj、

と作成が各都道府県で現在進行中であります。ま

た，同省、の国民医療総台対策本部の中間報告b昨

年日月に発表になり，閣の今後の国民医療に対す

る方針がおおよそ明らかになりました。そこで，

シンポジウムでは，各シ Yポジストが，地域医療

計画にかかわる問題点を摘出して，それぞれの専

門的立場から，遠慮のない率直な意見を開陳され

ております。

さて，第371口!日本病院学会における一般演題は

190点とし、う多数に上ったわけですが，今回初の

試みとして，座長の推薦および学術委員会による

選考によって，優秀演題を選びました。これにつ

いては，今後逐次，本誌に掲載してゆく予定で

す。本号では，その先陣として， ，放射線科の合

理化について 主としてテ←ヲイ「システムー」

(演題ぬ58)を掲載いたしました。なお，本年千

葉市で開催予定の第 381"1R本病院学会において

も 優秀な発表については，座長の推薦，学術委

員会の選考によって，本誌への掲載と記念品の贈

唱が行なわれる可 とのことであります。日頃の研

究成果を官って発表してください。

木壬lーの会員および読者の皆様のご健勝とご多幸

を心からお祈りいたします。

162 日本病院会雑誌主 1988年 1月
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ストレステストシステh

虚血性的疾懇の~断， I山機能の評価，

治療効果の判定，リハビリテーシヨ

ン等，広い範囲にわたり運動負荷託

験を矧果的に行えるシステムです。

安静時から負荷後までコンヒ.ュータ

1こより，画面表示・記録・トレッド

ミルの速度，傾斜等を自動的!こコン

トロールし，俊査をスムーズに行う

ととも!こ，多くの彼倹者データを整

理し出力する，新しいタイプの運動

負荷機蓋装置です。

eヌ〆ぞFj
d のずいプ...-/'

・三Oρ編集 J.vかグ記録方外
eグヲヲイゾグ
ρ採用

0"・ι."..，，~剰崎~. ，，-'0苅

四肉' ・，剛・町・'-
切除 ‘ ・ 2・・ ，，，，... ........ ...， oJf .・・・
・・ e帆ー.. ・ ・鴫司 ・・ -・ 0 ・・ "ー .・ a、m
h 四 V日 .制‘.~‘包

. . 匂 一..・一、.・・ 両

日 ・・~ " .‘ ω 愉居場・・・し..‘< ..， 
" .， ・司自，.

" " 

l i (， 

押刊

-岡国.

-ME機器の総合メーカ

7 '79.軍手様 式 盆 誼 ⑧
東京都文京区本郷3-39-4 岱(03)815-2121附)一V

一

-・・圃・・・幽

本社



日
本

病
院
会
雑
誌

昭
和
一て

1
年
四
月
卜
二
日
第
三
極
郵
便
物
認
可

附
拘
L

ハ
ト
2

↓年

“
凡

↓
日
第
一て
卜
五
巻
第

-

H
ザ

{t;l)HITACHI 

MRImagingsystem 
枝術の目立

回日
いて、，'，日目1川J

1辺五呼MRIを剖11附i持別}付11先eo0，5テスラの磁JJ)j

4邸主により，:':j!l\.'<;J文、 I'~I'Jう〉向平能の!llîl

{集を"J能にしています。織影吉1I位

にiiU主な外聞コイノレもそろえてお

り、"針析11的にあわせた鮮明な!ltil
1象を椛f共L、たします。

II，'，:MRIIJ:、多年にわたるNMR
技術I:. I，hHU<~fIU.技術守結集し、白J

/1I'，iiの同像、優れた続if干l't・伝頼

↑'l:~'よ;呪したシステムです。 G- 1O
形'，;;f;'，広導MRI(0，15テスラ)に続
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脳動脈硬化症
に伴う

、

昔日

知能・刻果、用法・周室、使用上の注意および取扱い上の

注意等については、添{寸文書をご参照ください。 一、ニ
O
O
円⑨ 武 田薬品工業株式会社

大阪市東区道修町2丁目27番地

{昭和61年 11月作成


